
昭和四十六年運輸省令第三十八号

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則

海洋汚染防止法（昭和四十五年法律第百三十六号）の規定に基づき、及び同法を実施するため、海洋汚染防止法施行規則を次のように定

める。
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附則

第一章　総則

（用語）

第一条　この省令において使用する用語は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律（昭和四十五年法律第百三十六号。以下「法」と

いう。）において使用する用語の例による。

（油）

第二条　法第三条第二号の国土交通省令で定める油は、次に掲げる油とする。

一　原油

二　重油

三　潤滑油

四　軽油

五　灯油

六　揮発油

七　アスファルト

八　前各号に掲げる油以外の炭化水素油（石炭から抽出されるものを除く。）であつて、化学的に単一の有機化合物及び二以上の当該有

機化合物を調合して得られる混合物以外のもの

第二条の二　法第三条第二号の国土交通省令で定める油性混合物は、次に掲げる油性混合物であつて、船舶によりばら積みの液体貨物とし

て輸送されるもの及びこれを含む水バラスト、貨物
そう

艙の洗浄水その他船舶内において生じた不要な液体物質（有害液体物質等の範囲から

除かれる液体物質を定める省令（昭和六十二年総理府令第三号）で定める液体物質を除く。）並びに海洋施設等において管理されるもの

とする。

一　潤滑油添加剤

二　次に掲げるいずれかの物質と重油又は軽油との混合物（重油又は軽油の濃度が体積百分率七十五パーセント未満のものに限る。）

イ　脂肪酸メチルエステル

ロ　植物油

ハ　イ及びロに掲げるもののほか、国土交通大臣が告示で定める物質

三　次に掲げるいずれかの物質と揮発油との混合物（揮発油の濃度が体積百分率七十五パーセント未満のものに限る。）

イ　エチルアルコール

ロ　イに掲げるもののほか、国土交通大臣が告示で定める物質

（貨物
そう

艙の容量）

第三条　法第三条第九号の国土交通省令で定める容量は、二百立方メートルとする。

第二章　船舶からの油の排出の規制

（令第一条の九第一項第四号の国土交通省令で定める装置）

第四条　海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令（昭和四十六年政令第二百一号。以下「令」という。）第一条の九第一項第四

号の国土交通省令で定める装置は、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる装置とする。

船舶の区分 装置

一　総トン数一万トン（令別表第一の五に掲

げる海域（南極海域及び北極海域を除く。）に

あつては、総トン数四百トン）以上の船舶

油水分離装置（海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備

等に関する技術上の基準等に関する省令（昭和五十八年運輸省令第三十八号。以下「技

術基準省令」という。）第五条第一項に規定する油水分離装置をいう。以下同じ。）及び

ビルジ用濃度監視装置（技術基準省令第七条第一項に規定するビルジ用濃度監視装置を

いう。以下同じ。）
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二　総トン数一万トン（令別表第一の五に掲

げる海域（南極海域及び北極海域を除く。）に

あつては、総トン数四百トン）未満の船舶

油水分離装置（法第五条の三第二項ただし書の規定により燃料油タンクに積載した水バ

ラストを排出する場合にあつては、油水分離装置及びビルジ用濃度監視装置）

２　前項に規定する装置以外の特殊な装置であつて国土交通大臣が前項に規定する装置と同等以上の効力を有すると認めるものについて

は、前項の規定にかかわらず、国土交通大臣が指示するところによるものとする。

３　排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づく国土交通省令の適用関係の整理に関する省令（平成八年

運輸省令第四十一号。以下この項において「適用関係省令」という。）第二条第一項の規定は無害通航船舶（本邦の領海において海洋法

に関する国際連合条約第十七条に規定する無害通航権を行使している外国船舶をいう。以下この項において同じ。）についての令第一条

の九第一項第四号の国土交通省令で定める装置について、適用関係省令第二条第二項の規定は無害通航船舶についての第一項の規定の適

用について準用する。この場合において、適用関係省令第二条第一項及び第二項中「特定外国船舶」とあるのは、「無害通航船舶」と読

み替えるものとする。

（公用に供する潜水船からの排出方法）

第五条　令第一条の九第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項第三号の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる要件に適合す

る方法とする。

一　水平面から任意の方向に 大十五度傾斜している状態において令第一条の九第五項に規定する水バラスト（以下この条において「燃

料油タンク積載水バラスト」という。）の油分の濃度を一万立方センチメートル当たり〇・〇五立方センチメートル以下とする性能を

有する装置（以下この条において「油分濃度低減装置」という。）を通じて排出すること。

二　燃料油タンク積載水バラストは、希釈せずに油分濃度低減装置に通ずること。

三　油分濃度低減装置は、水平面から任意の方向に十五度の傾斜を超えない状態で使用すること。

（令第一条の十第一項第五号ただし書の国土交通省令で定める水バラスト等）

第六条　令第一条の十第一項第五号ただし書の国土交通省令で定める水バラスト等は、スロップタンク（技術基準省令第十三条第一項第一

号のスロップタンクをいう。以下同じ。）内に存する貨物油を含む水バラスト等（水バラスト、貨物艙の洗浄水及びビルジをいう。次条

において同じ。）とする。

（油水境界面の確認）

第七条　令第一条の十第一項第五号ただし書の規定による水バラスト等の油水境界面の確認は、当該水バラスト等を排出する直前に、技術

基準省令第十三条第一項第三号の油水境界面検出器により当該水バラスト等の存する貨物艙の底面から当該水バラスト等の油水境界面ま

での高さが海面から当該水バラスト等の表面までの高さ以上であることを確かめるものとする。

（令第一条の十第一項第六号の国土交通省令で定める装置）

第八条　令第一条の十第一項第六号の国土交通省令で定める装置は、次の各号に掲げるタンカーの区分に応じ、それぞれ当該各号に定める

とおりとする。ただし、これらの装置以外の特殊な装置であつて国土交通大臣がこれらの装置と同等以上の効力を有すると認めるものに

ついては、国土交通大臣が指示するところによるものとする。

一　総トン数百五十トン未満のタンカー及び総トン数百五十トン以上の法第三条第九号に規定するその貨物艙の一部分がばら積みの液体

貨物の輸送のための構造を有するタンカー（以下「兼用タンカー」という。）であつて油の輸送のための貨物艙の容量が千立方メート

ル未満のもの並びにこれら以外のタンカーであつて専らアスファルトその他の比重が一・〇以上の油の輸送の用に供されるタンカー　

バラスト用油排出監視制御装置（技術基準省令第十一条第一項に規定するバラスト用油排出監視制御装置をいう。以下同じ。）

二　前号以外のタンカー　バラスト用油排出監視制御装置及び技術基準省令第十三条第一項に規定するスロップタンク装置

（クリーンバラストが排出される貨物艙）

第八条の二　令第一条の十第二項の国土交通省令で定める貨物艙の洗浄の程度は、次のとおりとする。

一　晴天の日に停止中のタンカーの当該貨物艙から清浄かつ平穏な海中に水バラストを排出した場合において視認することのできる油膜

を海面若しくは隣接する海岸線に生じないよう洗浄され、かつ、油性残留物若しくは乳濁液の
たい

堆積を海面下若しくは隣接する海岸線に

生じないよう洗浄されていること。

二　タンカーの当該貨物艙からバラスト用油排出監視制御装置又は技術基準省令第十二条第一項に規定するバラスト用濃度監視装置によ

り監視して水バラストを排出した場合において油分の濃度が一万立方センチメートル当たり〇・一五立方センチメートルを超えるもの

が排出されなかつたことが当該バラスト用油排出監視制御装置又はバラスト用濃度監視装置の記録により明らかとなるよう洗浄されて

いること。

（クリーンバラストの排出方法）

第八条の三　令第一条の十第二項ただし書の国土交通省令で定める方法は、水バラストを排出する直前に当該水バラスト中の油分の状態を

確認した上、ポンプを使用することなく排出する方法とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、ポンプを使用し

て排出することができる。

一　船舶が港又は沿岸の係留施設にある場合

二　第十二条の十四の三第二項第一号の表第一号下欄イに規定する方法によりポンプを使用する場合

（海洋の汚染の防止に関する試験等のためにする船舶からの油の排出の承認の申請等）

第八条の四　法第四条第四項の承認を受けて、海洋の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のために船舶から油を排出しようとする者

は、当該船舶ごとに、承認申請書を提出しなければならない。

２　前項の承認申請書は、第一号様式によるものとする。

３　管区海上保安本部長は、承認のため必要があると認める場合は、排出する油の成分を記載した書面その他必要な書類の提出を求めるこ

とができる。

（承認証の交付）

第八条の五　管区海上保安本部長は、法第四条第四項の承認をしたときは、申請者に承認証を交付しなければならない。

２　前項の承認証は、第一号の二様式によるものとする。

（承認証の備置き）

第八条の六　前条第一項の承認証の交付を受けた者は、当該油の排出に従事する船舶内に、当該承認証を備え置かなければならない。

（承認証の再交付）

第八条の七　第八条の五第一項の承認証の交付を受けた者は、当該承認証を滅失し、紛失し、又は毀損したときは、当該承認証を交付した

管区海上保安本部長に承認証の再交付を申請することができる。

２　管区海上保安本部長は、前項の申請が正当であると認めるときは、承認証をその者に再交付するものとする。
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（承認証の返納）

第八条の八　第八条の五第一項の承認証の交付を受けた者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その受有する承認証（第二号の場合にあつて

は、発見した承認証）を当該承認証を交付した管区海上保安本部長に返納しなければならない。

一　承認を受けた排出に関する計画を実行したとき又は実行しないこととしたとき。

二　承認証を紛失したことにより承認証の再交付を受けた後その紛失した承認証を発見したとき。

（法第五条の三第一項の国土交通省令で定める総トン数）

第八条の九　法第五条の三第一項の国土交通省令で定める総トン数は、四百トン（載貨重量トン数が六百トン以上のタンカーにあつては、

百トン）とする。

（法第五条の三第二項の国土交通省令で定める総トン数）

第八条の十　法第五条の三第二項の国土交通省令で定める総トン数は、タンカーについては百五十トン、タンカー以外の船舶については四

千トンとする。

（水バラストを積載することがやむを得ない場合）

第八条の十一　法第五条の三第二項ただし書の国土交通省令で定める場合は、分離バラストタンクを設置したタンカーの貨物艙への水バラ

ストの積載については、第一号から第三号までの一に掲げる場合とし、船舶の燃料油タンクへの水バラストの積載については、第四号に

掲げる場合とする。

一　ばら積みの固体貨物の輸送のための構造を有するタンカーが港湾荷役機械の下で固体貨物の荷役を行うためやむを得ない場合

二　船舶が
けた

桁下高の小さい橋その他の障害物の下を安全に航行するためやむを得ない場合

三　港湾、運河等において船舶の安全を確保するため特別の喫水が要求される場合

四　船舶の復原性を確保するためやむを得ない場合

（貨物艙原油洗浄設備による洗浄）

第八条の十二　法第五条の三第二項ただし書の規定により分離バラストタンクを設置したタンカーの貨物艙に水バラストを積載する場合

は、あらかじめ貨物艙原油洗浄設備により洗浄された貨物艙に水バラストを積載しなければならない。ただし、貨物艙原油洗浄設備を設

置していないタンカーにあつては、この限りでない。

（法第五条の三第三項の国土交通省令で定める性状又は種類の油）

第八条の十三　法第五条の三第三項の国土交通省令で定める性状又は種類の油は、次の各号に掲げる油（令別表第一の五に掲げる北極海域

を航行する船舶にあつては、第二号に掲げる油（燃料油として積載されたものに限る。））とする。

一　摂氏十五度における密度が九百キログラム毎立方メートルを超える原油

二　摂氏十五度における密度が九百キログラム毎立方メートルを超え、又は摂氏五十度における動粘度が百八十平方ミリメートル毎秒を

超える原油以外の油

三　歴青油又はその乳化物

四　タール又はその乳化物

（分離バラストの排出方法）

第八条の十四　法第五条の四の国土交通省令で定める排出方法は、次の各号のいずれかに掲げる方法とする。

一　海面より上の位置から排出する方法

二　分離バラストタンクから水バラストを排出する直前に当該水バラストが油により汚染されていないことを確認した上、ポンプを使用

することなく海面下に排出する方法。ただし、第八条の三各号のいずれかに該当する場合においては、ポンプを使用して排出すること

ができる。

（油濁防止管理者を選任すべき船舶）

第九条　法第六条第一項の国土交通省令で定める船舶は、総トン数二百トン以上のタンカー（引かれ船等であるタンカー及び係船中のタン

カーを除く。）とする。

（油濁防止管理者の要件）

第十条　油濁防止管理者は、海技免許（船舶職員及び小型船舶操縦者法（昭和二十六年法律第百四十九号）第四条の規定による海技免許

（海技士（通信）及び海技士（電子通信）の資格についての海技免許を除く。）をいう。以下同じ。）を受けている者又は同法第二十三条

第一項の規定により船舶職員になることについての承認を受けている者であつて、タンカーに乗り組んで油の取扱いに関する作業に一年

以上従事した経験を有するもの又は油濁防止管理者を養成する講習として国土交通大臣が定める講習を修了したものでなければならな

い。

（油濁防止規程を定めるべき船舶）

第十一条　法第七条第一項の国土交通省令で定める船舶は、総トン数百五十トン以上のタンカー及びタンカー以外の船舶で総トン数四百ト

ン以上のものであつて、推進機関を有しない船舶（国際航海に従事するものを除く。）又は係船中の船舶以外のものとする。

（油濁防止規程）

第十一条の二　油濁防止規程に定めるべき事項は、次のとおりとし、その内容は、当該船舶に乗り組む船員が油の不適正な排出を防止する

ために遵守すべきものとして適切なものでなければならない。

一　油濁防止管理者の選任及び解任の手続、職務並びに権限に関する事項（油濁防止管理者を選任すべき船舶に限る。）

二　油濁防止規程の変更の際の手続に関する事項

三　次の場合において油の不適正な排出の防止のためにとるべき措置に関する事項（タンカー以外の船舶にあつては、イからホまでに掲

げる事項に限る。）

イ　燃料油タンクへの水バラストの積込み及び当該燃料油タンクからの水バラストの排出又は処分

ロ　燃料油タンクの洗浄

ハ　油性残留物の処分

ニ　ビルジの排出又は処分

ホ　燃料油及びばら積みの潤滑油の補給

ヘ　貨物油の積込み、積替え及び取卸し

ト　貨物艙への水バラストの積込み及び当該貨物艙からの水バラストの排出又は処分

チ　貨物艙の原油洗浄（貨物艙原油洗浄設備を設置するタンカーに限る。）

リ　貨物艙の洗浄

ヌ　スロップタンクからの水の排出
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四　ビルジ等排出防止設備、水バラスト等排出防止設備、貨物艙原油洗浄設備その他の油の不適正な排出の防止のための機器の取扱い、

点検及び整備に関する事項

五　油記録簿への記載、油記録簿の保管その他の油記録簿に関する事項

六　廃油処理施設の利用に関する事項

七　油の不適正な排出の防止のため船員の遵守すべき事項の周知及び教育に関する事項

（油記録簿）

第十一条の三　法第八条第二項の油の排出その他油の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものと

し、同項の油記録簿への記載は、同表の上欄に掲げる油の排出その他油の取扱いに関する作業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げ

る事項につき行うものとする。

油の排出その他油の取扱いに関す

る作業

事項

一　船舶の燃料油タンクへの水バ

ラストの積込み又は燃料油タンク

の洗浄

１　水バラストを積み込んだ燃料油タンクの識別記号

２　油の積載があつた後に当該油の積載があつた燃料油タンクを洗浄したかどうかの別及び洗浄しな

かつた場合にあつては当該燃料油タンクに積載していた油の種類

３　洗浄の開始時及び完了時における船舶の位置及び時刻

４　洗浄した燃料油タンクの識別記号及び採用した洗浄方法

５　洗浄水を移し替えたタンクの識別記号及び移し替えた洗浄水の量

６　水バラストの積込みの開始時及び完了時における船舶の位置及び時刻

７　燃料油タンクに積み込んだ水バラストの量（当該水バラストの積込みの前に当該燃料油タンクを

洗浄しなかつた場合に限る。）

二　船舶の燃料油タンクからの汚

れた水バラスト又は洗浄水の排出

又は処分

１　汚れた水バラスト又は洗浄水を排出し、又は処分した燃料油タンクの識別記号

２　排出の開始時及び完了時における船舶の位置

３　排出中の船舶の速力

４　排出又は処分の方法

５　排出し、又は処分した量

三　船舶におけるスラッジ（燃料

油及び潤滑油の浄化、機関区域に

おける油の漏出等により生じる油

性残留物であつて船内において処

理できないものをいう。以下同

じ。）その他の油性残留物の収集、

移替え及び処分

１　スラッジその他の油性残留物を収集したタンクの識別記号及び容量並びにスラッジその他の油性

残留物の総残留量

２　スラッジその他の油性残留物を移し替え、又は処分した量、空になつたタンクの識別記号及びス

ラッジその他の油性残留物の総残留量

３　移替え又は処分の方法

四　船舶の機関区域のビルジの排

出、移替え又は処分

１　排出、移替え又は処分の方法（排出、移替え及び処分が自動的に行われない場合に限る。）

２　排出し、移し替え、又は処分した量（技術基準省令第八条第一項第一号に規定するビルジタンク

内のビルジを処分した場合にあつては、当該ビルジタンクの識別記号及び容量並びにビルジの残留

量）（排出、移替え及び処分が自動的に行われない場合に限る。）

３　排出、移替え又は処分を開始した時刻及び完了した時刻（排出、移替え及び処分が自動的に行わ

れない場合に限る。）

４　排出、移替え又は処分のための装置を自動作動方式に切り替えた時刻（排出にあつては、時刻及

び船舶の位置）（排出、移替え又は処分が自動的に行われる場合に限る。）

四の二　燃料油及びばら積みの潤

滑油の補給

１　補給の場所

２　補給の時刻

３　油の種類及び量並びに当該油を積み込んだタンクの識別記号

五　タンカーへの貨物油の積込み １　積込みの場所

２　積み込んだ貨物油の種類及び当該貨物油を積み込んだタンクの識別記号

３　積み込んだ貨物油の量（摂氏十五度における量）及び積込み後のタンク内の貨物油の総量

六　航海中のタンカーにおける貨

物油の移替え

１　貨物油を移し出したタンク及び貨物油を移し入れたタンクの識別記号

２　貨物油を移し出したタンクが空になつたかどうかの別及び空になつていない場合にあつては貨物

油の残留量

七　タンカーからの貨物油の取

卸し

１　取卸しの場所

２　貨物油を取り卸したタンクの識別記号

３　貨物油を取り卸したタンクが空になつたかどうかの別及び空になつていない場合にあつては貨物

油の残留量

八　貨物艙原油洗浄設備を設置す

るタンカーにおける原油洗浄

１　洗浄の開始時における船舶の位置

２　洗浄したタンクの識別記号

３　使用した洗浄機の数

４　洗浄を開始した時刻

５　洗浄方式

６　洗浄用配管内の圧力

７　洗浄を完了し、又は停止した時刻

８　洗浄したタンクが空になつたことを確認した方法

九　タンカーの貨物艙への水バラ

ストの積込み

１　水バラストを積み込んだ貨物艙の識別記号

２　水バラストの積込みの開始時及び完了時における船舶の位置及び時刻

３　積み込んだ水バラストの量及び当該作業を行つた各タンク内の水バラストの総量

十　タンカーの貨物艙の洗浄 １　洗浄した貨物艙の識別記号
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２　洗浄の開始時における船舶の位置

３　洗浄に要した時間

４　洗浄方法

５　洗浄水の処分方法

十一　タンカーからの汚れた水バ

ラストの排出又は処分

１　汚れた水バラストを排出し、又は処分した貨物艙の識別記号

２　排出を開始した時刻及び当該排出の開始時における船舶の位置

３　排出を完了した時刻及び当該排出の完了時における船舶の位置

４　排出した量

５　排出中の船舶の速力

６　排出中にバラスト用油排出監視制御装置が作動していたかどうかの別

７　排出中の汚れた水バラスト及び排出場所の海面の定期的な監視を続けたかどうかの別

８　スロップタンクに移し替えた汚水の量及び当該スロップタンクの識別記号

９　受入施設へ処分したかどうかの別及び当該施設がある港の名称

十二　タンカーのスロップタンク

からの水の排出

１　水を排出したスロップタンクの識別記号

２　汚水を 後に入れてからのセトリングの時間又は前回の排出からのセトリングの時間

３　排出を開始した時刻及び当該排出の開始時における船舶の位置

４　排出の開始時における内容物のアレージ及び油水境界面のアレージ

５　 終段階前に排出した量及び排出速度

６　 終段階において排出した量及び排出速度

７　排出を完了した時刻及び当該排出の完了時における船舶の位置

８　排出中にバラスト用油排出監視制御装置が作動していたかどうかの別

９　排出の完了時における油水境界面のアレージ

１０　排出中の船舶の速力

１１　排出水及び排出場所の海面の定期的な監視を続けたかどうかの別

１２　排出の完了時に排出に関連した配管のすべての弁の閉鎖を確認したかどうかの別

十三　タンカーにおける油性残留

物の移替え及び処分

１　油性残留物を移し替え、又は処分したタンクの識別記号

２　各タンクから移し替え、又は処分した量

３　移替え又は処分の方法

十四　タンカーの貨物艙からのク

リーンバラスト（令第一条の十第

二項に規定する水バラストをい

う。以下同じ。）の排出

１　排出の開始時における船舶の位置

２　クリーンバラストを排出した貨物艙の識別記号

３　クリーンバラストを排出した貨物艙が空になつたかどうかの別

４　排出の完了時における船舶の位置

５　排出中のクリーンバラスト及び排出場所の海面の定期的な監視を続けたかどうかの別

十五　事故その他の理由による例

外的な油の排出

１　排出の時刻

２　排出時における船舶の位置

３　排出された油の種類及び概量

４　排出の状況及び理由

２　前項の規定によるほか、油水分離装置、ビルジ用濃度監視装置及びバラスト用油排出監視制御装置（タンカー以外の船舶にあつては、

油水分離装置及びビルジ用濃度監視装置に限る。以下この項において「装置」という。）について、次に掲げる事項を油記録簿に記載し

なければならない。

一　装置が故障した時刻及び作動可能な状態になつた時刻

二　装置の故障の原因

３　第一項の表の下欄に掲げる事項が、電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で

作られるものであつて、告示で定める基準に適合するものに限る。第十二条の二の三十第三項、第十二条の二の四十三、第十二条の三の

六第二項、第十二条の十七の二第四項、第十二条の十七の五の二第二項及び第十二条の十七の六第二項において同じ。）に記録される場

合は、当該記録をもつて法第八条第二項に規定する油記録簿への記載に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当

該油記録簿とみなす。

４　第一項に規定する油記録簿への記載は、タンカーにあつては第一号の三様式及び第一号の四様式に、タンカー以外の船舶にあつては第

一号の三様式によることとする。

５　法第八条第二項に規定する者は、第一項の表の上欄に掲げる作業が受入施設を利用して行われた場合は、その都度、当該利用に関する

事実を証する書類を油記録簿に添付しなければならない。

（法第八条の二第一項の国土交通省令で定める総トン数）

第十一条の四　法第八条の二第一項の国土交通省令で定める総トン数は、百五十トンとする。

（法第八条の二第一項の国土交通省令で定める特別の用途）

第十一条の五　法第八条の二第一項の国土交通省令で定める特別の用途のものは、陸上自衛隊又は海上自衛隊（防衛大学校を含む。以下同

じ。）の使用するタンカーとする。

（船舶間貨物油積替えの記録）

第十一条の六　法第八条の二第六項の国土交通省令で定める事項は、法第八条の二第一項のタンカーに係る次に掲げる事項とする。

一　積み替えられた貨物油の種類

二　積み替えられた貨物油の量

三　積込み又は取卸しの別

四　船舶間貨物油積替えを行つた日時

五　船舶間貨物油積替え時における当該タンカーの位置

六　船舶間貨物油積替えを行つた他のタンカーの名称
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（船舶間貨物油積替えの通報の方法）

第十一条の七　法第八条の三第一項前段の規定による船舶間貨物油積替えを行うタンカーの船長が行う通報は、当該船舶間貨物油積替えを

行う四十八時間前までに、当該船舶間貨物油積替えを行う海域を管轄する管区海上保安本部、海上保安監部、海上保安部、海上保安航空

基地又は海上保安署の長（以下「管区海上保安本部長等」という。）に対して行うものとする。

２　やむを得ない事情により、船舶間貨物油積替えを行うことを決定したときから四十八時間以内に当該船舶間貨物油積替えを行う必要が

あると認められるときは、前項の通報は、同項の規定にかかわらず、当該決定後直ちに行うものとする。

（船舶間貨物油積替えの通報事項）

第十一条の八　法第八条の三第一項の国土交通省令で定める事項は、同項のタンカーに係る次に掲げる事項とする。

一　名称、国際海事機関船舶識別番号、総トン数及び船籍港

二　航行速力

三　船舶所有者の氏名又は名称及び住所

四　法第八条の三第一項の規定による通報を船舶所有者又は船長若しくは船舶所有者の代理人が行う場合にあつては、当該通報をする者

の氏名又は名称及び住所

五　通報の時点における当該タンカーの位置

六　船舶間貨物油積替えの開始及び終了の予定日時

七　船舶間貨物油積替えを行う海域及び当該海域への入域の予定日時

八　船舶間貨物油積替えを行う際の航行、停留、びょう泊又は係留の別及び他のタンカーへの接舷の有無

九　船舶間貨物油積替えを行う他のタンカーの名称

十　積み替える貨物油の種類

十一　積み替える貨物油の量

十二　積込み又は取卸しの別

十三　船舶間貨物油積替作業管理者の氏名、職名及び連絡先

十四　船舶間貨物油積替作業手引書の有無

十五　呼出符号

十六　海上保安庁との連絡方法

（船舶間貨物油積替えの通報事項の変更）

第十二条　法第八条の三第一項後段の規定による船舶間貨物油積替えに係る通報事項の変更の通報は、当該事項に変更があつた場合に、直

ちに、当該事項を通報した管区海上保安本部長等に対して行うものとする。この場合においては、当該通報の変更の理由を、併せて通報

するものとする。

２　法第八条の三第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、船舶間貨物油積替えを行う海域への入域の予定日時に係る六時間未満の変

更とする。

第二章の二　船舶からの有害液体物質等の排出の規制等

第一節　船舶からの有害液体物質等の排出の規制

（通風洗浄）

第十二条の二　法第九条の二第二項の国土交通省令で定める有害液体物質は、温度二十度において五キロパスカルを超える蒸気圧を有する

有害液体物質とする。

２　法第九条の二第二項の国土交通省令で定める浄化方法は、次のとおりとする。

一　貨物の取卸しが完了した後、通風洗浄装置（技術基準省令第二十五条第一項に規定する通風洗浄装置をいう。以下同じ。）を用いて

貨物艙の関連管系内を通風すること。

二　船舶の縦傾斜及び横傾斜を貨物艙に残留する有害液体物質の蒸発が促進される傾斜にし、かつ、通風洗浄装置を用いて貨物艙内を通

風すること。

三　前号の規定により貨物艙内を通風した後、当該貨物艙に有害液体物質が残留していないことを目視により確認すること。

（事前処理の確認の申請）

第十二条の二の二　法第九条の二第四項の確認（以下この章において「確認」という。）を受けようとする者は、管区海上保安本部長等又

は登録確認機関に事前処理確認申請書を提出しなければならない。

２　事前処理確認申請書は、第一号の四の二様式によるものとする。

３　管区海上保安本部長等又は登録確認機関は、確認のため必要があると認める場合は、海洋汚染等防止証書その他必要な書類の提示を求

めることができる。

（確認の準備）

第十二条の二の三　確認の申請をした者は、管区海上保安本部長等又は登録確認機関の指示するところに従い、確認の準備をするものとす

る。

（事前処理確認済証の交付等）

第十二条の二の四　管区海上保安本部長等又は登録確認機関は、確認をしたときは、申請者に事前処理確認済証を交付しなければならな

い。

２　事前処理確認済証は、第一号の四の三様式によるものとする。

３　事前処理確認済証の交付を受けた者は、当該事前処理確認済証を法第九条の五第一項の規定により船舶に備え付ける有害液体物質記録

簿に添付しなければならない。

（有害液体汚染防止管理者を選任すべき船舶）

第十二条の二の五　法第九条の四第一項の国土交通省令で定める船舶は、有害液体物質を輸送する総トン数二百トン以上の船舶（引かれ船

等を除く。）とする。

（有害液体汚染防止管理者の要件）

第十二条の二の六　有害液体汚染防止管理者は、海技免許を受けている者又は船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十三条第一項の規定によ

り船舶職員になることについての承認を受けている者であつて、有害液体物質を輸送する船舶に乗り組んで有害液体物質の取扱いに関す

る作業に一年以上従事した経験を有するもの又は有害液体汚染防止管理者を養成する講習として次に掲げる講習を修了したものでなけれ

ばならない。

一　第十二条の二の七及び第十二条の二の八の規定により国土交通大臣の登録を受けた講習（以下「登録消防講習」という。）

二　第十二条の二の二十二及び第十二条の二の二十三の規定により国土交通大臣の登録を受けた講習（以下「登録学科講習」という。）
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（消防講習の登録）

第十二条の二の七　前条第一号の登録は、登録消防講習を行おうとする者の申請により行う。

２　前条第一号の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一　登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二　登録を受けようとする者が登録消防講習の実施に関する事務（以下「登録消防講習事務」という。）を行おうとする事務所の名称及

び所在地

三　登録を受けようとする者が登録消防講習事務を開始しようとする日

３　前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一　登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類

イ　定款又は寄付行為及び登記事項証明書

ロ　役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類

二　登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書

三　講習に用いる別表第一に掲げる機械器具その他の設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類

四　講師の氏名及び経歴を記載した書類

五　講師が、次条第一項第三号に該当する者であることを証する書類

六　登録を受けようとする者が、次条第二項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類

（登録の要件等）

第十二条の二の八　国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなけれ

ばならない。

一　別表第一に掲げる機械器具その他の設備を用いて講習が行われるものであること。

二　次に掲げる科目について行われるものであること。

イ　有害液体物質火災消防実習

ロ　流出有害液体物質処理実習

三　前号に掲げる科目にあつては、三級海技士（航海）若しくは三級海技士（機関）の資格若しくはこれらより上級の資格についての免

許を有する者であつて、当該免許を受けた後一年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力

を有する者で、有害液体物質に関する研究又は実務に二年以上従事した経験を有するものが講師として講習の業務に従事するものであ

ること。

２　国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。

一　法第九条の四第一項の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年

を経過しない者

二　第十二条の二の十八の規定により第十二条の二の六第一号の規定による登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三　法人であつて、登録消防講習の実施に関する事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

３　第十二条の二の六第一号の規定による登録は、登録消防講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

一　登録年月日及び登録番号

二　登録消防講習を行う者（以下「登録消防講習実施機関」という。）の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

三　登録消防講習事務を行う事務所の名称及び所在地

四　登録消防講習事務を開始する日

（登録の更新）

第十二条の二の九　第十二条の二の六第一号の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

２　前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

（登録消防講習事務の実施に係る義務）

第十二条の二の十　登録消防講習実施機関は、公正に、かつ、第十二条の二の八第一項各号に掲げる要件に適合する方法及び次に掲げる基

準に適合する方法により登録消防講習事務を行わなければならない。

一　講習は、実習により行われるものであること。

二　講習は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる時間以上行うこと。

講習科目 時間数

一　有害液体物質火災消防実習 三時間

二　流出有害液体物質処理実習 三時間

三　有害液体汚染防止管理者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、第十二条の二の八第一項第三

号に該当する者に行わせること。

（登録事項の変更の届出）

第十二条の二の十一　登録消防講習実施機関は、第十二条の二の八第三項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、

あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一　変更しようとする事項

二　変更しようとする日

三　変更の理由

（登録消防講習事務規程）

第十二条の二の十二　登録消防講習実施機関は、登録消防講習事務の開始前に、次に掲げる事項を記載した登録消防講習事務の実施に関す

る規程を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

一　登録消防講習の受講の申請に関する事項

二　登録消防講習の受講料の額及び収納の方法に関する事項

三　登録消防講習の日程、公示方法その他登録消防講習の実施の方法に関する事項

四　登録消防講習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項

五　第十二条の二の十第三号の判定に関する事務を行う者の氏名及び経歴

六　登録消防講習事務に関する公正の確保に関する事項

七　不正受講者の処分に関する事項

八　その他登録消防講習事務に関し必要な事項
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（登録消防講習事務の休廃止）

第十二条の二の十三　登録消防講習実施機関は、登録消防講習事務を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記

載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一　登録消防講習実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二　登録消防講習事務を休止又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地

三　登録消防講習事務を休止又は廃止しようとする日

四　登録消防講習事務を休止しようとする期間

五　登録消防講習事務を休止又は廃止しようとする理由

（財務諸表等の備付け及び閲覧等）

第十二条の二の十四　登録消防講習実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は

収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書（その作成に代えて電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識

することができない方式で作られるものをいう。以下この条において同じ。）の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。

次項において「財務諸表等」という。）を作成し、五年間事務所に備えておかなければならない。

２　登録消防講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録消防講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をする

ことができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録消防講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。

一　財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二　前号の書面の謄本又は抄本の請求

三　財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する

方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

四　前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次条に定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面

の交付の請求

（電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法）

第十二条の二の十五　前条第二項第四号に規定する電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録消防講習実施機関が定めるものとする。

一　送信者の使用にかかる電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法で

あつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用にかかる電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録される

もの

二　磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記

録したものを交付する方法

２　前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。

（適合命令）

第十二条の二の十六　国土交通大臣は、登録消防講習が第十二条の二の八第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その

登録消防講習実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

（改善命令）

第十二条の二の十七　国土交通大臣は、登録消防講習実施機関が第十二条の二の十の規定に違反していると認めるときは、その登録消防講

習実施機関に対し、登録消防講習事務の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

（登録の取消し等）

第十二条の二の十八　国土交通大臣は、登録消防講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第十二条の二の六第一号の規定に

よる登録を取り消し、又は期間を定めて登録消防講習に関する業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

一　第十二条の二の八第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。

二　第十二条の二の十一から第十二条の二の十三まで、第十二条の二の十四第一項又は次条の規定に違反したとき。

三　正当な理由がないのに第十二条の二の十四第二項各号の規定による請求を拒んだとき。

四　前二条の規定による命令に違反したとき。

五　不正の手段により第十二条の二の七及び第十二条の二の八の規定による登録を受けたとき。

（帳簿の記載等）

第十二条の二の十九　登録消防講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、これを登録消防講習の終了後二年間保存しなけれ

ばならない。

一　登録消防講習の受講料の収納に関する事項

二　登録消防講習の受講の申請の受理に関する事項

三　登録消防講習の修了証明書の交付等に関する事項

四　その他登録消防講習の実施状況に関する事項

２　登録消防講習実施機関は、登録消防講習の受講申請書及びその添付書類を備え、登録消防講習の終了後二年間これを保存しなければな

らない。

（報告の徴収）

第十二条の二の二十　国土交通大臣は、登録消防講習の実施のため必要な限度において、登録消防講習実施機関に対し、登録消防講習事務

又は経理の状況に関し報告させることができる。

（公示）

第十二条の二の二十一　国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一　第十二条の二の六第一号の規定による登録をしたとき。

二　第十二条の二の十一の規定による届出があつたとき。

三　第十二条の二の十三の規定による届出があつたとき。

四　第十二条の二の十八の規定により第十二条の二の七及び第十二条の二の八の規定による登録を取り消し、又は業務の停止を命じたと

き。

（学科講習の登録）

第十二条の二の二十二　第十二条の二の六第二号の登録は、登録学科講習を行おうとする者の申請により行う。

２　第十二条の二の六第二号の登録学科講習の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなけ

ればならない。

一　登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
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二　登録を受けようとする者が登録学科講習の実施に関する事務（以下「登録学科講習事務」という。）を行おうとする事務所の名称及

び所在地

三　登録を受けようとする者が登録学科講習事務を開始しようとする日

３　前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一　登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類

イ　定款又は寄付行為及び登記事項証明書

ロ　役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類

二　登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書

三　講師の氏名及び経歴を記載した書類

四　講師が、次条第一項第二号に該当する者であることを証する書類

五　登録を受けようとする者が、次条第二項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類

（登録の要件等）

第十二条の二の二十三　国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしな

ければならない。

一　次に掲げる科目について行われるものであること。

イ　有害液体物質の化学的特性及び物理的特性に関する知識

ロ　有害液体物質の取扱いに関する実務

ハ　有害液体物質の処理に関する知識

ニ　有害液体物質を輸送する船舶における火災、爆発及び消火実務

ホ　検知器具及び保護具の取扱い方法

ヘ　災害防止対策

ト　海上汚染防止対策

チ　海洋汚染及び海上災害の防止に関する法令

二　前号に掲げる科目にあつては、別表第一の二の上欄に掲げる講習科目の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに

適合する者が講師として講習の業務に従事するものであること。

２　国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。

一　法第九条の四第一項の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年

を経過しない者

二　第十二条の二の二十六において準用する第十二条の二の十八の規定により第十二条の二の六第二号の登録を取り消され、その取消し

の日から二年を経過しない者

三　法人であつて、登録学科講習の実施に関する事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

３　第十二条の二の六第二号の登録は、登録学科講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

一　登録年月日及び登録番号

二　登録学科講習を行う者（以下「登録学科講習実施機関」という。）の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

三　登録学科講習事務を行う事務所の名称及び所在地

四　登録学科講習事務を開始する日

（登録の更新）

第十二条の二の二十四　第十二条の二の六第二号の規定による登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、そ

の効力を失う。

２　前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

（登録学科講習事務の実施に係る義務）

第十二条の二の二十五　登録学科講習実施機関は、公正に、かつ、第十二条の二の二十三第一項各号に掲げる要件に適合する方法及び次に

掲げる基準に適合する方法により登録学科講習事務を行わなければならない。

一　講習は、講義により行われるものであること。

二　講習は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる時間以上行うこと。

講習科目 時間数

一　有害液体物質の化学的特性及び物理的特性に関する知識 二時間

二　有害液体物質の取扱いに関する実務 二時間

三　有害液体物質の処理に関する知識 二時間

四　有害液体物質を輸送する船舶における火災、爆発及び消火実務 二時間

五　検知器具及び保護具の取扱い方法 一時間

六　災害防止対策 二時間

七　海上汚染防止対策 二時間

八　海洋汚染及び海上災害の防止に関する法令 二時間

三　有害液体汚染防止管理者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、第十二条の二の二十三第一項

第二号に該当する者に行わせること。

（準用）

第十二条の二の二十六　第十二条の二の十一から第十二条の二の二十一までの規定は登録学科講習、登録学科講習実施機関及び登録学科講

習の実施に関する事務について準用する。

（有害液体汚染防止規程を定めるべき船舶）

第十二条の二の二十七　法第九条の四第二項の国土交通省令で定める船舶は、総トン数百五十トン以上の有害液体物質を輸送する船舶（引

かれ船等を除く。）とする。

（有害液体汚染防止規程）

第十二条の二の二十八　有害液体汚染防止規程に定めるべき事項は、次のとおりとし、その内容は、当該船舶に乗り組む船員が有害液体物

質の不適正な排出を防止するために遵守すべきものとして適切なものでなければならない。

一　有害液体汚染防止管理者の選任及び解任の手続、職務並びに権限に関する事項（有害液体汚染防止管理者を選任すべき船舶に限る。）
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二　有害液体汚染防止規程の変更の際の手続に関する事項

三　次の場合において有害液体物質の不適正な排出の防止のためにとるべき措置に関する事項

イ　貨物の積込み、積替え及び取卸し

ロ　貨物艙の第十二条の二第二項に規定する浄化方法による洗浄

ハ　事前処理

ニ　貨物艙への水バラストの積込み及び当該貨物艙からの水バラストの排出又は処分

ホ　貨物艙の洗浄（ロ及びハに掲げるものを除く。）及び当該貨物艙又は洗浄水を移し入れたタンクからの洗浄水の排出又は処分

四　有害液体物質排出防止設備その他の有害液体物質の不適正な排出の防止のための機器の取扱い、点検及び整備に関する事項

五　有害液体物質記録簿への記載、有害液体物質記録簿の保管その他の有害液体物質記録簿に関する事項

六　廃有害液体物質等処理施設の利用に関する事項

七　有害液体物質の不適正な排出の防止のため船員の遵守すべき事項の周知及び教育に関する事項

（海洋汚染防止規程）

第十二条の二の二十九　第十一条の二及び前条の規定は、海洋汚染防止規程について準用する。この場合において、第十一条の二第一項第

二号中「油濁防止規程」とあり、前条第一項第二号中「有害液体汚染防止規程」とあるのは、「海洋汚染防止規程」と読み替えるものと

する。

（有害液体物質記録簿）

第十二条の二の三十　法第九条の五第二項の有害液体物質の排出その他有害液体物質の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるもの

は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の有害液体物質記録簿への記載は、同表の上欄に掲げる有害液体物質の排出その他有害液体物

質の取扱いに関する作業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。

有害液体物質の排出そ

の他有害液体物質の取

扱いに関する作業

事項

一　貨物の積込み １　積込みの場所

２　貨物を積み込んだ貨物艙の識別記号並びに当該貨物の名称及び分類（令別表第一に掲げるＸ類物質等、Ｙ

類物質等又はＺ類物質等の別をいう。以下この表において同じ。）

二　船内における貨物

の移替え

１　移し替えた貨物の名称及び分類

２　貨物を移し出した貨物艙及び貨物を移し入れた貨物艙の識別記号

３　貨物を移し出した貨物艙が空になつたかどうかの別

４　貨物を移し出した貨物艙が空になつていない場合には、当該貨物艙に残留する貨物の量

三　貨物の取卸し １　取卸しの場所

２　貨物を取り卸した貨物艙の識別記号

３　貨物を取り卸した貨物艙が空になつたかどうかの別及び次に掲げる事項

（１）　空になつた場合には、取卸し及び吸排が手引書（技術基準省令第三十条に規定する手引書をいう。以下

この表において同じ。）に従つて行われたことを確認したかどうかの別

（２）　空になつていない場合には、当該貨物艙に残留する貨物の量

４　手引書において、予備洗浄（令別表第一の六第一号ロ（２）又は第二号ロに規定する方法により貨物艙を

洗浄することをいう。以下この表において同じ。）を行わなければならないとされているかどうかの別

四　予備洗浄 １　洗浄した貨物艙の識別記号並びに当該貨物艙に積載されていた貨物の名称及び分類

２　洗浄方法

３　洗浄水の処分方法

五　予備洗浄以外の貨

物艙の洗浄

１　洗浄した時刻、貨物艙の識別記号並びに当該貨物艙に積載されていた貨物の名称及び分類

２　洗浄方法

３　洗浄水の排出又は処分の方法

六　洗浄水の排出 １　洗浄水を排出したタンクの識別記号及び次に掲げる事項

（１）　貨物艙の洗浄中に洗浄水を排出した場合には、排出時の排出率

（２）　洗浄水を移し入れたタンクから排出した場合には、排出した量及び排出時の排出率

２　排出を開始した時刻及び完了した時刻

３　排出中の船舶の速力

七　貨物艙への水バラ

ストの積込み

１　水バラストを積み込んだ貨物艙の識別記号

２　水バラストの積込みを開始した時刻

八　貨物艙からの水バ

ラストの排出又は処分

１　水バラストを排出し、又は処分した貨物艙の識別記号

２　水バラストを排出したか受入施設へ処分したかの別

３　水バラストの排出又は処分を開始した時刻及び完了した時刻

４　排出中の船舶の速力

九　事故その他の理由

による例外的な有害液

体物質の排出

１　排出の時刻

２　排出された有害液体物質の名称、分類及び概量

３　排出の状況

２　前項の規定によるほか、ストリッピング装置（技術基準省令第二十七条第一項に規定するストリッピング装置をいう。以下同じ。）に

ついて、次に掲げる事項を有害液体物質記録簿に記載しなければならない。

一　ストリッピング装置が故障した時刻及び故障の状態

二　ストリッピング装置の故障の原因

三　ストリッピング装置が作動可能な状態になつた時刻

３　第一項の表の下欄に掲げる事項が、電磁的記録に記録される場合は、当該記録をもつて法第九条の五第二項に規定する有害液体物質記

録簿への記載に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該有害液体物質記録簿とみなす。

４　第一項に規定する有害液体物質記録簿への記載は、第一号の四の四様式によることとする。
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５　法第九条の五第二項に規定する者は、第一項の表の上欄に掲げる作業が受入施設を利用して行われた場合は、その都度、当該利用に関

する事実を証する書類を有害液体物質記録簿に添付しなければならない。

（未査定液体物質の輸送の届出）

第十二条の二の三十一　法第九条の六第二項の規定により未査定液体物質の輸送の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書を

提出しなければならない。

一　氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所

二　当該未査定液体物質を輸送する船舶の船舶番号、船名、総トン数及び航行区域

三　当該未査定液体物質の名称、構造式又は示性式及び量

四　当該未査定液体物質の積込港及び揚荷港並びに当該未査定液体物質を輸送する船舶の航行経路

五　輸送予定年月日

六　荷送人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所

第二節　登録確認機関

（登録の申請）

第十二条の二の三十二　法第九条の七（法第九条の八第二項において準用する場合を含む。）の規定による登録（以下この節において「登

録」という。）を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

一　氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二　確認業務を行おうとする事業場の名称及び所在地

三　前号の事業場ごとの確認員の数

四　確認業務を開始しようとする日

２　前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一　登録申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書（外国法令に基づいて設立された法人にあつては、これら

に準ずるもの）、個人である場合には、住民票の写し（外国人にあつては、これに準ずるもの）

二　確認業務に用いる法第九条の七第二項第一号に規定する機器の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類

三　確認員が法別表第一に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であることを証する書類

四　登録申請者が法第九条の七第二項第三号及び第三項各号に該当しないことを信じさせるに足る書類

（登録確認機関登録簿の記載事項）

第十二条の二の三十三　法第九条の七第四項第四号（法第九条の八第二項において準用する場合を含む。）の国土交通省令で定める事項は、

次に掲げる事項とする。

一　確認業務を行う事業場の名称

二　確認業務を開始しようとする日

（登録事項の変更の届出）

第十二条の二の三十四　登録確認機関は、法第九条の十の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を、海

上保安庁長官に提出しなければならない。

一　変更しようとする事項

二　変更しようとする日

三　変更を必要とする理由

（確認業務規程の認可の申請）

第十二条の二の三十五　登録確認機関は、法第九条の十一第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書

に、当該認可に係る確認業務規程を添付して、海上保安庁長官に提出しなければならない。

２　登録確認機関は、法第九条の十一第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該認

可に係る確認業務規程（変更に係る部分に限る。）を添付して、海上保安庁長官に提出しなければならない。

一　変更しようとする事項

二　変更しようとする年月日

三　変更を必要とする理由

（確認業務規程の記載事項）

第十二条の二の三十六　法第九条の十一第三項の国土交通省令で定める確認業務規程で定めるべき事項は、次に掲げる事項とする。

一　確認の申請の受理に関する事項

二　確認業務の料金に関する事項

三　確認業務の実施方法に関する事項

四　事前処理確認済証の交付に関する事項

五　確認事務に関する秘密の保持に関する事項

六　確認事務に関する公正の確保に関する事項

七　その他確認業務の実施に関し必要な事項

（確認員の選任の届出等）

第十二条の二の三十七　登録確認機関は、法第九条の十二第一項前段の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した

届出書を提出しなければならない。

一　確認員の氏名、生年月日及び経歴

二　前号の者が確認業務を行う事業場の名称及び所在地

２　登録確認機関は、確認員について前項各号に掲げる事項に変更があつたとき、又は確認員を解任したときは、その日から十五日以内

に、その旨を届け出なければならない。

（電磁的記録に記録された事項の表示方法）

第十二条の二の三十八　法第九条の十四第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は

出力装置の映像面に表示する方法とする。

（電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法）

第十二条の二の三十九　法第九条の十四第二項第四号の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録確認機関が定めるもの

とする。
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一　送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であ

つて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

二　磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記

録したものを交付する方法

２　前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。

（業務の休廃止の許可の申請）

第十二条の二の四十　登録確認機関は、法第九条の十五の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を提

出しなければならない。

一　休止し、又は廃止しようとする確認業務の範囲

二　確認業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする日

三　確認業務の全部又は一部を休止しようとする期間

四　確認業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由

（帳簿の記載等）

第十二条の二の四十一　法第九条の二十の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一　確認業務を実施した船舶の船名

二　確認業務を実施した年月日

三　確認業務を実施した場所

四　確認業務を実施した確認員の氏名

五　確認業務の対象となつた物質名

六　確認業務を実施した貨物艙の数

七　荷送人の氏名又は名称

八　荷受人の氏名又は名称

九　事前処理の方法

十　事前処理に使用した洗浄水の処理業者の氏名又は名称

十一　事前処理に使用した洗浄水の処理方法

十二　その他必要な事項

２　登録確認機関は、確認業務を行う事業場ごとに前項に定める事項を記載した帳簿を備え、確認業務を実施した日から五年間保存しなけ

ればならない。

第二章の三　船舶からの廃棄物の排出の規制

（氷の密接度）

第十二条の二の四十二　令第三条第五項（令第四条第四項及び第四条の二第六項において準用する場合を含む。）の国土交通省令で定める

密接度は、十分の一とする。

（例外的な船舶発生廃棄物の排出に係る記録）

第十二条の二の四十三　国際航海に従事する船舶の船長は、当該船舶において事故その他の理由による例外的な船舶発生廃棄物の排出を行

つたときは、次に掲げる事項を航海日誌に記載するものとする。ただし、法第十条の四第二項の規定により、船舶発生廃棄物記録簿にこ

れらに相当する事項の記載を行つた場合（第十二条の三の六第二項の規定により、電磁的記録に記録を行つた場合を含む。）は、この限

りでない。

一　排出の日時及び排出時における船舶の位置

二　排出した船舶発生廃棄物の種類及び量

三　排出の状況及び理由

四　排出を防止するためにとつた措置

（令別表第二の国土交通省令で定める装置）

第十二条の三　令別表第二第一号の表第一号の船舶及びふん尿等の区分の欄の国土交通省令で定める装置は、ふん尿等浄化装置（技術基準

省令第三十八条に規定するふん尿等浄化装置をいう。以下同じ。）及びふん尿等処理装置（技術基準省令第三十九条に規定するふん尿等

処理装置をいう。）とする。

２　令別表第二第一号の表第二号及び第四号、第二号の表第二号の船舶及びふん尿等の区分の欄並びに同表第二号の表第四号及び第五号の

排出方法に関する基準の欄の国土交通省令で定める装置は、ふん尿等浄化装置とする。

３　令別表第二第一号の表第五号及び第二号の表第六号の船舶及びふん尿等の区分の欄の国土交通省令で定める装置は、当該装置からの排

水が次に掲げる基準に適合する性能を有する装置（以下「ふん尿及び汚水処理装置」という。）とする。

一　生物化学的酸素要求量が、一リットル当たり五十ミリグラム以下であること。

二　浮遊物質量が、一リットル当たり百五十ミリグラム以下であること。

三　大腸菌群数が、一立方センチメートル当たり三千個以下であること。

四　浮遊固形物が、当該排水に含まれないこと。

（令別表第二の国土交通省令で定める排出率）

第十二条の三の二　令別表第二第一号の表第一号及び第五号並びに第二号の表第一号の排出方法に関する基準の欄の国土交通省令で定める

排出率は、毎分二百リットルとする。

（令別表第二の国土交通省令で定める船舶）

第十二条の三の二の二　令別表第二第二号の表第四号の船舶及びふん尿等の区分の欄の国土交通省令で定める船舶は、南極海域又は北極海

域のうち厚さ〇・三メートル以上の海氷がある海域を航行するように設計された総トン数五百トン以上の船舶及び旅客船（十三人以上の

旅客定員を有する船舶をいう。）とする。

２　令別表第二第二号の表第五号の船舶及びふん尿等の区分の欄の国土交通省令で定める船舶は、南極海域又は北極海域のうち厚さ〇・三

メートル以上の海氷がある海域を航行するように設計された総トン数五百トン以上の船舶であつて、試験、研究、調査その他の活動（氷

の密接度が十分の一以上である海域において行われるものに限る。）に従事している船舶とする。

（令別表第二の国土交通大臣の承認の申請等）

第十二条の三の二の三　令別表第二第二号の表第五号の承認を受けて、船舶からふん尿又は汚水を排出しようとする者は、当該船舶ごと

に、承認申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

２　前項の承認申請書は、第一号の四の五様式によるものとする。
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３　国土交通大臣は、承認のため必要があると認める場合は、当該船舶の活動の計画を記載した書面その他必要な書類の提出を求めること

ができる。

（承認証の交付）

第十二条の三の二の四　国土交通大臣は、令別表第二第二号の表第五号の承認をしたときは、申請者に承認証を交付しなければならない。

２　前項の承認証は、第一号の四の六様式によるものとする。

（承認証の備置き）

第十二条の三の二の五　前条第一項の承認証の交付を受けた者は、当該承認に係る船舶内に、当該承認証を備え置かなければならない。

（承認証の再交付）

第十二条の三の二の六　第十二条の三の二の四第一項の承認証の交付を受けた者は、当該承認証を滅失し、紛失し、又は毀損したときは、

国土交通大臣に承認証の再交付を申請することができる。

２　国土交通大臣は、前項の申請が正当であると認めるときは、承認証をその者に再交付するものとする。

（承認証の返納）

第十二条の三の二の七　第十二条の三の二の四第一項の承認証の交付を受けた者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その受有する承認証

（第二号の場合にあつては、発見した承認証）を国土交通大臣に返納しなければならない。

一　承認を受けた排出に関する計画を実行したとき又は実行しないこととしたとき。

二　承認証を紛失したことにより承認証の再交付を受けた後その紛失した承認証を発見したとき。

（粉砕装置の技術上の基準）

第十二条の三の二の八　令別表第二の二第一号の粉砕装置に関し国土交通省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。

一　当該装置に送り込まれた廃棄物を 大径二十五ミリメートル未満の状態にするものであること。

二　動揺及び振動によりその性能に支障を生じないものであること。

三　保守及び清掃が容易にできるものであること。

（殺菌するための措置）

第十二条の三の二の九　令別表第二の二第一号及び別表第四第一号の国土交通省令で定める加熱殺菌その他の殺菌するための措置は、熱湯

を使用することにより、廃棄物の温度を摂氏八十度以上とし、これを十分間保つこと又はこれと同等以上の殺菌効果を有する措置とす

る。

（令第四条の二第一項第一号の国土交通省令で定める物質）

第十二条の三の二の十　令第四条の二第一項第一号の国土交通省令で定める物質は、次に掲げる物質とする。

一　日本産業規格（産業標準化法（昭和二十四年法律第百八十五号）第十七条第一項（日本産業規格）に規定する日本産業規格をいう。

以下同じ。）Ｚ七二五二（二〇一四）（ＧＨＳに基づく化学品の分類方法）附属書ＢのＢ・五（生殖細胞変異原性）に規定する危険有害

性区分一Ａ又は危険有害性区分一Ｂに該当する物質であつて、自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、かつ、生物の体

内に蓄積されやすいもの

二　日本産業規格Ｚ七二五二（二〇一四）（ＧＨＳに基づく化学品の分類方法）附属書ＢのＢ・六（発がん性）に規定する危険有害性区

分一Ａ又は危険有害性区分一Ｂに該当する物質であつて、自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、かつ、生物の体内に

蓄積されやすいもの

三　日本産業規格Ｚ七二五二（二〇一四）（ＧＨＳに基づく化学品の分類方法）附属書ＢのＢ・七（生殖毒性）に規定する危険有害性区

分一Ａ又は危険有害性区分一Ｂに該当する物質であつて、自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、かつ、生物の体内に

蓄積されやすいもの

四　日本産業規格Ｚ七二五二（二〇一四）（ＧＨＳに基づく化学品の分類方法）附属書ＢのＢ・九（特定標的臓器毒性、反復ばく露）に

規定する危険有害性区分一に該当する物質であつて、自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、かつ、生物の体内に蓄積

されやすいもの

五　日本産業規格Ｚ七二五二（二〇一四）（ＧＨＳに基づく化学品の分類方法）附属書ＣのＣ・一（水生環境有害性）に規定する急性区

分一又は慢性区分一若しくは慢性区分二に該当する物質

六　合成高分子化合物

（資料の提出）

第十二条の三の二の十一　船舶に穀類以外の固体物質をばら積みして輸送する場合には、荷送人は、船積み前に、当該物質が前条各号のい

ずれかに該当するかどうかに関する情報を記載した資料を当該船舶の船長に提出しなければならない。

（特定船舶）

第十二条の三の二の十二　令別表第三備考第一号の国土交通省令で定める船舶は、一航海において同表備考第二号から第八号までに規定す

る海域のみを航行する船舶であつて、直前の出発港及び目的港の陸地にある施設の故障その他やむを得ない事由によつて令第四条の二第

一項第一号に掲げる廃棄物を当該陸地にある施設において処理することができないものとする。

（船舶発生廃棄物汚染防止規程を定めるべき船舶）

第十二条の三の三　法第十条の三第一項の国土交通省令で定める船舶は、総トン数百トン以上の船舶及び 大搭載人員（ 大搭載人員の定

めのない船舶にあつては、これに相当する搭載人員。第十二条の三の五において同じ。）十五人以上の船舶とする。

（船舶発生廃棄物汚染防止規程）

第十二条の三の四　船舶発生廃棄物汚染防止規程に定めるべき事項は、次のとおりとする。

一　当該船舶の乗組員及び乗組員以外の者で当該船舶に係る業務を行う者のうち船舶発生廃棄物の取扱いに関する作業を行うもの（第七

号において「乗組員等」という。）に対する船舶発生廃棄物汚染防止規程に定められた事項の周知及び教育を担当する者の氏名

二　船舶発生廃棄物汚染防止規程の変更の際の手続に関する事項

三　船舶発生廃棄物の収集、貯蔵、処理及び排出の際に船舶発生廃棄物の不適正な排出の防止のためにとるべき措置に関する事項

四　粉砕装置その他の船舶発生廃棄物の不適正な排出の防止のための機器の取扱い、点検及び整備に関する事項

五　船舶発生廃棄物記録簿への記載、船舶発生廃棄物記録簿の保管その他の船舶発生廃棄物記録簿に関する事項

六　船舶発生廃棄物の受入施設の利用に関する事項

七　船舶発生廃棄物の不適正な排出の防止のため乗組員等が遵守すべき事項の周知及び教育に関する事項

（船舶発生廃棄物記録簿を備え付けるべき船舶）

第十二条の三の五　法第十条の四第一項の国土交通省令で定める船舶は、総トン数百トン以上の船舶及び 大搭載人員十五人以上の船舶

（海底及びその下における鉱物資源の掘採に従事しているものを除く。）とする。
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（船舶発生廃棄物記録簿）

第十二条の三の六　法第十条の四第二項の船舶発生廃棄物の排出その他船舶発生廃棄物の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるもの

は、次の表の上欄に掲げる作業とし、船舶発生廃棄物記録簿への記載は、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。

船舶発生廃棄物の排出その他船舶発生廃棄物の取扱いに関する作業 事項

一　船舶発生廃棄物の海域における排出 １　排出の日時及び排出時における船舶の位置

２　排出した船舶発生廃棄物の種類及び量

二　船舶発生廃棄物の受入施設への排出又は他の船舶への移載 １　排出又は移載の日時

２　排出した受入施設の名称及び位置又は移載した船舶の名称

３　排出又は移載した船舶発生廃棄物の種類及び量

三　船舶発生廃棄物の焼却 １　焼却の開始の日時及び開始時における船舶の位置

２　焼却の終了の日時及び終了時における船舶の位置

３　焼却した船舶発生廃棄物の種類及び量

四　事故その他の理由による例外的な船舶発生廃棄物の排出 １　排出の日時及び排出時における船舶の位置

２　排出した船舶発生廃棄物の種類及び量

３　排出の状況及び理由

４　排出を防止するためにとつた措置

２　前項の表の下欄に掲げる事項が、電磁的記録に記録される場合は、当該記録をもつて法第十条の四第二項に規定する船舶発生廃棄物記

録簿への記載に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該船舶発生廃棄物記録簿とみなす。

３　船舶発生廃棄物記録簿の様式は、第一号の五様式とする。

４　法第十条の四第一項に規定する船舶の船長は、第一項の表第二号上欄に掲げる作業が行われた場合は、その都度、当該作業に関する事

実を証する書類を船舶発生廃棄物記録簿に添付しなければならない。

（船舶発生廃棄物の排出に関して遵守すべき事項等の掲示）

第十二条の三の七　法第十条の五の国土交通省令で定める船舶は、全長十二メートル以上の船舶（海底及びその下における鉱物資源の掘採

に従事しているものを除く。）とする。

２　国際航海に従事する船舶にあつては、法第十条の五の規定による掲示に英語、フランス語又はスペイン語の訳文を付さなければならな

い。

（船舶からの廃棄物排出の確認の申請）

第十二条の三の八　法第十条の十二第一項の確認の申請書は、当該廃棄物が法第十条第二項第五号イ又はロに掲げるものであるときは第一

号の五の二様式に、当該廃棄物が同項第六号に掲げるものであるときは第一号の五の三様式によるものとする。

２　前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

一　排出海域の位置及び範囲並びに積込地から当該海域に至る航行経路を示す図面

二　法第十条の六第一項の許可を受けたときは、同条第六項の規定により交付を受けた許可証（法第十条の十第一項の許可を受けたとき

は、同条第三項において準用する法第十条の六第六項の規定により交付を受けた許可証）の写し

三　委託により当該廃棄物を排出しようとする場合にあつては、委託契約書の写し

３　管区海上保安本部長等は、前項各号に掲げるもののほか、確認のため特に必要があると認めるときは、当該廃棄物の試料並びに必要な

書類及び図面の提出を求めることができる。

４　法第十条の十二第一項の規定による申請書の提出は、廃棄物、使用船舶、積込地及び排出海域に変更がないことその他の事情により管

区海上保安本部長等がその都度の申請の必要がないと認める場合においては、一定期間内の確認に関し一括して行うことができる。この

場合においては、第二項各号に掲げる書類及び図面のうち管区海上保安本部長等が必要がないと認めるものの添付を省略することができ

る。

（排出確認済証の様式）

第十二条の三の九　法第十条の十二第二項の規定により交付する排出確認済証は、当該廃棄物が法第十条第二項第五号イ又はロに掲げるも

のであるときは第一号の五の四様式に、当該廃棄物が同項第六号に掲げるものであるときは第一号の五の五様式によるものとする。

（排出確認済証の再交付）

第十二条の三の十　排出確認済証の交付を受けた者は、当該排出確認済証を滅失し、紛失し、又は毀損したときは、当該排出確認済証を交

付した管区海上保安本部長等に排出確認済証の再交付を申請することができる。

２　管区海上保安本部長等は、前項の申請が正当であると認めるときは、排出確認済証をその者に再交付するものとする。

３　排出確認済証を紛失したことにより排出確認済証の再交付を受けた者は、紛失した排出確認済証を発見したときは、遅滞なく、これを

当該確認済証を交付した管区海上保安本部長等に返納しなければならない。

（登録の申請書の記載事項）

第十二条の三の十一　法第十二条第一項第五号の国土交通省令で定める船舶の設備及び構造は、次に掲げる設備又は構造とする。

一　クレーン、ポンプ、開閉扉その他の廃棄物の積込み又は排出のための設備又は構造

二　貨物艙その他の廃棄物を積載しておくための設備又は構造

三　貨物艙の洗浄装置

四　自船の位置を測定する装置

五　当該船舶の航行の状況及び廃棄物の排出の状況を自動的に記録する装置

２　法第十二条第一項第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一　主な排出海域及び当該海域に至る通常の航行経路

二　委託を受けて廃棄物を排出する場合には、主な委託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所

（登録の申請書等）

第十二条の四　法第十二条第一項の申請書は、第一号の六様式によるものとする。

２　前項の申請書には、当該船舶の一般配置図並びに前条第一項各号に掲げる設備及び構造の概要を示す図面を添附しなければならない。

３　管区海上保安本部長は、法第十一条の登録の申請があつた場合において必要があると認めるときは、船舶国籍証書、船舶検査証書その

他の船舶に関する事項を証する書類の提示を求めることができる。

（船舶の設備及び構造の技術上の基準）

第十二条の五　法第十二条第二項の国土交通省令で定める船舶の設備及び構造の技術上の基準は、次のとおりとする。
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一　次に掲げる廃棄物の排出のための設備又は構造のうち当該船舶から排出する廃棄物の性状及び排出方法に照らし適切なものを有する

こと。

イ　荷役設備（ロに掲げるものを除く。）　廃棄物の適正な排出を確保することができるものであること。

ロ　ポンプ及び管　廃棄物の積込み及び排出のための専用のものであり、かつ、ポンプの前後の管には止め弁を備えていること。

ハ　船底の排出弁　閉鎖した状態において水密構造となるものであること。

ニ　船底の開閉扉　閉鎖した状態において廃棄物が脱落しないような構造のものであり、かつ、船体の動揺等により開放しないような

装置を有するものであること。

二　廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令（平成十七年環境省令第二十八号）別表第二号上欄に掲げる廃棄物の排出（法第十条第二

項第四号に適合する排出を除く。）に使用される船舶にあつては、前号の規定にかかわらず、同号ロに掲げる設備（排出口が海面下に

あるものに限る。）又は同号ハに掲げる構造を有し、かつ、一時間当たりの排出量を二千立方メートル以下とすることができること。

三　貨物艙には、船体の動揺等により廃棄物が脱落し、流出し、又は飛散しないためのハッチカバー若しくは覆い布又はこれらに類する

設備若しくは構造を有すること。また、暴露甲板に廃棄物を積載する船舶にあつては、適切なフェンス及び固縛装置を有すること。

四　貨物艙にバラストを積み込む船舶にあつては、当該貨物艙の洗浄装置を有すること。

五　自船の位置を正確に測定できるＧＰＳ受信機を有すること。ただし、すべての国の領海の基線（海洋法に関する国際連合条約に規定

する領海の幅を測定するための基線（令別表第一の五に掲げる南極海域にあつては、氷棚を陸地とみなして引かれる同条約に規定する

領海の幅を測定するための基線）をいう。）から五十海里を超える海域において排出すべき廃棄物の排出に使用される船舶以外の船舶

（以下「近距離船」という。）及び引かれ船等である船舶については、この限りでない。

六　近距離船（引かれ船等である船舶を除く。）にあつては、自船の位置を測定できる装置を有すること。

七　当該船舶の航行状況を自動的に記録するとともに、第五号に掲げる設備及び廃棄物の排出のための設備又は構造と連動して廃棄物の

排出の日時及び当該日時における船舶の位置を自動的に記録する装置を有すること。ただし、近距離船及び引かれ船等である船舶につ

いては、この限りでない。

２　前項第一号イからニまでに掲げる設備又は構造以外の廃棄物の排出のための設備又は構造であつて管区海上保安本部長の承認を受けた

ものを有する船舶については、当該承認を受けた設備又は構造を有することをもつて同項第一号又は第二号の基準に代えるものとする。

（登録の実施及び登録済証）

第十二条の六　法第十一条の登録は、登録簿に法第十二条第一項各号に掲げる事項を記載し、かつ、その指定しようとする登録番号を定

め、これを登録簿に記載することによつてしなければならない。

２　法第十三条第一項の規定により交付する登録済証は、第一号の七様式によるものとする。

（登録番号及びその表示の方法）

第十二条の七　法第十三条第一項の規定により指定する登録番号（第十二条の九第五項の規定により指定する登録番号を含む。）は、法第

十条第二項第四号又は第五号の規定によつてする廃棄物の排出に常用する船舶であることを表示する文字、管区海上保安本部の名称を表

示する数字及びその他の数字からなるものとする。

２　登録番号は、第一号の八様式の例により、船橋の両側及び両舷に鮮明に表示しなければならない。ただし、船橋のない船舶及び船橋の

両側に表示することが困難な船舶については、船橋の両側に表示することを要しない。

（登録事項の変更の届出）

第十二条の八　法第十四条の規定により法第十二条第一項各号に掲げる事項の変更の届出をしようとする者は、その変更のあつた日から二

週間以内に、その変更前の登録に係る登録簿を備える管区海上保安本部長に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。

一　氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所

二　当該船舶の船名

三　当該船舶の登録番号

四　変更した内容

五　変更の年月日

六　変更を必要とした理由

２　第十二条の四第二項の規定は前項の届出書（法第十二条第一項第五号の事項の変更に係るものに限る。）について、第十二条の四第三

項の規定は前項の規定による変更の届出があつた場合について準用する。

（登録簿の記載の変更及び登録済証の書換え）

第十二条の九　管区海上保安本部長は、前条第一項の規定による変更の届出を受理したときは、法第十五条の規定により当該船舶の登録を

取り消す場合を除き、変更された事項を登録簿に記載しなければならない。

２　管区海上保安本部長は、前項の規定による記載をしたときは、当該届出をした者に登録済証を提出させてその書換えをするものとす

る。

３　前条第一項の規定による変更の届出が廃棄物の主な積込地を他の管区海上保安本部の管轄区域内に変更したことによるものである場合

には、第一項の規定にかかわらず、その届出を受理した管区海上保安本部長は、当該届出書及び当該船舶に係る登録簿をその変更後の廃

棄物の主な積込地を管轄する管区海上保安本部長に送付しなければならない。

４　前項の規定により届出書及び登録簿の送付を受けた管区海上保安本部長は、法第十五条の規定により当該船舶の登録を取り消す場合を

除き、変更された事項を当該登録簿に記載するとともに、新たに指定しようとする登録番号を定め、これを当該登録簿に記載しなければ

ならない。

５　管区海上保安本部長は、前項の規定による記載をしたときは、新たに登録番号を指定して当該届出をした者に通知するとともに、当該

届出をした者に登録済証を提出させてその書換えをするものとする。

（常用廃止の届出）

第十二条の十　法第十四条の規定により常用の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならな

い。

一　氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所

二　当該船舶の船名

三　当該船舶の登録番号

四　常用しなくなつた年月日

五　常用しなくなつた理由
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（登録済証の再交付）

第十二条の十一　法第十一条の登録を受けた船舶の船舶所有者は、当該船舶に係る登録済証を滅失し、紛失し、又は毀損したときは、当該

登録に係る登録簿を備える管区海上保安本部長に登録済証の再交付を申請することができる。

２　管区海上保安本部長は、前項の申請が正当であると認めるときは、登録済証をその者に再交付するものとする。

（登録済証の返納）

第十二条の十二　船舶所有者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その受有する登録済証（第三号の場合にあつては、発見した登録

済証）を当該登録済証に係る登録簿を備える管区海上保安本部長に返納しなければならない。

一　法第十四条の規定により常用の廃止の届出をするとき。

二　法第十五条の規定により登録を取り消されたとき。

三　登録済証を紛失したことにより登録済証の再交付を受けた後その紛失した登録済証を発見したとき。

（登録の抹消等）

第十二条の十三　管区海上保安本部長は、法第十四条の規定による常用の廃止の届出を受理したとき、又は法第十五条の規定による登録の

取消しをしたときは、その常用を廃止し、又はその取消しをした船舶に係る登録を抹消しなければならない。

２　船舶所有者は、法第十一条の登録を受けた船舶を法第十条第二項第四号又は第五号の規定によつてする廃棄物の排出に常用しなくなつ

たとき、又は当該船舶の登録を取り消されたときは、遅滞なく、当該船舶に表示していた登録番号を抹消しなければならない。

（廃棄物処理記録簿）

第十二条の十四　法第十六条第二項の廃棄物の排出その他廃棄物の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲

げる作業（法第十条第二項第一号、第二号、第七号又は第八号の規定によつてする廃棄物の排出に関するものを除く。）とし、廃棄物処

理記録簿への記載は、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。

廃棄物の排出その他廃棄物の取扱いに関する作業 事項

一　船舶への廃棄物の積込み １　積込みの日及び積込地

２　積み込んだ廃棄物の種類及び量

３　積載場所

二　船舶からの廃棄物の排出（第四号及び第五号の上欄に掲げるものを除く。） １　排出の開始の日時及び開始時における船舶の位置

２　排出の終了の日時及び終了時における船舶の位置

３　排出した廃棄物の種類及び量

４　排出した廃棄物の積載場所

５　排出方法

三　船舶の貨物艙の洗浄 １　貨物艙の識別記号

２　洗浄の日及び洗浄に要した時間

３　洗浄方法

四　船舶の貨物艙からの洗浄水の排出（次号上欄に掲げるものを除く。） １　貨物艙の識別記号

２　排出の開始の日時及び開始時における船舶の位置

３　排出の終了の日時及び終了時における船舶の位置

４　排出した洗浄水の量

５　排出方法

五　事故その他の理由による例外的な廃棄物の排出 １　排出の日時及び排出時における船舶の位置

２　排出した廃棄物の種類及び量

３　排出の状況及び理由

２　廃棄物処理記録簿の様式は、第一号の九様式とする。

３　法第十一条の登録を受けた船舶（近距離船及び引かれ船等を除く。）の船長は、当該船舶からの廃棄物の排出（法第十条第二項第一号、

第二号、第七号又は第八号に規定するものを除く。）が行われた場合は、その都度、第十二条の五第一項第七号に規定する装置による記

録を廃棄物処理記録簿に添付しなければならない。

第二章の四　船舶からの有害水バラストの排出の規制

（令第九条の表第一号下欄イの国土交通省令で定める要件）

第十二条の十四の二　令第九条の表第一号下欄イの国土交通省令で定める要件は、公海において水バラストの積込みを行つた後できる限り

速やかに行う有害水バラストの排出であつて、当該積込みの際に積み込んだ水バラストの量とおおむね同じ量を排出するものであること

とする。

（令第九条の表第一号下欄ロの国土交通省令で定める船舶及び措置）

第十二条の十四の三　令第九条の表第一号下欄ロの国土交通省令で定める船舶は、次の各号に掲げる船舶とする。

一　スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他これらに準ずる船舶であつて全長が五十メートル未満で

あり、かつ、水バラストタンク（船舶に設置されたタンクであつて、水バラストの積載のためのものをいう。以下同じ。）の容量が八

立方メートル以下のもの

二　公用に供する船舶のうち海難救助その他の緊急用務を行うための船舶であつて、当該緊急用務の遂行上必要とされる一時的な船体の

傾斜及びトリムの制御のために水バラストの積込み及び排出を行うもの（次号に掲げるものを除く。）

三　公用に供する潜水船

２　前項第一号に掲げる船舶に係る令第九条の表第一号下欄ロの国土交通省令で定める措置は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当

該各号に定める措置とする。

一　特定水バラスト交換（次のイ又はロに掲げる水域において、当該船舶に積まれている水バラストを流し、又は落とし、代わりに当該

水域の水を水バラストとして積み込むことをいう。以下この項において同じ。）を行うための有害水バラストの排出　次の表の上欄に

掲げる特定水バラスト交換を行う水域の区分ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる要件を満たすための措置

イ　全ての国の領海の基線（令第一条の十第一項第三号に規定する領海の基線をいう。以下この号の表第一号下欄ロにおいて同じ。）

からその外側五十海里以遠であつて水深二百メートル以上の海域

ロ　イに掲げる水域以外の水域のうち次の（１）又は（２）のいずれかに該当するもの
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（１）　その周辺にイに掲げる水域が存在しない水域であつて、水域環境の保全の見地から有害となるおそれが比較的少ない水バラス

トの積込みが可能なものとして日本国の領海等（内水、領海又は排他的経済水域をいう。以下同じ。）において国土交通大臣及び

環境大臣が指定するもの

（２）　船舶バラスト水規制管理条約締約国の領海等において当該船舶バラスト水規制管理条約締約国の政府が指定する水域

特定水バラ

スト交換を

行う水域

要件

一　イに掲

げる水域

次に掲げる要件に適合する有害水バラストの排出であること。

イ　次の（１）から（３）までのいずれかに掲げる方法により行う特定水バラスト交換のための有害水バラストの排出

であること。

（１）　水バラストタンクに積載された水バラストの容積の九十五パーセント以上の量を流し、又は落とした後、同量以

上の水バラストを積み込む方法

（２）　水バラストタンクに当該水バラストタンクの容量の三倍以上の量の当該水域の水を積み込みながら流し、又は落

とす方法

（３）　（１）又は（２）に類するものとして国土交通大臣が認める方法

ロ　できる限り全ての国の領海の基線からその外側二百海里以遠において行う有害水バラストの排出であること。

二　ロに掲

げる水域

次に掲げる要件に適合する有害水バラストの排出であること。

イ　前号下欄イに規定する方法により行う特定水バラスト交換のための有害水バラストの排出であること。

ロ　次の（１）又は（２）に掲げる区分に応じ、それぞれ（１）又は（２）に定める要件に適合する有害水バラストの

排出であること。

（１）　日本国の領海等において行われる有害水バラストの排出　日本国の領海等の水域環境の保全に影響を及ぼすおそ

れが少なく、かつ、当該領海等において有害水バラストの排出を行うことがやむを得ないものとして国土交通大臣及び

環境大臣が定める要件に適合する有害水バラストの排出であること。

（２）　船舶バラスト水規制管理条約締約国の領海等において行われる有害水バラストの排出　当該船舶バラスト水規制

管理条約締約国の政府が定める要件に適合する有害水バラストの排出であること。

二　特定水バラスト交換を行つた後新たに水バラストを積み込むことなく行う有害水バラストの排出　次の表の上欄に掲げる特定水バラ

スト交換を行つた水域の区分ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる要件を満たすための措置

特定水バラスト交換

を行つた水域

要件

一　第一号イに掲げ

る水域

第一号の表第一号下欄イに規定する方法により行う特定水バラスト交換の後新たに水バラストを積み込むこと

なく行う有害水バラストの排出であること。

二　第一号ロに掲げ

る水域

次に掲げる要件に適合する有害水バラストの排出であること。

イ　第一号の表第一号下欄イに規定する方法により行う特定水バラスト交換の後新たに水バラストを積み込む

ことなく行う有害水バラストの排出であること。

ロ　次の（１）又は（２）に掲げる区分に応じ、それぞれ（１）又は（２）に定める要件に適合する有害水バ

ラストの排出であること。

（１）　日本国の領海等において行われる有害水バラストの排出　日本国の領海等の水域環境の保全に影響を

及ぼすおそれが少なく、かつ、当該領海等において有害水バラストの排出を行うことがやむを得ないものとし

て国土交通大臣及び環境大臣が定める要件に適合する有害水バラストの排出であること。

（２）　船舶バラスト水規制管理条約締約国の領海等において行われる有害水バラストの排出　当該船舶バラ

スト水規制管理条約締約国の政府が定める要件に適合する有害水バラストの排出であること。

３　第一項第二号に掲げる船舶に係る令第九条の表第一号下欄ロの国土交通省令で定める措置は、当該船舶が緊急用務の遂行上一時的に一

の国の領海等（一の国が日本国である場合においては、公海を含む。次項において同じ。）において水バラストの積込みを行つた場合に

おいて、当該緊急用務を終えた後遅滞なく当該一の国の領海等において水バラストタンク内の水バラストをできる限り排出しておくこと

とする。

４　第一項第三号に掲げる船舶に係る令第九条の表第一号下欄ロの国土交通省令で定める措置は、一の国の領海等において積み込まれた水

バラストを当該一の国の領海等においてできる限り排出しておくこととする。

（令第九条の表第二号下欄イの国土交通省令で定める要件）

第十二条の十四の四　令第九条の表第二号下欄イの国土交通省令で定める要件は、次の各号に掲げる水バラストの積込みを行う海域の区分

に応じ、当該各号に定める要件とする。

一　港則法（昭和二十三年法律第百七十四号）に基づく港の区域、漁港及び漁場の整備等に関する法律（昭和二十五年法律第百三十七

号）に規定する漁港の区域又は外国の港の区域（次号において「特定区域」という。）のうちの一の港の区域（当該一の港の区域が別

の港の区域に接する場合においては、当該別の港の区域を含む。以下この号において同じ。）　一の港の区域内において行われる有害水

バラストの排出であること。

二　特定区域以外の海域　積込みの場所から一万メートルの区域（特定区域を除く。）内において行われる有害水バラストの排出である

こと。

（令第九条の表第二号下欄ロの国土交通省令で定める事項）

第十二条の十四の五　令第九条の表第二号下欄ロの国土交通省令で定める事項は、有害水バラストの積込みを行う区域及び排出を行う区域

並びに当該区域間のみを航行する船舶であつて当該区域内のみにおいて有害水バラストの積込み及び排出を行うものであることその他の

国土交通大臣が指定する事項とする。

（令第九条の二の国土交通省令で定める事項）

第十二条の十四の六　令第九条の二の国土交通省令で定める事項は、有害水バラストの積込みを行う区域及び排出を行う区域並びに当該区

域間のみを航行する船舶であつて当該区域内のみにおいて有害水バラストの積込み及び排出を行うものであることその他の事項とする。
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（有害水バラストの排出による海洋の汚染の防止に関する試験等のためにする船舶からの有害水バラストの排出の承認の申請等）

第十二条の十四の七　法第十七条第二項第五号の承認（以下「排出承認」という。）を受けて、有害水バラストの排出による海洋の汚染の

防止に関する試験、研究又は調査のために船舶から有害水バラストを排出しようとする者は、当該船舶ごとに、承認申請書を国土交通大

臣に提出しなければならない。

２　前項の承認申請書は、第一号の九の二様式によるものとする。

３　国土交通大臣は、排出承認のため必要があると認める場合は、有害水バラストの排出による海洋の汚染の防止に関する試験、研究又は

調査の計画書その他必要な書類の提出を求めることができる。

４　国土交通大臣は、海洋の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のためにする有害水バラストの排出のうち、法第十七条の二第四項に

規定する方法により処理を行つた有害水バラストの排出について排出承認をしようとするときは、当該有害水バラストが排出されること

により排出される物質が水域環境の保全の見地から有害であるかどうかについて、あらかじめ、環境大臣の意見を聴かなければならな

い。ただし、同項（法第十七条の七第三項において準用する場合を含む。）の規定により環境大臣の意見を聴く場合は、この限りでない。

（承認証の交付）

第十二条の十四の八　国土交通大臣は、排出承認をしたときは、申請者に承認証を交付しなければならない。

２　前項の承認証は、第一号の九の三様式によるものとする。

（承認証の備置き）

第十二条の十四の九　前条第一項の承認証の交付を受けた者は、当該承認に係る船舶内に、当該承認証を備え置かなければならない。

（承認証の再交付）

第十二条の十四の十　第十二条の十四の八第一項の承認証の交付を受けた者は、当該承認証を滅失し、紛失し、又は毀損したときは、国土

交通大臣に承認証再交付申請書を提出し、その再交付を受けることができる。

２　前項の承認証再交付申請書は、第一号の九の四様式によるものとする。

３　第一項の承認証再交付申請書には、第十二条の十四の八第一項の承認証（毀損した場合に限る。）を添付しなければならない。

４　第十二条の十四の八第一項の承認証を滅失し、又は紛失したことにより再交付を受けた場合は、滅失し、又は紛失した承認証は、その

効力を失うものとする。

（承認証の返納）

第十二条の十四の十一　第十二条の十四の八第一項の承認証の交付を受けた者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その受有する承認証（第

二号の場合にあつては、発見した承認証）を国土交通大臣に返納しなければならない。

一　排出承認を受けた有害水バラストの排出に関する計画が完了したとき又は当該計画を実施しないこととしたとき。

二　承認証を紛失したことにより承認証の再交付を受けた後その紛失した承認証を発見したとき。

（有害水バラスト処理設備を設置すべき船舶）

第十二条の十四の十二　法第十七条の二第一項の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶以外の船舶とする。

一　水バラストを積載する構造を有しない船舶

二　全ての水バラストタンクが恒久的に閉鎖されている船舶

三　積載された有害水バラストを水域に排出しない船舶

四　有害水バラスト以外の水バラストのみを積載する船舶

五　法第十七条第二項第二号から第五号までのいずれかに該当する有害水バラストの排出のみを行う船舶

（有害水バラスト汚染防止管理者を選任すべき船舶）

第十二条の十四の十三　法第十七条の三第一項の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶以外の船舶とする。

一　前条第一号に掲げる船舶

二　船舶バラスト水規制管理条約締約国のうちの一の国の領海等又は公海のみを航行する船舶であつて、当該船舶バラスト水規制管理条

約締約国の法令に従つて有害水バラストの排出を行うもの

（有害水バラスト汚染防止管理者の要件）

第十二条の十四の十四　有害水バラスト汚染防止管理者は、海技免許を受けている者又は船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十三条第一項

の規定により船舶職員になることについての承認を受けている者でなければならない。

（水バラスト記録簿を備え付けるべき船舶）

第十二条の十四の十五　法第十七条の四第一項の国土交通省令で定める船舶は、第十二条の十四の十三に規定する船舶とする。

（水バラスト記録簿）

第十二条の十四の十六　法第十七条の四第二項の有害水バラストの排出その他水バラストの取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるも

のは、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の水バラスト記録簿への記載は、同表の上欄に掲げる有害水バラストの排出その他水バラス

トの取扱いに関する作業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。

有害水バラストの排出その

他水バラストの取扱いに関

する作業

事項

一　水域からの水バラスト

の積込み（第六号に掲げる

ものを除く。）

１　開始時刻及び位置（港の名称又は緯度及び経度）

２　完了時刻及び位置（港の名称又は緯度及び経度並びに当該水域の 小水深）

３　水バラストを積み込んだタンクその他影響を受けたタンクの識別記号

４　積み込んだ水バラストの概量及び作業後の水バラストの総量

５　有害水バラスト汚染防止措置手引書に従つて行われたかどうかの別

６　水バラストの処理方法

７　作業を担当した船舶職員の署名

二　水域への水バラストの

排出（第六号に掲げるもの

を除く。）

１　開始時刻及び位置（港の名称又は緯度及び経度）

２　完了時刻及び位置（港の名称又は緯度及び経度並びに当該水域の 小水深）

３　水バラストを排出したタンクその他影響を受けたタンクの識別記号

４　排出した水バラストの概量及び作業後の水バラストの総量

５　有害水バラスト汚染防止措置手引書に従つて行われたかどうかの別

６　水バラストの処理方法

７　作業を担当した船舶職員の署名
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三　水バラストの交換 １　開始時刻及び位置（緯度及び経度）

２　完了時刻及び位置（緯度及び経度）

３　水バラストを交換した水域から も近い陸地までの 短距離及び当該水域における 小水深（第十二条

の十四の三第二項第一号ロに掲げる水域で交換をした場合にあつては、当該水域の名称）

４　有害水バラスト汚染防止措置手引書に従つて行われたかどうかの別及び交換の方式

５　水バラストを交換したタンクその他影響を受けたタンクの識別記号

６　交換した水バラストの総量及び作業後の水バラストの総量

７　積み込んだ水バラストの処理方法

８　作業を担当した船舶職員の署名

四　水バラストの内部循環

処理又はタンク内処理

１　開始時刻

２　完了時刻

３　水バラストの内部循環処理又はタンク内処理をしたタンクその他影響を受けたタンクの識別記号（供給

元のタンクと供給先のタンクがある場合はそれぞれの識別記号）

４　処理した水バラストの総量

５　水バラストの処理方法

６　作業を担当した船舶職員の署名

五　港湾施設若しくは受入

施設からの水バラストの積

込み又は港湾施設若しくは

受入施設への水バラストの

処分

１　開始時刻及び位置（施設の名称）

２　完了時刻

３　積込み又は処分の別

４　水バラストを積み込み、又は処分したタンクその他影響を受けたタンクの識別記号

５　積み込み、又は処分した水バラストの総量及び作業後の水バラストの総量

６　有害水バラスト汚染防止措置手引書に従つて行われたかどうかの別

７　船上での水バラストの処理方法

８　作業を担当した船舶職員の署名

六　事故その他の理由によ

る水バラストの流入又は流

出その他例外的な積込み又

は排出

１　開始時刻及び位置（港の名称又は緯度及び経度）

２　終了時刻

３　流入、流出、積込み又は排出の別

４　水バラストが流入し、若しくは流出し、又は水バラストを積み込み、若しくは排出したタンクその他影

響を受けたタンクの識別記号

５　流入し、流出し、積み込み、又は排出した水バラストの総量

６　流入、流出、積込み又は排出の状況及び理由並びに実施した処理方法その他必要な事項

７　作業を担当した船舶職員の署名

七　有害水バラスト処理設

備の故障又は動作不能に伴

う作業

１　発生時刻及び位置（港の名称又は緯度及び経度）

２　積込み又は排出の別

３　警報の種類、故障又は動作不能の状況の概要その他の故障又は動作不能に係る事案の説明

４　復旧時刻及び位置（港の名称又は緯度及び経度）

５　作業を担当した船舶職員の署名

八　タンクの清掃若しくは

洗浄又は堆積物の除去若し

くは処分

１　開始時刻及び位置（港の名称又は緯度及び経度）

２　完了時刻及び位置（港の名称又は緯度及び経度）

３　作業を行つたタンクの識別記号

４　受入施設へ処分した場合にあつては、その総量及び施設の名称

５　有害水バラスト汚染防止措置手引書に従つて洗浄水又は堆積物を水域へ排出した場合にあつては、その

総量、当該水域から も近い陸地までの 短距離及び当該水域における 小水深

６　作業を担当した船舶職員の署名

２　前項に規定する水バラスト記録簿への記載は、第一号の九の五様式によるものとする。

３　法第十七条の四第二項に規定する者は、第一項の表第五号上欄に掲げる作業が行われた場合は、その都度、当該作業に関する事実を証

する書類を水バラスト記録簿に添付しなければならない。

（湖沼等における準用等）

第十二条の十四の十七　第十二条の十四の四の規定は令第九条の四第一号の国土交通省令で定める要件について、第十二条の十四の五の規

定は令第九条の四第二号の国土交通省令で定める事項について、第十二条の十四の三第一項の規定は令第九条の四第三号の国土交通省令

で定める船舟類について準用する。この場合において、第十二条の十四の三第一項第二号中「排出」とあるのは「湖沼等に流し、又は落

とすこと」と、第十二条の十四の四中「海域」とあるのは「湖沼等」と、同条第一号中「港則法（昭和二十三年法律第百七十四号）に基

づく港の区域、漁港及び漁場の整備等に関する法律（昭和二十五年法律第百三十七号）」とあるのは「漁港及び漁場の整備等に関する法

律（昭和二十五年法律第百三十七号）」と、「有害水バラストの排出」とあるのは「有害水バラスト湖沼等排出（令第九条の四に規定する

有害水バラスト湖沼等排出をいう。次号及び次条において同じ。）」と、同条第二号中「有害水バラストの排出」とあり、及び第十二条の

十四の五中「排出」とあるのは「有害水バラスト湖沼等排出」と、同条中「船舶」とあるのは「湖沼等において航行の用に供する船舟

類」と読み替えるものとする。

２　前項において準用する第十二条の十四の三第一項第一号に掲げる船舟類に係る令第九条の四第三号の国土交通省令で定める措置は、特

定水バラスト交換（第十二条の十四の三第二項第一号イ又はロに掲げる水域において、当該船舟類に積まれている水バラストを流し、又

は落とし、代わりに当該水域の水を水バラストとして積み込むことをいう。第一号において同じ。）を行うための有害水バラスト湖沼等

排出（令第九条の四に規定する有害水バラスト湖沼等排出をいう。以下この項において同じ。）については、次に掲げる要件を満たすた

めの措置とする。

一　次のイからハまでのいずれかに掲げる方法により行う特定水バラスト交換のための有害水バラスト湖沼等排出であること。

イ　水バラストタンクに積載された水バラストの容積の九十五パーセント以上の量を流し、又は落とした後、同量以上の水バラストを

積み込む方法

ロ　水バラストタンクに当該水バラストタンクの容量の三倍以上の量の当該水域の水を積み込みながら流し、又は落とす方法
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ハ　イ又はロに類するものとして国土交通大臣が認める方法

二　次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる要件に適合する有害水バラスト湖沼等排出であること。

イ　日本国の領海等において行われる有害水バラスト湖沼等排出　日本国の領海等の水域環境の保全に影響を及ぼすおそれが少なく、

かつ、当該領海等において有害水バラスト湖沼等排出を行うことがやむを得ないものとして国土交通大臣及び環境大臣が定める要件

に適合する有害水バラスト湖沼等排出であること。

ロ　船舶バラスト水規制管理条約締約国の領海等において行われる有害水バラスト湖沼等排出　当該船舶バラスト水規制管理条約締約

国の政府が定める要件に適合する有害水バラスト湖沼等排出であること。

３　第十二条の十四の三第二項（第一号を除く。）の規定は第一項において準用する第十二条の十四の三第一項第一号に掲げる船舟類に係

る令第九条の四第三号の国土交通省令で定める措置について、第十二条の十四の三第三項の規定は第一項において準用する第十二条の十

四の三第一項第二号に掲げる船舟類に係る令第九条の四第三号の国土交通省令で定める措置について、第十二条の十四の三第四項の規定

は第一項において準用する第十二条の十四の三第一項第三号に掲げる船舟類に係る令第九条の四第三号の国土交通省令で定める措置につ

いて、第十二条の十四の六の規定は令第九条の五において準用する令第九条の二の国土交通省令で定める事項について準用する。この場

合において、第十二条の十四の三第二項第二号中「特定水バラスト交換を行つた後新たに水バラストを積み込むことなく行う有害水バラ

ストの排出」とあるのは「特定水バラスト交換（第十二条の十四の十七第二項に規定する特定水バラスト交換をいう。以下この号におい

て同じ。）を行つた後新たに水バラストを積み込むことなく行う有害水バラスト湖沼等排出（令第九条の四に規定する有害水バラスト湖

沼等排出をいう。以下この号及び第十二条の十四の六において同じ。）」と、同号の表第一号中「第一号イ」とあるのは「第十二条の十四

の三第二項第一号イ」と、同表第一号及び第二号中「第一号の表第一号下欄イ」とあるのは「第十二条の十四の十七第二項第一号」と、

「有害水バラストの排出」とあるのは「有害水バラスト湖沼等排出」と、同表第二号中「第一号ロ」とあるのは「第十二条の十四の三第

二項第一号ロ」と、同条第三項及び第四項中「排出し」とあるのは「湖沼等に流し、又は落とし」と、第十二条の十四の六中「排出」と

あるのは「有害水バラスト湖沼等排出」と、「する船舶」とあるのは「する湖沼等において航行の用に供する船舟類」と読み替えるもの

とする。

４　第十二条の十四の七から第十二条の十四の十一までの規定は法第十七条の六において準用する法第十七条第二項第五号の承認につい

て、第十二条の十四の十二の規定は法第十七条の六において準用する法第十七条の二第一項の国土交通省令で定める湖沼等において航行

の用に供する船舟類について、第十二条の十四の十三の規定は法第十七条の六において準用する法第十七条の三第一項の国土交通省令で

定める湖沼等において航行の用に供する船舟類について、第十二条の十四の十四の規定は法第十七条の六において準用する法第十七条の

三第一項の有害水バラスト汚染防止管理者について、第十二条の十四の十五の規定は法第十七条の六において準用する法第十七条の四第

一項の国土交通省令で定める湖沼等において航行の用に供する船舟類について、第十二条の十四の十六の規定は法第十七条の六において

準用する法第十七条の四第二項の有害水バラスト湖沼等排出その他の水バラストの取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるもの及び

同項の水バラスト記録簿への記載について準用する。この場合において、第十二条の十四の七の見出し、同条第三項及び第四項、第十二

条の十四の十一第一号、第十二条の十四の十二第五号並びに第十二条の十四の十三第二号中「有害水バラストの排出」とあるのは「有害

水バラスト湖沼等排出」と、第十二条の十四の七（見出しを含む。）中「海洋」とあるのは「湖沼等」と、同条の見出し及び同条第一項

並びに第十二条の十四の九中「船舶」とあるのは「湖沼等において航行の用に供する船舟類」と、第十二条の十四の七第一項中「有害水

バラストの排出」とあるのは「有害水バラスト湖沼等排出（令第九条の四に規定する有害水バラスト湖沼等排出をいう。以下同じ。）」

と、「排出しよう」とあるのは「湖沼等に流し、又は落とそう」と、同条第四項中「法第十七条の二第四項」とあるのは「法第十七条の

六において準用する法第十七条の二第四項」と、「排出される」とあるのは「湖沼等に流し、又は落とされる」と、第十二条の十四の十

第一項、第三項及び第四項並びに第十二条の十四の十一中「第十二条の十四の八第一項」とあるのは「第十二条の十四の十七第四項にお

いて準用する第十二条の十四の八第一項」と、第十二条の十四の十二第三号中「排出しない」とあるのは「流し、又は落とさない」と、

同条第五号中「法第十七条第二項第二号」とあるのは「法第十七条の六において準用する法第十七条第二項第二号」と、第十二条の十四

の十五中「第十二条の十四の十三」とあるのは「第十二条の十四の十七第四項において準用する第十二条の十四の十三」と、第十二条の

十四の十六第一項の表第三号中「の排出」とあるのは「を流し、又は落とすこと」と、同表第三号及び第五号中「排出の」とあるのは

「流し、又は落とすことの」と、「排出を」とあるのは「流し、又は落とすことを」と、「排出した」とあるのは「流し、又は落とした」

と、「排出が」とあるのは「流し、又は落とすことが」と、同表第五号中「の排出」とあるのは「流し、又は落とすこと」と、様式第一

号の九の二、様式第一号の九の三及び様式第一号の九の四中「使用船舶」とあるのは「使用船舟類」と読み替えるものとする。

第二章の五　海洋施設及び航空機からの油及び廃棄物の排出の規制

（海洋の汚染の防止に関する試験等のためにする航空機からの油の排出の承認の申請等）

第十二条の十五　第八条の四から第八条の八までの規定は、法第十八条第四項において準用する法第四条第四項の承認について準用する。

この場合において、第八条の四第一項中「法第四条第四項」とあるのは「法第十八条第四項において準用する法第四条第四項」と、「船

舶」とあるのは「航空機」と、同条第二項中「第一号様式」とあるのは「第一号の九の六様式」と、第八条の五第一項中「法第四条第四

項」とあるのは「法第十八条第四項において準用する法第四条第四項」と、同条第二項中「第一号の二様式」とあるのは「第一号の九の

七様式」と、第八条の六中「船舶」とあるのは「航空機」と読み替えるものとする。

（海洋施設からの廃棄物排出の確認の申請）

第十二条の十六　法第十八条の二第二項の確認の申請書は、第一号の九の八様式によるものとする。

２　前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

一　排出海域の位置及び範囲を示す図面

二　法第十八条の二第三項において準用する法第十条の六第六項の規定により交付を受けた許可証（法第十八条の二第三項において準用

する法第十条の十第一項の許可を受けたときは、法第十八条の二第三項において準用する法第十条の十第三項において準用する法第十

条の六第六項の規定により交付を受けた許可証）の写し

三　委託により当該廃棄物を排出しようとする場合にあつては、委託契約書の写し

四　当該廃棄物を移載した船舶からこれを排出しようとする場合にあつては、当該海洋施設から排出海域に至る航行経路を示す図面

五　法第十条第二項第五号ロに掲げる廃棄物を排出しようとする場合にあつては、排出方法を示す図面

３　管区海上保安本部長等は、前項各号に掲げるもののほか、確認のため特に必要があると認めるときは、当該廃棄物の試料並びに必要な

書類及び図面の提出を求めることができる。

４　法第十八条の二第二項の規定による申請書の提出は、廃棄物、海洋施設、使用船舶（廃棄物を移載した船舶から排出しようとする場合

に限る。）及び排出海域に変更がないことその他の事情により管区海上保安本部長等がその都度の申請の必要がないと認める場合におい

ては、一定期間内の確認に関し一括して行うことができる。この場合においては、第二項各号に掲げる書類及び図面のうち管区海上保安

本部長等が必要がないと認めるものの添付を省略することができる。
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（排出確認済証の様式等）

第十二条の十六の二　法第十八条の二第三項において準用する法第十条の十二第二項の規定により交付する排出確認済証は、第一号の十様

式によるものとする。

２　第十二条の三の十の規定は、海洋施設からの廃棄物排出に係る排出確認済証の再交付について準用する。

（海洋施設の設置の届出）

第十二条の十六の三　法第十八条の三第一項の規定により海洋施設の設置の届出をしようとする者は、その設置の工事の開始の日の三十日

前までに、同項各号に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。

２　前項の届出書には、当該海洋施設の位置及び概要を示す図面を添附しなければならない。

３　法第十八条の三第一項第三号の国土交通省令で定める事項は、次の事項とする。

一　当該海洋施設の名称及び用途

二　当該海洋施設を管理する者の氏名及び住所

三　当該海洋施設の設置の工事を開始する日及び完成する日並びに当該工事の概要

四　当該海洋施設に備えられている排出油等の防除のための器材及び消耗品の種類及び数量

（届出事項の変更の届出）

第十二条の十七　法第十八条の三第二項の規定により同条第一項各号に掲げる事項の変更の届出をしようとする者は、その変更のあつた日

から二週間以内に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。

一　氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所

二　当該海洋施設の名称及び位置

三　変更した内容

四　変更の年月日

五　変更を必要とした理由

２　前条第二項の規定は、前項の届出書（法第十八条の三第一項第二号の事項の変更に係るものに限る。）について準用する。

（海洋施設の油記録簿等）

第十二条の十七の二　法第十八条の四第一項の国土交通省令で定める海洋施設は、油又は有害液体物質の輸送の用に供される係留施設とす

る。

２　法第十八条の四第二項の油の受入れその他油の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、

同項の油記録簿への記載は、同表の上欄に掲げる油の受入れその他油の取扱いに関する作業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる

事項につき行うものとする。

油の受入れその他油の取扱いに関する作業 事項

一　船舶からの油の受入れ １　受入れを開始した時刻

２　油を受け入れた船舶の船名、船舶番号、総トン数及び国籍

３　受け入れた油の種類及び総量

４　受入れを完了した時刻

二　船舶への油の積込み １　積込みを開始した時刻

２　油を積み込んだ船舶の船名、船舶番号、総トン数及び国籍

３　積み込んだ油の種類及び総量

４　積込みを完了した時刻

三　油性残留物の処分 １　海洋施設内で生じた油性残留物の総量

２　処分方法

四　事故その他の理由による例外的な油の排出 １　排出の時刻

２　排出された油の種類及び概量

３　排出の状況及び理由

３　法第十八条の四第二項の有害液体物質の受入れその他有害液体物質の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上

欄に掲げるものとし、同項の有害液体物質記録簿への記載は、同表の上欄に掲げる有害液体物質の受入れその他有害液体物質の取扱いに

関する作業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。

有害液体物質の受入れその他有害液体物質の取扱いに関する

作業

事項

一　船舶からの有害液体物質の受入れ １　受入れを開始した時刻

２　有害液体物質を受け入れた船舶の船名、船舶番号、総トン数及び国籍

３　受け入れた有害液体物質の種類及び総量

４　受入れを完了した時刻

二　船舶への有害液体物質の積込み １　積込みを開始した時刻

２　有害液体物質を積み込んだ船舶の船名、船舶番号、総トン数及び国籍

３　積み込んだ有害液体物質の種類及び総量

４　積込みを完了した時刻

三　事故その他の理由による例外的な有害液体物質の排出 １　排出の時刻

２　排出された有害液体物質の種類及び概量

３　排出の状況及び理由

４　第二項の表及び第三項の表の下欄に掲げる事項が、電磁的記録に記録される場合は、当該記録をもつて法第十八条の四第二項に規定す

る油記録簿又は有害液体物質記録簿への記載に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該油記録簿又は有害液体

物質記録簿とみなす。

５　油記録簿の様式は、第一号の十一様式とする。

６　有害液体物質記録簿の様式は、第一号の十二様式とする。

７　海洋施設の管理者は、オイルフェンスの展張、警戒船の配備及び監視員の配置の状況を示す図を油記録簿又は有害液体物質記録簿に添

付しなければならない。
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（海洋施設発生廃棄物汚染防止規程を定めるべき海洋施設）

第十二条の十七の三　法第十八条の五第一項の国土交通省令で定める海洋施設は、十五人以上の人を収容することができる海洋施設とす

る。

（海洋施設発生廃棄物汚染防止規程）

第十二条の十七の四　海洋施設発生廃棄物汚染防止規程に定めるべき事項は、次のとおりとする。

一　当該海洋施設内にある者のうち海洋施設発生廃棄物の取扱いに関する作業を行うものに対する海洋施設発生廃棄物汚染防止規程に定

められた事項の周知及び教育を担当する者の氏名

二　海洋施設発生廃棄物汚染防止規程の変更の際の手続に関する事項

三　海洋施設発生廃棄物の収集、貯蔵、処理及び排出の際に海洋施設発生廃棄物の不適正な排出の防止のためにとるべき措置に関する

事項

四　粉砕装置、焼却設備その他の海洋施設発生廃棄物の不適正な排出の防止のための機器の取扱い、点検及び整備に関する事項

五　海洋施設発生廃棄物の不適正な排出の防止のため当該海洋施設内にある者が遵守すべき事項の周知及び教育に関する事項

（海洋施設発生廃棄物の排出に関して遵守すべき事項等を掲示すべき海洋施設）

第十二条の十七の五　法第十八条の六の国土交通省令で定める海洋施設は、人を収容することができる構造を有する海洋施設であつて、そ

の水平投影の 大径が十二メートル以上であるもの（海底及びその下における鉱物資源の掘採のために設けられているものを除く。）と

する。

第二章の六　船舶からの排出ガスの放出の規制

（入域等のときにおける窒素酸化物の放出量に係る放出基準に係る記録）

第十二条の十七の五の二　船長は、令第十一条の七の表第一号上欄に掲げる海域に入域し、若しくは当該海域から出域するとき又は当該海

域において船舶に設置された原動機を始動し、若しくは停止するとき（以下この条において「入域等のとき」という。）は、次に掲げる

事項を航海日誌に記載するものとする。ただし、法第十九条の四第一項各号に掲げる原動機又は窒素酸化物の放出量が同表第一号下欄に

掲げる基準に適合するものであることについてのみ同項本文の確認を受けた原動機のみが設置された船舶にあつては、この限りでない。

一　入域等のときの時刻

二　入域等のときの船舶の位置

三　入域等のときの原動機の運転又は停止状態

四　入域等のときの原動機からの窒素酸化物の放出量が令第十一条の七の表の下欄に掲げる放出基準のいずれに該当するかの別

五　入域等のときに、法第十九条の七第四項に規定する承認原動機取扱手引書に従つて講じた措置

２　前項各号に掲げる事項が、電磁的記録に記録される場合は、当該記録をもつて前項に規定する航海日誌への記載に代えることができ

る。この場合において、当該電磁的記録に記録された事項は、当該航海日誌に記載されたものとみなす。

（燃料油の採取位置の指定）

第十二条の十七の五の三　法第十九条の二十二第一項の船舶（引火点が摂氏六十度以下の燃料を使用する船舶を除く。）の船舶所有者は、

法第十九条の二十一第一項又は第二項に規定する基準に適合する燃料油を使用するときは、あらかじめ、国土交通大臣の指示するところ

により、当該燃料油を採取することができる位置を指定するものとする。

（燃料油の使用に係る記録）

第十二条の十七の六　法第十九条の二十一第一項の規定により、令第十一条の十の表第一号上欄に掲げる海域に入域する場合であつて、同

号下欄に掲げる基準に適合する燃料油の使用を開始するときは、次に掲げる事項を航海日誌に記載するものとする。

一　使用を開始した時刻

二　使用を開始した時刻における船舶の位置

三　令第十一条の十の表第一号下欄に掲げる基準に適合する燃料油の搭載量

２　前項各号に掲げる事項が、電磁的記録に記録される場合は、当該記録をもつて前項に規定する航海日誌への記載に代えることができ

る。この場合において、当該電磁的記録に記録された事項は、当該航海日誌に記載されたものとみなす。

（硫黄酸化物放出低減装置の使用方法）

第十二条の十七の六の二　法第十九条の二十一第二項の国土交通省令で定めるところにより使用するときとは、技術基準省令第四十三条の

二第二項の手引書に従つて使用するときとする。

（基準適合燃料油を入手できなかつた場合にとるべき措置）

第十二条の十七の六の三　法第十九条の二十一第三項の国土交通省令で定める措置は、次に掲げるものとする。

一　船舶の運航の遅延及び航路の変更を生じない範囲内で、入手を予定していた場所以外の場所において、入手が予定されていた基準適

合燃料油を供給しようとしていた燃料油供給者及びそれ以外の燃料油供給者から基準適合燃料油の入手を試みること。

二　船舶の運航の遅延及び航路の変更を生じない範囲内で、基準適合燃料油（その使用により船舶の機関等に故障その他の異常を発生さ

せるおそれがあるものに限る。）を入手できる場合にあつては、当該基準適合燃料油を使用するための措置を講ずることを試みること。

三　前二号に掲げるもののほか、やむを得ない理由により基準適合燃料油を入手できなかつたと地方運輸局長（運輸監理部長を含む。以

下同じ。）が認める場合にあつては、当該地方運輸局長が必要と認める措置を講ずること。

（基準不適合燃料油を使用する場合における通報）

第十二条の十七の六の四　法第十九条の二十一第四項の規定により日本船舶の船長（引かれ船等にあつては、船舶所有者。以下この条にお

いて同じ。）が行う通報は、次に掲げる事項（引かれ船等にあつては、第六号に掲げる事項を除く。）について、基準適合燃料油以外の燃

料油（以下「基準不適合燃料油」という。）を使用する前に、基準不適合燃料油を搭載する場所を管轄する地方運輸局長（本邦外で基準

不適合燃料油を搭載する場合にあつては、関東運輸局長）に対して行うものとする。

一　船舶の名称

二　国際海事機関船舶識別番号

三　船舶の国籍

四　船舶所有者の氏名又は名称

五　船舶の運航者の氏名又は名称及び電話番号その他の連絡先

六　船長の氏名

七　船長の代理人の氏名又は名称

八　航海計画

九　基準適合燃料油を入手できなかつた理由

十　前条各号に掲げる措置の内容
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十一　次に掲げる者の氏名又は名称及び電話番号その他の連絡先

イ　入手が予定されていた基準適合燃料油を供給しようとしていた燃料油供給者

ロ　イに掲げる燃料油供給者以外の燃料油供給者であつて、前条第一号に掲げる措置を講ずるために連絡をとつたもの

十二　当該基準不適合燃料油を供給した者の氏名又は名称及び電話番号その他の連絡先

十三　当該基準不適合燃料油の硫黄分濃度

十四　基準適合燃料油を入手するための計画

十五　過去の通報の内容及び当該通報の際に搭載した燃料油の種類（過去一年以内に行つた通報に係るものに限る。）

十六　通報者の氏名及び職名

十七　その他国土交通大臣が定める事項

２　法第十九条の二十一第四項の規定により外国船舶の船長が行う通報は、前項各号（第十二号を除く。）に掲げる事項（引かれ船等にあ

つては、前項第六号に掲げる事項を除く。）について、基準不適合燃料油を使用する前に、入港をしようとする港又は利用しようとする

沿岸の係留施設の所在地を管轄する地方運輸局長（本邦外で基準不適合燃料油を搭載する場合にあつては、当該港に入港をし、又は当該

係留施設を利用する前に、これらの所在地を管轄する地方運輸局長）に対して行うものとする。

３　法第十九条の二十一第四項の規定による通報には、前条各号に掲げる措置に係る記録を添えなければならない。

４　法第十九条の二十一第四項の規定による通報を行つた船長は、当該通報に係る記録を当該通報の日から三年間船内に保存しなければな

らない。

（硫黄酸化物の放出による大気の汚染の防止に関する試験等のためにする船舶における燃料油の使用に係る承認の申請等）

第十二条の十七の六の五　法第十九条の二十一第五項の承認を受けて、硫黄酸化物の放出による大気の汚染の防止に関する試験、研究又は

調査のために船舶において基準不適合燃料油を使用しようとする者は、当該船舶ごとに、承認申請書を地方運輸局長に提出しなければな

らない。

２　前項の承認申請書は、第一号の十三様式によるものとする。

３　地方運輸局長は、承認のため必要があると認める場合は、硫黄酸化物の放出による大気の汚染の防止に関する試験、研究又は調査の計

画書その他必要な書類の提出を求めることができる。

（承認証の交付）

第十二条の十七の六の六　地方運輸局長は、法第十九条の二十一第五項の承認をしたときは、申請者に承認証を交付しなければならない。

２　前項の承認証は、第一号の十四様式によるものとする。

（承認証の備置き）

第十二条の十七の六の七　前条第一項の承認証の交付を受けた者は、当該承認に係る船舶内に、当該承認証を備え置かなければならない。

（承認証の再交付）

第十二条の十七の六の八　第十二条の十七の六の六第一項の承認証の交付を受けた者は、当該承認証を滅失し、紛失し、又は毀損したとき

は、地方運輸局長に承認証再交付申請書を提出し、その再交付を受けることができる。

２　前項の承認証再交付申請書は、第一号の十五様式によるものとする。

３　第一項の承認証再交付申請書には、第十二条の十七の六の六第一項の承認証（毀損した場合に限る。）を添付しなければならない。

４　第十二条の十七の六の六第一項の承認証を滅失し、又は紛失したことにより再交付を受けた場合は、滅失し、又は紛失した承認証は、

その効力を失うものとする。

（承認証の返納）

第十二条の十七の六の九　第十二条の十七の六の六第一項の承認証の交付を受けた者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その受有する承認

証（第二号の場合にあつては、発見した承認証）を地方運輸局長に返納しなければならない。

一　承認を受けた燃料油の使用に関する計画が完了したとき又は当該計画を実施しないこととしたとき。

二　承認証を紛失したことにより承認証の再交付を受けた後その紛失した承認証を発見したとき。

（燃料油の変更の方法）

第十二条の十七の六の十　法第十九条の二十一の二の国土交通省令で定める方法は、法第十九条の二十一第一項又は第二項の政令で定める

基準に適合させるため、燃料油を供給する燃料油タンクを切り換えることにより使用する燃料油を変更する方法とする。

（燃料油変更作業手引書の記載事項）

第十二条の十七の六の十一　法第十九条の二十一の二の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一　燃料油の変更に関する作業を行う者が遵守すべき事項

二　燃料油に係る原動機、ボイラ、補機及び管装置の構造に関する事項

（燃料油供給証明書等を備え置くべき対象船舶）

第十二条の十七の七　法第十九条の二十二第一項の国土交通省令で定める船舶は、国際航海に従事する船舶（陸上自衛隊又は海上自衛隊の

使用する船舶を除く。）であつて総トン数四百トン以上のものとする。

（外国において搭載した燃料油の燃料油供給証明書の要件）

第十二条の十七の八　法第十九条の二十二第一項の国土交通省令で定める要件に適合する書面は、次に掲げる事項が記載されている書面と

する。

一　船名及び国際海事機関船舶識別番号

二　燃料油を搭載した場所

三　燃料油を搭載した年月日

四　燃料油供給者の氏名又は名称、住所及び電話番号

五　燃料油の製品名

六　燃料油の搭載量

七　燃料油の摂氏十五度における密度

八　燃料油の硫黄分濃度

九　燃料油の引火点

十　燃料油が令第十一条の十又は第十一条の十一に定める基準に適合する旨及びその旨を証する燃料油供給者の署名

（外国において搭載した燃料油の試料の要件）

第十二条の十七の九　法第十九条の二十二第一項の国土交通省令で定める要件に適合する試料は、燃料油供給者によつて次に掲げる事項が

記載されている適当な容器に収められ、封印されていることとする。

一　船名及び国際海事機関船舶識別番号
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二　試料の採取地及び採取方法

三　燃料油を搭載した年月日

四　燃料油を供給した設備の名称（他の船舶から燃料油を搭載したときは、当該船舶の名称を含む。）

五　燃料油の種類

六　容器の封印方法

七　燃料油供給者及び燃料油の供給を受けた船舶の船長の氏名及び署名

（燃料油供給証明書等の備え置きの期間等）

第十二条の十七の十　法第十九条の二十二第一項の国土交通省令で定める期間は、燃料油供給証明書にあつては三年間、試料にあつては一

年間と搭載された燃料油が消費されるまでの期間とのいずれか長い期間とする。

２　法第十九条の二十二第一項の試料は、次に掲げる要件を満たす場所に備え置かなければならない。

一　居住区域（船舶防火構造規則（昭和五十五年運輸省令第十一号）第二条第十四号に規定する居住区域をいう。）以外の区域であるこ

と。

二　船員が試料から発生するガスに触れるおそれのない場所であること。

三　冷暗所であること。

（燃料油供給証明書等の記載言語）

第十二条の十七の十一　法第十九条の二十二第一項の燃料油供給証明書及び試料の記載事項は、英語、フランス語又はスペイン語により記

載されなければならない。

（揮発性物質放出規制港湾の指定に係る公示）

第十二条の十七の十二　法第十九条の二十三第四項（同条第六項において準用する場合を含む。）に規定する揮発性物質放出規制港湾の名

称及びその区域の公示は、官報により行うものとする。

（揮発性物質放出規制対象船舶）

第十二条の十七の十三　法第十九条の二十四第一項の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶（陸上自衛隊又は海上自衛隊の使用す

る船舶を除く。）であつて、揮発性物質放出規制港湾において揮発性有機化合物質を放出する貨物の積込みを行うもののうち、貨物の積

込みの状況その他の事情を勘案して告示で定めるものとする。

一　タンカー

二　有害液体物質ばら積船（技術基準省令第一条第五項に規定する有害液体物質ばら積船をいう。）

三　液化ガスばら積船（危険物船舶運送及び貯蔵規則（昭和三十二年運輸省令第三十号。以下「危規則」という。）第百四十二条に規定

する液化ガスばら積船をいう。）

（揮発性物質放出防止設備の使用方法）

第十二条の十七の十四　法第十九条の二十四第三項の規定により揮発性有機化合物質を放出する貨物の積込みを行う者が揮発性物質放出防

止設備を使用する場合には、次に掲げる事項を記載した操作手引書に従つて行うものとする。

一　揮発性物質放出防止設備の配置を示す図面

二　 大許容荷役速度

三　荷役速度に対する揮発性物質放出防止設備の 大圧力損失

四　通気装置（技術基準省令第四十四条に規定する通気装置をいう。）の設定圧力

五　揮発性物質放出防止設備の操作の方法

六　前各号に掲げるもののほか、揮発性物質放出防止設備の使用に関して必要な事項

（二酸化炭素放出実績指標の評価）

第十二条の十七の十四の二　地方運輸局長（船舶又は物件が本邦にある場合にあつては当該船舶又は物件の所在地を管轄する地方運輸局長

（運輸支局（地方運輸局組織規則（平成十四年国土交通省令第七十三号）別表第二第一号に掲げる運輸支局（福岡運輸支局を除く。）を除

く。）、同令別表第五第二号に掲げる海事事務所又は内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）第四十七条第一項の規定により沖縄総合

事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令（平成十二年政令第二百五十五

号）第二百十二条第二項に規定する事務を分掌するもの（以下「運輸支局等」という。）の長を含む。）、船舶又は物件が本邦外にある場

合にあつては関東運輸局長。次条、第十二条の十七の十七から第十二条の十七の二十まで、第三十七条の三の四、第三十七条の三の八及

び第三十七条の六において同じ。）は、第三十八条第一項の表第五号の規定による報告を受けたとき（同号に規定する燃料油の実績の報

告のみを受けたときを除く。）は、当該報告に係る二酸化炭素放出実績指標（技術基準省令第四十七条第一項第六号に規定する二酸化炭

素放出実績指標をいう。以下同じ。）について、二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標等に関する基準を定める省令（平

成二十四年国土交通省令・環境省令第三号。以下「指標省令」という。）第四条第一項に規定する基準により評価しなければならない。

（燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書の交付）

第十二条の十七の十五　地方運輸局長は、第三十八条第一項の表第五号の規定による報告を受けた場合において、次に掲げる事項を確認し

たときは、報告者に燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書を交付しなければならない。

一　第三十八条第一項の表第五号の規定による報告が法第十九条の二十五第一項の承認を受けた二酸化炭素放出抑制航行手引書（海洋汚

染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則（昭和五十八年運輸省令第三十九号）第一条

の二十二の二の変更の承認を受けたときは、変更後のもの。以下「二酸化炭素放出抑制航行手引書」という。）に従つて行われている

こと。

二　前条の規定による評価の結果、次のいずれかに該当するときは、二酸化炭素放出抑制航行手引書に記載された技術基準省令第四十七

条第一項第六号ニに規定する改善の手順に従つて改善計画が作成され、かつ、当該改善計画の内容が当該二酸化炭素放出抑制航行手引

書に反映されていること。

イ　当該評価に係る船舶について、連続して三回、指標省令第四条第一項に規定するＤ評価を受けることとなつたとき。

ロ　当該評価の結果が、指標省令第四条第一項に規定するＥ評価であるとき。

２　前項の燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書（以下「燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書」

という。）は、第一号の十六様式によるものとする。

３　燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書の有効期間は、当該燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認

書を交付した日からその日の属する年の翌年の五月三十一日までとする。

（燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書の備置き）

第十二条の十七の十六　燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書の交付を受けた船舶所有者は、当該船舶内に、交付の日

から少なくとも五年間、燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書を備え置かなければならない。
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（燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書の再交付）

第十二条の十七の十七　船舶所有者は、燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書を滅失し、紛失し、又は毀損した場合

は、燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書再交付申請書を地方運輸局長に提出し、その再交付を受けることができ

る。

２　前項の燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書再交付申請書は、第一号の十七様式によるものとする。

３　燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書を毀損した船舶所有者が第一項の規定による再交付を受けようとする場合に

は、同項の燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書再交付申請書にその燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価

履行確認書を添付しなければならない。

４　燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書を滅失し、又は紛失したことにより再交付を受けた場合は、滅失し、又は紛

失した燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書は、その効力を失うものとする。

（燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書の書換え）

第十二条の十七の十八　船舶所有者は、燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書の記載事項に変更を生じた場合は、速や

かに、燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書書換申請書を地方運輸局長に提出し、その書換えを受けなければならな

い。

２　前項の燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書書換申請書は、第一号の十八様式によるものとする。

３　第一項の燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書書換申請書には、燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履

行確認書を添付しなければならない。

４　第一項の規定により燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書の書換えを受けようとする事項が船舶国籍証書又は船舶

法（明治三十二年法律第四十六号）第十三条、第十五条若しくは第十六条に規定する仮船舶国籍証書に記載された事項に係るものである

場合は、これを地方運輸局長に提示しなければならない。

（燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書の返納）

第十二条の十七の十九　船舶所有者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その受有する燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確

認書（第三号の場合にあつては、発見した燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書）を地方運輸局長に返納しなければ

ならない。

一　船舶が滅失し、沈没し、又は解撤されたとき。

二　船舶が法第十九条の二十五第一項に規定する二酸化炭素放出抑制対象船舶（海上保安庁の使用する船舶を除く。）であつて総トン数

五千トン以上のものでなくなつたとき。

三　燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書を紛失したことにより燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行

確認書の再交付を受けた後、その紛失した燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書を発見したとき。

四　前三号に掲げる場合のほか、船舶が燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書を受有することを要しなくなつたと

き。

（船級協会による二酸化炭素放出実績指標の評価）

第十二条の十七の十九の二　法第十九条の三十第一項の規定による登録を受けた者（次条、第三十七条の三の八第五項及び第七項並びに第

三十八条第一項において「船級協会」という。）が、第三十八条第一項の表第五号の規定による燃料油消費実績・二酸化炭素放出実績指

標報告書の提出を受けた場合において、当該提出に係る二酸化炭素放出実績指標について指標省令第四条第一項に規定する基準により評

価したときは、当該評価の結果は、地方運輸局長が評価した結果とみなす。

（船級協会の確認等）

第十二条の十七の二十　船級協会が次に掲げる事項について確認し、及び燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書に相当

する書面を交付したときは、当該確認された事項及び交付された書面は、それぞれ地方運輸局長が確認した事項及び交付した燃料油消費

実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書とみなす。

一　第三十八条第一項の表第五号の規定による報告が二酸化炭素放出抑制航行手引書に従つて行われていること。

二　前条の規定による評価の結果、次のいずれかに該当する場合において、二酸化炭素放出抑制航行手引書に記載された技術基準省令第

四十七条第一項第六号ニに規定する改善の手順に従つて改善計画が作成され、かつ、当該改善計画の内容が当該二酸化炭素放出抑制航

行手引書に反映されていること。

イ　当該評価に係る船舶について、連続して三回、指標省令第四条第一項に規定するＤ評価を受けることとなつたとき。

ロ　当該評価の結果が、指標省令第四条第一項に規定するＥ評価であるとき。

（オゾン層破壊物質を含む材料の使用又は設備の設置に係る禁止の適用除外）

第十二条の十七の二十一　法第十九条の三十五の三の国土交通省令で定める特別の用途のものは、陸上自衛隊又は海上自衛隊の使用する船

舶とする。

２　法第十九条の三十五の三の国土交通省令で定めるオゾン層破壊物質が放出されるおそれがないものは、次に掲げる要件のすべてを満た

す設備とする。

一　オゾン層破壊物質を充てんすることができないこと。

二　オゾン層破壊物質を含む構成機器を取り外すことができないこと。

第二章の七　船舶及び海洋施設における油、有害液体物質等及び廃棄物の焼却の規制等

（焼却設備を用いないで焼却が認められる船舶発生油等）

第十二条の十七の二十二　法第十九条の三十五の四第二項第一号の国土交通省令で定める船舶発生油等は、燃料油及び潤滑油の浄化、機関

区域における油の漏出等により生じる油性残留物（法第十九条の三十五の四第一項の規定により焼却してはならないものを除く。）とす

る。

（船舶発生油等焼却設備取扱手引書の記載事項）

第十二条の十七の二十三　法第十九条の三十五の四第三項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一　船舶発生油等焼却設備の使用、整備その他当該船舶発生油等焼却設備の取扱いに当たり遵守すべき事項

二　船舶発生油等焼却設備の構造に関する事項

三　船舶発生油等焼却設備の電気配線に関する事項

（特定遵守事項）

第十二条の十八　法第十九条の五十一第二項の国土交通省令で定める遵守すべき事項は、次の各号に掲げる物質の区分に応じ、それぞれ当

該各号に掲げる事項とする。

一　油
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イ　令第一条の九第一項に規定する排出基準

ロ　令第一条の十第一項に規定する排出基準

ハ　第八条の十四に規定する排出方法

ニ　技術基準省令第三十五条第一項第二号に規定する事項

二　有害液体物質

イ　令第一条の十二第一項及び第二項に規定する排出基準

ロ　第十二条の二第二項に規定する浄化方法

三　有害水バラスト

イ　令第九条に規定する基準

ロ　技術基準省令第三十五条第三項第二号（同号ロを除く。）に規定する事項

四　排出ガス

イ　令第十一条の十の表の上欄に掲げる海域ごとに同表の下欄に掲げる基準のうち硫黄分の濃度に関する基準

ロ　揮発性物質放出規制港湾における第十二条の十七の十四に規定する使用方法

五　船舶発生油等焼却設備　令第十二条の三に規定する焼却海域及び焼却方法に関する基準

第三章　廃油処理事業等

（許可の申請書等の添付書類）

第十三条　法第二十一条第三項の国土交通省令で定める書類は、次のとおりとする。

一　事業計画書（第二号様式）

二　廃油処理施設工事設計書（第三号様式）（工事を要しない場合は、廃油処理施設状況書（第四号様式））

三　申請者が既存の法人である場合は、次の書類

イ　定款及び登記事項証明書

ロ　 近の事業年度の貸借対照表及び損益計算書

ハ　その業務を行う役員の名簿

四　申請者が法人を設立中である場合は、次の書類

イ　定款（会社法（平成十七年法律第八十六号）第三十条第一項又はその準用規定により認証を必要とする場合は、認証のある定款）

の謄本

ロ　発起人又は社員の名簿

ハ　設立しようとする法人が株式会社であるときは、株式の引受けの状況及び見込みを記載した書類

五　申請者が個人である場合は、次の書類

イ　資産目録

ロ　戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し

六　申請者（申請者が法人である場合は、その業務を行う役員）が法第二十二条第一号及び第二号に該当しない者である旨の宣誓書

（廃油処理施設の技術上の基準）

第十四条　法第二十三条第二号の国土交通省令で定める廃油処理施設の技術上の基準は、次のとおりとする。

一　処理すべき量の廃油を処理する能力を有すること。

二　水圧、土圧、地震力その他の荷重に対して充分な耐力を有すること。

三　必要な予備装置を備えていること。

四　必要な防油堤を備えていること。

五　受入設備については、次の要件を備えていること。

イ　船舶から廃油を円滑に受け入れるためのホース、ポンプ、貯槽及び廃油の受入量を測定するための装置を有すること。

ロ　船舶が安全、かつ、容易に利用することができる場所にあること。

六　油水分離設備については、次の要件を備えていること。

イ　油水分離器並びに流量及び水圧を制御するための装置を有すること。

ロ　日本産業規格Ｋ二二〇五（重油）に規定する重油一種（Ａ重油）（以下単に「Ａ重油」という。）の含有量が一万立方センチメート

ルにつき百立方センチメートルである海水について当該海水中のＡ重油の含有量を一万立方センチメートルにつき〇・〇五立方セン

チメートル以下とする性能を有すること。

七　回収油貯蔵設備については、回収油を貯蔵するためのタンクを有すること。

八　固形物処理設備については、分離された固形物を貯蔵するための貯槽を有するとともに、分離された固形物の処分の方法に応じ必要

な脱油又は脱水をするための装置を有すること。

九　固形物処理設備については、前号の貯槽又は脱油若しくは脱水をするための装置から発生した油（油分の濃度が一万立方センチメー

トル当たり〇・〇五立方センチメートルを超えるものに限る。第二十一条第一項第六号において同じ。）を受入設備に移送するための

装置を有すること。

十　水質汚濁防止法（昭和四十五年法律第百三十八号）第二条第一項に規定する公共用水域（以下単に「公共用水域」という。）に排水

を排出する廃油処理施設の固形物処理設備については、第八号の貯槽又は脱油若しくは脱水をするための装置から発生した油で当該公

共用水域に係る同法第三条第一項又は第三項の排水基準（以下単に「排水基準」という。）に適合しないものを受入設備に移送するた

めの装置を有すること。

十一　焼却設備については、回収油又は分離された固形物を焼却するための焼却炉を有すること。

十二　排水設備については、次の要件を備えていること。

イ　排水を排出するための排水管、排水の排出を停止するための装置及び排水を受入設備に移送するための装置を有すること。

ロ　指定地域内廃油処理施設（水質汚濁防止法第四条の五第一項に規定する指定地域内事業場に設置される廃油処理施設をいう。以下

同じ。）であつて総量規制基準（同項又は同条第二項の総量規制基準をいう。以下同じ。）が適用されるものについては、排水の化学

的酸素要求量及び排水量を測定するための装置を有すること。

ハ　排出口は、できるだけ排水の拡散が促進されるような場所に設けること。

ニ　排水を採取できること。

２　前項第五号（同号ロに係る部分を除く。）から第十二号（同号ロ及びハに係る部分を除く。）までの規定は、廃油処理船の受入装置、油

水分離装置、回収油貯蔵装置、固形物処理装置、焼却装置及び排水装置について準用する。

第十五条　削除
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（廃油処理規程の設定の届出）

第十六条　法第二十六条第一項の規定により廃油処理規程の設定の届出をしようとする港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者

は、当該廃油処理規程の実施予定の年月日の三十日前までに、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。

一　氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所

二　設定しようとする廃油処理規程

三　実施予定の年月日

２　法第二十六条第一項の規定により廃油処理規程の設定の届出をしようとする港湾管理者又は漁港管理者である廃油処理事業者は、前項

第二号及び第三号の事項を記載した届出書を提出しなければならない。

３　前二項の届出書には、廃油の処理の料金の額の算定基礎を記載した書類及び当該料金による事業の収支見積書を添附しなければならな

い。

（廃油処理規程の変更の届出）

第十七条　法第二十六条第一項の規定により廃油処理規程の変更の届出をしようとする港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者

は、当該廃油処理規程の変更予定の年月日の三十日前までに、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。

一　氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所

二　変更しようとする内容（新旧の対照を明示すること。）

三　変更予定の年月日

四　変更を必要とする理由

２　法第二十六条第一項の規定により廃油処理規程の変更の届出をしようとする港湾管理者又は漁港管理者である廃油処理事業者は、前項

第二号から第四号までの事項を記載した届出書を提出しなければならない。

３　廃油の処理の料金の変更を伴う廃油処理規程の変更に係る前二項の届出書には、当該料金の額の算定基礎を記載した書類及び当該料金

による事業の収支見積書を添付しなければならない。

（廃油処理施設の変更の許可の申請等）

第十八条　法第二十八条第一項の規定により廃油処理施設の変更の許可を申請しようとする者は、次の事項を記載した申請書を提出しなけ

ればならない。

一　氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所

二　変更しようとする法第二十一条第一項第二号の事項

三　変更予定の年月日

四　変更を必要とする理由

２　法第二十八条第三項の規定により廃油処理施設の変更の届出をしようとする者は、前項第二号から第四号までの事項を記載した届出書

を提出しなければならない。

３　第一項の申請書又は前項の届出書には、第十三条第一号及び第二号の書類（廃油処理施設の形状の変更を伴わない場合は、同条第一号

の書類に限る。）を添附しなければならない。

（軽微な事項の変更）

第十九条　法第二十八条第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。

一　船舶である廃油処理設備の主たる根拠地の同一港内における変更

二　廃油処理設備（油水分離設備及び廃油処理船の油水分離装置を除く。）の能力の十パーセント未満の変更

２　前条第一項の規定は法第二十八条第五項の規定により港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者がする届出に、前条第二項の規

定は法第二十八条第五項の規定により港湾管理者又は漁港管理者である廃油処理事業者がする届出に、それぞれ準用する。

（氏名等の変更の届出）

第二十条　法第二十九条の規定により氏名等の変更の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。

一　氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所

二　変更した法第二十一条第一項第一号の事項

三　変更の年月日

（廃油処理方法の技術上の基準）

第二十一条　法第三十条第二項の国土交通省令で定める廃油の処理の方法の技術上の基準は、次のとおりとする。

一　排水基準に適合しない油を公共用水域に排出又は地下に浸透させないこと。

二　水質汚濁防止法第二条第四項に規定する指定物質を含む油が公共用水域へ排出され、又は地下に浸透したことにより当該指定物質に

よる人の健康又は生活環境に係る被害が生じないようにすること。

三　廃油処理施設の破損その他の事故が発生したことにより、油の公共用水域への排出又は地下への浸透が第一号又は前号の基準に適合

しないおそれが生じたときは、直ちに、引き続く油の排出又は浸透の防止のための応急の措置を講ずること。

四　指定地域内廃油処理施設については、当該廃油処理施設に係る総量規制基準を超えて排水を公共用水域に排出しないこと。

五　湖沼特定廃油処理施設（湖沼水質保全特別措置法（昭和五十九年法律第六十一号）第七条第一項に規定する湖沼特定事業場に設置さ

れる廃油処理施設をいう。以下同じ。）については、当該廃油処理施設に係る同項の規制基準を超えて排水を公共用水域に排出しない

こと。

六　油を希釈しないこと。ただし、油水分離器の操作上やむを得ない場合を除く。

七　点検整備規程を定め、これに従つて廃油処理施設の点検整備を行うこと。

八　事業場内には、作業に必要な者又は特に必要がある者以外の者を立ち入らせないこと。

九　廃油の受入れに当たつては、廃油が漏れ、あふれ、又は飛散しないようにすること。

十　排水中の油分の濃度を七日を超えない作業期間ごとに一回以上日本産業規格Ｋ〇一〇二（工場排水試験方法）により測定し、その結

果を記録すること。

２　前項第四号の規定は、法第二十条第一項の許可又は同条第二項の届出若しくは法第三十四条第一項の届出があつた後において、当該許

可又は届出に係る廃油処理施設が新たに指定地域内廃油処理施設となつた場合は、当該廃油処理施設を用いて行う廃油の処理について

は、当該廃油処理施設が指定地域内廃油処理施設となつた日から六月間は、適用しない。

３　第一項第五号の規定は、湖沼水質保全特別措置法第三条第二項に規定する指定地域に係る同法第七条第一項の規制基準の適用の日（以

下「適用日」という。）前に法第二十条第一項の許可又は同条第二項の届出若しくは法第三十四条第一項の届出があつた廃油処理施設を

用いて行う廃油の処理については、適用しない。ただし、適用日以後に、当該廃油処理施設について法第二十一条第一項第二号に掲げる

事項の変更（適用日前に法第二十八条第一項の許可又は同条第三項（法第三十五条において準用する場合を含む。）の届出があつたもの
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を除く。）があつた場合及び当該廃油処理施設を設置する湖沼水質保全特別措置法第七条第一項に規定する湖沼特定事業場について当該

廃油処理施設以外の同項に規定する湖沼特定施設が設置された場合は、この限りでない。

（相続による承継の届出）

第二十二条　法第三十一条第二項の規定により相続による廃油処理事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届

出書を提出しなければならない。

一　氏名及び住所並びに被相続人との続柄

二　被相続人の氏名及び住所

三　相続した事業

四　相続開始の年月日

２　前項の届出書には、被相続人との続柄を証する書類を添付しなければならない。

（合併による承継の届出）

第二十三条　法第三十一条第二項の規定により合併による廃油処理事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届

出書を提出しなければならない。

一　名称、住所並びに代表者の氏名及び住所

二　合併により消滅した法人の名称、住所及び代表者の氏名

三　合併の年月日

２　前項の届出書には、登記事項証明書を添付しなければならない。

（分割による承継の届出）

第二十三条の二　法第三十一条第二項の規定により分割による廃油処理事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次の事項を記載し

た届出書を提出しなければならない。

一　名称、住所並びに代表者の氏名及び住所

二　分割をした法人の名称、住所及び代表者の氏名

三　分割の年月日

２　前項の届出書には、登記事項証明書を添付しなければならない。

（事業の休廃止の届出）

第二十四条　法第三十二条の規定により事業の休止又は廃止の届出をしようとする港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者は、次

の事項を記載した届出書を提出しなければならない。

一　氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所

二　休止し、又は廃止しようとする事業の内容

三　休止又は廃止予定の年月日

四　休止の場合は、休止予定の期間

２　法第三十二条の規定により事業の休止又は廃止の届出をしようとする港湾管理者又は漁港管理者である廃油処理事業者は、前項第二号

から第四号までの事項を記載した届出書を提出しなければならない。

３　前二項の届出書は、休止し、又は廃止しようとする日の十日前までに提出しなければならない。

（聴聞の方法の特例）

第二十四条の二　国土交通大臣又は地方運輸局長は、法第三十三条第一項の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、あらかじめ、

聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

（小規模な廃油処理施設）

第二十五条　法第三十四条第一項の国土交通省令で定める小規模な廃油処理施設は、日間 大廃油処理量が一立方メートル未満の廃油処理

施設とする。

（自家用廃油処理施設）

第二十六条　法第三十四条第二項において準用する法第二十一条第三項の国土交通省令で定める書類は、第十三条第一号及び第二号の書類

とする。

２　第十八条第一項及び第三項の規定は、法第三十五条において準用する法第二十八条第三項の規定による届出に準用する。

３　第十八条第一項の規定は、法第三十五条において準用する法第二十八条第五項の規定による届出に準用する。

４　第二十条の規定は、法第三十五条において準用する法第二十九条の規定による届出に準用する。

５　第二十一条の規定は、法第三十五条において準用する法第三十条第二項の国土交通省令で定める技術上の基準に準用する。

６　第二十二条第一項、第二十三条第一項及び第二十三条の二第一項の規定は、法第三十五条において準用する法第三十一条第二項の規定

による届出に準用する。

７　第二十四条第一項及び第三項の規定は、法第三十五条において準用する法第三十二条の規定による届出に準用する。

第四章　海洋の汚染及び海上災害の防止措置

（船舶からの油等の排出時における通報）

第二十七条　法第三十八条第一項の規定により当該船舶の船長が通報しなければならない事項は、次の各号に掲げる事項とする。

一　法第三十八条第一項各号に規定する油その他の物質（以下この条、次条及び第三十条の三において「油等」という。）の排出があつ

た日時及び場所

二　排出された油等の種類、量及びひろがりの状況

三　法第三十八条第一項第四号に規定する物質の排出があつた場合にあつては、当該排出された物質を収納していた容器の種類、数量及

び状態

四　油等の排出時における風及び海面の状態

五　排出された油等による海洋の汚染の防止のために講じた措置

六　当該船舶の名称、種類、総トン数及び船籍港

七　当該船舶の船舶所有者の氏名又は名称及び住所

八　当該船舶に積載されていた油等の種類及び量

九　法第三十八条第一項第四号に規定する物質の排出があつた場合にあつては、当該船舶に積載されていた容器の種類及び数量

十　当該船舶に備え付けられている排出された油等による海洋の汚染の防止のための器材及び消耗品の種類及び量

十一　当該船舶の損壊により油等が排出された場合にあつては、当該損壊箇所及びその損壊の程度

２　法第三十八条第一項の規定による通報は、電信、電話その他のなるべく早く到達するような手段により行わなければならない。
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（油等のひろがりの範囲）

第二十八条　法第三十八条第一項ただし書の国土交通省令で定める範囲は、一万平方メートルとする。

（特定油）

第二十九条　法第三十八条第一項第一号の国土交通省令で定める油は、次に掲げる油（以下「特定油」という。）とする。

一　原油

二　日本産業規格Ｋ二二〇五（重油）に適合する重油

三　前号の重油以外の重油で日本産業規格Ｋ二二五四（石油製品―蒸留試験方法）の五により試験したときに摂氏三百四十度以下の温度

で体積の五十パーセントを超える量が蒸留される重油以外の重油

四　潤滑油

五　前各号に掲げる油を含む油性混合物

（通報を必要とする油の濃度及び量の基準）

第三十条　法第三十八条第一項第一号の国土交通省令で定める濃度及び量の基準は、次のとおりとする。

一　特定油分（排出される油に含まれる前条第一号から第四号までに掲げる特定油をいう。以下同じ。）の濃度が、排出される特定油一

万立方センチメートル当たり十立方センチメートルであること。

二　特定油の量が、百リットルの特定油分を含む量であること。

第三十条の二　法第三十八条第一項第二号の国土交通省令で定める濃度及び量の基準は、次のとおりとする。

一　油分の濃度が、排出される油一万立方センチメートル当たり十立方センチメートルであること。

二　油の量が、百リットルの油分を含む量であること。

（通報を必要とする有害液体物質等の量）

第三十条の二の二　法第三十八条第一項第三号の国土交通省令で定める量は、次の表の上欄に掲げる有害液体物質等の区分に応じ、それぞ

れ同表の下欄に掲げる量とする。

有害液体物質等の区分 量

一　令別表第一第一号に掲げるＸ類物質等（当該物質等であつて、船舶によりばら積みの液体貨物として輸送されるものを

含む水バラスト、貨物艙の洗浄水その他船舶内において生じた不要な液体物質（以下この条において「ばら積みの液体貨物

を含む水バラスト等」という。）を除く。）

一リットル

二　令別表第一第二号に掲げるＹ類物質等（当該物質等であつて、ばら積みの液体貨物を含む水バラスト等を除く。） 百リットル

三　令別表第一第三号に掲げるＺ類物質等（当該物質等であつて、ばら積みの液体貨物を含む水バラスト等を除く。） 千リットル

四　未査定液体物質であつて船舶によりばら積みの液体貨物として輸送されるもの 一リットル

（通報を必要とするばら積み以外の方法で輸送される物質及びその量）

第三十条の二の三　法第三十八条第一項第四号の国土交通省令で定める物質は、令別表第一第一号に掲げるＸ類物質等と同程度に有害であ

るものとして告示で定める物質とする。

第三十条の二の四　法第三十八条第一項第四号の国土交通省令で定める量は、一キログラムとする。

（海難による船舶からの油等の排出のおそれがある場合における通報）

第三十条の三　法第三十八条第二項の規定により当該船舶の船長が通報しなければならない事項は、次の各号に掲げる事項とする。

一　海難があつた日時及び場所

二　海難の概要

三　通報時における風及び海面の状態

四　油等の排出が生じた場合に海洋の汚染の防止のために講じようとする措置

五　当該船舶の名称、種類、総トン数及び船籍港

六　当該船舶の船舶所有者の氏名又は名称及び住所

七　当該船舶に積載されている油等の種類及び量

八　法第三十八条第一項第四号に規定する物質の排出のおそれがある場合にあつては、当該船舶に積載されている容器の種類及び数量

九　当該船舶に備え付けられている排出された油等による海洋の汚染の防止のための器材及び消耗品の種類及び量

２　第二十七条第二項の規定は、法第三十八条第二項の規定による通報について準用する。

（海洋施設等からの大量の油又は有害液体物質の排出時における通報）

第三十条の四　法第三十八条第三項の規定により海洋施設等の管理者が通報しなければならない事項は、次の各号に掲げる事項とする。

一　油又は有害液体物質の排出があつた日時及び場所

二　排出された油又は有害液体物質の量及び広がりの状況

三　油又は有害液体物質の排出時における風及び海面の状態

四　排出された油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止のために講じた措置

五　当該海洋施設等の名称及び所在地

六　当該海洋施設等の設置者の氏名又は名称及び住所

七　当該海洋施設等において管理されていた油又は有害液体物質の種類及び量

八　当該海洋施設等に備え付けられている排出された油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止のための器材及び消耗品の種類及び量

九　当該海洋施設等の損壊により油又は有害液体物質が排出された場合にあつては、当該損壊箇所及びその損壊の程度

２　第二十七条第二項の規定は、法第三十八条第三項の規定による通報について準用する。

（異常な現象による海洋施設等からの油又は有害液体物質の排出のおそれがある場合における通報）

第三十条の五　法第三十八条第四項の規定により海洋施設等の管理者が通報しなければならない事項は、次の各号に掲げる事項とする。

一　異常な現象が発生した日時及び場所

二　異常な現象の概要

三　通報時における風及び海面の状態

四　油又は有害液体物質の排出が生じた場合に海洋の汚染の防止のために講じようとする措置

五　当該海洋施設等の名称及び所在地

六　当該海洋施設等の設置者の氏名又は名称及び住所

七　当該海洋施設等において管理されている油又は有害液体物質の種類及び量

八　当該海洋施設等に備え付けられている排出された油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止のための器材及び消耗品の種類及び量
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２　第二十七条第二項の規定は、法第三十八条第四項の規定による通報について準用する。

（発見者の通報の方法）

第三十条の六　第二十七条第二項の規定は、法第三十八条第七項の規定による通報について準用する。

（排出油等の防除のための措置）

第三十一条　法第三十九条第一項の規定により同項各号に掲げる者が講じなければならない応急措置は、次の各号に掲げる措置のうち当該

排出油等の防除のため有効かつ適切な措置であつてそれらの者が現場において講ずることができるものとする。

一　オイルフエンスの展張その他の排出された油又は有害液体物質の広がりの防止のための措置

二　損壊箇所の修理その他の引き続く油又は有害液体物質の排出の防止のための措置

三　当該排出された油又は有害液体物質が積載されていた船舶の他の貨物艙その他の貯槽又は当該排出された油又は有害液体物質が管理

されていた施設の他の貯槽への残つている油又は有害液体物質の移替え

四　排出された油又は有害液体物質の回収

五　油処理剤その他の薬剤の散布による排出された油又は有害液体物質の処理

第三十二条　法第三十九条第二項の規定により同項各号に掲げる者が講じなければならない措置は、次の各号に掲げる措置のうち当該排出

油等の防除のため有効かつ適切なものとする。

一　前条各号に掲げる措置

二　他の船舶の貨物艙その他の貯槽又は他の施設の貯槽への残つている油又は有害液体物質の移替え

三　排出された油（特定油を除く。）又は有害液体物質の蒸発の促進又は抑制

四　排出された油（特定油を除く。）又は有害液体物質の分解の促進

五　前各号に掲げるもののほか、排出された油又は有害液体物質による汚染状況の把握その他の排出油等の防除のため必要な措置

２　前項各号に掲げる措置を講ずる場合であつて、排出された油又は有害液体物質が危険物であるときは、法第三十九条第二項各号に掲げ

る者は海上火災の発生の防止に努めなければならない。

第三十二条の二　油（特定油を除く。）又は有害液体物質が排出された場合において、法第三十九条第二項各号に掲げる者が前条第一項各

号に掲げる措置の実施を他の者に委託するときは、当該油又は有害液体物質の物理的化学的性状についての知見を有するとともに、排出

油等の防除（排出特定油の防除を除く。）のための措置に精通し、当該措置を迅速かつ適確に講ずることができる能力を有する者に委託

しなければならない。

第三十三条　第三十一条及び第三十二条の措置を講じた者は、直ちに、海上保安官が現場にいるときは当該海上保安官に、海上保安官が現

場にいないときは 寄りの海上保安庁の事務所にその旨を通報しなければならない。

２　第二十七条第二項の規定は、前項の規定による通報について準用する。

（大量の油又は有害液体物質の排出のおそれがある場合の命令）

第三十三条の二　法第三十九条第五項の規定による命令は、講ずべき措置の内容、措置を講ずべき期限その他必要な事項を明示して行わな

ければならない。

（特定油防除資材）

第三十三条の三　法第三十九条の三の規定により同条各号に掲げる者が備え付けておかなければならない資材（以下「特定油防除資材」と

いう。）は、別表第二の備付者の欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の特定油防除資材の欄に掲げる資材であつて、同表の数量の

欄に掲げる数量以上のものとする。ただし、兼用タンカーの船舶所有者及び兼用タンカーを係留させる係留施設（兼用タンカー以外のタ

ンカーを係留させるものを除く。）の管理者が備え付けておかなければならない資材の数量は、当該兼用タンカーのばら積みの特定油を

積載する貨物艙の容量を勘案して、別に海上保安庁長官が定める。

２　特定油防除資材は、次の各号に掲げる資材ごとに、当該各号の規定に適合するものでなければならない。

一　オイルフェンス

イ　寸法が次の表に定めるものであること。ただし、海底に設置するオイルフェンスであつて、海面に浮揚させ、又は海底に沈降させ

ることができる構造を有するもの（以下「浮沈式オイルフェンス」という。）にあつては、接続部に係る部分については、この限り

でない。

種類 本体部 接続部

海面上の高さ（センチメートル） 海面下の深さ（センチメートル） 高さ（センチメートル）

オイルフェンスＡ 二十以上 三十以上 六十

オイルフェンスＢ 三十以上 四十以上 八十

ロ　単体の長さは、原則として二十メートルであること。

ハ　接続部の型式は、重ね合わせファスナ式であること。ただし、浮沈式オイルフェンスにあつては、この限りでない。

ニ　安定して海面に浮き、排出された特定油をせき止めることができる構造であること。

ホ　単体の長さ方向の引張強さは、二十九・四キロニュートン以上であること。

ヘ　防油壁の主材料の引張強さは、一センチメートルにつき二百九十ニュートン以上であること。

ト　使用状態において耐油性及び耐水性を有すること。

チ　材質は、通常の保管状態において変化しにくいものであること。

二　油処理剤

イ　油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止のために使用する薬剤の技術上の基準を定める省令（平成十二年運輸省令第四十三

号。以下この項において「薬剤の技術基準省令」という。）第二条第一号に掲げる要件を備えていること。

ロ　動粘度は、摂氏三十度において五十平方ミリメートル毎秒以下であること。

ハ　乳化率は、静置試験開始後、三十秒で六十パーセント以上であり、かつ、十分で二十パーセント以上であること。

三　油吸着材

イ　Ｂ重油による吸着量は、吸油量試験開始後、五分で当該油吸着材一グラムにつき六グラム以上であり、かつ、当該油吸着材一立方

センチメートルにつき〇・八グラム以上であること。

ロ　吸水量は、吸水量試験開始後、五分で当該油吸着材一グラムにつき一・五グラム以下であり、かつ、当該油吸着材一立方センチメ

ートルにつき〇・一グラム以下であること。

ハ　材質は、通常の保管状態において変化しにくいものであること。

ニ　特定油を吸着した状態で長時間原形を保つものであること。

ホ　使用後の回収が容易であること。

ヘ　焼却が可能であり、かつ、焼却による有害ガスの発生が少ないものであること。
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四　油ゲル化剤

イ　液体油ゲル化剤（摂氏二十度、圧力千十三・二五ヘクトパスカルにおいて液体である油ゲル化剤をいう。）

（１）　薬剤の技術基準省令第二条第二号イに掲げる要件を備えていること。

（２）　動粘度は、摂氏三十度において五十平方ミリメートル毎秒以下であること。

（３）　Ｂ重油に散布した場合に、当該液体油ゲル化剤一立方センチメートルにつき三立方センチメートル以上のＢ重油をゲル化する

こと。

（４）　当該液体油ゲル化剤の散布により生じたゲル化物が容易に分散するものでなく、かつ、容易に回収されるものであること。

（５）　焼却が可能であり、かつ、焼却による有害ガスの発生が少ないものであること。

ロ　粉末油ゲル化剤（摂氏二十度、圧力千十三・二五ヘクトパスカルにおいて固体である油ゲル化剤をいう。）

（１）　薬剤の技術基準省令第二条第二号ロに掲げる要件を備えていること。

（２）　Ｂ重油に散布した場合に、当該粉末油ゲル化剤一グラムにつき三グラム以上のＢ重油をゲル化すること。

（３）　当該粉末油ゲル化剤の散布により生じたゲル化物が容易に分散するものでなく、かつ、容易に回収されるものであること。

（４）　焼却が可能であり、かつ、焼却による有害ガスの発生が少ないものであること。

（特定油防除資材の備付けに関する措置）

第三十三条の四　法第三十九条の三各号に掲げる者は、特定油防除資材を適切に使用することができるよう、当該資材の備付場所（次条第

一項に規定する場所をいう。）、当該資材の管理、当該資材の使用に係る設備等に関し、必要な措置を講じておかなければならない。

（特定油防除資材の備付場所等）

第三十三条の五　法第三十九条の三の国土交通省令で定める場所は、次に掲げる場所とする。

一　法第三十九条の三第一号に掲げる船舶の船舶所有者にあつては、次に掲げる場所

イ　専ら当該船舶に随伴して、又は引かれ、若しくは押されて航行する船舶（以下「随伴船」という。）内

ロ　航行中の当該船舶が所在する場所へ、船舶により一時間（海域の状況等の事由によりやむを得ないと認められる場合にあつては、

二時間）以内に到達することができる場所（以下「備付基地」という。）

二　法第三十九条の三第二号に掲げる施設の設置者又は同条第三号に掲げる係留施設の管理者にあつては、当該施設の付近に特定油防除

資材を使用するために常置される船舶内、当該施設の付近にある上屋内その他特定油防除資材を速やかに使用することができる場所

２　法第三十九条の三第一号に掲げる船舶の船舶所有者であつて、特定油防除資材を備付基地に備え付けているものは、当該場所に特定油

防除資材を備え付けていることを証する書類を当該船舶内に備え付けておかなければならない。

（法第三十九条の三ただし書の国土交通省令で定める海域）

第三十三条の六　法第三十九条の三ただし書の国土交通省令で定める海域は、次に掲げる海域とする。

一　港則法に基づく港の区域（次号から第五号までに掲げる海域に含まれるものを除く。）

二　千葉県洲埼灯台から神奈川県剣埼灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域

三　愛知県田原市大山三角点から三重県大王埼灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域

四　和歌山県紀伊日ノ御埼灯台から徳島県蒲生田岬灯台まで引いた線、山口県網代鼻から福岡県八幡岬まで引いた線、愛媛県佐田岬灯台

から大分県関埼灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域

五　鹿児島県立目埼灯台から長崎鼻灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域

（法第三十九条の三第一号の国土交通省令で定める船舶等）

第三十三条の七　法第三十九条の三第一号の国土交通省令で定める船舶は、総トン数百五十トン以上のタンカー（兼用タンカーにあつて

は、当該兼用タンカーのばら積みの液体貨物を積載する貨物艙の容量が三百立方メートル以上であるものに限る。）であつて、貨物とし

てばら積みの特定油を積載しているものとする。

２　法第三十九条の三第二号の国土交通省令で定める量は、五百キロリットルとする。

（法第三十九条の四第一項の国土交通省令で定める総トン数等）

第三十三条の八　法第三十九条の四第一項の国土交通省令で定める総トン数は、五千トンとする。

２　法第三十九条の四第一項の国土交通省令で定める容量は、一万立方メートルとする。

（法第三十九条の四第一項の国土交通省令で定める海域）

第三十三条の九　法第三十九条の四第一項の国土交通省令で定める海域は、第三十三条の六第二号から第四号までに掲げる海域とする。

（油回収装置等）

第三十三条の十　法第三十九条の四第一項の特定油を回収するための機械器具で国土交通省令で定めるもの（以下「油回収装置等」とい

う。）は、特定油と水を分離して分離した特定油を吸引する方式、特定油を付着させて付着させた特定油を取り除く方式又は特定油を吸

着して吸着した特定油を搾り取る方式によつて持続的に特定油を収取することができる装置（以下「油回収装置」という。）及び次の各

号の一に該当する船舶（以下「補助船」という。）とする。

一　当該油回収装置を積載して、又は引き、若しくは押して特定油の回収の用に供する船舶

二　当該油回収装置を積載して特定油の回収の用に供する船舶及び当該船舶に随伴して、又は引かれ、若しくは押されて特定油の回収の

用に供する船舶

三　当該油回収装置を積載して特定油の回収の用に供する船舶及び当該船舶を引き、又は押して特定油の回収の用に供する船舶

（油回収船等の配備）

第三十三条の十一　法第三十九条の四第一項の規定により特定タンカーの船舶所有者が配備しなければならない油回収船又は油回収装置等

（以下「油回収船等」という。）は、次の各号の規定に適合するものでなければならない。

一　油回収船にあつては、次の性能及び設備を有するものであること。

イ　特定油回収能力（波高（波の谷と頂との間の高さをいう。）三十センチメートル、波長十メートルの状態にある海面において、厚

さ六ミリメートルのＢ重油を収取する場合に、一時間に収取することができる特定油分の量をいう。以下同じ。）が三キロリットル

以上であること。

ロ　推進機関を有すること。

ハ　特定油回収能力に応じ、適切な量の特定油分を貯蔵できること。

ニ　一時間に特定油回収能力以上の特定油分を移送できるポンプを有すること。

ホ　特定油が付着したごみ等をも回収できること。

二　油回収装置等にあつては、油回収装置が前号イに掲げる性能を有するものであり、かつ、油回収装置及び補助船が一体となつて前号

ロからホまでに掲げる性能及び設備を有することとなるものであること。
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２　特定タンカーの船舶所有者が配備しなければならない油回収船又は油回収装置の特定油回収能力の合計は、特定タンカーの総トン数に

応じ、別表第三の特定油回収能力の欄に掲げる数値以上でなければならない。

３　前項の規定にかかわらず、兼用タンカーである特定タンカーの船舶所有者が配備しなければならない油回収船又は油回収装置の特定油

回収能力の合計は、当該特定タンカーのばら積みの特定油を積載する貨物艙の容量を勘案して、別に海上保安庁長官が定める数値以上で

なければならない。

４　油回収船等は、貨物としてばら積みの特定油を積載して航行する特定タンカーが所在する場所へ、油回収船等が、三時間以内に到達す

ることができる場所（第三十三条の十八第一項を除き、以下「配備場所」という。）に配備しなければならない。

５　特定タンカーの船舶所有者は、油回収船等を適切に使用することができるよう、当該油回収船等の配備場所、当該油回収船等の管理、

当該油回収船等の使用に係る設備、当該油回収船等が移送する特定油分を受け入れるための船舶等に関し、必要な措置を講じておかなけ

ればならない。

６　特定タンカーの船舶所有者は、第三十三条の九に規定する海域を特定タンカーに貨物としてばら積みの特定油を積載して航行させると

きは、油回収船等を配備していることを証する書類を当該特定タンカー内に備え付けておかなければならない。

（法第三十九条の五の国土交通省令で定める船舶）

第三十三条の十二　法第三十九条の五の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶（海上自衛隊の使用する船舶を除く。）とする。

一　総トン数百五十トン以上のタンカー（兼用タンカーにあつては、当該兼用タンカーのばら積みの液体貨物を積載する貨物艙の容量が

三百立方メートル以上であるものに限る。）であつてばら積みの油（特定油を除く。以下第三十三条の十四第一項、第三十三条の十八

第二項、第三十八条第七項第一号ハ及び第四十一条第六項の表第九号において同じ。）を輸送するもの

二　総トン数百五十トン以上の船舶（その貨物艙の大部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する船舶及びその貨物艙の一部

分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する船舶であつて当該貨物艙の一部分の容量が三百立方メートル以上であるものに限

る。）であつて有害液体物質を輸送するもの

（法第三十九条の五の国土交通省令で定める海域）

第三十三条の十三　法第三十九条の五の国土交通省令で定める海域は、第三十三条の六第二号から第四号までに掲げる海域とする。

（特定油以外の油及び有害液体物質の防除資材等）

第三十三条の十四　法第三十九条の五の規定により船舶所有者が備え付けておかなければならない資材及び配備しておかなければならない

機械器具は、当該船舶所有者が同条に規定する船舶により専ら輸送する油又は有害液体物質の次の表の上欄に掲げる性状の区分に応じ、

それぞれ同表の下欄に掲げる資材及び機械器具とする。

性状の区分 資材及び機械器具

比重 摂氏二十度におけ

る蒸気圧（キロパ

スカル）

百グラムの水に

対 す る 溶 解 度

（グラム）

一・〇一〇未満 二・六七以上 　 排出された油又は有害液体物質から発生するガスの濃度を測定するため

の装置（以下この条において「測定装置」という。）及び毎分一千リット

ル以上の放水能力を有する船舶（以下この条において「放水船」という。）

二・六七未満 一未満 測定装置、放水船、オイルフェンスＡ及び油回収装置等

一以上 測定装置及び放水船

一・〇一〇以上一・

〇二七未満

　 　 測定装置、放水船、オイルフェンスＡ及び油回収装置等

一・〇二七以上 　 一未満 測定装置、放水船、オイルフェンスＡ及び油回収装置等

一以上 測定装置及び放水船

２　法第三十九条の五の規定により船舶所有者が備え付けておかなければならない資材及び配備しておかなければならない機械器具の数量

は、測定装置にあつては一式以上、放水船にあつては一隻以上、オイルフェンスＡにあつては当該船舶の長さの一・五倍以上の長さ、油

回収装置等にあつては一式以上とする。

（特定油以外の油及び有害液体物質の防除要員）

第三十三条の十五　法第三十九条の五の規定により船舶所有者が確保しておかなければならない要員は、次に掲げる要件のすべてを満たす

要員とする。

一　四級海技士（航海）若しくは四級海技士（機関）の資格又はこれらより上級の資格についての免許を有していること。

二　甲種危険物等取扱責任者に係る講習（船員法施行規則（昭和二十二年運輸省令第二十三号）第九号表第一号２の講習をいう。）を修

了していること。

三　登録消防講習及び登録学科講習を修了していること。

四　前条の規定により備え付ける資材及び配備する機械器具を適切に使用することができること。

（法第三十九条の五の国土交通省令で定める場所）

第三十三条の十六　法第三十九条の五の国土交通省令で定める場所は、航行中の同条に規定する船舶が所在する場所へ、船舶により二時間

（海域の状況等の事由によりやむを得ないと認められる場合にあつては、三時間）以内に到達することができる場所とする。

（特定油以外の油及び有害液体物質の防除資材等の備付け等の委託）

第三十三条の十七　法第三十九条の五に規定する船舶の船舶所有者は、同条の規定による資材の備付け、機械器具の配備及び要員の確保を

他の者に委託するときは、第三十三条の十四及び第三十三条の十五に規定するところにより、前条に規定する場所に、当該資材を備え付

け、当該機械器具を配備し、及び当該要員を確保することができる者に委託しなければならない。

（特定油以外の油及び有害液体物質の防除資材等の備付け等に関する措置等）

第三十三条の十八　法第三十九条の五に規定する船舶の船舶所有者は、同条の規定により備え付けた資材及び配備した機械器具を適切に使

用することができるよう、当該資材の備付場所及び当該機械器具の配備場所（第三十三条の十六に規定する場所をいう。）、当該資材及び

当該機械器具の管理、当該資材及び当該機械器具の使用に係る設備等に関し、必要な措置を講ずるとともに、法第三十九条の五の規定に

より確保した要員が有する排出油等の防除（排出特定油の防除を除く。）に関し必要な知識の維持向上に努めなければならない。

２　法第三十九条の五に規定する船舶の船舶所有者は、第三十三条の十三に規定する海域を当該船舶に貨物としてばら積みの油又は有害液

体物質を積載して航行させるときは、法第三十九条の五の規定により資材を備え付け、機械器具を配備し、及び要員を確保していること

を証する書類を当該船舶内に備え付けておかなければならない。
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（廃棄物等の排出があつた場合の命令）

第三十四条　法第四十条の規定による命令は、講ずべき措置の内容、措置を講ずべき期限その他必要な事項を明示して行わなければならな

い。

（油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等の技術上の基準）

第三十四条の二　法第四十条の二第一項の国土交通省令で定める油濁防止緊急措置手引書及び有害液体汚染防止緊急措置手引書の作成に関

する技術上の基準は、次に掲げる事項が定められていることとする。

一　管理者が当該施設又は当該係留施設を利用する船舶からの油又は有害液体物質の不適正な排出に関する通報を行うべき場合、通報す

るべき内容その他当該通報に係る遵守するべき手続に関する事項

二　前号の通報を行うべき海上保安庁の事務所及び関係者並びにこれらの者の連絡先に関する事項

三　油又は有害液体物質の排出による汚染の防除に関する業務に必要な組織、資材等に関する事項

四　油又は有害液体物質の排出による汚染の防除のため当該施設内にある者その他の者が直ちにとるべき措置に関する事項

五　油又は有害液体物質の排出による汚染の防除のための措置について海上保安庁と調整するための手続及び当該施設の連絡先に関する

事項

２　油濁防止緊急措置手引書及び有害液体汚染防止緊急措置手引書の備置き又は掲示に関する技術上の基準は、当該施設内にある者その他

の者が直ちに参照することができる場所に備え置き、又は掲示しておくこととする。

（法第四十条の二第一項第一号の国土交通省令で定める量等）

第三十四条の三　法第四十条の二第一項第一号の国土交通省令で定める量は、五百キロリットルとする。

２　法第四十条の二第一項第二号の国土交通省令で定める船舶は、次の各号に掲げる船舶とする。

一　総トン数百五十トン以上のタンカー（兼用タンカーにあつては、当該兼用タンカーのばら積みの液体貨物を積載する貨物艙の容量が

三百立方メートル以上であるものに限る。）であつて、貨物として油を積載しているもの

二　総トン数百五十トン以上の船舶（その貨物艙の大部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する船舶及びその貨物艙の一部

分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する船舶であつて当該貨物艙の一部分の容量が三百立方メートル以上であるものに限

る。）であつて、貨物として有害液体物質を積載しているもの

（費用の範囲）

第三十五条　法第四十一条第一項の国土交通省令で定める費用は、次の各号に掲げる費用とする。

一　当該措置のために滅失した器具及び消費した消耗品の価額に相当する費用

二　当該措置のために使用した器具が修理しても使用不能となつた場合には、当該器具の価額から残存価額を差し引いた金額に相当する

費用

三　当該措置のために使用した器具の洗浄及び修理に要した費用

四　当該措置のために使用した器具の借料

五　当該措置のため、器具若しくは消耗品の運搬、船舶のえい航、排出された油、有害液体物質、廃棄物その他の物の除去、排出のおそ

れがある油若しくは有害液体物質の抜取り、沈没し、若しくは乗り揚げた船舶の撤去又は回収された油、有害液体物質、廃棄物その他

の物の運搬若しくは処理を他に委託した場合には、当該委託料

六　その他当該措置のために特に要した船舶運航費、人件費その他の費用

（費用負担の手続）

第三十六条　管区海上保安本部長は、法第四十一条第一項の規定により費用を負担させようとする場合においては、費用を負担させる者に

対し負担させようとする費用の額の算定基礎を明示するものとする。

（費用負担の免責事由）

第三十七条　法第四十一条第一項ただし書の国土交通省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

一　異常な天災地変

二　社会的動乱

三　専ら第三者が大量の油又は有害液体物質を排出させることを意図して行つた作為又は不作為

（危険物の排出があつた場合における通報）

第三十七条の二　法第四十二条の二第一項の規定により通報しなければならない排出された危険物が積載されていた船舶又は管理されてい

た施設に関する事項は、同項第一号に掲げる者にあつては次の各号に掲げる事項、同項第二号に掲げる者にあつては第一号に掲げる事項

（総トン数及び船籍港を除く。）及び第五号に掲げる事項とする。

一　当該船舶の名称、種類、総トン数及び船籍港又は当該施設の名称及び所在地

二　当該船舶の船舶所有者の氏名若しくは名称及び住所又は当該施設の設置者の氏名若しくは名称及び住所

三　当該船舶に積載され、又は当該施設において管理されていた危険物の種類及び量

四　当該船舶又は当該施設から排出された危険物の種類

五　当該船舶又は当該施設の損壊により危険物が排出された場合にあつては、当該損壊箇所及びその損壊の程度

２　第二十七条第二項の規定は、法第四十二条の二第一項及び第二項の規定による通報について準用する。

（危険物の排出があつた場合の命令）

第三十七条の二の二　法第四十二条の二第四項の規定による命令は、講ずべき措置の内容、措置を講ずべき期限その他必要な事項を明示し

て行わなければならない。

（海上火災の発生時における通報）

第三十七条の二の三　法第四十二条の三第一項の規定により通報しなければならない海上火災が発生した船舶若しくは海洋危険物管理施設

又は海上火災が発生した危険物が積載されていた船舶若しくは管理されていた施設に関する事項は、同項第一号及び第二号に掲げる者に

あつては次の各号に掲げる事項、同項第三号に掲げる者にあつては第一号に掲げる事項（総トン数及び船籍港を除く。）とする。

一　当該船舶の名称、種類、総トン数及び船籍港又は当該施設の名称及び所在地

二　当該船舶の船舶所有者の氏名若しくは名称及び住所又は当該施設の設置者の氏名若しくは名称及び住所

三　当該船舶に積載され、又は当該施設において管理されていた危険物の種類及び量

四　危険物の海上火災が発生している場合にあつては、当該危険物の種類

２　第二十七条第二項の規定は、法第四十二条の三第一項及び法第四十二条の四の規定による通報について準用する。

（海上火災が発生した場合の命令）

第三十七条の二の四　法第四十二条の三第三項の規定による命令は、講ずべき措置の内容、措置を講ずべき期限その他必要な事項を明示し

て行わなければならない。
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（危険物の排出が生ずるおそれがある場合における通報）

第三十七条の二の五　法第四十二条の四の二第一項の規定により船舶の船長又は海洋危険物管理施設の管理者が通報しなければならない事

項は、次の各号に掲げる事項とする。

一　海難又は異常な現象が発生した日時及び場所

二　海難又は異常な現象の概要

三　通報時における風及び海面の状態

四　危険物の排出が生じた場合に海上災害の発生の防止のために講じようとする措置

五　当該船舶の名称、種類、総トン数及び船籍港又は当該海洋危険物管理施設の名称及び所在地

六　当該船舶の船舶所有者の氏名若しくは名称及び住所又は当該海洋危険物管理施設の設置者の氏名若しくは名称及び住所

七　当該船舶に積載され、又は当該海洋危険物管理施設において管理されている危険物の種類及び量

八　当該船舶又は当該海洋危険物管理施設に備え付けられている排出された危険物による海上災害の発生の防止のための器材及び消耗品

の種類及び量

２　第二十七条第二項の規定は、法第四十二条の四の二第一項の規定による通報について準用する。

（危険物の排出が生ずるおそれがある場合の命令）

第三十七条の三　法第四十二条の四の二第二項の規定による命令は、講ずべき措置の内容、措置を講ずべき期限その他必要な事項を明示し

て行わなければならない。

第四章の二　船級協会等

第一節　船級協会

第一款　放出量確認等に係る船級協会の登録

（放出量確認等に係る船級協会の登録の申請）

第三十七条の三の二　法第十九条の十五第一項（法第十九条の十五第三項において準用する船舶安全法（昭和八年法律第十一号）第二十五

条の四十八において準用する場合を含む。）の規定により法第十九条の十五第一項の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる

事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一　登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二　登録を受けようとする者が放出量確認、承認又は交付を行おうとする事業所の名称及び所在地

三　登録を受けようとする者が放出量確認、承認及び交付の業務を開始しようとする年月日

２　前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一　登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類

イ　定款又は寄附行為及び登記事項証明書（外国法令に基づいて設立された法人にあつては、これらに準ずるもの）

ロ　役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類

二　登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し（外国人にあつては、これに準ずるもの）及び履歴書

三　放出量確認に用いる法別表第一の二に掲げる機械器具その他の設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した

書類

四　放出量確認、承認又は交付を行う者の氏名及び経歴を記載した書類

五　放出量確認、承認又は交付を行う者が、法第十九条の十五第三項において準用する船舶安全法第二十五条の四十七第一項第二号に該

当する者であることを証する書類

六　登録を受けようとする者が、法第十九条の十五第三項において準用する船舶安全法第二十五条の四十七第一項第三号及び第二項各号

のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類

（帳簿の記載等）

第三十七条の三の三　法第十九条の十五第三項において準用する船舶安全法第二十五条の五十九の国土交通省令で定める事項は、次に掲げ

るものとする。

一　原動機の型式

二　原動機の製造番号

三　原動機の定格出力

四　原動機製作者等の氏名又は名称及び住所

五　放出量確認、承認又は交付を行つた年月日及び場所

六　放出量確認、承認又は交付を行つた事業所の名称

七　放出量確認、承認又は交付の結果

八　その他放出量確認、承認又は交付の実施状況に関する事項

２　法第十九条の十五第三項において準用する船舶安全法第二十五条の五十九の帳簿は、放出量確認、承認又は交付の業務を行う事務所ご

とに備え付け、記載の日から五年間保存しなければならない。

（報告書の提出等）

第三十七条の三の四　船級協会は、法第十九条の十五第二項の規定による放出量確認、承認又は交付を行つた場合は、速やかに、同項の規

定による放出量確認、承認又は交付に関する報告書を地方運輸局長に提出しなければならない。

２　前項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一　原動機の型式

二　原動機の製造番号

三　原動機の定格出力

四　原動機製作者等の氏名又は名称及び住所

五　放出量確認、承認又は交付を行つた年月日及び場所

六　放出量確認、承認又は交付を行つた事業所の名称

七　放出量確認、承認又は交付の結果

３　地方運輸局長は、第一項の規定により提出された報告書の審査に当たり必要があると認めるときは、船級協会に対し、法第十九条の十

五第二項の規定による放出量確認、承認又は交付依頼者から提出された図面その他必要な書類の提出を求めることができる。

４　国土交通大臣は、船級協会の行つた法第十九条の十五第二項の規定による放出量確認、承認又は交付が適当でないと認める場合は、同

項の規定による放出量確認、承認又は交付のやり直しその他の処分を命ずることができる。
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（準用）

第三十七条の三の五　船舶安全法施行規則（昭和三十八年運輸省令第四十一号）第三章の二第一節（第四十七条、第四十七条の三、第四十

七条の八、第四十七条の十一及び第四十七条の十二を除く。）の規定は、法第十九条の十五第一項の規定による登録並びに同条第二項の

船級協会並びに船級協会が行う放出量確認、承認及び交付について準用する。この場合において、同令第四十七条の七第五号中「検定

員」とあるのは「確認員」と読み替えるものとする。

第二款　二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認等に係る船級協会の登録

（二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認等に係る船級協会の登録の申請）

第三十七条の三の六　法第十九条の三十第一項（法第十九条の三十第三項において準用する法第十九条の十五第三項において準用する船舶

安全法第二十五条の四十八において準用する場合を含む。）の規定により法第十九条の三十第一項の規定による登録を受けようとする者

は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一　登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二　登録を受けようとする者が承認又は確認を行おうとする事業所の名称及び所在地

三　登録を受けようとする者が承認及び確認の業務を開始しようとする年月日

２　前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一　登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類

イ　定款又は寄附行為及び登記事項証明書（外国法令に基づいて設立された法人にあつては、これらに準ずるもの）

ロ　役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類

二　登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し（外国人にあつては、これに準ずるもの）及び履歴書

三　確認に用いる法別表第一の三に掲げる機械器具その他の設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類

四　承認又は確認を行う者の氏名及び経歴を記載した書類

五　承認又は確認を行う者が、法第十九条の三十第三項において準用する法第十九条の十五第三項において準用する船舶安全法第二十五

条の四十七第一項第二号に該当する者であることを証する書類

六　登録を受けようとする者が、法第十九条の三十第三項において準用する法第十九条の十五第三項において準用する船舶安全法第二十

五条の四十七第一項第三号及び第二項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類

（帳簿の記載等）

第三十七条の三の七　法第十九条の三十第三項において準用する法第十九条の十五第三項において準用する船舶安全法第二十五条の五十九

の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一　船名

二　船舶番号

三　総トン数

四　船舶所有者の氏名又は名称及び住所

五　承認又は確認を行つた年月日及び場所

六　承認又は確認を行つた事業所の名称

七　承認又は確認の結果

八　その他承認又は確認の実施状況に関する事項

２　法第十九条の三十第三項において準用する法第十九条の十五第三項において準用する船舶安全法第二十五条の五十九の帳簿は、承認又

は確認の業務を行う事務所ごとに備え付け、記載の日から五年間保存しなければならない。

（報告書の提出等）

第三十七条の三の八　船級協会は、法第十九条の三十第二項の規定による承認又は確認を行つた場合は、速やかに、同項の規定による承認

又は確認に関する報告書を地方運輸局長に提出しなければならない。

２　前項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一　船名

二　船舶番号

三　総トン数

四　船舶所有者の氏名又は名称及び住所

五　承認又は確認を行つた年月日及び場所

六　承認又は確認を行つた事業所の名称

七　承認又は確認の結果

３　地方運輸局長は、第一項の規定により提出された報告書の審査に当たり必要があると認めるときは、船級協会に対し、法第十九条の三

十第二項の規定による承認又は確認の依頼者から提出された図面その他必要な書類の提出を求めることができる。

４　国土交通大臣は、船級協会の行つた法第十九条の三十第二項の規定による承認又は確認が適当でないと認める場合は、同項の規定によ

る承認又は確認のやり直しその他の処分を命ずることができる。

５　船級協会は、第十二条の十七の二十の規定による確認又は交付を行つた場合は、速やかに、同項の規定による確認又は交付に関する報

告書を地方運輸局長に提出しなければならない。

６　前項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一　船名

二　船舶番号

三　総トン数

四　船舶所有者の氏名又は名称及び住所

五　船舶において消費した燃料油の実績

六　確認又は交付を行つた年月日及び場所

七　確認又は交付の結果

７　地方運輸局長は、第五項の規定により提出された報告書の審査に当たり必要があると認めるときは、船級協会に対し、当該報告書に関

する書類の提出を求めることができる。
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（準用）

第三十七条の三の九　船舶安全法施行規則第三章の二第一節（第四十七条、第四十七条の三、第四十七条の八、第四十七条の十一及び第四

十七条の十二を除く。）の規定は、法第十九条の三十第一項の規定による登録並びに同条第二項の船級協会並びに船級協会が行う承認及

び確認について準用する。この場合において、同令第四十七条の七第五号中「検定員」とあるのは「承認員」と読み替えるものとする。

第三款　検査に係る船級協会の登録

（検査に係る船級協会の登録の申請）

第三十七条の四　法第十九条の四十六第一項（法第十九条の四十六第三項において準用する法第十九条の十五第三項において準用する船舶

安全法第二十五条の四十八において準用する場合を含む。）の規定により法第十九条の四十六第一項の規定による登録を受けようとする

者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一　登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二　登録を受けようとする者が検査を行おうとする事業所の名称及び所在地

三　登録を受けようとする者が検査業務を開始しようとする年月日

２　前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一　登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類

イ　定款又は寄附行為及び登記事項証明書（外国法令に基づいて設立された法人にあつては、これらに準ずるもの）

ロ　役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類

二　登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し（外国人にあつては、これに準ずるもの）及び履歴書

三　検査に用いる法別表第二に掲げる機械器具その他の設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類

四　検査を行う者の氏名及び経歴を記載した書類

五　検査を行う者が、法第十九条の四十六第三項において準用する法第十九条の十五第三項において準用する船舶安全法第二十五条の四

十七第一項第二号に該当する者であることを証する書類

六　登録を受けようとする者が、法第十九条の四十六第三項において準用する法第十九条の十五第三項において準用する船舶安全法第二

十五条の四十七第一項第三号及び第二項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類

（帳簿の記載等）

第三十七条の五　法第十九条の四十六第三項において準用する法第十九条の十五第三項において準用する船舶安全法第二十五条の五十九の

国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一　船名

二　船舶番号

三　総トン数

四　船舶所有者の氏名又は名称及び住所

五　検査の種類

六　検査を行つた年月日及び場所

七　検査を行つた事業所の名称

八　検査の結果

九　その他検査の実施状況に関する事項

２　法第十九条の四十六第三項において準用する法第十九条の十五第三項において準用する船舶安全法第二十五条の五十九の帳簿は、検査

業務を行う事務所ごとに備え付け、記載の日から五年間保存しなければならない。

（報告書の提出等）

第三十七条の六　船級協会は、法第十九条の四十六第二項の規定による検査を行つた場合は、速やかに、当該検査に関する報告書を地方運

輸局長に提出しなければならない。

２　前項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一　船名

二　船舶番号

三　総トン数

四　船舶所有者の氏名又は名称及び住所

五　検査の種類

六　検査を行つた年月日及び場所

七　検査を行つた事業所の名称

八　検査の結果

九　海洋汚染等防止証書に記載された条件を変更する必要があると認めるときは、変更すべき内容及びその理由

３　船級協会は、法第十九条の四十六第二項の規定により検査を行つた場合において、海洋汚染等防止証書に記載された条件を変更する必

要があると認めるときは、船舶所有者に対し、海洋汚染等防止証書の書換えを受けるべき旨の通知をしなければならない。

４　船級協会は、船級船が、法第十九条の四十六第二項の規定による検査を行い次の表の上欄に掲げる設備等について合格しないものと認

めた場合であつて、当該船舶が同欄に掲げる設備等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる締約国にあるときは、当該締約国の政府

に対し、速やかに、その旨を報告しなければならない。

設備等 締約国

海洋汚染防止設備等又は海洋汚染防止緊急措置手引書等 第一議定書締約国

大気汚染防止検査対象設備又は揮発性物質放出防止措置手引書 第二議定書締約国

５　地方運輸局長は、第一項の規定により提出された報告書の審査に当たり必要があると認めるときは、船級協会に対し、検査依頼者から

提出された図面その他必要な書類の提出を求めることができる。

６　国土交通大臣は、船級協会の行つた法第十九条の四十六第二項の規定による検査が適当でないと認める場合は、当該検査のやり直しそ

の他の処分を命ずることができる。

（準用）

第三十七条の七　船舶安全法施行規則第三章の二第一節（第四十七条、第四十七条の三、第四十七条の八、第四十七条の十一及び第四十七

条の十二を除く。）の規定は、法第十九条の四十六第一項の規定による登録並びに同条第二項の船級協会及び船級協会が行う検査につい

て準用する。この場合において、同令第四十七条の七第五号中「検定員」とあるのは「検査員」と読み替えるものとする。

36



第二節　登録検定機関

（登録検定機関の登録の申請）

第三十七条の八　法第十九条の四十九第三項において準用する船舶安全法第二十五条の四十六（法第十九条の四十九第三項において準用す

る船舶安全法第二十五条の四十八において準用する場合を含む。）の規定により法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法

第六条ノ五第一項の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならな

い。

一　登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二　登録を受けようとする者が検定を行おうとする事業所の名称及び所在地

三　登録を受けようとする者が検定業務を開始しようとする年月日

２　前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一　登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類

イ　定款又は寄附行為及び登記事項証明書（外国法令に基づいて設立された法人にあつては、これらに準ずるもの）

ロ　役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類

二　登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し（外国人にあつては、これに準ずるもの）及び履歴書

三　検定に用いる法別表第二に掲げる機械器具その他の設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類

四　検定を行う者の氏名及び経歴を記載した書類

五　検定を行う者が、法第十九条の四十九第三項において準用する船舶安全法第二十五条の四十七第一項第二号に該当する者であること

を証する書類

六　登録を受けようとする者が、法第十九条の四十九第三項において準用する船舶安全法第二十五条の四十七第一項第三号及び第二項各

号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類

（帳簿の記載等）

第三十七条の九　法第十九条の四十九第三項において準用する船舶安全法第二十五条の五十九の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる

ものとする。

一　物件の型式承認番号、名称及び型式

二　検定を行つた物件の数量

三　申請者の氏名又は名称及び住所

四　検定を行つた年月日及び場所

五　検定を行つた事業所の名称

六　検定の結果

七　その他検定の実施状況に関する事項

２　法第十九条の四十九第三項において準用する船舶安全法第二十五条の五十九の帳簿は、検定業務を行う事務所ごとに備え付け、記載の

日から五年間保存しなければならない。

（準用）

第三十七条の十　船舶安全法施行規則第三章の二第一節（第四十七条及び第四十七条の十一を除く。）の規定は、法第十九条の四十九第一

項の規定において準用する船舶安全法第六条ノ五第一項の規定による登録、登録検定機関及び登録検定機関が行う検定について準用す

る。

第三節　粉砕設備等登録検定機関

（粉砕設備等登録検定機関の登録の申請）

第三十七条の十一　法第四十三条の九第二項において準用する船舶安全法第二十五条の四十六（法第四十三条の九第二項において準用する

船舶安全法第二十五条の四十八において準用する場合を含む。）の規定により法第四十三条の九第一項の規定による登録を受けようとす

る者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一　登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二　登録を受けようとする者が検定を行おうとする事業所の名称及び所在地

三　登録を受けようとする者が検定業務を開始しようとする年月日

２　前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一　登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類

イ　定款又は寄附行為及び登記事項証明書（外国法令に基づいて設立された法人にあつては、これらに準ずるもの）

ロ　役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類

二　登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し（外国人にあつては、これに準ずるもの）及び履歴書

三　検定に用いる法別表第三に掲げる機械器具その他の設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類

四　検定を行う者の氏名及び経歴を記載した書類

五　検定を行う者が、法第四十三条の九第二項において準用する船舶安全法第二十五条の四十七第一項第二号に該当する者であることを

証する書類

六　登録を受けようとする者が、法第四十三条の九第二項において準用する船舶安全法第二十五条の四十七第一項第三号及び第二項各号

のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類

（帳簿の記載等）

第三十七条の十二　法第四十三条の九第二項において準用する船舶安全法第二十五条の五十九の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる

ものとする。

一　物件の型式承認番号、名称及び型式

二　検定を行つた物件の数量

三　申請者の氏名又は名称及び住所

四　検定を行つた年月日及び場所

五　検定を行つた事業所の名称

六　検定の結果

七　その他検定の実施状況に関する事項

２　法第四十三条の九第二項において準用する船舶安全法第二十五条の五十九の帳簿は、検定業務を行う事務所ごとに備え付け、記載の日

から五年間保存しなければならない。
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（準用）

第三十七条の十三　船舶安全法施行規則第三章の二第一節（第四十七条及び第四十七条の十一を除く。）の規定は、法第四十三条の九第一

項の規定による登録、同項の登録を受けた者（以下この条において「粉砕設備等登録検定機関」という。）及び粉砕設備等登録検定機関

が行う検定について準用する。

第四節　旅費の額の計算に関し必要な細目

（準用）

第三十七条の十四　令第十一条の九において準用する船舶安全法施行令（昭和九年勅令第十三号）第四条の規定による旅費の額の計算に関

し必要な細目については、船舶安全法施行規則第三章の二第六節の規定を準用する。

第五章　雑則

（粉砕設備等）

第三十七条の十五　法第四十三条の九第一項の国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一　令別表第二の二第一号の粉砕装置

二　第三十三条の三第二項各号に掲げる資材

三　ふん尿及び汚水処理装置（船舶に設置するものに限る。以下同じ。）

２　海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則（昭和五十八年運輸省令第四十一号）第五条から第十条まで、第十一条

（第二項第四号を除く。）、第十二条から第十五条まで、第二十七条及び第二十八条の規定は、法第四十三条の九第一項の型式承認及び検

定について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄

に掲げる字句と読み替えるものとする。

第五条第二項第二号、第六

条第一項、第八条第一項、

第九条第一号、第十一条第

二項第一号

法第五条第四項、第九条の三第二項又は第十

条の二第二項に規定する技術上の基準

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第十

二条の三第三項、同令第十二条の三の二の八又は同令第三

十三条の三第二項第一号、第二号、第三号若しくは第四号

の規定

第二十七条の見出し、第七

号様式

登録検定機関 粉砕設備等登録検定機関

第二十七条 法第十九条の四十九第一項において準用する

船舶安全法第六条ノ五第一項の登録検定機関

（以下単に「登録検定機関」という。）

法第四十三条の九第一項の国土交通大臣の登録を受けた者

（以下「粉砕設備等登録検定機関」という。）

　 「登録検定機関」と読み替えて 「粉砕設備等登録検定機関」と読み替えて

第一号様式、第二号様式、

第三号様式、第四号様式、

第七号様式

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律

第十九条の四十九第一項において準用する船

舶安全法第六条ノ五第一項

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第四十三条の

九第一項

第一号様式、第三号様式、

第四号様式、第六号様式、

第八号様式

海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象

設備型式承認規則

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第三

十七条の十五第二項において準用する海洋汚染防止設備及

び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則

（排出油等防除計画を定める海域）

第三十七条の十六　法第四十三条の五第一項の国土交通省令で定める海域は、次に掲げる海域とする。

一　北海道沿岸海域（北海道の沿岸海域をいう。）

二　東北沿岸海域（宮城県、福島県、岩手県、青森県、秋田県及び山形県の沿岸海域をいう。）

三　東京湾（第三十三条の六第二号に定める海域をいう。）

四　関東・東海東部沿岸海域（東京都、千葉県、茨城県、神奈川県及び静岡県の沿岸海域のうち前号の海域以外の海域をいう。）

五　伊勢湾（第三十三条の六第三号に定める海域をいう。）

六　東海西部沿岸海域（愛知県及び三重県の沿岸海域のうち前号の海域以外の海域をいう。）

七　大阪湾・播磨灘海域（和歌山県紀伊日ノ御埼灯台から徳島県蒲生田岬灯台まで引いた線、兵庫県と岡山県の境界線が海岸線と交わる

点から兵庫県綱埼まで引いた線、同埼から兵庫県取揚島北端まで引いた線、同島東端、香川県松島東端及び徳島県と香川県の境界線が

海岸線と交わる点を順次に結んだ線並びに陸岸により囲まれた海域をいう。）

八　四国南部沿岸海域（和歌山県、徳島県及び高知県の沿岸海域のうち前号の海域以外の海域をいう。）

九　瀬戸内海東部海域（大阪湾・播磨灘海域の西境界線、広島県竹原市と三原市の境界線が海岸線と交わる点から愛媛県大三島鳥取岬ま

で引いた線、同島西端、愛媛県大下島ナブチ鼻及び愛媛県小大下島明神鼻を順次に結んだ線、同島西端から愛媛県岡村島東端まで引い

た線、同島観音埼から愛媛県今治市と同県松山市の境界線が海岸線と交わる点まで引いた線並びに陸岸により囲まれた海域をいう。）

十　瀬戸内海中部海域（瀬戸内海東部海域の西境界線、山口県宇部市と同県山口市の境界線が海岸線と交わる点、北緯三十三度五十九分

十二秒東経百三十一度二十二分五十一秒の点、北緯三十三度五十分十二秒東経百三十一度十七分五十一秒の点、北緯三十三度四十六分

十二秒東経百三十一度四十二分五十一秒の点、北緯三十三度三十分十二秒東経百三十一度五十一分五十一秒の点、北緯三十三度十九分

十二秒東経百三十一度五十八分五十一秒の点、北緯三十二度四十八分六秒東経百三十二度二十一分二十一秒の点、北緯三十二度五十四

分三十六秒東経百三十二度三十八分三十九秒の点及び高知県と愛媛県の境界線が海岸線と交わる点を順次に結んだ線並びに陸岸により

囲まれた海域をいう。）

十一　瀬戸内海西部海域（瀬戸内海中部海域の西境界線、北緯三十二度四十八分六秒東経百三十二度二十一分二十一秒の点、大分県深島

南端及び大分県と宮崎県の境界線が海岸線と交わる点を順次に結んだ線、山口県網代鼻から福岡県八幡岬まで引いた線並びに陸岸によ

り囲まれた海域をいう。）

十二　九州北部沿岸海域（福岡県、山口県、佐賀県及び長崎県の沿岸海域のうち前号の海域以外の海域並びに熊本県の沿岸海域のうち港

則法施行令（昭和四十年政令第二百十九号）に規定する三池港の区域及びその境界外一万メートル以内の海域をいう。）

十三　山陰沿岸・若狭湾海域（京都府、福井県、兵庫県（豊岡市及び美方郡に限る。）、島根県及び鳥取県の沿岸海域をいう。）

十四　北陸沿岸海域（新潟県、富山県及び石川県の沿岸海域をいう。）

十五　九州南部沿岸海域（熊本県、宮崎県及び鹿児島県の沿岸海域のうち港則法施行令に規定する三池港の区域及びその境界外一万メー

トル以内の海域以外の海域をいう。）

十六　沖縄沿岸海域（沖縄県の沿岸海域をいう。）
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（海洋汚染物質の輸送方法に関する基準）

第三十七条の十七　法第四十三条の八第一項の船舶によりばら積み以外の方法で輸送される法第三十八条第一項第四号の国土交通省令で定

める物質（以下「海洋汚染物質」という。）の輸送方法に関する基準は、次のとおりとする。

一　船舶所有者又は船長は、次に掲げる事項について適正である旨を確認した後に輸送を行うこと。

イ　海洋汚染物質を収納した容器及び包装は、次に掲げる要件に適合するものであること。

（１）　内容物の漏えいのおそれのない十分な強度及び耐水性を有するものであること。

（２）　内容物の品名が表示されていること。

（３）　内容物が海洋汚染物質であることを示す海水により消えるおそれのない標札（以下「標札」という。）（第四号の二様式）が付

されているもの（当該内容物が大型容器（危規則第二条第二号の三に規定する大型容器をいう。）及び内容積が四百五十リットル

を超えるＩＢＣ容器（危規則第二条第二号の四に規定するＩＢＣ容器をいう。）に収納されている場合には、相対する二側面に標

札が付されているもの）であること。

ロ　海洋汚染物質を収納した容器及び包装が混合包装されている場合には、当該混合包装は、標札が付されているものであること。た

だし、個々の容器及び包装に付されている標札が外部から容易に見えるときは、この限りでない。

ハ　海洋汚染物質がコンテナ（危規則第五条の五に規定するコンテナをいう。以下同じ。）及びポータブルタンク（危規則第二条第二

号の五に規定するポータブルタンクをいう。以下同じ。）に収納されている場合には、当該コンテナ及びポータブルタンクは、四側

面すべてに標札が付されているもの（当該海洋汚染物質が内容積が三千リットル以下のポータブルタンクに収納されている場合に

は、相対する二側面に標札が付されているもの）であること。

ニ　海洋汚染物質には、次に掲げる事項が記載された明細書が添えられていること。ただし、危規則第十七条第一項、第三十条第一項

（第三十五条第一項において準用する場合を含む。）又は第三項（第三十五条第一項において準用する場合を含む。）の規定により提

出又は交付される書類に次の（２）から（４）に掲げる事項が付記されている場合にあつては、この限りでない。

（１）　海洋汚染物質の品名、量並びに容器及び包装の数量

（２）　「ＭＡＲＩＮＥ　ＰＯＬＬＵＴＡＮＴ」の文字

（３）　海洋汚染物質の主成分名

（４）　イからハまでの事項について適正である旨及びその旨を証する者の署名（当該事項について適正である旨を証する書類が添付

されている場合を除く。）

二　船長は、海洋汚染物質を収納した容器及び包装並びにコンテナを船舶に積載する場合には、次に掲げるところによること。

イ　他の貨物等と衝突しないよう適正に積み付けること。

ロ　海洋への落下を防止するためできる限り危規則第二条第六号に規定する甲板下積載を行うこと。

三　船長は、船舶に積載した海洋汚染物質について、次に掲げる事項を記載した積荷一覧書又はこれに代わる積付図を二通作成し、うち

一通を船舶所有者に交付し、他の一通を船舶内に輸送が終了するまで保管すること。ただし、危規則第二十二条第一項の規定により作

成する書類又は同条第二項の規定により同条第一項の書類に代えることができることとされた書類に第一号ニ（２）及び（３）に掲げ

る事項を付記した場合にあつては、この限りでない。

イ　第一号ニに掲げる事項（（４）を除く。）

ロ　積載の場所及び状態

四　船舶所有者は、前号の規定により交付を受けた積荷一覧書又は積付図を陸上の事務所に輸送が終了するまで保管すること。

五　船長は、海域において、船舶に積載した海洋汚染物質を排出しないこと。ただし、次に掲げる場合にあつては、この限りでない。

イ　船舶の安全を確保し、又は人命を救助するとき。

ロ　船舶の損傷その他やむを得ない原因により海洋汚染物質が排出された場合において引き続く当該物質の排出を防止するための可能

な一切の措置をとつたとき。

２　海洋汚染物質の輸送に使用された空の容器及び包装は、洗浄されたものであつて、残留内容物による海洋汚染のおそれがないものを除

き、海洋汚染物質を収納しているものとして前項の規定を適用する。

３　第一項第一号から第四号までの規定は、告示で定める容器及び包装に収納された海洋汚染物質の輸送には適用しない。

４　第一項の規定は、船舶の航行又は人命の安全を保持するため当該船舶において使用する海洋汚染物質の輸送には適用しない。

（報告の徴収）

第三十八条　次の表の第一欄に掲げる者は、第二欄に掲げる事項に関し、第三欄に掲げる提出の期限により、第四欄に掲げる報告書を提出

しなければならない。ただし、同表第五号に規定する報告書に相当する書面を船級協会に提出したときは、当該報告書については、提出

することを要しない。

報告者 事項 提出の期限 報告書

一　廃油処理事業者 毎事業年度の事業の実績 毎事業年度終了

後三月以内

事業実績報告書（第五号

様式）

二　自家用廃油処理施設の設置者 三月三十一日以前の一年間の廃油処理の実績 毎年六月三十日

まで

廃油処理実績報告書（第

六号様式）

三　廃油処理事業者又は自家用廃油処

理施設の設置者

事業場における火災、爆発その他の事故の発生 当該事故の発生

後二週間以内

その旨を記載した報告書

四　法第十一条の登録を受けた船舶の

船舶所有者

十二月三十一日以前の一年間の法第十条第二項第四

号及び第五号の規定によつてする廃棄物の排出

毎年一月三十一

日まで

廃棄物排出状況報告書

（第六号の二様式）

五　法第十九条の二十五第一項に規定

する二酸化炭素放出抑制対象船舶（海

上保安庁の使用する船舶を除く。）で

あつて総トン数五千トン以上のものの

船舶所有者

十二月三十一日以前の一年間における、当該船舶に

おいて消費した燃料油の実績及び当該船舶に係る二

酸化炭素放出実績指標（技術基準省令第四十七条第

一項第六号に規定する国土交通大臣が定める船舶に

あつては、当該燃料油の実績に限る。）

毎年三月三十一

日まで

燃料油消費実績・二酸化

炭素放出実績指標報告書

（第六号の三様式）

２　廃油処理事業者又は自家用廃油処理施設の設置者は、その事業又はその廃油処理施設による廃油の処理に関し、第一項の表第一号から

第三号までに規定するもの以外の報告を求められたときは、直ちに、これに関する報告をしなければならない。

３　船舶所有者若しくは船長、海洋施設の設置者若しくは管理者又は航空機の使用者は、当該船舶、海洋施設又は航空機に係る油、有害液

体物質等又は廃棄物（以下この項及び第四十一条第三項第五号において「油等」という。）の排出又は焼却、排出ガスの放出その他油等
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の取扱いに関する作業に関し、第一項の表第四号及び第五号に規定するもの以外の報告を求められたときは、直ちに、これらに関する報

告をしなければならない。

４　法第三十九条の三各号に掲げる者は、特定油防除資材を備え付けたときは、速やかに、次に掲げる書類を提出しなければならない。こ

れを変更したときも、同様とする。

一　次に掲げる事項を記載した書類

イ　次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項

（１）　法第三十九条の三第一号に掲げる船舶の船舶所有者 （ｉ）　当該船舶の船舶番号、船名、総トン数及び航行区域

（ｉｉ）　主な航路

（ｉｉｉ）　貨物として積載する特定油の種類及び量

（２）　法第三十九条の三第二号に掲げる施設の設置者 （ｉ）　当該施設の名称、用途及び所在地

（ｉｉ）　保管する特定油の種類及び量

（３）　法第三十九条の三第三号に掲げる係留施設の管理者 （ｉ）　当該係留施設の名称、用途及び所在地

（ｉｉ）　係留することができる 大の船舶の総トン数

ロ　備え付けている特定油防除資材の種類、数量及び場所

二　特定油防除資材の備付けを他の者に委託している場合には、当該委託契約書の写し

５　法第三十九条の三各号に掲げる者は、特定油防除資材の備付けに関し、前項各号に掲げるもの以外の報告を求められたときは、直ち

に、これに関する報告をしなければならない。

６　特定タンカーの船舶所有者は、配備している油回収船等の種類、油回収能力、配備場所その他油回収船等の配備に関し、報告を求めら

れたときは、直ちに、これらに関する報告をしなければならない。

７　法第三十九条の五に規定する船舶の船舶所有者は、同条の規定により資材を備え付け、機械器具を配備し、及び要員を確保したとき

は、速やかに、次に掲げる書類を提出しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

一　次に掲げる事項を記載した書類

イ　当該船舶の船舶番号、船名、総トン数及び航行区域

ロ　主な航路

ハ　貨物として積載する油又は有害液体物質の種類及び量

ニ　備え付けている資材及び配備している機械器具の種類、数量及び場所

ホ　確保している要員の人数及び場所

二　確保している要員が有している第三十三条の十五第一号に掲げる免許に係る海技免状の写し並びに同条第二号及び第三号に掲げる講

習の修了証明書の写し

三　資材の備付け、機械器具の配備及び要員の確保を他の者に委託している場合には、当該委託契約書の写し

８　法第三十九条の五に規定する船舶の船舶所有者は、同条の規定による資材の備付け、機械器具の配備及び要員の確保に関し、前項各号

に掲げるもの以外の報告を求められたときは、直ちに、これらに関する報告をしなければならない。

９　法第四十条の二第一項各号に掲げる者は、油濁防止緊急措置手引書又は有害液体汚染防止緊急措置手引書の作成又は備置き若しくは掲

示に関し、報告を求められたときは、直ちに、これらに関する報告をしなければならない。

（手数料）

第三十九条　法第九条の二第四項の確認（海上保安庁長官が行うものに限る。）を受けようとする者が納付すべき手数料の額は、事前処理

を実施する貨物艙の数が一艙の場合には二万六千九百円（情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成十四年法律第百五十

一号。以下この項、次項及び第四十条第一項において「情報通信技術活用法」という。）第六条第一項の規定により同項に規定する電子

情報処理組織を使用して確認を申請する場合にあつては、二万六千五百円）、二艙以上の場合には二万六千九百円（同項の規定により同

項に規定する電子情報処理組織を使用して確認を申請する場合にあつては、二万六千五百円）に一艙を増すごとに一万八百円を加算した

額とする。

２　法第十一条の登録を受けようとする者が納付すべき手数料の額は、三万七百円（情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に

規定する電子情報処理組織を使用して登録を申請する場合にあつては、三万三百円）とする。

３　前二項の手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を当該申請に係る申請書に貼つて納付しなければならない。

４　燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書の交付を受ける者（第三十八条第一項の表第五号に規定する燃料油の実績の

報告のみを行つた者に限る。）又は燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書の再交付若しくは書換えを受けようとする

者（国及び令第十五条の二に掲げる独立行政法人を除く。）が納付すべき手数料の額は、一通につき四千二百円とする。

５　燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書の交付を受ける者（前項に規定する燃料油の実績の報告のみを行つた者並び

に国及び令第十五条の二に掲げる独立行政法人を除く。）が納付すべき手数料の額は、一通につき六千三百円とする。

６　燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書の交付に係る船舶について第十二条の十七の十五第一項第二号に掲げる事項

の確認が必要となる場合における当該交付を受ける者が納付すべき手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の

額に一通につき六千九百円を加算した額とする。

７　前三項の手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を手数料納付書（第七号様式）に貼つて納付しなければならない。

（型式承認等手数料）

第四十条　法第四十三条の九第一項の規定による型式承認若しくは同項の規定による検定（同項の規定による登録を受けた者（以下「粉砕

設備等登録検定機関」という。）の行う検定を除く。）又は第三十七条の十五第二項において準用する海洋汚染防止設備及び大気汚染防止

検査対象設備型式承認規則第八条第一項若しくは第十五条第二項若しくは第三項の規定による型式の変更の承認若しくは検定合格証明書

の交付若しくは再交付（粉砕設備等登録検定機関の行う検定合格証明書の交付又は再交付を除く。）を受けようとする者（国を除く。）が

納付すべき手数料の額は、別表第四に定める額（情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用

して型式承認、検定、承認、交付又は再交付を申請する場合にあつては、別表第五に定める額）とする。

２　外国において型式承認を受ける場合における型式承認の手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に十一

万三千七百円を加算した額とする。

３　外国において検定を受ける場合における検定（粉砕設備等登録検定機関の行う検定を除く。）の手数料の額は、第一項の規定にかかわ

らず、同項の規定による手数料の額に、一件の申請につき、十一万三千七百円を加算した額とする。

４　前三項の手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を手数料納付書（第七号様式）に貼つて納付しなければならない。
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（外国船舶の総トン数）

第四十条の二　法第五十一条の四第四号の国土交通省令で定める総トン数は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定

める総トン数とする。

一　日本船舶以外の船舶であつて、我が国が締結した国際協定等によりその受有するトン数の測度に関する証書に記載されたトン数が船

舶のトン数の測度に関する法律（昭和五十五年法律第四十号。以下この条において「トン数法」という。）第五条第一項の総トン数と

同一の効力を有することとされているもの（千九百六十九年の船舶のトン数の測度に関する国際条約に基づいて交付された国際トン数

証書に相当する書面その他国際総トン数を記載した書面を受有する船舶を除く。）　同項の総トン数と同一の効力を有することとされた

総トン数

二　日本船舶以外の船舶で前号に掲げる船舶以外のもの　トン数法第四条第一項の国際総トン数

（権限の委任）

第四十一条　法第二十条第一項、法第二十一条第一項、法第二十六条第一項（港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者に関するも

のに限る。）及び第三項、法第二十八条第一項（法第二十一条第一項第二号ロの海域を変更する場合であつて変更後の当該海域が二以上

の地方運輸局（運輸監理部を含む。以下同じ。）の管轄区域（近畿運輸局にあつては、神戸運輸監理部の管轄区域を除く。以下同じ。）に

わたることとなる場合を除く。）、法第三十三条第一項及び第二項並びに法第三十七条第一項に規定する国土交通大臣の権限は、当該廃油

処理事業に係る廃油処理施設の設置される場所の周辺海域（船舶又は自動車により廃油の収集を行う場合にあつては、その収集の対象と

なる廃油を排棄する船舶の存する海域）が一の地方運輸局の管轄区域内に存するときは、当該海域を管轄する地方運輸局長が行う。

２　法に規定する国土交通大臣の権限で次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる地方運輸局長が行う。

権限 地方運輸局長

一　法第二十八条第五項、法第二十九条、法第三十一条第二項及び

法第三十二条に規定する権限（港湾管理者及び漁港管理者以外の廃

油処理事業者に関するものに限る。）

当該廃油処理事業に係る廃油処理施設の所在地（当該所在地が二以

上の地方運輸局の管轄区域にわたるときは、主たる廃油処理設備の

所在地）を管轄する地方運輸局長

二　法第三十四条及び法第三十五条に規定する権限並びに法第四十

八条第二項及び第七項に規定する権限（自家用廃油処理施設の設置

者に関するものに限る。）

当該自家用廃油処理施設の所在地（当該所在地が二以上の地方運輸

局の管轄区域にわたるときは、主たる廃油処理設備の所在地）を管

轄する地方運輸局長

３　法に規定する国土交通大臣の権限で次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる地方整備局長、北海道開発局長又は地

方運輸局長も行うことができる。

権限 地方整備局長、北海道開発局長又は地方運輸局長

一　法第十九条の二十一第四項に規定する権限 １　日本船舶の船長（引かれ船等にあつては、船舶所有者）が通報する場合にあつ

ては、基準不適合燃料油を搭載する場所を管轄する地方運輸局長（本邦外で基準不

適合燃料油を搭載する場合にあつては、関東運輸局長）

２　外国船舶の船長（引かれ船等にあつては、船舶所有者）が通報する場合にあつ

ては、入港をしようとする本邦の港又は利用しようとする本邦の沿岸の係留施設の

所在地を管轄する地方運輸局長

二　法第十九条の二十一第五項に規定する権限 当該船舶の所在地を管轄する地方運輸局長（当該所在地が本邦外であるときは、関

東運輸局長）

三　法第三十条第三項並びに法第四十八条第二項及

び第七項に規定する権限（港湾管理者及び漁港管理

者以外の廃油処理事業者に関するものに限る。）

当該廃油処理事業に係る廃油処理施設の所在地（当該所在地が二以上の地方運輸局

の管轄区域にわたるときは、主たる廃油処理設備の所在地）を管轄する地方運輸

局長

四　法第四十条の二第二項、法第四十八条第五項及

び第九項並びに法第四十九条の二に規定する権限

（油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に関する

ものに限る。）

当該施設の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長

五　法第四十八条第一項及び第六項に規定する権限 当該有害水バラスト処理設備製造者等の事務所又は事業所の所在地（以下この号及

び第五項において「有害水バラスト処理設備製造者等の所在地」）という。）を管

轄する地方運輸局長（当該有害水バラスト処理設備製造者等の所在地が本邦外であ

るときは、関東運輸局長）

六　法第四十八条第四項（海洋施設（粉砕装置に限

る。）又は航空機に関するものを除く。）及び法第四

十八条第九項（油保管施設等の油濁防止緊急措置手

引書等及び海洋施設に設置される粉砕装置に関する

ものを除く。）に規定する権限

当該船舶又は海洋施設等の所在地を管轄する地方運輸局長（当該所在地が本邦外で

あるときは、関東運輸局長）

七　法第四十八条第五項（油保管施設等の油濁防止

緊急措置手引書等に関するものを除く。）及び第十項

に規定する権限

当該船舶若しくは施設の所在地又は第三十三条の五第一項各号に掲げる場所（随伴

船にあつては、その所在地）を管轄する地方運輸局長（当該所在地が本邦外である

ときは、関東運輸局長）

八　法第四十九条の二に規定する権限（船舶、港湾

管理者及び漁港管理者以外の者が行う廃油処理事業

並びに自家用廃油処理施設に関するものに限る。）

当該船舶所有者、船長その他油等の排出又は焼却その他の海洋の汚染又は海上災害

の防止と密接な関連を有する業務に携わる者の所在地を管轄する地方運輸局長（当

該所在地が本邦外であるときは、関東運輸局長）

４　前項の規定により地方整備局長又は北海道開発局長が行うことができることとされた権限は、当該施設の所在地が地方整備局組織規則

（平成十三年国土交通省令第二十一号）別表第五に掲げる事務所（空港整備事務所を除く。）、開発建設部で北海道開発局において所掌す

ることとされている事務のうち国土交通省設置法（平成十一年法律第百号）第四条第一項第百一号に規定する事務を分掌するもの又は内

閣府設置法第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方整備局において所掌することとされている事務のうち

国土交通省組織令第二百六条第二項に規定する事務を分掌するもの（以下「地方整備局の事務所等」という。）の管轄区域内に存すると

きは、当該所在地を管轄する地方整備局の事務所等の長も行うことができる。

５　第三項の規定により地方運輸局長が行うことができることとされた権限のうち同項の表第二号及び第五号の上欄に掲げるもの並びに同

表第六号及び第八号の上欄に掲げるもの（海洋汚染防止設備等、大気汚染防止検査対象設備、海洋汚染等防止証書、海洋汚染等防止検査

手帳、海洋汚染防止条約証書等、ふん尿処理装置及び船舶に設置される粉砕装置に関するものに限る。）は、当該船舶の所在地又は有害
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水バラスト処理設備製造者等の所在地が運輸支局等の管轄区域内に存するときは、当該所在地を管轄する運輸支局等の長も行うことがで

きる。

６　法に規定する海上保安庁長官の権限で次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる管区海上保安本部長が行う。

権限 管区海上保安本部長

一　法第四条第四項に規定する権限（法第十八条第四項にお

いて準用する場合を含む。）

当該油が排出される海域（当該海域が二以上の管区海上保安本部の管轄区

域にわたるときは、主たる排出海域）を管轄する管区海上保安本部長

二　法第八条の三第一項に規定する権限 当該船舶間貨物油積替えが行われる海域（当該海域が二以上の管区海上保

安本部の管轄区域にわたるときは、主たる実施海域）を管轄する管区海上

保安本部長

三　法第九条の二第四項に規定する権限（確認に関するもの

に限る。）

当該事前処理を実施する場所を管轄する管区海上保安本部長

四　法第十条の十二第一項及び第二項に規定する権限 当該廃棄物の積込地を管轄する管区海上保安本部長（当該積込地が本邦外

であるときは、第三管区海上保安本部長）

五　法第三章に規定する権限（前号に掲げるものを除く。） 当該船舶に係る廃棄物の主な積込地（法第十四条に規定する海上保安庁長

官の権限であつて当該船舶に係る廃棄物の主な積込地が一の管区海上保安

本部の管轄区域内から他の管区海上保安本部の管轄区域内に変更された場

合に関するものにあつては、その変更前の主な積込地）を管轄する管区海

上保安本部長（当該積込地が本邦外であるときは、第三管区海上保安本部

長）

六　法第十八条の二第二項及び同条第三項において準用する

法第十条の十二第二項並びに法第十八条の三に規定する権限

当該海洋施設の設置の場所を管轄する管区海上保安本部長

七　法第四十一条第一項及び第三項に規定する権限 当該油、有害液体物質、廃棄物その他の物が排出された海域、当該油若し

くは有害液体物質の排出のおそれがあつた海域又は当該船舶が沈没し、若

しくは乗り揚げた場所を管轄する管区海上保安本部長

八　法第四十八条第四項に規定する権限（第三十八条第一項

の表第四号に係るものに限る。）

当該船舶の登録簿を備える管区海上保安本部長

九　法第四十八条第五項に規

定する権限

第三十八条第四項に係る権限 １　法第三十九条の三第一号に掲げる船舶の船舶所有者に対する場合にあ

つては、当該特定油の主な積込地又は揚荷地を管轄する管区海上保安本

部長

２　法第三十九条の三第二号に掲げる施設の設置者又は同条第三号に掲げ

る係留施設の管理者に対する場合にあつては、当該施設又は当該係留施設

の所在地を管轄する管区海上保安本部長

　 第三十八条第七項に係る権限 当該油又は有害液体物質の主な積込地又は揚荷地を管轄する管区海上保安

本部長

７　法第八条の三第三項、法第九条の十八第一項、法第三十九条第三項及び第五項、法第三十九条の二、法第四十条、法第四十一条の二、

法第四十二条の二第四項、法第四十二条の三第三項、法第四十二条の四の二第二項、法第四十二条の五から法第四十二条の八まで、法第

四十二条の十五、法第四十八条第三項（第三十八条第三項に係るものに限る。）、第四項（第三十八条第四項及び第七項に係るものを除

く。）、第七項及び第八項並びに法第四十九条の二に規定する海上保安庁長官の権限は、管区海上保安本部長も行うことができる。

８　第六項の規定により管区海上保安本部長が行うこととされた権限のうち同項の表第二号から第四号まで、第六号（法第十八条の三に規

定する権限を除く。）及び第九号上欄に掲げるものは、海上保安監部、海上保安部及び海上保安航空基地の長も行うことができる。

９　第七項の規定により管区海上保安本部長が行うことができることとされた権限（法第九条の十八第一項に規定する権限を除く。）は、

海上保安監部、海上保安部及び海上保安航空基地の長も行うことができる。

（書類の提出）

第四十二条　法及びこの省令（第十二条の二の二、第十二条の二の三十二、第十二条の二の三十四、第十二条の二の三十五、第十二条の二

の三十七、第十二条の二の四十、第十二条の三の八、第十二条の三の十（第十二条の十六の二第二項において準用する場合を含む。）及

び第十二条の十六を除く。）の規定による申請、届出又は報告に係る書類には、副本一通を添えなければならない。

２　前項の申請、届出又は報告であつて国土交通大臣にするもの（船舶又は港湾管理者及び漁港管理者以外の者が行う廃油処理事業に関す

るものに限る。）は、当該申請、届出又は報告に係る船舶の所在地又は廃油処理事業に係る廃油処理施設の設置される場所の周辺海域（船

舶又は自動車により廃油の収集を行う場合にあつては、その収集の対象となる廃油を排棄する船舶の存する海域）のうち処理の対象とな

る廃油を排棄する船舶が主として存する海域若しくは廃油処理施設の所在地（当該所在地が二以上の地方運輸局の管轄区域にわたるとき

は、主たる廃油処理設備の所在地）を管轄する地方運輸局長を、同項の申請、届出又は報告であつて管区海上保安本部長にするもの（第

十一管区海上保安本部長にするものにあつては、石垣海上保安部の管轄区域に係るものに限る。）は、海上保安監部、海上保安部又は海

上保安航空基地の長を経由してしなければならない。

附　則　抄

（施行期日）

１　この省令は、法の施行の日（昭和四十六年六月二十四日）から施行する。ただし、第二章（第九条、第十条及び第十一条を除く。）の

規定は、法第四条、第五条及び第八条の規定の施行の日から施行する。

（船舶の油による海水の汚濁の防止に関する法律施行規則の廃止）

２　船舶の油による海水の汚濁の防止に関する法律施行規則（昭和四十二年運輸省令第六十六号。以下「旧海水油濁防止法施行規則」とい

う。）は、廃止する。

（経過措置）

４　第六条の規定の施行前に旧海水油濁防止法施行規則第六条の四第一項の規定により受けた型式承認は、第六条第一項の規定により受け

た型式承認とみなす。

附　則　（昭和四七年六月二日運輸省令第三八号）　抄

（施行期日等）

１　この省令は、昭和四十七年六月二十五日から施行する。ただし、附則第八項の規定は、公布の日から施行する。
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附　則　（昭和四七年六月二三日運輸省令第四四号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、昭和四十七年六月二十五日から施行する。

附　則　（昭和四八年七月一七日運輸省令第二四号）

この省令は、港湾法等の一部を改正する法律（昭和四十八年法律第五十四号）の施行の日（昭和四十八年七月十七日）から施行する。

附　則　（昭和四八年九月二八日運輸省令第三一号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和四八年一二月一四日運輸省令第四八号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、船舶安全法の一部を改正する法律（昭和四十八年法律第八十号）の施行の日（昭和四十八年十二月十四日）から施行す

る。

附　則　（昭和四九年七月一三日運輸省令第二九号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、港湾法等の一部を改正する法律（昭和四十八年法律第五十四号）の一部の施行の日（昭和四十九年七月十六日）から施行

する。

（経過措置）

４　この省令の施行の際現に航海中である船舶については、排出油防除資材の備付けに関する改正後の規定は、この省令の施行後 初に本

邦の港に帰着する日までは、適用しない。

附　則　（昭和五〇年三月二八日運輸省令第一〇号）

この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。

附　則　（昭和五〇年一二月三日運輸省令第五一号）　抄

（施行期日）

１　この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一　次号及び第三号に掲げる規定以外の規定　公布の日

二　第三十三条の二第一項の改正規定、第四十一条を第四十二条とし、第四十条を第四十一条とし、第三十九条の次に一条を加える改正

規定、別表を別表第一とし同表の次に一表を加える改正規定及び第七号様式の次に一様式を加える改正規定　昭和五十年十二月十日

三　第十二条に一項を加える改正規定　昭和五十一年二月一日

（経過措置）

２　この省令による改正前の海洋汚染防止法施行規則第六条第三項において準用する船用品型式承認規則第六条第一項の規定による承認証

書で、この省令の施行の際現に有効なものの有効期間に関しては、なお従前の例による。

附　則　（昭和五一年六月一八日運輸省令第二三号）

この省令は、昭和五十一年六月二十四日から施行する。

附　則　（昭和五一年八月一四日運輸省令第三四号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、昭和五十一年九月一日から施行する。

附　則　（昭和五二年一二月一五日運輸省令第三七号）

この省令は、昭和五十二年十二月二十日から施行する。

附　則　（昭和五三年九月一一日運輸省令第四八号）

（施行期日）

１　この省令は、海洋汚染防止法の一部を改正する法律（昭和五十一年法律第四十七号）中第四十条の前に一条を加える改正規定、第四十

八条第三項の改正規定（「第三十九条の二」を「第三十九条の三」に改める部分を除く。）及び第五十七条に四号を加える改正規定（同条

第六号に係る部分に限る。）の施行の日から施行する。

（経過措置）

２　この省令の施行の日から起算して一月を経過する日までの間に油回収船等を配備する特定タンカーの船舶所有者は、改正後の第三十三

条の十一第五項の規定にかかわらず、同日までに同項の届出をすることができる。

附　則　（昭和五四年四月二八日運輸省令第一六号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一　略

二　第十二条及び附則第四項　公布の日から起算して七日を経過した日

（経過措置）

４　第十二条の規定の施行前に海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律（昭和四十五年法律第百三十六号）の規定により運輸大臣に対し

てされた申請に係る処分に関しては、なお従前の例により運輸大臣が職権を行う。

附　則　（昭和五四年六月一一日運輸省令第二五号）

この省令は、昭和五十四年六月十二日から施行する。

附　則　（昭和五五年一〇月二一日運輸省令第三二号）

（施行期日）

１　この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律（昭和五十五年法律第四十一号）の施行の日から施行す

る。

（経過措置）

２　この省令の施行の際現に油、有害液体物質等又は廃棄物（以下「油等」という。）の焼却に常用されている要焼却確認廃棄物焼却設備

であつて、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令（昭和四十六年政令第二百一号）別表第四第一号から第三号までの上欄に

掲げる油等の焼却の用に供されるものについては、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第十二条の二十四及び第十二条

の三十五第三項の規定にかかわらず、燃料の供給率を連続的に測定するための装置及び当該供給率を連続的に記録するための装置の備付

け並びに焼却中の燃料の供給率に関する書類の焼却記録簿への添付を行うことを要しない。

附　則　（昭和五六年三月二五日運輸省令第七号）　抄

１　この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
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附　則　（昭和五六年三月三〇日運輸省令第一二号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日（昭和五十六年四月一日）から施

行する。

附　則　（昭和五七年四月六日運輸省令第八号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一　略

二　第一条中運輸省組織規程第三十五条の改正規定、第二条中海運局支局等組織規程の題名の改正規定、「第一章　海運局支局」を削る

改正規定、同令第二章の改正規定、同令別表第一の改正規定（同表九州海運局福岡支局の項に係る部分を除く。）、同令別表第二の改正

規定（「第二条の二関係」を「第二条の二、第二条の三関係」に改める部分及び同表九州海運局福岡支局の項に係る部分を除く。）、同

令別表第三の改正規定（「同横須賀同」を「同三崎同」に改める部分に限る。）、同令別表第四及び別表第五の改正規定並びに附則第四

条　昭和五十八年一月一日

附　則　（昭和五八年四月九日運輸省令第二〇号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律（昭和五十七年法律第三十九号。以下「改正法」という。）の施行の日

（昭和五十八年四月三十日。以下「施行日」という。）から施行する。

附　則　（昭和五八年八月二四日運輸省令第三六号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律（昭和五十八年法律第五十八号。以下「改正法」と

いう。）附則第一条第二号に定める日（昭和五十八年十月二日）から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日

から施行する。

一　目次の改正規定（「第十二条の三十六」を「第十二条の三十五」に改める部分に限る。）、第六条、第十二条の二及び第十二条の四の

改正規定、第十二条の三十四を削り、第十二条の三十五を第十二条の三十四とし、第十二条の三十六を第十二条の三十五とする改正規

定、第三十三条の四の改正規定（油ゲル化剤に係る部分を除く。）、第三十九条の次に一条を加える改正規定、第四十条の改正規定、別

表第一及び別表第四の改正規定並びに別表第四の次に一表を加える改正規定（油ゲル化剤に係る部分を除く。）並びに附則第八条及び

附則第十一条の規定　改正法附則第一条第一号に定める日（昭和五十八年八月二十五日）

（経過措置）

第二条　海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令（昭和六十一年政令第三百三十六号）による改正後の海洋

汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令及び領事官の行なう船舶法等の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関する

政令の一部を改正する政令（昭和五十八年政令第百八十三号。以下「改正令」という。）附則第二条第三項の規定による排出されるクリ

ーンバラスト中の油分の監視は、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の技術上の基準等

に関する省令（以下「技術基準省令」という。）第十一条第二項又は第十二条第二項の規定に適合する油分濃度計により当該排出される

クリーンバラスト中の油分の濃度が一万立方センチメートル当たり〇・一五立方センチメートルを超えないことを確認して行うものとす

る。

第三条　改正令附則第二条第五項の国土交通省令で定めるタンカーは、技術基準省令附則第四条第六項に規定するところにより航行する海

域等を考慮して技術基準省令第十四条の規定は適用しないと地方運輸局長が認めるタンカーとする。

第四条　海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令（昭和五十八年政令第

百八十四号）第二条に規定する船舶であるタンカー（以下「現存旧タンカー」という。）であつて附則第一条本文に定める日において、

当該タンカーに設置された分離バラストタンクからの水バラストを海面より上の位置から排出するための設備を有しないものからの当該

水バラストの排出方法は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則（以下「新規則」という。）第八条の十四の規定にかか

わらず、分離バラストタンクからの水バラストを排出する直前に当該水バラストが油により汚染されていないことを確認した上、海面下

に排出する方法とする。

第五条　技術基準省令附則第四条第三項又は第四項に規定するところによりクリーンバラストタンクを設置することにより分離バラストタ

ンクを設置することを要しないとされるタンカーについての新規則第十一条の二の適用については、同条第三号ト中「貨物艙」とあるの

は「貨物艙及びクリーンバラストタンク（技術基準省令附則第三条第四項に規定するクリーンバラストタンクをいう。）」とする。

２　前項に規定するタンカーにおける海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律（昭和四十五年法律第百三十六号。以下「法」という。）

第八条第二項の油の排出その他油の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、新規則第十二条第一項の表の上欄に掲げるもの

のほか、次の表の上欄に掲げるものとし、これらについての法第八条第二項の油記録簿への記載は、同表の上欄に掲げる油の排出その他

油の取扱いに関する作業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。

油の排出その他油の取扱いに関する作業 事項

一　タンカーのクリーンバラストタンク

（技術基準省令附則第三条第四項に規定

するクリーンバラストタンクをいう。以

下この表において同じ。）への水バラス

トの積込み

１　水バラストを積み込んだクリーンバラストタンクの識別記号

２　水バラストの積込みの開始時における船舶の位置

３　ポンプ及び配管の洗浄時における船舶の位置

４　ポンプ及び配管の洗浄により生じた洗浄水のうち、スロップタンク又は一時的に汚れた水

バラスト等を保留する貨物艙へ移し替えたものの量及び当該タンク内の総量並びに当該タンク

の識別記号

５　追加の水バラストの積込みの開始時における船舶の位置

６　水バラストの積込み後にクリーンバラストタンクと貨物艙及び燃料油タンクとを分離する

ために配管に設けた弁を閉鎖した時刻及び当該弁の閉鎖時における船舶の位置

７　積み込んだ水バラストの量

二　タンカーのクリーンバラストタンク

からの水バラストの排出又は処分

１　水バラストを排出し、又は処分したクリーンバラストタンクの識別記号

２　排出を開始した時刻及び当該排出の開始時における船舶の位置

３　排出を完了した時刻及び当該排出の完了時における船舶の位置

４　排出し、又は処分した量
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５　排出前の水バラストの表面又は排出中の排出場所の海面に油膜が生じていることが認めら

れたかどうかの別

６　排出中の水バラストを油分濃度計（技術基準省令附則第四条第八項に規定する油分濃度計

（技術基準省令第十一条第一項第一号及び技術基準省令第十二条第一項第一号の油分濃度計を含

む。）をいう。）により監視したかどうかの別

７　排出後又は処分後にクリーンバラストタンクと貨物艙及び燃料油タンクとを分離するため

に配管に設けた弁を閉鎖した時刻及び当該弁の閉鎖時における船舶の位置

第六条　附則第四条に規定するタンカーにおける法第八条第二項の油の排出その他油の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるもの

は、新規則第十二条第一項の表の上欄の第一号から第七号まで、第十号、第十三号及び第十五号に掲げるもののほか、次の表の上欄に掲

げるものとし、これらについての法第八条第二項の油記録簿への記載は、同表の上欄に掲げる油の排出その他油の取扱いに関する作業の

区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。

油の排出その他油の取扱いに関する作業 事項

一　タンカーへの水バラストの積込み １　水バラストを積み込んだタンクの識別記号

２　水バラストの積込みの開始時における船舶の位置

３　積み込んだ水バラストの総量

二　航海中のタンカーにおける水バラストの移替え 移替えの理由

三　タンカーからの水バラストの受入施設への処分 １　水バラストを処分した受入施設がある港の名称

２　水バラストを処分した受入施設の名称

３　処分した水バラストの総量

２　新規則第十二条第二項の規定の適用について、前項のタンカーは、タンカー以外の船舶とみなす。

第七条　この省令による改正前の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第十二条の二第一項又は第三十三条の四第一項の規定

により型式承認を受けた型式は、それぞれ新規則第三十七条の三の二第一項の規定により型式承認を受けたものとみなす。

附　則　（昭和五九年三月一九日運輸省令第四号）

（施行期日）

１　この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。

（経過措置）

２　この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附　則　（昭和五九年六月二二日運輸省令第一八号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は

契約その他の行為（以下「処分等」という。）は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同

表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為（以下「申請等」という。）は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に

対してした申請等とみなす。

北海海運局長 北海道運輸局長

東北海運局長（山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。） 東北運輸局長

東北海運局長（山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。）及び新潟海運監理部長 新潟運輸局長

関東海運局長 関東運輸局長

東海海運局長 中部運輸局長

近畿海運局長 近畿運輸局長

中国海運局長 中国運輸局長

四国海運局長 四国運輸局長

九州海運局長 九州運輸局長

神戸海運局長 神戸海運監理部長

札幌陸運局長 北海道運輸局長

仙台陸運局長 東北運輸局長

新潟陸運局長 新潟運輸局長

東京陸運局長 関東運輸局長

名古屋陸運局長 中部運輸局長

大阪陸運局長 近畿運輸局長

広島陸運局長 中国運輸局長

高松陸運局長 四国運輸局長

福岡陸運局長 九州運輸局長

第三条　この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海

運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局

長に対してした申請等とみなす。

附　則　（昭和六〇年四月二五日運輸省令第一八号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。

（経過措置）

５　この省令の施行前に交付した従前の様式による廃棄物排出船登録済証及び次項の規定により交付した廃棄物排出船登録済証は、第二十

条の規定による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第一号の七様式による廃棄物排出船登録済証とみなす。

６　管区海上保安本部長は、昭和六十年六月三十日までは、第二十条の規定による改正前の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行

規則第一号の七様式による廃棄物排出船登録済証を交付し、又は再交付することができる。

附　則　（昭和六〇年六月一五日運輸省令第二二号）　抄
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（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和六〇年一一月一九日運輸省令第三五号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、昭和六十一年一月七日から施行する。

附　則　（昭和六一年七月七日運輸省令第二六号）

この省令は、昭和六十一年七月十日から施行する。

附　則　（昭和六二年二月一四日運輸省令第五号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律（昭和五十八年法律第五十八号）附則第一条第四号に定

める日（昭和六十二年四月六日）から施行する。

附　則　（昭和六二年三月二五日運輸省令第二五号）

（施行期日）

１　この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。ただし、第十五条の規定（「一万五千円」を「一万七千円」に改める部分を除く。）

及び第二十二条中海洋汚染防止設備等検査規則別表第一の改正規定（有害液体物質の排出防止に関する設備等に係る部分に限る。）は、

海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律（昭和五十八年法律第五十八号）附則第一条第四号に定める日（昭和六

十二年四月六日）から施行する。

（経過措置）

２　この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附　則　（昭和六三年八月八日運輸省令第二六号）

この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律（昭和五十八年法律第五十八号）附則第一条第七号に定

める日（昭和六十三年十二月三十一日）から施行する。

附　則　（平成元年三月三一日運輸省令第一二号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、平成元年四月一日から施行する。

（経過措置）

３　この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附　則　（平成元年七月二〇日運輸省令第二四号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二年七月六日運輸省令第一九号）

（施行期日）

１　この省令は、平成二年十月十三日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２　この省令の施行の日以後において船舶により潤滑油添加剤を輸送しようとする者は、同日前においても、海洋汚染及び海上災害の防止

に関する法律第九条の六第二項の規定による届出を行うことができる。

附　則　（平成三年三月二二日運輸省令第二号）

（施行期日）

１　この省令は、平成三年四月一日から施行する。

（経過措置）

２　この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附　則　（平成三年八月二八日運輸省令第二七号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）附則第一条ただし書の政令に定める日

（平成三年九月一日）から施行する。

附　則　（平成三年一二月一〇日運輸省令第四〇号）　抄

この省令は、平成四年三月十七日から施行する。

附　則　（平成四年六月二日運輸省令第一九号）

この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律（昭和五十八年法律第五十八号）附則第一条第六号に定

める日（平成四年七月一日）から施行する。

附　則　（平成四年九月一日運輸省令第二六号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成四年一〇月二八日運輸省令第三〇号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律（平成四年法律第三十八号。以下「改正法」とい

う。）の施行の日（平成五年四月四日）から施行する。

附　則　（平成五年三月二九日運輸省令第七号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成五年七月六日から施行する。ただし、第二条の規定（海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第八条

の九の改正規定を除く。）及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

（経過措置）

第二条　

２　現存タンカーの油の積載の制限については、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第八条の九の規定にかかわらず、な

お従前の例による。

附　則　（平成五年四月二八日運輸省令第一五号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成五年七月六日から施行する。ただし、第一条中海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第五条の改正

規定中「第十三条第一項」を「第十三条第一項第一号」に改める部分並びに同令第十二条の三の四第二項、第三十七条の三の二第四項、
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第四十二条第一項及び第一号の三様式（三）の表注１の改正規定、第三条中海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規則第

二十六条第二項の改正規定及び別表第一に備考を加える改正規定、第四条の規定（海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の規定に基

づく事業場の認定に関する規則第三条第一項第四号、第十三条第一項第四号及び別表の改正規定を除く。）並びに第五条の規定（別表第

一及び別表第二の改正規定中「ビルジ用油排出監視制御装置又は」を削る部分を除く。）は、公布の日から施行する。

（海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第二条　海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令（平成五年政令第二十二号）附則第二項においてなお従前

の例によることとされた船舶に係る法第八条の油記録簿への記載については、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の規

定にかかわらず、なお従前の例による。

附　則　（平成五年七月二日運輸省令第二二号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成六年二月一八日運輸省令第四号）

この省令は、平成六年二月二十日から施行する。

附　則　（平成六年三月二九日運輸省令第九号）

（施行期日）

１　この省令は、平成六年四月一日から施行する。

（経過措置）

２　この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附　則　（平成六年三月三〇日運輸省令第一二号）　抄

１　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成六年三月三〇日運輸省令第一四号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成六年四月一日から施行する。

（海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第三条　第二十二条の規定による改正前の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第一号の九の三様式による承認証は、同条の

規定による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第一号の九の三様式による承認証とみなす。

附　則　（平成六年六月二四日運輸省令第二五号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成六年九月三〇日運輸省令第四六号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、行政手続法の施行の日（平成六年十月一日）から施行する。

（聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置）

第三条　この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会（不利益処分に係るものを除く。）又はこれらのた

めの手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。

附　則　（平成六年一二月一三日運輸省令第五四号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、平成七年一月一日から施行する。

附　則　（平成七年五月一二日運輸省令第三一号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成七年一一月三〇日運輸省令第六三号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成七年一二月八日運輸省令第六五号）

この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律（平成七年法律第九十号）の施行の日（平成八年一月十

七日）から施行する。

附　則　（平成八年六月一四日運輸省令第三六号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成八年六月二六日運輸省令第三九号）

この省令は、海洋法に関する国際連合条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附　則　（平成八年一二月二四日運輸省令第六七号）

この省令は、平成九年三月十日から施行する。

附　則　（平成九年三月二一日運輸省令第一五号）

（施行期日）

１　この省令は、平成九年四月一日から施行する。

（経過措置）

２　この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附　則　（平成九年六月二〇日運輸省令第四〇号）

この省令は、船舶安全法及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律（平成九年法律第七十八号）附則第一条

第二号に定める日（平成九年七月一日）から施行する。

附　則　（平成九年九月一二日運輸省令第五九号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成九年一二月一五日運輸省令第八三号）

この省令は、平成十年一月一日から施行する。

附　則　（平成九年一二月一五日運輸省令第八四号）

この省令は、平成十年一月一日から施行する。

附　則　（平成九年一二月一五日運輸省令第八六号）

この省令は、平成十年一月一日より施行する。
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附　則　（平成一〇年五月二七日運輸省令第二九号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一一年九月三〇日運輸省令第四三号）

この省令は、平成十一年十月一日から施行する。

附　則　（平成一二年三月二二日運輸省令第九号）

（施行期日）

１　この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

（経過措置）

２　この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附　則　（平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附　則　（平成一二年一二月二二日運輸省令第四三号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附　則　（平成一三年三月一五日国土交通省令第三七号）

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

附　則　（平成一三年三月三〇日国土交通省令第七二号）

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

附　則　（平成一三年一二月二八日国土交通省令第一五七号）

この省令は、平成十四年三月一日から施行する。

附　則　（平成一四年二月一日国土交通省令第六号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、小型船舶の登録等に関する法律の施行の日（平成十四年四月一日）から施行する。

（海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第五条　船籍票受有現存船に係る海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第十二条の三十第一項の規定による焼却設備検査証書

の書換えについては、当該船籍票受有現存船が新規登録を受ける日又は法附則第二条第一号に定める日のいずれか早い日までの間は、な

お従前の例による。

（罰則に関する経過措置）

第六条　この省令の施行前にした行為並びに附則第二条から前条までの規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令

の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附　則　（平成一四年四月一日国土交通省令第五三号）

この省令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日（平成十四年四月一日）から施行する。

附　則　（平成一四年六月二八日国土交通省令第七九号）

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後

のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附　則　（平成一四年八月三〇日国土交通省令第九八号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日（平成十五年一月一日）から施行する。

附　則　（平成一五年三月二〇日国土交通省令第二七号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、船舶職員法の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日（平成十五年六月一日）から施行する。

附　則　（平成一五年九月一九日国土交通省令第九三号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十五年九月二十七日から施行する。

（海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第二条　この省令による改正前の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第三十七条の三の二第一項の規定により型式承認を受

けたふん尿処理装置は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第三十七条の三の二第一項の規定によりふん尿及び汚水処

理装置の型式承認を受けたものとみなす。

附　則　（平成一五年一〇月一日国土交通省令第一〇九号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。

（海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第八条　この省令の施行前に海上災害防止センターが実施した第十八条の規定による改正前の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施

行規則第十二条の二の六第一項の規定による指定を受けた講習の課程を修了した者は、独立行政法人海上災害防止センターが実施する第

十八条の規定による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第十二条の二の六第一項の規定による指定を受けた講習

の課程を修了した者とみなす。

附　則　（平成一五年一二月二二日国土交通省令第一一八号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十六年一月一日（以下「施行日」という。）から施行する。

附　則　（平成一六年二月二六日国土交通省令第六号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十六年三月一日から施行する。

附　則　（平成一六年三月二六日国土交通省令第二八号）
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この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。

附　則　（平成一六年三月三一日国土交通省令第三四号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一六年四月一日国土交通省令第五一号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

一　略

二　第百十八条、第百十九条、第百二十三条及び別表第一の改正規定、別表第二第五管区海上保安本部の部田辺海上保安部の項の改正規

定、別表第三の改正規定、別表第四第五管区海上保安本部の部田辺海上保安部下津海上保安署の項の改正規定、別表第七及び別表第十

二の改正規定、別表第十五海上警備救難部の項の改正規定並びに附則第二項から第五項までの改正規定　平成十六年十月一日

附　則　（平成一六年四月二三日国土交通省令第五九号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、法の施行の日から施行する。ただし、第十条から第十三条まで、第三十九条から第四十三条まで、第七十九条第一

項、第八十一条から第八十四条まで、附則第五条から第十五条までの規定並びに附則第十六条から第十九条までの改正規定は法律附則第

一条ただし書に規定する規定の施行の日（平成十六年四月二十三日）から施行する。

附　則　（平成一六年五月二一日国土交通省令第六五号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。

（海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第九条　第八条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則（以下この条において

「旧海防法施行規則」という。）第十二条の二の六の指定を受けている講習のうち、独立行政法人海上災害防止センター又は財団法人日本

船員福利雇用促進センターにより実施されるものについては、第八条の規定の施行の日から起算して六月を経過するまでの間は、第八条

の規定による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則（以下この条において「新海防法施行規則」という。）第十二

条の二の六第一号の登録を受けた講習とみなす。

２　第八条の規定の施行の際現に第十二条の二の六の指定を受けている講習であって船員災害防止協会、財団法人日本船舶職員養成協会、

財団法人尾道海技学院、財団法人関門海技協会若しくは財団法人日本船員福利雇用センターにより実施されるもの又は独立行政法人海上

災害防止センターにより実施される海上防災訓練標準コース、海上防災訓練指揮運用コース若しくは有害物質コースについては、第八条

の規定の施行の日から起算して六月を経過するまでの間は、新海防法施行規則第十二条の二の六第二号の登録を受けた講習とみなす。

３　第八条の規定の施行前に受講した旧海防法施行規則第十二条の二の六の指定を受けた講習であって第一項に規定するものは、新海防法

施行規則第十二条の二の六第一号の登録を受けた講習とみなす。

４　第八条の規定の施行前に受講した旧海防法施行規則第十二条の二の六の指定を受けた講習であって第二項に規定するものは、新海防法

施行規則第十二条の二の六第二号の登録を受けた講習とみなす。

（処分、手続等の効力に関する経過措置）

第十一条　この省令の施行前に、この省令による改正前の道路運送車両法施行規則、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令、救

命艇手規則、小型船造船業法施行規則、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則又は鉄道事業法施行規則の規定によりした処

分、手続その他の行為は、附則第二条から前条までの規定に定めるものを除き、この省令による改正後の道路運送車両法施行規則、船舶

に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令、救命艇手規則、小型船造船業法施行規則、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行

規則又は鉄道事業法施行規則の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

附　則　（平成一六年一〇月二八日国土交通省令第九三号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日から施行

する。ただし、附則第二条から第二十三条まで、附則第二十六条から第二十八条まで、附則第三十条、附則第四十七条中国土交通省組織

規則（平成十三年国土交通省令第一号）附則第十条の次に次の一条を加える改正規定及び附則第四十八条中地方運輸局組織規則（平成十

四年国土交通省令第七十三号）附則第二条から第五条までを削り、同令附則第六条を同令附則第十九条とし、同令附則第七条を同令附則

第二十条とし、同令附則第一条の次に次の十七条を加える改正規定は、改正法附則第一条第二号の政令で定める日（平成十六年十一月一

日）から施行する。

（相当確認等の申請）

第二条　改正法附則第二条第一項に規定する相当確認（以下「相当確認」という。）及び同項に規定する相当手引書（以下「相当手引書」

という。）の承認を受けようとする者は、相当確認及び相当手引書承認申請書（附則第一号様式）を地方運輸局長（第三条の規定による

改正前の海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等検査規則第三条第一項に規定する地方運輸局長をいう。以下附則第二十

二条までにおいて同じ。）に提出しなければならない。

（添付書類）

第三条　相当確認及び相当手引書承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一　原動機の製造仕様書

二　原動機の構造及び配置を示す図面

三　原動機の使用材料を示す書類

２　地方運輸局長は、相当確認及び相当手引書の承認のため必要があると認める場合において前項に規定する書類のほか必要な書類の添付

を求め、又は同項に規定する書類の一部についてその添付の省略を認めることができる。

（相当確認等の準備）

第四条　相当確認及び相当手引書の承認を受けようとする者は、次に掲げる準備をするものとする。

一　原動機を運転できるようにすること。

二　原動機からの窒素酸化物の放出量を測定できるようにすること。

三　原動機の内部を確認できるように開放し、かつ、内容物及び危険性ガスを排出すること。

２　地方運輸局長は、相当確認及び相当手引書の承認のため必要があると認める場合において前項各号に掲げる準備のほか必要な準備を求

め、又は同項各号に掲げる準備の一部についてその省略を認めることができる。
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（国際大気汚染防止原動機証書に相当する証書）

第五条　改正法附則第二条第二項の国際大気汚染防止原動機証書に相当する証書（以下「相当原動機証書」という。）は、この省令の附則

第二号様式によるものとする。

（相当原動機証書の再交付）

第六条　改正法附則第二条第二項により相当原動機証書の交付を受けた者及び船舶所有者は、相当原動機証書を滅失し、紛失し、又は毀損

した場合は、相当原動機証書再交付申請書（附則第三号様式）を地方運輸局長に提出し、その再交付を受けることができる。

２　相当原動機証書再交付申請書には、相当原動機証書（毀損した場合に限る。）及び相当手引書を添付しなければならない。

３　相当原動機証書を滅失し、又は紛失したことにより再交付を受けた場合は、滅失し、又は紛失した相当原動機証書は、その効力を失う

ものとする。

（相当原動機証書の書換え）

第七条　改正法附則第二条第二項により相当原動機証書の交付を受けた者及び船舶所有者は、相当原動機証書の記載事項を変更しようとす

る場合又はその記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、相当原動機証書書換申請書（附則第四号様式）を地方運輸局長に提出し、そ

の書換えを受けなければならない。

２　相当原動機証書書換申請書には、相当原動機証書及び相当手引書を添付しなければならない。

（相当原動機証書の返納）

第八条　改正法附則第二条第二項により相当原動機証書の交付を受けた者及び船舶所有者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その受有す

る相当原動機証書（第三号の場合にあっては、発見した相当原動機証書）を地方運輸局長に返納しなければならない。

一　原動機が滅失し、又は解体されたとき。

二　原動機が改正法附則第二条第一項の原動機でなくなったとき。

三　相当原動機証書を紛失したことにより相当原動機証書の再交付を受けた後、その紛失した相当原動機証書を発見したとき。

四　前各号に掲げる場合のほか、原動機が相当原動機証書を受有することを要しなくなったとき。

（相当原動機証書が国際大気汚染防止原動機証書とみなされない事由）

第九条　改正法附則第二条第三項の国土交通省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

一　原動機の連続 大出力が当該連続 大出力の十パーセントを超えて増加することとなる改造を行うこと。

二　前号に掲げるもののほか、改正法附則第二条第一項の相当放出基準（以下「相当放出基準」という。）に適合しないおそれのある改

造を行うこと。

（手数料）

第十条　改正法附則第二条第四項の国土交通省令で定める額は、附則別表第一に定める額とする。

（対象船舶）

第十一条　改正法附則第三条第一項の国土交通省令で定める船舶は、海上自衛隊（防衛大学校を含む。）の使用する船舶以外の船舶とする。

（小型船舶用原動機相当確認等事務規程の変更の認可）

第十二条　小型船舶検査機構に関する省令（以下「機構省令」という。）第十二条の規定は、改正法附則第三条第四項後段の規定による認

可について準用する。

（小型船舶用原動機相当確認等事務規程の記載事項）

第十三条　改正法附則第三条第六項の国土交通省令で定める小型船舶用原動機相当確認等事務規程で定める事項は、次に掲げる事項とす

る。

一　相当確認の申請の受理に関する事項

二　相当確認の執行方法に関する事項

三　相当手引書の承認に関する事項

四　相当原動機証書の交付、書換、再交付及び返納に関する事項

五　その他改正法附則第三条第一項の小型船舶用原動機相当確認等事務（以下「小型船舶用原動機相当確認等事務」という。）の実施に

必要な事項

（小型船舶用原動機相当確認等業務員の要件）

第十四条　機構省令第十四条の規定は、改正法附則第三条第八項の国土交通省令で定める小型船舶用原動機相当確認等業務員の要件につい

て準用する。

（小型船舶用原動機相当確認等業務員の選任届等）

第十五条　小型船舶検査機構（以下「機構」という。）は、改正法附則第三条第九項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる

事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一　小型船舶用原動機相当確認等業務員の氏名及び生年月日

二　前号の者が小型船舶用原動機相当確認等事務を行う事務所の名称及び所在地

三　前条において準用する機構省令第十四条各号に掲げる要件のうち第一号の者が該当するもの

２　前項の届出書には、同項第一号の者が前条において準用する機構省令第十四条各号のいずれかに該当すること及び改正法附則第三条第

十一項の者に該当しないことを信じさせるに足る書面を添付しなければならない。

３　機構は、小型船舶用原動機相当確認等業務員について第一項第一号若しくは第二号に掲げる事項に変更があったとき、又は小型船舶用

原動機相当確認等業務員を解任したときは、その日から十五日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

（機構が小型船舶用原動機相当確認等事務を行う場合における規定の適用）

第十六条　改正法附則第三条第一項の規定により機構が小型船舶用原動機相当確認等事務を行う場合における附則第三条、第四条及び第六

条から第八条までの規定の適用については、これらの規定中「地方運輸局長」とあるのは、「機構」とする。

２　前項の場合において、小型船舶用原動機相当確認等事務を行う事務所の管轄区域は、船舶安全法施行規則（昭和三十八年運輸省令第四

十一号）第四十八条第二項の規定に基づき告示された管轄区域とする。

（機構の小型船舶用原動機相当確認等事務の地方運輸局長への引継ぎ等）

第十七条　改正法附則第三条第十四項の規定により国土交通大臣が小型船舶用原動機相当確認等事務の全部又は一部を自ら行うこととした

場合における同条第十五項の公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

一　小型船舶用原動機相当確認等事務を行うこととなる地方運輸局長

二　地方運輸局長が小型船舶用原動機相当確認等事務を行うこととなる区域

三　地方運輸局長が小型船舶用原動機相当確認等事務を行うこととなる範囲

四　小型船舶用原動機放出量確認等事務を開始する日
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２　前項第四号に掲げる日以後においては、同項第二号に掲げる区域内に存する総トン数二十トン未満の対象船舶に設置される原動機（以

下「小型船舶用原動機」という。）に係る同項第三号の範囲内の小型船舶用原動機相当確認等事務の申請は地方運輸局長に対し、同号の

範囲外の小型船舶用原動機相当確認等事務及び当該区域外に存する小型船舶用原動機に係る小型船舶用原動機相当確認等事務の申請は機

構の事務所に対し、それぞれするものとする。

３　機構は、第一項第二号に掲げる区域内に存する小型船舶用原動機について、同項第四号に掲げる日前に受け付けた申請に係る小型船舶

用原動機相当確認等事務を同日前に開始していない場合においては、当該申請に係る申請書及び手数料を、速やかに申請者に返還しなけ

ればならない。

４　機構は、国土交通大臣が自ら行うこととした小型船舶用原動機相当確認等事務を処理するために必要な書類を、国土交通大臣が小型船

舶用原動機相当確認等事務を行わせることとした地方運輸局長に送付しなければならない。

（地方運輸局長の小型船舶用原動機相当確認等事務の機構への引継ぎ）

第十八条　改正法附則第三条第十四項の規定により国土交通大臣が自ら行っている小型船舶用原動機相当確認等事務を行わないこととした

場合における同項の公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

一　地方運輸局長が小型船舶用原動機相当確認等事務を行わないこととする区域

二　地方運輸局長が小型船舶用原動機相当確認等事務を行わないこととする範囲

三　小型船舶用原動機相当確認等事務を終了する日

２　前項第三号に掲げる日以後においては、同項第一号に掲げる区域内に存する小型船舶用原動機に係る小型船舶用原動機相当確認等事務

の申請は、当該区域内の機構の事務所に対してするものとする。

３　地方運輸局長は、第一項第三号に掲げる日以後において、前条第四項の規定により送付された書類を機構に返還しなければならない。

４　国土交通大臣が小型船舶用原動機相当確認等事務を行わせることとした地方運輸局長は、第一項第三号に掲げる日以後において、改正

法附則第三条第十四項の規定により行った小型船舶用原動機相当確認等事務に係る必要な書類を機構に送付しなければならない。

（船級協会が交付する相当原動機証書が国際大気汚染防止原動機証書とみなされない事由）

第十九条　改正法附則第六条第二項の国土交通省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

一　原動機の連続 大出力が当該連続 大出力の十パーセントを超えて増加することとなる改造を行うこと。

二　前号に掲げるもののほか、相当放出基準に適合しないおそれのある改造を行うこと。

（相当確認等に係る船級協会の登録の申請）

第二十条　改正法附則第六条第一項の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しな

ければならない。

一　登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二　登録を受けようとする者が相当確認、承認又は交付を行おうとする事業所の名称及び所在地

三　登録を受けようとする者が相当確認、承認及び交付の業務を開始しようとする年月日

２　前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一　登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類

イ　定款又は寄附行為及び登記事項証明書（外国法令に基づいて設立された法人にあっては、これらに準ずるもの）

ロ　役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類

二　登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し（外国人にあっては、これに準ずるもの）及び履歴書

三　相当確認に用いるガス分析装置の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類

四　相当確認、承認又は交付を行う者の氏名及び経歴を記載した書類

五　相当確認、承認又は交付を行う者が、改正法附則第六条第三項において準用する船舶安全法（昭和八年法律第十一号）第二十五条の

四十七第一項第二号に該当する者であることを証する書類

六　登録を受けようとする者が、改正法附則第六条第三項において準用する船舶安全法第二十五条の四十七第一項第三号及び第二項各号

のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類

（帳簿の記載等）

第二十一条　改正法附則第六条第三項において準用する船舶安全法第二十五条の五十九の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものと

する。

一　原動機の型式

二　原動機の製造番号

三　原動機の定格出力

四　原動機製作者等の氏名又は名称及び住所

五　相当確認、承認又は交付を行った年月日及び場所

六　相当確認、承認又は交付を行った事業所の名称

七　相当確認、承認又は交付の結果

八　その他相当確認、承認又は交付の実施状況に関する事項

２　改正法附則第六条第三項において準用する船舶安全法第二十五条の五十九の帳簿は、相当確認、承認又は交付の業務を行う事務所ごと

に備え付け、記載の日から五年間保存しなければならない。

（報告書の提出等）

第二十二条　船級協会は、改正法附則第六条第二項の規定による相当確認、承認又は交付を行った場合は、速やかに、同項の規定による相

当確認、承認又は交付に関する報告書を地方運輸局長に提出しなければならない。

２　前項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一　原動機の型式

二　原動機の製造番号

三　原動機の定格出力

四　原動機製作者等の氏名又は名称及び住所

五　相当確認、承認又は交付を行った年月日及び場所

六　相当確認、承認又は交付を行った事業所の名称

七　相当確認、承認又は交付の結果

３　地方運輸局長は、第一項の規定により提出された報告書の審査に当たり必要があると認めるときは、船級協会に対し、改正法附則第六

条第二項の規定による相当確認、承認又は交付依頼者から提出された図面その他必要な書類の提出を求めることができる。

51



４　国土交通大臣は、船級協会の行った改正法附則第六条第二項の規定による相当確認、承認又は交付が適当でないと認める場合は、同項

の規定による相当確認、承認又は交付のやり直しその他の処分を命ずることができる。

（準用）

第二十三条　船舶安全法施行規則第三章の二第一節（第四十七条、第四十七条の三、第四十七条の八、第四十七条の十一及び第四十七条の

十二を除く。）の規定は、改正法附則第六条第一項の規定による登録並びに同条第二項の船級協会並びに船級協会が行う相当確認、承認

及び交付について準用する。この場合において、第四十七条の七第五号中「検定員」とあるのは「確認員」と読み替えるものとする。

（原動機の改造）

第二十四条　改正法附則第七条ただし書の国土交通省令で定める改造は、次に掲げる改造とする。

一　次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日前に建造され又は建造に着手された船舶に設置された原動機を交換する

改造（当該原動機と同一と認められる原動機であって当該各号に定める日前に製造されたものに交換する改造を除く。）

イ　国際航海に従事する船舶　平成十二年一月一日

ロ　前号に掲げる船舶以外の船舶　千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書によっ

て修正された同条約を改正する千九百九十七年の議定書が効力を生じた日（平成十七年五月十九日）

二　原動機の連続 大出力が当該連続 大出力の十パーセントを超えて増加することとなる改造

三　前号に掲げるもののほか、原動機からの窒素酸化物の放出量を増大させることとなる改造

（改正法附則第九条第三項の国土交通省令で定める総トン数）

第二十四条の二　改正法附則第九条第三項の国土交通省令で定める総トン数は、四百トンとする。

（オゾン層破壊物質記録簿）

第二十四条の三　改正法附則第九条第五項のオゾン層破壊物質を含む設備の修理その他当該設備の取扱いに関する作業で国土交通省令で定

めるものは、次の表の上欄に掲げる作業とし、オゾン層破壊物質記録簿への記載は、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものと

する。

オゾン層破壊物質を含む設備の修理その他当該設備の取扱いに関する

作業

事項

一　オゾン層破壊物質を含む設備の修理又は保守に伴う当該設備へのオ

ゾン層破壊物質の一部又は全部の充てん

１　充てんの日時及び充てん時における船舶の位置

２　充てんに係る設備の名称

３　充てんしたオゾン層破壊物質の種類及び質量

二　オゾン層破壊物質を含む設備の修理又は保守に伴う当該設備からの

オゾン層破壊物質の放出

１　放出の日時及び放出時における船舶の位置

２　放出に係る設備の名称

３　放出したオゾン層破壊物質の種類及び質量

三　オゾン層破壊物質を含む設備からのオゾン層破壊物質の受入施設へ

の移送又は他の船舶への移載

１　移送又は移載の日時

２　移送した受入施設の名称及び位置又は移載した船舶の名称

３　移送又は移載に係る設備の名称

４　移送し、又は移載したオゾン層破壊物質の種類及び質量

四　事故その他の理由によるオゾン層破壊物質を含む設備からの例外的

なオゾン層破壊物質の放出

１　放出の日時及び放出時における船舶の位置

２　放出に係る設備の名称

３　放出したオゾン層破壊物質の種類及び質量

４　放出の状況及び理由

２　前項の表の下欄に掲げる事項が、電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作

られるものであつて、告示で定める基準に適合するものに限る。）に記録される場合は、当該記録をもつて改正法附則第九条第五項に規

定するオゾン層破壊物質記録簿への記載に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該オゾン層破壊物質記録簿と

みなす。

（中間検査）

第二十五条　改正法附則第十一条第一項及び同条第二項の規定により読み替えて適用される改正法第一条の規定による改正後の海洋汚染等

及び海上災害の防止に関する法律第十九条の三十六の国土交通省令で定めるものは、船舶安全法施行規則第十八条第二項の表の区分の欄

に掲げる第一号から第三号まで、第五号及び第六号の船舶にあっては第一種中間検査（同令第十八条第一項に規定する第一種中間検査を

いう。）、同表の区分の欄に掲げる第四号の船舶にあっては第三種中間検査（同令第十八条第一項に規定する第三種中間検査をいう。）と

する。

（登録検定機関の登録等）

第二十六条　海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第四章の二第二節の規定は、改正法附則第十二条第二項の登録、同項の登

録検定機関及び登録検定機関が行う検定について準用する。この場合において、同令第三十七条の八から第三十七条の十まで中「法第十

七条の十五第三項」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律附則第十二条第四項」と、「法第十

七条の十五第一項の規定において準用する船舶安全法第六条ノ四第一項」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一

部を改正する法律附則第十二条第二項」と読み替えるものとする。

（海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等検査規則の準用）

第二十七条　海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等検査規則第五条第三項、第六条第三項及び第四項、第十一条、第三十

三条並びに第四十五条第一項及び第三項から第六項までの規定は、改正法附則第十二条第一項の検査について準用する。この場合におい

て、同令第三十三条第一項中「法第十七条の十五第一項」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法

律附則第十二条第三項」と、同令第四十五条第一項中「別表第一」とあり、同条第三項中「別表第二」とあるのは「附則別表第二」と、

同令第十七号様式及び第十九号様式中「海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等検査規則第３３条第２項」とあるのは

「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令附則第２７条において準用する海洋汚染防止設備等及び海

洋汚染防止緊急措置手引書等検査規則第３３条第２項」と、同令第十八号様式中「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第１７条の

１５第１項において準用する船舶安全法第６条第３項」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律

附則第１２条第１項」と読み替えるものとする。

（型式承認規則の準用）

第二十八条　海洋汚染防止設備型式承認規則（第一条、第二条及び第十一条第二項第四号を除く。）の規定は、改正法附則第十二条第一項

の型式承認及び検定について準用する。この場合において、同令第三条中「法第十七条の十五第一項において準用する船舶安全法第六条
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ノ四第一項」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）附則第十二条

第一項」と、同令第四条、第五条第二項第二号、第六条第一項、第八条第一項、第九条第一号及び第十一条第二項第一号中「法第五条第

四項、第九条の三第二項又は第十条の二第二項に規定する技術上の基準」とあるのは「改正法第一条の規定による改正後の海洋汚染等及

び海上災害の防止に関する法律第十九条の二十四第一項又は第十九条の二十六第二項に規定する技術上の基準に相当する基準」と、同令

第十五条第一項及び第二十六条中「法第十七条の十五第一項において準用する船舶安全法第九条第四項」とあるのは「改正法附則第十二

条第三項」と、同令第二十七条中「法第十七条の十五第一項において準用する船舶安全法第六条ノ四第一項」とあるのは「改正法附則第

十二条第二項」と、同令第二十九条第一項中「別表第一」とあるのは「型式承認及び検定にあつては附則別表第三、第八条第一項の規定

による承認又は第十五条第二項の規定による検定合格証明書の交付若しくは同条第三項の規定による検定合格証明書の再交付にあつては

別表第一」と、同令第二十九条第三項中「別表第二」とあるのは「附則別表第四」と、同令第一号様式及び第二号様式中「海洋汚染及び

海上災害の防止に関する法律第１７条の１５第１項において準用する船舶安全法第６条ノ４第１項」とあるのは「海洋汚染及び海上災害

の防止に関する法律等の一部を改正する法律附則第１２条第１項」と読み替える。

（様式等に係る経過措置）

第二十九条　この省令の施行の際現にある省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後

のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

（権限の委任）

第三十条　改正法附則第二条第一項及び第二項、第九条第六項、第十二条第一項並びに同条第三項において準用する船舶安全法第九条第三

項及び第四項に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長（物件が本邦にある場合にあっては当該物件の所在地を管轄する地方運輸

局長（運輸監理部長を含む。以下同じ。）、物件が本邦外にある場合にあっては関東運輸局長）が行う。

２　前項の規定により地方運輸局長が行うこととされた権限は、当該物件の所在地が運輸支局（地方運輸局組織規則別表第二第一号に掲げ

る運輸支局（福岡運輸支局を除く。）を除く。）、同令別表第五第二号に掲げる海事事務所又は内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）

第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省

組織令（平成十二年政令第二百五十五号）第二百十二条第二項に規定する事務を分掌するもの（以下「運輸支局等」という。）の管轄区

域内に存するときは、当該所在地を管轄する運輸支局等の長が行う。

３　改正法附則第九条第六項に規定する海上保安庁長官の権限は、管区海上保安本部長も行うことができる。

４　前項の規定により管区海上保安本部長が行うことができることとされた権限は、海上保安監部、海上保安部及び海上保安航空基地の長

も行うことができる。

附則別表第一（附則第十条関係）

相当確認及

び相当手引

書の承認

出 力 （ ｋ

ｗ）

５００未

満

５００以上

１，０００

未満

１，０００

以上２，５

００未満

２，５００

以上５，０

００未満

５，０００

以上７，５

００未満

７，５００

以上１０，

０００未満

１０，００

０以上２０，

０００未満

２ ０ ， ０

００以上

　 金額（円） １３，３

００

２６，７０

０

４６，５０

０

５４，８０

０

６９，３０

０

９２，１０

０

１１０，７

００

１ ３ １ ，

４００

相当原動機

証書の再交

付又は書換

え

１通につき　４，３５０円

備考　外国において改正法附則第２条第１項の国土交通大臣の行う相当確認及び相当手引書の承認を受ける場合に要する手数料の額は、当

該相当確認及び相当手引書の承認の手数料の額に１１２，８００円を加算した額とする。

附則別表第二（附則第二十七条関係）

製造に係る予備検査 液面計測装置 １個につき　５，０００円

　 圧力計測装置 １個につき　１０，１００円

　 高位液面警報装置 １個につき　１２，３００円

　 通気装置 １個につき　４，０５０円

　 船舶発生油等焼却設備 １個につき　６５，８００円

改造、修理又は整備に係る予備検査 液面計測装置 １個につき　２，５００円

圧力計測装置 １個につき　５，０００円

　 高位液面警報装置 １個につき　６，１００円

　 通気装置 １個につき　２，０００円

　 船舶発生油等焼却設備 １個につき　３３，３００円

外国における製造に係る予備検査 液面計測装置 １個につき　４，８５０円

圧力計測装置 １個につき　９，７００円

　 高位液面警報装置 １個につき　１１，８００円

　 通気装置 １個につき　３，９００円

　 船舶発生油等焼却設備 １個につき　６２，９００円

外国における改造、修理又は整備に係る予備検査 液面計測装置 １個につき　２，４００円

圧力計測装置 １個につき　４，８５０円

高位液面警報装置 １個につき　５，９００円

　 通気装置 １個につき　１，９５０円

　 船舶発生油等焼却設備 １個につき　３１，９００円

附則別表第三（附則第二十八条関係）

　 型式承認 検定

型式承認及び検定 液面計測装置 ７０，５００円 １個につき　８００円

　 圧力計測装置 ９０，７００円 １個につき　１，６００円

　 高位液面警報装置 １０６，７００円 １個につき　２，０００円
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　 通気装置 ６２，５００円 １個につき　８００円

　 船舶発生油等焼却設備 ２４４，６００円 １個につき　２４，７００円

附則別表第四（附則第二十八条関係）

検定 液面計測装置 １個につき　７６０円

　 圧力計測装置 １個につき　１，５００円

　 高位液面警報装置 １個につき　１，９５０円

　 通気装置 １個につき　７６０円

　 船舶発生油等焼却設備 １個につき　２３，６００円

附則第一号様式

（附則第二条関係）
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附則第一号様式（第二条関係）

相当確認及び相当手引書承認申請書

年 月 日

殿

氏名又は名称及び住所
並びに法人にあつては 印
その代表者の氏名

海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令附則第２条の規
定により、次のとおり申請します。

相当確認及び相当手引書
承認を受けようとする原
動機の種類、型式、出力
及び数

相当確認及び相当手引書
承認を受けようとする原
動機の使用形態

原動機製造者等の氏名又
は名称及び住所並びに法
人にあってはその代表者
の氏名

相当確認を受けようとす
る時期

相当確認を受けようとす
る事業所の名所及び所在
地

原 動 機 の 製 造 番 号

相当手引書の文書番号

備 考

（注） １ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。
２ 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。
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附則第二号様式

（地方運輸局長が交付するもの）（附則第五条関係）

56



附則第二号様式（地方運輸局長が交付するもの）（附則第五条関係） 

番号 第      号 

Certificate No   

国際大気汚染防止原動機証書 

ENGINE INTERNATIONAL AIR POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE 

公の印章 
日本国 

JAPAN 
1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書により修正された1973年の船舶による汚染の防止のための国

際条約（以下「条約」という。）を改正した1997年の議定書に基づき、日本国政府の権限の下に、小型船舶検査機構が発給する。 

Issued under the provisions of the Protocol of 1997 to amend the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the 

Protocol of 1978 relating thereto (hereinafter referred to as “the Convention”) under the authority of the Government of Japan by JAPAN CRAFT 

INSPECTION ORGANIZATION : 

原動機製作者等 

Engine manufacturer 

型式番号 

Model number 

製造番号 

Serial number 

原動機の使用形

態 

Test Cycle（s） 

定格出力（kW）及び定格速度

（RPM） 

Rated Power (kW) and Speed (rpm) 

原動機承認番号 

Engine Approval 

number 

      

この証書は、以下の事項を証明する。 

THIS IS TO CERTIFY 

１．上記の原動機は、条約附属書VIによつて義務づけられた窒素酸化物排出に関する技術規則の要求に従つて放出量確認等がなされたこ

と。 

１．That the above-mentioned marine diesel engine has been surveyed for pre-certification in accordance with the requirements of the Technical Code on 

Control of Emission of Nitrogen Oxides from Marine Diesel Engines made mandatory by Annex VI of the Convention ; and 

２．放出量確認等の結果、原動機、構成部品、調節部分及び原動機取扱手引書が、船舶への据付け及び運転に先だつて、すべての点において

条約附属書VI第13規則に定める関係要件に適合していること。 

２．That the pre-certification survey shows that the engine, its components, adjustable features, and Technical File, prior to the engine's installation and/or 

service on board a ship, fully comply with the applicable regulation 13 of Annex VI of the Convention. 

この証書は、条約附属書VI第５規則の規定による検査が行われることを条件として、政府の権限の下に船舶に搭載された原動機の耐用年

数の間効力を有する。 

This Certificate is valid for the life of the engine subject to surveys in accordance with regulation 5 of Annex VI of the Convention, installed in ships under the 

authority of this Government. 

……………………………………………………………において発給した。 

        (証書の発給の場所) 

Issued at …………………………………………………………………………… 

             (Place of issue of Certificate) 

………………………………………………… 

       (発給の日) 

………………………………………………… 

       (Date of issue)   

地 方 運 輸 局 長 

運 輸 監 理 部 長 

地 方 運 輸 局 運 輸 支 局 長 

地 方運輸 局海事 事務所 長 

運 輸監理 部海事 事務所 長 

地方運輸局運輸支局海事事務所長 

沖 縄 総 合 事 務 局 長 

運 輸 事 務 所 長 

 

（印章） 
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国際大気汚染防止原動機証書（EIAPP証書）の追補 

Supplement to Engine International Air Pollution Prevention Certificate (EIAPP Certificate) 

構造、原動機取扱手引書及び検査の方法に関する記録 

RECORD OF CONSTRUCTION, TECHNICAL FILE AND MEANS OF VERIFICATION 

この記録は、1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年及び1997年の議定書により修正された1973年の船舶によ

る汚染の防止のための国際条約（以下「条約」という。）附属書VI並びに窒素酸化物排出に関する技術規則（以下「窒素酸化物技術規則」

という。）の規定に関するものである。 

In respect of the provisions of Annex VI of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 

and 1997 relating thereto (hereinafter referred to as “the Convention”) and of the Technical Code on Control of Emission of Nitrogen Oxides from Marine 

Diesel Engines (hereinafter referred to as “NOx Technical Code”). 

注釈 

Notes: 

１ この記録及びその付録は、国際大気汚染防止原動機証書に常に添付しておく。国際大気汚染防止原動機証書は、原動機の耐用年数の

間、当該原動機とともにいかなる時も船内に備えておく。 

１  This Record and its attachments shall be permanently attached to the EIAPP Certificate .The EIAPP Certificate shall accompany the engine throughout 

its life and shall be available on board the ship at all times. 

２ 記録において使用される言語が英語、フランス語又はスペイン語でない場合には、これらの言語のいずれかによる訳文を付する。 

２  If the language of the original Record is not English, French or Spanish, the text shall include a translation into one of these languages. 

３ 別段の定めがない限り、この記録において、「規則」とは条約附属書VIの規則をいい、「原動機取扱手引書」又は「検査の方法」に

対する要件とは、窒素酸化物技術規則によつて義務となつた要件をいう。 

３  Unless otherwise stated, regulations mentioned in this Record refer to regulations of Annex VI of the Convention and the requirements for an engine's 

Technical File and means of verifications refer to mandatory requirements from the NOx Technical Code. 

１．原動機の要目 

Particulars of the engine 

１．１ 原動機製作者等の名称及び住所 

Name and address of manufacturer  

１．２ 原動機の製造場所 

Place of engine build  

１．３ 原動機の製造年月日 

Date of engine build  

１．４ 放出量確認等の場所 

Place of pre-certification survey  

１．５ 放出量確認等の年月日 

Date of pre-certification survey  

１．６ 原動機の型式番号 

Engine type and model number  

１．７ 原動機製造番号 

Engine serial number  

１．８ 原動機ファミリー□又は原動機グループ□の代表□又は代表以外□の原動機（適用のある場合） 

If applicable, the engine is a parent engine □ or a member engine □ of the following engine family □ or engine group □  

１．９ 原動機の使用形態（窒素酸化物技術規則第３章参照） 

Test cycle(s)(see chapter 3 of the NOx Technical Code)  

１．10 定格出力（kW）及び定格速度（RPM） 

Rated Power (kW) and Speed (RPM)  

１．11 原動機承認番号 

Engine approval number  

１．12 試験燃料の仕様  

Specification(s) of test fuel  
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１．13 窒素酸化物放出低減装置の承認番号（設置している場合） 

NOx reducing device designated approval number (if installed)  

１．14 窒素酸化物放出制限値（ｇ／kWh）（附属書VI第13規則） 

Applicable NOx Emission Limit (ｇ／kWh)(regulation 13 of Annex VI)  

１．15 原動機の窒素酸化物放出値（ｇ／kWh） 

Engine's actual NOx Emission Value (ｇ／kWh)  

２．原動機取扱手引書の要目 

Particulars of the Technical File 

２．１ 原動機取扱手引書文書番号／承認番号 

Technical File identification/approval number 

 

 

２．２ 原動機取扱手引書承認年月日 

Technical File approval date 

 

２．３ 窒素酸化物技術規則第２章で要求される原動機取扱手引書は、国際大気汚染防止原動機証書の本質的な部分であり、原動機の耐

用年数の間、当該原動機とともにいかなる時も船内に備えておく。 

The Technical File, as required by chapter 2 of the NOx Technical Code, is an essential part of the EIAPP Certificate and must always 

accompany an engine throughout its life and always be available on board a ship. 

３．船上における原動機の定期的検査の方法 

Specifications for the On-board NOx Verification Procedures for the Engine Parameter Survey 

３．１ 船上における検査の方法の識別番号／承認番号 

On-board NOx verification procedures identification/approval number 

 

３．２ 船上における検査の方法の承認年月日 

On-board NOx verification procedures approval date 

 

３．３ 窒素酸化物技術規則第６章で要求される船上における検査の方法は、国際大気汚染防止原動機証書の本質的な部分であり、原動

機の耐用年数の間、原動機とともにいかなる時も船内に備えておく。 

The specifications for the on-board NOx verfication procedures, as required by chapter 6 of the NOx Technical Code, is an essential part of the 

EIAPP Certificate and must always accompany an engine through its life and always be available on board a ship. 

この記録は、すべての点について正しいことを証明する。 

THIS IS TO CERTIFY that this Record is correct in all respects. 

 

……………………………………………………………において発給した。 

        (証書の発給の場所) 

Issued at …………………………………………………………………………… 

             (Place of issue of Certificate) 

………………………………………………… 

      (発給の日) 

………………………………………………… 

      (Date of issue)   

地 方 運 輸 局 長 

運 輸 監 理 部 長 

地 方 運 輸 局 運 輸 支 局 長 

地 方運輸 局海事 事務所 長 

運 輸監理 部海事 事務所 長 

地方運輸局運輸支局海事事務所長 

沖 縄 総 合 事 務 局 長 

運 輸 事 務 所 長 

 

（印章） 
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附則第二号様式

（小型船舶検査機構が交付するもの）（附則第五条関係）
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附則第二様式（小型船舶検査機構が交付するもの）（附則第五条関係） 

番号 第      号 

Certificate No   

国際大気汚染防止原動機証書 

ENGINE INTERNATIONAL AIR POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE 
小型船舶 
検査機構 
の印章 

日本国 

JAPAN 
1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書により修正された1973年の船舶による汚染の防止のための国

際条約（以下「条約」という。）を改正した1997年の議定書に基づき、日本国政府の権限の下に、小型船舶検査機構が発給する。 

Issued under the provisions of the Protocol of 1997 to amend the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the 

Protocol of 1978 relating thereto (hereinafter referred to as “the Convention”) under the authority of the Government of Japan by JAPAN CRAFT 

INSPECTION ORGANIZATION : 

原動機製作者等 

Engine manufacturer 

型式番号 

Model number 

製造番号 

Serial number 

原動機の使用形

態 

Test Cycle（s） 

定格出力（kW）及び定格速度

（RPM） 

Rated Power (kW) and Speed (rpm) 

原動機承認番号 

Engine Approval 

number 

      

この証書は、以下の事項を証明する。 

THIS IS TO CERTIFY 

１．上記の原動機は、条約附属書VIによつて義務づけられた窒素酸化物排出に関する技術規則の要求に従つて放出量確認等がなされたこ

と。 

１．That the above-mentioned marine diesel engine has been surveyed for pre-certification in accordance with the requirements of the Technical Code on 

Control of Emission of Nitrogen Oxides from Marine Diesel Engines made mandatory by Annex VI of the Convention ; and 

２．放出量確認等の結果、原動機、構成部品、調節部分及び原動機取扱手引書が、船舶への据付け及び運転に先だつて、すべての点において

条約附属書VI第13規則に定める関係要件に適合していること。 

２．That the pre-certification survey shows that the engine, its components, adjustable features, and Technical File, prior to the engine's installation and/or 

service on board a ship, fully comply with the applicable regulation 13 of Annex VI of the Convention. 

この証書は、条約附属書VI第５規則の規定による検査が行われることを条件として、政府の権限の下に船舶に搭載された原動機の耐用年

数の間効力を有する。 

This Certificate is valid for the life of the engine subject to surveys in accordance with regulation 5 of Annex VI of the Convention, installed in ships under the 

authority of this Government. 

……………………………………………………………において発給した。 

        (証書の発給の場所) 

Issued at …………………………………………………………………………… 

             (Place of issue of Certificate) 

………………………………………………… 

       (発給の日) 

………………………………………………… 

       (Date of issue)   

小 型 船 舶 検 査 機 構 

 

 

国際大気汚染防止原動機証書（EIAPP証書）の追補 

Supplement to Engine International Air Pollution Prevention Certificate (EIAPP Certificate) 

構造、原動機取扱手引書及び検査の方法に関する記録 

RECORD OF CONSTRUCTION, TECHNICAL FILE AND MEANS OF VERIFICATION 

この記録は、1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年及び1997年の議定書により修正された1973年の船舶によ

る汚染の防止のための国際条約（以下「条約」という。）附属書VI並びに窒素酸化物排出に関する技術規則（以下「窒素酸化物技術規則」

（印章） 
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という。）の規定に関するものである。 

In respect of the provisions of Annex VI of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 

and 1997 relating thereto (hereinafter referred to as “the Convention”) and of the Technical Code on Control of Emission of Nitrogen Oxides from Marine 

Diesel Engines (hereinafter referred to as “NOx Technical Code”). 

注釈 

Notes: 

１ この記録及びその付録は、国際大気汚染防止原動機証書に常に添付しておく。国際大気汚染防止原動機証書は、原動機の耐用年数の

間、当該原動機とともにいかなる時も船内に備えておく。 

１  This Record and its attachments shall be permanently attached to the EIAPP Certificate .The EIAPP Certificate shall accompany the engine throughout 

its life and shall be available on board the ship at all times. 

２ 記録において使用される言語が英語、フランス語又はスペイン語でない場合には、これらの言語のいずれかによる訳文を付する。 

２  If the language of the original Record is not English, French or Spanish, the text shall include a translation into one of these languages. 

３ 別段の定めがない限り、この記録において、「規則」とは条約附属書VIの規則をいい、「原動機取扱手引書」又は「検査の方法」に

対する要件とは、窒素酸化物技術規則によつて義務となつた要件をいう。 

３  Unless otherwise stated, regulations mentioned in this Record refer to regulations of Annex VI of the Convention and the requirements for an engine's 

Technical File and means of verifications refer to mandatory requirements from the NOx Technical Code. 

１．原動機の要目 

Particulars of the engine 

１．１ 原動機製作者等の名称及び住所 

Name and address of manufacturer  

１．２ 原動機の製造場所 

Place of engine build  

１．３ 原動機の製造年月日 

Date of engine build  

１．４ 放出量確認等の場所 

Place of pre-certification survey  

１．５ 放出量確認等の年月日 

Date of pre-certification survey  

１．６ 原動機の型式番号 

Engine type and model number  

１．７ 原動機製造番号 

Engine serial number  

１．８ 原動機ファミリー□又は原動機グループ□の代表□又は代表以外□の原動機（適用のある場合） 

If applicable, the engine is a parent engine □ or a member engine □ of the following engine family □ or engine group □  

１．９ 原動機の使用形態（窒素酸化物技術規則第３章参照） 

Test cycle(s)(see chapter 3 of the NOx Technical Code)  

１．10 定格出力（kW）及び定格速度（RPM） 

Rated Power (kW) and Speed (RPM)  

１．11 原動機承認番号 

Engine approval number  

１．12 試験燃料の仕様  

Specification(s) of test fuel  

１．13 窒素酸化物放出低減装置の承認番号（設置している場合） 

NOx reducing device designated approval number (if installed)  

１．14 窒素酸化物放出制限値（ｇ／kWh）（附属書VI第13規則） 

Applicable NOx Emission Limit (ｇ／kWh)(regulation 13 of Annex VI)  

１．15 原動機の窒素酸化物放出値（ｇ／kWh） 

Engine's actual NOx Emission Value (ｇ／kWh)  

２．原動機取扱手引書の要目 
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Particulars of the Technical File 

２．１ 原動機取扱手引書文書番号／承認番号 

Technical File identification/approval number 

 

 

２．２ 原動機取扱手引書承認年月日 

Technical File approval date 

 

２．３ 窒素酸化物技術規則第２章で要求される原動機取扱手引書は、国際大気汚染防止原動機証書の本質的な部分であり、原動機の耐

用年数の間、当該原動機とともにいかなる時も船内に備えておく。 

The Technical File, as required by chapter 2 of the NOx Technical Code, is an essential part of the EIAPP Certificate and must always 

accompany an engine throughout its life and always be available on board a ship. 

３．船上における原動機の定期的検査の方法 

Specifications for the On-board NOx Verification Procedures for the Engine Parameter Survey 

３．１ 船上における検査の方法の識別番号／承認番号 

On-board NOx verification procedures identification/approval number 

 

３．２ 船上における検査の方法の承認年月日 

On-board NOx verification procedures approval date 

 

３．３ 窒素酸化物技術規則第６章で要求される船上における検査の方法は、国際大気汚染防止原動機証書の本質的な部分であり、原動

機の耐用年数の間、原動機とともにいかなる時も船内に備えておく。 

The specifications for the on-board NOx verfication procedures, as required by chapter 6 of the NOx Technical Code, is an essential part of the 

EIAPP Certificate and must always accompany an engine through its life and always be available on board a ship. 

この記録は、すべての点について正しいことを証明する。 

THIS IS TO CERTIFY that this Record is correct in all respects. 

 

……………………………………………………………において発給した。 

        (証書の発給の場所) 

Issued at …………………………………………………………………………… 

             (Place of issue of Certificate) 

………………………………………………… 

      (発給の日) 

………………………………………………… 

      (Date of issue)   

小 型 船 舶 検 査 機 構 

 

（印章） 
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附則第三号様式

（附則第六条関係）
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附則第三様式（第六条関係）

相当原動機証書再交付申請書

年 月 日

殿

氏名又は名称及び住所
並びに法人にあつては 印
その代表者の氏名

海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令附則第６条の規
定により、次のとおり申請します。

氏名又は名称及び住所並
びに法人にあってはその
代表者の氏名

原動機の種類、型式、出
力、製造番号及び承認番
号

証 書 の 番 号

証 書 の 交 付 年 月 日

証 書 の 交 付 者

再交付を受けようとする
理由

備 考

（注） １ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。
２ 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。
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附則第四号様式

（附則第七条関係）
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附則第四号様式（第七条関係）

相当原動機証書書換申請書

年 月 日

殿

氏名又は名称及び住所
並びに法人にあつては 印
その代表者の氏名

海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令附則第七条の規
定により、次のとおり申請します。

型 式 番 号 製 造 番 号

氏名又は名称及び住所
並びに法人にあっては
その代表者の氏名

証 書 番 号

書換えを受けよ
新

うとする事項
旧

備 考

（注） １ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。
２ 証書の記載事項の変更が臨時的なものである場合は、その旨及びその期間を備考
欄に記載すること。

３ 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。
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附　則　（平成一七年三月七日国土交通省令第一二号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一七年三月二五日国土交通省令第一八号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十七年四月五日（以下「施行日」という。）から施行する。

附　則　（平成一七年三月二八日国土交通省令第一九号）

（施行期日）

１　この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

（経過措置）

２　この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附　則　（平成一七年六月三〇日国土交通省令第七四号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十七年八月一日から施行する。

附　則　（平成一八年三月三一日国土交通省令第三〇号）

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞ

れの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附　則　（平成一八年四月二八日国土交通省令第五八号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、会社法の施行の日（平成十八年五月一日）から施行する。

（経過措置）

第三条　この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令

（以下「新令」という。）の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。

附　則　（平成一八年一〇月一八日国土交通省令第一〇二号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十九年一月一日（以下「施行日」という。）から施行する。

附　則　（平成一八年一一月八日国土交通省令第一〇五号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十八年十一月二十二日から施行する。ただし、第一条及び第二条の規定は、平成十九年十一月二十二日から施行

する。

附　則　（平成一八年一二月五日国土交通省令第一〇八号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十九年一月一日（以下「施行日」という。）から施行する。

（罰則に関する経過措置）

第二条　この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附　則　（平成一八年一二月二七日国土交通省令第一二一号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後

のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附　則　（平成一九年二月一四日国土交通省令第四号）

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十年四月一日から施行する。

附　則　（平成一九年一〇月一一日国土交通省令第八六号）

この省令は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附　則　（平成二〇年七月八日国土交通省令第六〇号）

この省令は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令（平成二十年政令第二百十六号）の施行の日

（平成二十年八月一日）から施行する。

附　則　（平成二〇年九月一八日国土交通省令第七八号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二〇年一二月二六日国土交通省令第一一〇号）

（施行期日）

１　この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。

（経過措置）

２　この省令による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第四号の二様式については、平成二十一年十二月三十一

日までは、なお従前の例によることができる。

附　則　（平成二二年六月二八日国土交通省令第三七号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十二年七月一日から施行する。

附　則　（平成二二年一二月一日国土交通省令第五六号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。
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（経過措置）

第二条　この省令による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第四号の二様式については、平成二十三年十二月三

十一日までは、なお従前の例によることができる。

附　則　（平成二三年四月一日国土交通省令第三四号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二三年七月一日国土交通省令第五一号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律（平成二十二年法律第三十三号）附則第一条第四号

の政令で定める日（平成二十三年八月一日）から施行する。

附　則　（平成二四年二月一五日国土交通省令第九号）

（施行期日）

１　この省令は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律（平成二十二年法律第三十三号。以下この項及び次

項において「改正法」という。）附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日（平成二十四年四月一日）から施行する。ただし、次項の規

定は、改正法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日（平成二十四年三月一日）から施行する。

（経過措置）

２　改正法附則第五条の規定に基づき行う通報については、この省令の施行前においても、この省令による改正後の海洋汚染等及び海上災

害の防止に関する法律施行規則第十一条の七から第十二条まで及び第四十一条の規定を適用する。

附　則　（平成二四年一二月二八日国土交通省令第九一号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。

（改正法附則第二条第一項の国土交通省令で定める中間検査）

第二条　海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律（次条において「改正法」という。）附則第二条第一項の国

土交通省令で定める中間検査は、第四条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等

の検査等に関する規則（附則第四条において「新検査規則」という。）第十四条第一項に規定する第一種中間検査とする。

（第一議定書締約国の現存船以外の現存船への適用開始日）

第三条　改正法附則第五条第一項の国土交通省令で定める日は、平成二十八年三月三十一日とする。

附　則　（平成二五年五月一六日国土交通省令第四七号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二五年六月二八日国土交通省令第五七号）

この省令は、平成二十五年十月一日から施行する。

附　則　（平成二五年一二月六日国土交通省令第九五号）

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令の施行の際現に船舶により輸送されている海洋汚染物質の輸送方法に関する基準については、当該輸送が終了するまでの

間、この省令による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附　則　（平成二六年三月三一日国土交通省令第三七号）

この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

附　則　（平成二六年五月一日国土交通省令第四九号）

この省令は、平成二十六年六月一日から施行する。

附　則　（平成二六年一〇月九日国土交通省令第八一号）

（施行期日）

第一条　この省令は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日から施行

する。ただし、附則第四条から第二十六条まで及び附則第二十八条の規定は、改正法附則第一条第二号の政令で定める日（平成二十七年

一月一日）から施行する。

（改正令附則第三条第一号の表第一号下欄イ及び同表第二号下欄イの国土交通省令で定める方法）

第二条　海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令（以下「改正令」という。）附則第三条第一号の表第一

号下欄イ及び同表第二号下欄イの国土交通省令で定める方法は、次の各号のいずれかに掲げる方法とする。

一　水バラストタンク（船舶（湖沼等（改正法附則第二条第一項に規定する湖沼等をいう。）において航行の用に供する船舟類を含む。

以下同じ。）設置されたタンクであって、水バラストの積載のためのものをいう。次号において同じ。）に積載された水バラストの容積

の九十五パーセント以上の量を流し、又は落とした後、同量以上の水バラストを積み込む方法

二　水バラストタンクに当該水バラストタンクの容量の三倍以上の量の当該水域の水を積み込みながら流し、又は落とす方法

三　前二号に類するものとして国土交通大臣が認める方法

（改正令附則第三条第一号の表第一号下欄ロの国土交通省令で定める方法）

第三条　改正令附則第三条第一号の表第一号下欄ロの国土交通省令で定める方法は、できる限り全ての国の領海の基線（改正令による改正

後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第一条の十第一項第三号に規定する領海の基線をいう。）からその外側二百海里

以遠の水域において行う方法とする。

（施行規則第十二条の十四の四に規定する要件の特例）

第三条の二　現存船（改正法附則第二条第一項に規定する現存船をいう。）からの有害水バラストの排出のうち、次に掲げる有害水バラス

トの排出であって、この省令による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則（以下この条及び附則第二十六条にお

いて「施行規則」という。）第十二条の十四の四に規定する要件に適合しないものについては、改正法の施行の日から改正法附則第二条

第一項の政令で定める日までの間は、施行規則第十二条の十四の四に規定する要件に適合するものとみなす。

一　日本国領海等（海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第八条の三第一項に規定する日本国領海等をいう。以下この号及び次号

において同じ。）の水のみを水バラストとして積み込んで行う日本国領海等内における有害水バラストの排出

二　特定水バラスト交換（改正法附則第二条第一項に規定する特定水バラスト交換をいう。）を行った後日本国領海等の水のみを新たに

水バラストとして積み込んで行う日本国領海等内における有害水バラストの排出
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（相当技術基準）

第四条　改正法附則第三条第一項の国土交通省令で定める改正法による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律（以下「新

法」という。）第十七条の二第二項第一号（新法第十七条の六において準用する場合を含む。）の技術上の基準に相当する基準（以下「相

当技術基準」という。）は、次のとおりとする。

一　船舶内の有害水バラストの処理のための十分な能力を有するものであること。

二　水平面から任意の方向に二十二・五度傾斜している状態においてもその性能に支障を生じないものであること。

三　船舶の航行中における動揺、振動等によりその性能に支障を生じないものであること。

四　作動を自動的に制御するものであること。

五　作動状態を記録することができ、かつ、当該記録に係る日時が明らかになる記録装置を備えていること。

六　故障その他の異常が生じた場合において、可視可聴の警報を発するものであること。

（相当指定）

第五条　改正法附則第三条第一項に規定する相当指定（以下「相当指定」という。）は、有害水バラスト処理設備の型式ごとに行う。

（相当指定等の申請）

第六条　相当指定等（改正法附則第三条第一項に規定する相当確認（以下「相当確認」という。）及び相当指定をいう。以下同じ。）を受け

ようとする者は、相当指定等申請書（附則第一号様式）を国土交通大臣に提出しなければならない。

２　相当確認に係る相当指定等申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一　当該有害水バラスト処理設備の製造仕様書、その構造を示す図面並びに性能、形状、構造及び材料（以下「性能等」という。）並び

に使用方法に関する説明書

二　当該有害水バラスト処理設備が相当技術基準に適合していることを説明する書類

３　相当指定に係る相当指定等申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一　当該型式の有害水バラスト処理設備の製造仕様書、その構造を示す図面並びに性能等及び使用方法に関する説明書

二　当該型式の有害水バラスト処理設備が相当技術基準に適合していることを説明する書類

三　当該型式の有害水バラスト処理設備が均一性を有するものであるかどうかを確認するために行う検査（以下この項及び附則第八条に

おいて「相当均一性確認検査」という。）に係る業務組織及び相当均一性確認検査の実施要領を記載した書面

４　国土交通大臣は、前二項に規定するもののほか、相当指定等のため必要な書類の提出を求め、又はこれらの項に規定する書類の一部に

ついてその提出を免除することができる。

（相当指定等試験）

第七条　相当確認の申請をした者は、当該有害水バラスト処理設備が相当技術基準に適合するものであるかどうかを判定するためその性能

等について国土交通大臣の行う相当指定等試験を受けなければならない。

２　相当指定の申請をした者は、当該有害水バラスト処理設備の型式が相当技術基準に適合するものであるかどうかを判定するためその性

能等について国土交通大臣の行う相当指定等試験を受けなければならない。

３　国土交通大臣は、前条第二項第二号又は同条第三項第二号に掲げる書類の内容を勘案し差し支えないと認めるときは、前二項の相当指

定等試験の全部又は一部を免除することができる。

（相当均一性確認検査の記録の保存）

第八条　相当指定を受けた者は、当該型式相当指定有害水バラスト処理設備（改正法附則第三条第三項に規定する型式相当指定有害水バラ

スト処理設備をいう。以下同じ。）としての性能等を有するようにしなければならない。この場合において、当該相当指定を受けた者は、

当該型式相当指定有害水バラスト処理設備に係る相当均一性確認検査の結果を検査の日から五年間保存しなければならない。

（相当確認書及び相当指定書の交付）

第九条　国土交通大臣は、相当確認をしたときは、相当確認書（附則第二号様式）を交付する。

２　国土交通大臣は、相当指定をしたときは、相当指定書（附則第三号様式）を交付する。

（型式の変更の承認）

第十条　相当指定を受けた者は、当該型式相当指定有害水バラスト処理設備の型式について、相当技術基準に係る性能等に影響を及ぼす変

更をしようとするときは、変更承認申請書（附則第四号様式）を国土交通大臣に提出し、その承認（以下「変更承認」という。）を受け

なければならない。ただし、当該変更が相当技術基準に係る性能等に大きな影響を及ぼすものであると国土交通大臣が認める場合にあっ

ては、国土交通大臣の指示するところによるものとする。

２　変更承認申請書には、附則第六条第三項第一号及び第二号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添付しなければならない。

３　国土交通大臣は、前項に規定するもののほか、変更承認のため必要な書類の提出を求め、又は同項に規定する書類の一部についてその

提出を免除することができる。

４　変更承認を受けようとする者は、当該変更をしようとする事項について、附則第七条第二項に規定する相当指定等試験に相当する試験

（次項において「相当試験」という。）を受けなければならない。

５　国土交通大臣は、第二項に掲げる書類（附則第六条第三項第二号に係るものに限る。）の内容を勘案し差し支えないと認めるときは、

相当試験の全部又は一部を免除することができる。

（型式の変更等の届出）

第十一条　相当指定を受けた者（第三号に掲げる場合にあっては、その相続人又は清算人）は、第一号に掲げる場合にあっては変更しよう

とする事項及びその理由を記載した書面によりあらかじめ、第二号から第五号までに掲げる場合にあってはその旨を速やかに、国土交通

大臣に届け出なければならない。

一　当該型式相当指定有害水バラスト処理設備の型式について、相当技術基準に係る性能等に影響を及ぼすことのない変更をしようとす

るとき。

二　当該相当指定を受けた者の氏名若しくは名称又は住所若しくは所在地に変更があったとき。

三　当該相当指定を受けた者が死亡し、又は解散したとき。

四　当該型式相当指定有害水バラスト処理設備の製造、輸入若しくは改造又は当該型式相当指定有害水バラスト処理設備が設置された船

舶の輸入（以下「製造等」という。）に係る事業を廃止したとき。

五　相当均一性確認検査に係る業務組織及び相当均一性確認検査の実施要領を変更したとき。

（相当指定の失効及び取消し）

第十二条　相当指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当指定は、その効力を失う。ただし、効力を失う日までに製造

等が行われた当該型式相当指定有害水バラスト処理設備については、この限りでない。

一　死亡し、又は解散したとき。
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二　当該型式相当指定有害水バラスト処理設備の製造等に係る事業を廃止したとき。

三　相当指定を辞退したとき。

２　国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、その相当指定を取り消し、又はその他の必要な処分をすることができる。こ

の場合において、第四号に掲げる場合にあっては、取消しの日までに、第五号に掲げる場合にあっては国土交通大臣が定める期間に製造

等が行われた当該型式相当指定有害水バラスト処理設備については取消しの効力は及ばないものとする。

一　当該型式相当指定有害水バラスト処理設備が、相当技術基準の改正によって、これに適合しなくなったとき。

二　当該型式相当指定有害水バラスト処理設備が均一性を有するものでなくなったと認められるとき。

三　相当指定を受けた者が附則第十条第一項又は前条の規定に違反したとき。

四　相当指定を受けた者が、当該型式相当指定有害水バラスト処理設備を引き続き相当期間製造等しないとき。

五　その他国土交通大臣が特に必要があると認めるとき。

（公示）

第十三条　国土交通大臣は、次に掲げる場合は、その旨を公示する。

一　相当指定をしたとき。

二　変更承認をしたとき。

三　前条第一項の規定により相当指定がその効力を失ったとき。

四　前条第二項の規定により相当指定を取り消し、又はその他の必要な処分をしたとき。

（相当証明書の交付）

第十四条　相当指定を受けた者は、改正法附則第三条第四項に規定する相当証明書（以下「相当証明書」という。）を交付する場合には、

当該型式相当指定有害水バラスト処理設備の購入者又は譲受者に交付するものとする。

２　相当証明書は、附則第五号様式によるものとする。

（改正法附則第三条第六項の国土交通省令で定める事由）

第十五条　改正法附則第三条第六項の国土交通省令で定める事由（相当確認及び相当証明書に係るものに限る。）は、有害水バラスト処理

設備の相当技術基準に適合しないおそれのある改造を行ったこととする。

（経由機関）

第十六条　附則第六条、第十条及び第十一条の規定による国土交通大臣に対する書類の提出は、当該書類を提出する有害水バラスト処理設

備の製造等を行う者の事務所又は事業所の所在地（以下この条において「有害水バラスト処理設備製造者等の所在地」）という。）を管轄

する地方運輸局長（当該有害水バラスト処理設備製造者等の所在地が本邦外にある場合にあっては、関東運輸局長）を経由して行うもの

とする。

（有害水バラストの排出防止に関する設備及び有害水バラスト汚染防止措置手引書に関する相当検査の申請等）

第十七条　この省令による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則（以下

「検査規則」という。）第五条第一項、第六条第一項（第一号に係る部分に限る。）及び第四項、第七条、第八条（第十六号の三及び第十

八号の二に係る部分に限る。）並びに第十二条第二項の規定は、改正法附則第四条第一項の相当検査について準用する。この場合におい

て、検査規則第五条第一項中「海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防

止措置手引書検査申請書」とあるのは「相当検査申請書」と、検査規則第六条第四項中「前三項」とあるのは「第一項第一号」と、検査

規則第七条中「この節」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令附則第十七条におい

て準用する次条及び第十二条第二項」と、検査規則第二号様式中「海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止

検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書検査申請書」とあるのは「相当検査申請書」と、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関

する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第５条第１項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施

行規則等の一部を改正する省令附則第１７条の規定により読み替えて準用する海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づ

く船舶の設備等の検査等に関する規則第５条第１項」と読み替えるものとする。

（相当技術基準）

第十八条　改正法附則第四条第二項の国土交通省令で定める新法第十七条の二第五項（新法第十七条の六において準用する場合を含む。）

に規定する技術上の基準に相当する基準は、次のとおりとする。

一　点検及び整備が容易にできる場所に設置されていること。

二　当該船舶の船舶内にある船員その他の者の安全の確保に係る措置が講じられていること。

２　船舶所有者は、有害水バラスト処理設備を設置する場合にあっては、当該有害水バラスト処理設備と水バラストの排出口との間のバラ

スト管のうちできる限り当該水バラストの排出口の近くの場所その他地方運輸局長が指示する場所に、当該有害水バラスト処理設備が適

切に作動するものであることを確認するために必要な水バラストを採取するための水バラスト採取口を設置しなければならない。

３　改正法附則第四条第二項の国土交通省令で定める新法第十七条の三第四項（新法第十七条の六において準用する場合を含む。）におい

て準用する法第七条の二第二項の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

一　当該船舶の船舶職員が使用する言語により作成されていること。

二　次に掲げる事項が定められていること。

イ　船舶及び当該船舶の船舶内にある船員その他の者の安全の確保に関する事項

ロ　有害水バラスト汚染防止管理者の氏名又は職名

ハ　有害水バラストの取扱いに関する作業を行う者が、有害水バラストの不適正な排出を防止するためにとるべき措置に関する事項

ニ　日本国又は船舶バラスト水規制管理条約締約国（新法第十七条第二項第三号に規定する船舶バラスト水規制管理条約締約国をい

う。）の政府と有害水バラストの不適正な排出の防止について調整するための手続に関する事項

（相当証書）

第十九条　改正法附則第四条第二項の規定により交付する相当証書は、附則第六号様式によるものとする。

２　改正法附則第四条第四項の規定により交付する相当証書は、附則第七号様式によるものとする。

（有害水バラストの排出防止に関する設備及び有害水バラスト汚染防止措置手引書に関する相当証書の交付申請等）

第二十条　検査規則第十九条第一項及び第二項、第二十九条（第二項の表第二号から第四号までに係る部分を除く。）、第三十条（第二項の

表第二号に係る部分を除く。）並びに第三十一条の規定は、改正法附則第四条第二項の相当証書について準用する。この場合において検

査規則第十九条第一項中「法第十九条の四十六第二項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律

附則第四条第一項」と、「海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措

置手引書についての検査」とあるのは「相当検査」と、「検査対象船舶」とあるのは「相当検査対象船舶」と、検査規則第十九条第一項

及び第二項中「海洋汚染等防止証書交付申請書」とあるのは「相当証書交付申請書」と、検査規則第二十九条第一項及び第二項中「海洋
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汚染等防止証書等再交付申請書」とあるのは「相当証書再交付申請書」と、検査規則第三十条第一項及び第二項中「海洋汚染等防止証書

等書換申請書」とあるのは「相当証書書換申請書」と、検査規則第三十一条第一号中「船舶」とあるのは「船舶（湖沼等において航行の

用に供する船舟類を含む。次号及び第五号において同じ。）」と、検査規則第七号様式中「海洋汚染等防止証書交付申請書」とあるのは

「相当証書交付申請書」と、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第１９条第

１項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令附則第２０条第１項の規定により読み

替えて準用する海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第１９条第１項」と、検

査規則第十四号様式中「海洋汚染等防止証書等再交付申請書」とあるのは「相当証書再交付申請書」と、「海洋汚染等及び海上災害の防

止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第２９条第１項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関す

る法律施行規則等の一部を改正する省令附則第２０条第１項の規定により読み替えて準用する海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法

律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第２９条第１項」と、検査規則第十五様式中「海洋汚染等防止証書等書換申請書」

とあるのは「相当証書書換申請書」と、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規

則第３０条第１項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令附則第２０条第１項の規

定により読み替えて準用する海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第３０条第

１項」と読み替えるものとする。

２　検査規則第二十七条、第二十九条（第二項の表第一号から第三号までに係る部分を除く。）、第三十条（第二項の表第一号に係る部分を

除く。）並びに第三十一条の規定は、改正法附則第四条第四項の相当証書について準用する。この場合において検査規則第二十七条中「国

際海洋汚染等防止証書交付申請書」とあるのは「相当証書交付申請書」と、検査規則第二十九条第一項及び第二項中「海洋汚染等防止証

書等再交付申請書」とあるのは「相当証書再交付申請書」と、検査規則第三十条第一項及び第二項中「海洋汚染等防止証書等書換申請

書」とあるのは「相当証書書換申請書」と、検査規則第三十一条第一号中「船舶」とあるのは「船舶（湖沼等において航行の用に供する

船舟類を含む。次号及び第五号において同じ。）」と、検査規則第十三号様式中「国際海洋汚染等防止証書交付申請書」とあるのは「相当

証書交付申請書」と、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第２７条第１項」

とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令附則第２０条第２項の規定により読み替えて

準用する海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第２７条第１項」と、検査規則

第十四号様式中「海洋汚染等防止証書等再交付申請書」とあるのは「相当証書再交付申請書」と、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関

する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第２９条第１項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律

施行規則等の一部を改正する省令附則第２０条第２項の規定により読み替えて準用する海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規

定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第２９条第１項」と、検査規則第十五号様式中「海洋汚染等防止証書等書換申請書」とあ

るのは「相当証書書換申請書」と、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第

３０条第１項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令附則第２０条第２項の規定に

より読み替えて準用する海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第３０条第１

項」と読み替えるものとする。

（海洋汚染等防止証書とみなされない事由）

第二十一条　改正法附則第四条第三項及び第五項の国土交通省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

一　有害水バラスト処理設備の相当技術基準に適合しないおそれのある改造を行ったこと。

二　有害水バラスト汚染防止措置手引書の全部又は一部を取り替えたこと又は取り外したこと。

（手数料）

第二十二条　改正法附則第三条第八項の国土交通省令で定める額は、附則別表第一に定める額（行政手続等における情報通信の技術の利用

に関する法律（平成十四年法律第百五十一号）第三条第一項の規定により同項に規定する電子処理組織を使用して（以下この条において

「電子情報処理組織により」という。）相当確認又は相当指定に係る申請をする場合にあっては、附則別表第二に定める額）とする。

２　外国において相当指定等又は変更承認を受ける場合における相当指定等又は変更承認の手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項

の規定による手数料の額に十一万三千七百円を加算した額とする。

３　改正法附則第四条第六項の国土交通省令で定める額は、附則別表第三に定める額（電子情報処理組織により改正法附則第四条第一項の

相当検査又は同条第二項の相当証書及び同条第四項の相当証書の交付、再交付若しくは書換えに係る申請をする場合にあっては、附則別

表第四に定める額）とする。

４　外国において相当検査を受ける場合における相当検査の手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に十一

万三千七百円（初めて航行の用に供するときに行う相当検査を受ける場合は、四十八万五千二百円）を加算した額とする。

５　検査規則第四十五条第十二項の規定は、改正法附則第三条第九項（改正法附則第四条第七項において準用する場合を含む。）の規定に

よる手数料の納付について準用する。この場合において検査規則第四十五条第十二項中「前各項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害

の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令附則第二十二条第一項から第四項まで」と読み替えるものとする。

（相当検査に係る船級協会の登録の申請）

第二十三条　改正法附則第五条第一項の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出し

なければならない。

一　登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二　登録を受けようとする者が相当検査を行おうとする事業所の名称及び所在地

三　登録を受けようとする者が相当検査の業務を開始しようとする年月日

２　前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一　登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類

イ　定款又は寄附行為及び登記事項証明書（外国法令に基づいて設立された法人にあっては、これらに準ずるもの）

ロ　役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類

二　登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し（外国人にあっては、これに準ずるもの）及び履歴書

三　相当検査に用いる新法別表第二に掲げる機械器具その他の設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類

四　相当検査を行う者の氏名及び経歴を記載した書類

五　相当検査を行う者が、改正法附則第五条第二項において準用する船舶安全法（昭和八年法律第十一号）第二十五条の四十七第一項第

二号に掲げる条件に該当する者であることを証する書類

六　登録を受けようとする者が、改正法附則第五条第二項において準用する船舶安全法第二十五条の四十七第一項第三号及び第二項各号

のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類
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（帳簿の記載等）

第二十四条　改正法附則第五条第二項において準用する船舶安全法第二十五条の五十九の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものと

する。

一　船名

二　船舶番号

三　総トン数

四　船舶所有者の氏名又は名称及び住所

五　相当検査を行った年月日及び場所

六　相当検査を行った事業所の名称

七　相当検査の結果

八　その他相当検査の実施状況に関する事項

２　改正法附則第五条第二項において準用する船舶安全法第二十五条の五十九の帳簿は、相当検査の業務を行う事業所ごとに備え付け、記

載の日から五年間保存しなければならない。

（報告書の提出等）

第二十五条　船級協会は、改正法附則第四条第八項の規定による相当検査を行った場合は、速やかに、同項の規定による相当検査に関する

報告書を地方運輸局長に提出しなければならない。

２　前項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一　船名

二　船舶番号

三　総トン数

四　船舶所有者の氏名又は名称及び住所

五　相当検査を行った年月日及び場所

六　相当検査を行った事業所の名称

七　相当検査の結果

３　地方運輸局長は、第一項の規定により提出された報告書の審査に当たり必要があると認めるときは、船級協会に対し、改正法附則第四

条第八項の相当検査依頼者から提出された図面その他必要な書類の提出を求めることができる。

４　国土交通大臣は、船級協会が行った改正法附則第四条第八項の規定による相当検査が適当でないと認める場合は、同項の規定による相

当検査のやり直しその他の処分を命ずることができる。

（船級協会の検査）

第二十六条　施行規則第三十七条の五、第三十七条の六（第四項を除く。）及び第三十七条の七の規定は、改正法附則第四条第一項の船級

協会が行う検査の業務に関する監督について準用する。この場合において施行規則第三十七条の五中「法第十九条の四十六第三項におい

て準用する法第十九条の十五第三項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律附則第五条第二

項」と、施行規則第三十七条の六中「法第十九条の四十六第二項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改

正する法律附則第四条第一項」と、施行規則第三十七条の七中「第三章の二第一節（第四十七条、第四十七条の三、第四十七条の八、第

四十七条の十一及び第四十七条の十二を除く。）の規定は、法第十九条の四十六第一項の規定による登録並びに同条第二項」とあるのは

「第四十七条の六、第四十七条の七、第四十七条の九及び第四十七条の十の規定は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部

を改正する法律附則第四条第一項」と読み替えるものとする。

（様式等に係る経過措置）

第二十七条　この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改

正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

（権限の委任）

第二十八条　改正法附則第四条第一項、第二項及び第四項に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長（船舶が本邦にある場合にあっ

ては当該船舶の所在地を管轄する地方運輸局長（運輸監理部長を含む。次項において同じ。）、船舶が本邦外にある場合にあっては関東運

輸局長）が行う。

２　前項の規定により地方運輸局長が行うこととされた権限は、当該船舶の所在地が運輸支局（地方運輸局組織規則（平成十四年国土交通

省令第七十三号）別表第二第一号に掲げる運輸支局（福岡運輸支局を除く。）を除く。）、同令別表第五第二号に掲げる海事事務所又は内

閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌す

ることとされている事務のうち国土交通省組織令（平成十二年政令第二百五十五号）第二百十二条第二項に規定する事務を分掌するもの

（以下この項において「運輸支局等」という。）の管轄区域内に存するときは、当該所在地を管轄する運輸支局等の長が行う。

附則別表第一（附則第二十二条関係）

改正法附則第三条の相当確認 金額（円） ７４０，４００

改正法附則第三条の相当指定 金額（円） ９３５，６００

附則第十条の承認 金額（円） １８９，９００

附則別表第二（附則第二十二条関係）

改正法附則第三条の相当確認 金額（円） ７４０，２００

改正法附則第三条の相当指定 金額（円） ９３５，４００

附則第十条の承認 金額（円） １８９，７００

附則別表第三（附則第二十二条関係）

改正法附則第四条第一項の国土交通大臣の行

う相当検査

有害水バラストの排出防止に関する設備を設置

している船舶

総 ト ン 数

（トン）

１０，００

０未満

１０，００

０以上

金額（円） １９，５０

０

２３，８０

０

有害水バラストの排出防止に関する設備を設置

していない船舶

総 ト ン 数

（トン）

１０，００

０未満

１０，００

０以上
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金額（円） １２，７０

０

１４，１０

０

船級協会が相当検査を行い、かつ、船級の登録をした船舶に係る改正法附則第四条第二項の相

当証書の交付

金額（円） ３，８００

改正法附則第四条第二項の相当証書の再交付又は書換え 金額（円） ４，４００

改正法附則第四条第四項の相当証書の交付、再交付又は書換え 金額（円） １６，５００

附則別表第四（附則第二十二条関係）

改正法附則第四条第一項の国土交通大臣の行

う相当検査

有害水バラストの排出防止に関する設備を設置

している船舶

総 ト ン 数

（トン）

１０，００

０未満

１０，００

０以上

金額（円） １９，３０

０

２３，６０

０

有害水バラストの排出防止に関する設備を設置

していない船舶

総 ト ン 数

（トン）

１０，００

０未満

１０，００

０以上

金額（円） １２，５０

０

１３，９０

０

船級協会が相当検査を行い、かつ、船級の登録をした船舶に係る改正法附則第四条第二項の相

当証書の交付

金額（円） ３，６００

改正法附則第四条第二項の相当証書の再交付又は書換え 金額（円） ４，２００

改正法附則第四条第四項の相当証書の交付、再交付又は書換え 金額（円） １６，３００

附則第一号様式

（附則第六条関係）
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附則第一号様式（附則第六条関係）

相 当 指 定 等 申 請 書

年 月 日

殿

氏名又は名称及び住所
並びに法人にあつては 印
その代表者の氏名

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令附則第６条第
１項の規定により、次のとおり申請します。

受けようとする相当確認又 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する
は相当指定の種類 法律（平成２６年法律第７３号）附則第３条第１項に規定する

相当確認

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する
法律（平成２６年法律第７３号）附則第３条第１項に規定する
相当指定

相当確認又は相当指定を受
けようとする有害水バラス
ト処理設備の名称及び型式

有害水バラスト処理設備の
製造者等の氏名又は名称及
び住所並びに法人にあつて
はその代表

相当確認又は相当指定を受
けようとする時期

備 考

（注） １ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。
２ 不要な文字は、抹消すること。
３ 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。
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附則第二号様式

（附則第九条関係）
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附則第二号様式（附則第九条関係）

第 号

相 当 確 認 書

殿

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律（平成２６年法律第７
３号）附則第３条第１項の規定により、下記の有害水バラスト処理設備について相当確認す
る。

記

１ 有害水バラスト処理設備の名称及び型式

２ 有害水バラスト処理設備の製造者の氏名又は名称

３ 製造番号

４ 備考

年 月 日

国土交通大臣 印
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附則第三号様式

（附則第九条関係）
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附則第三号様式（附則第九条関係）

第 号

相 当 指 定 書

殿

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律（平成２６年法律第７
３号）附則第３条第１項の規定により、下記の有害水バラスト処理設備について相当指定す
る。

記

１ 有害水バラスト処理設備の名称

２ 有害水バラスト処理設備の型式

３ 備考

年 月 日

国土交通大臣 印
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附則第四号様式

（附則第十条関係）
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附則第四号様式（附則第十条関係）

変 更 承 認 申 請 書

年 月 日

殿

氏名又は名称及び住所
並びに法人にあつては 印
その代表者の氏名

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律（平成２６年法律第７
３号）附則第３条第１項の相当指定を受けた有害水バラスト処理設備について、変更をした
いので、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令附則
第１０条第１項の規定により、次のとおり申請します。

変更をしようとする有害水バラスト
処理設備の名称及び型式

変更をしようとする事項

変更をしようとする理由

備 考

（注） １ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。
２ 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。
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附則第五号様式

（附則第十四条関係）
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附則第五号様式（附則第十四条関係）

第 号

有 害 水 バ ラ ス ト 処 理 設 備 相 当 証 明 書

殿

下記の有害水バラスト処理設備は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を
改正する法律（平成２６年法律第７３号）附則第３条第１項の規定に基づき、相当指定され
ているものであることを証明する。

記

１ 名称及び型式

２ 相当指定された日

３ 製造番号

４ 備考

年 月 日

氏名又は名称及び住所
並びに法人にあつては 印
その代表者の氏名
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附則第六号様式

（附則第十九条関係）
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附則第六号様式（附則第十九条関係）
油の排出防止に関する設備等及び油濁防
止緊急措置手引書
有害液体物質の排出防止に関する設備等
及び有害液体汚染防止緊急措置手引書

区 分 ふん尿等の排出防止に関する設備

有害水バラストの排出防止に関する設備
及び有害水バラスト汚染防止措置手引書
大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物
質放出防止措置手引書

海 洋 汚 染 等 防 止 証 書

第 号

船 名

船 舶 番 号

船 籍 港 又 は 定 係 港

船 舶 所 有 者

用 途

総 ト ン 数

載 貨 重 量 ト ン 数

最 大 搭 載 人 員

有 効 期 間 年 月 日まで

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律（平成26年法律第73
号）附則第４条第２項の規定により交付する。

年 月 日
地 方 運 輸 局 長
運 輸 監 理 部 長
地 方 運 輸 局 運 輸 支 局 長
地 方 運 輸 局 海 事 事 務 所 長

印運 輸 監 理 部 海 事 事 務 所 長
地方運輸局運輸支局海事事務所長
沖 縄 総 合 事 務 局 長
運 輸 事 務 所 長

条 件
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附則第七号様式

（附則第十九条関係）
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附則第七号様式（附則第十九条関係）
番号 第 号

Certificate No…………

国際水バラスト管理証書

INTERNATIONAL BALLAST WATER MANAGEMENT CERTIFICATE

公の印章 日本国

JAPAN

船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約(以下「条約」という。)の規定に基づいて、日本国政府の権限
の下に、発給する。

Issued under the provisions of the International Convention for the Control and Management of Ships' Ballast Water and Sediments
(hereinafter referred to as "the Convention") under the authority of the Government of Japan:
船舶の要目

Particulars of ship
船名

Name of ship
船舶番号又は信号符字

Distinctive number or letters
船籍港

Port of registry
総トン数

Gross tonnage
国際海事機関船舶識別番号

IMO Number
建造日

Date of Construction
水バラスト容積（立方メートル）

Ballast Water Capacity (in cubic metres)

水バラスト管理に用いる方法の詳細

Details of Ballast Water Management Method(s) Used
水バラスト管理に用いる方法

Method of Ballast Water Management used
設置日（該当する場合）

Date Installed (if applicable)
製造者名（該当する場合）

Name of manufacture (if applicable)

この船舶において使用される主たる水バラスト管理の方法は、

The principal Ballast Water Management methood(s) employed on this ship is/are:
D-1規則に従う。

□ in accordance with regulation D-1
D-2規則に従う。

□ in accordance with regulation D-2
（記述）

(describe)
この船舶は、D-4規則に従う。

□ the ship is subject to regulation D-4

この証書は、次のことを証明する。

THIS IS TO CERTIFY:
1. この船舶が、条約附属書E-1規則の規定により検査されたこと。

That the ship has been surveyed in accordance with regulation E-1 of the Annex to the Convention; and
2. 検査の結果、この船舶の水バラスト管理が条約附属書の規定に適合していること。

That the survey shows that Ballast Water Management on the ship complies with the Annex to the Convention.
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この証書は、条約附属書E-1規則の規定よる検査が行われることを条件として まで効力を有する。

This certificate is valid until subject to surveys in accordance with regulation E-1 of the Annex to the
Convention.

この証書の基となる検査が完了した日

Completion date of the survey on which this certificate is based:
において発給した。

（証書の発給の場所）

Issued at
(Place of issue of certificate)

（発給の日付）

(Date of issue)

地 方 運 輸 局 長

運 輸 監 理 部 長

地 方 運 輸 局 運 輸 支 局 長

地 方 運 輸 局 海 事 事 務 所 長
（印章）運 輸 監 理 部 海 事 事 務 所 長

地 方 運 輸 局 運 輸 支 局 海 事 事 務 所 長

沖 縄 総 合 事 務 局 長

運 輸 事 務 所 長

年次検査及び中間検査のための裏書

ENDORSMENT FOR ANNUAL AND INTERMEDIATE SURVEY(S)

条約附属書E-1規則の規定により要求される検査において、この船舶が同条約の関係規定に適合していると認められたことを
証明する。

THIS IS TO CERTIFY that at a survey required by regulation E-1 of the Annex to the Convention the ship was found to comply with
the relevant provisions of the Convention:

年次検査 場所

Annual survey: Place:
日付

Date:
地 方 運 輸 局 長

運 輸 監 理 部 長

地 方 運 輸 局 運 輸 支 局 長

地 方 運 輸 局 海 事 事 務 所 長
（印章）運 輸 監 理 部 海 事 事 務 所 長

地 方 運 輸 局 運 輸 支 局 海 事 事 務 所 長

沖 縄 総 合 事 務 局 長

運 輸 事 務 所 長

年次検査／中間検査 場所

Annual survey／Intermediate survey: Place:
日付

Date:
地 方 運 輸 局 長

運 輸 監 理 部 長

地 方 運 輸 局 運 輸 支 局 長

地 方 運 輸 局 海 事 事 務 所 長
（印章）運 輸 監 理 部 海 事 事 務 所 長

地 方 運 輸 局 運 輸 支 局 海 事 事 務 所 長

沖 縄 総 合 事 務 局 長

運 輸 事 務 所 長
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年次検査／中間検査 場所

Annual survey／Intermediate survey: Place:
日付

Date:
地 方 運 輸 局 長

運 輸 監 理 部 長

地 方 運 輸 局 運 輸 支 局 長

地 方 運 輸 局 海 事 事 務 所 長
（印章）運 輸 監 理 部 海 事 事 務 所 長

地 方 運 輸 局 運 輸 支 局 海 事 事 務 所 長

沖 縄 総 合 事 務 局 長

運 輸 事 務 所 長

年次検査 場所

Annual survey: Place:
日付

Date:
地 方 運 輸 局 長

運 輸 監 理 部 長

地 方 運 輸 局 運 輸 支 局 長

地 方 運 輸 局 海 事 事 務 所 長
（印章）運 輸 監 理 部 海 事 事 務 所 長

地 方 運 輸 局 運 輸 支 局 海 事 事 務 所 長

沖 縄 総 合 事 務 局 長

運 輸 事 務 所 長

条約附属書E-5規則8.3の規定に基づく年次検査又は中間検査
ANNUAL/INTERMEDIATE SURVEY IN ACCORDANCE WITH REGULATION E-5.8.3

条約附属書E-5規則8.3の規定に基づく年次検査／中間検査において、この船舶が同条約の関係規定に適合していると認められ
たことを証明する。

THIS IS TO CERTIFY that, at an annual/intermediate survey in accordance with regulation E-5.8.3 of the Annex to the Convention,
the ship was found to comply with the relevant provisions of the Convention:

場所

Place:
日付

Date:
地 方 運 輸 局 長

運 輸 監 理 部 長

地 方 運 輸 局 運 輸 支 局 長

地 方 運 輸 局 海 事 事 務 所 長
（印章）運 輸 監 理 部 海 事 事 務 所 長

地 方 運 輸 局 運 輸 支 局 海 事 事 務 所 長

沖 縄 総 合 事 務 局 長

運 輸 事 務 所 長

条約附属書E-5規則3の規定を適用する場合における5年未満の期間について
発給された証書の有効期間を延長するための裏書

ENDORSEMENT TO EXTEND THE CERTIFICATE IF VALID FOR LESS THAN 5
YEARS WHERE REGULATION E-5.3 APPLIES

この船舶は、条約の関係規定に適合していると認められる。よつて、この証書は、同条約附属書E-5規則3の規定に従つて
まで効力を有するものとする。

The ship complies with the relevant provisions of the Convention and this Certificate shall, in accordance with regulation E-5.3 of the
Annex to the Convention, be accepted as valid until

場所

Place:
日付

Date:
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地 方 運 輸 局 長

運 輸 監 理 部 長

地 方 運 輸 局 運 輸 支 局 長

地 方 運 輸 局 海 事 事 務 所 長
（印章）運 輸 監 理 部 海 事 事 務 所 長

地 方 運 輸 局 運 輸 支 局 海 事 事 務 所 長

沖 縄 総 合 事 務 局 長

運 輸 事 務 所 長

更新検査が完了し、条約附属書E-5規則4の規定を適用する場合における裏書
ENDORSEMENT WHERE THE RENEWAL SURVEY HAS BEEN COMPLETED AND

REGULATION E-5.4 APPLIES
この船舶は、条約の関係規定に適合していると認められる。よつて、この証書は、同条約附属書E-5規則4の規定に従つて

まで効力を有するものとする。

The ship complies with the relevant provisions of the Convention, and this Certificate shall, in accordance with regulation E-5.4 of the
Annex to the Convention, be accepted as valid until

場所

Place:
日付

Date:
地 方 運 輸 局 長

運 輸 監 理 部 長

地 方 運 輸 局 運 輸 支 局 長

地 方 運 輸 局 海 事 事 務 所 長
（印章）運 輸 監 理 部 海 事 事 務 所 長

地 方 運 輸 局 運 輸 支 局 海 事 事 務 所 長

沖 縄 総 合 事 務 局 長

運 輸 事 務 所 長

条約附属書E-5規則5又は6の規定を適用する場合における検査港に到着するま
での期間又は猶予期間について証書の有効期間を延長するための裏書

ENDORSMENT TO EXTEND THE VALIDITY OF THE CERTIFICATE UNTIL
REACHING THE PORT OF SURVEY OR FOR A PERIOD OF GRACE WHERE

REGULATION E-5.5 OR E-5.6 APPLIES
この証書は、条約附属書E-5規則5又は6の規定に従つて まで効力を有するものとする。

This Certificate shall, in accordance with regulation E-5.5 or E-5.6 of the Annex to the Convention, be accepted as valid until

場所

Place:
日付

Date:
地 方 運 輸 局 長

運 輸 監 理 部 長

地 方 運 輸 局 運 輸 支 局 長

地 方 運 輸 局 海 事 事 務 所 長
（印章）運 輸 監 理 部 海 事 事 務 所 長

地 方 運 輸 局 運 輸 支 局 海 事 事 務 所 長

沖 縄 総 合 事 務 局 長

運 輸 事 務 所 長

条約附属書E-5規則8の規定を適用する場合における検査基準日を

繰り上げるための裏書

ENDORSEMENT FOR ADVANCEMENT OF ANNIVERSARY DATE WHERE
REGULATION E-5.8 APPLIES

条約附属書E-5規則8の規定に従い、新たな検査基準日は、 とする。

In accordance with regulation E-5.8 of the Annex to the Convention the new Anniversary date is
場所

Place:
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日付

Date:
地 方 運 輸 局 長

運 輸 監 理 部 長

地 方 運 輸 局 運 輸 支 局 長

地 方 運 輸 局 海 事 事 務 所 長
（印章）運 輸 監 理 部 海 事 事 務 所 長

地 方 運 輸 局 運 輸 支 局 海 事 事 務 所 長

沖 縄 総 合 事 務 局 長

運 輸 事 務 所 長

条約附属書E-5規則8の規定に従い、新たな検査基準日は、 とする。

In accordance with regulation E-5.8 of the Annex to the Convention the new Anniversary date is
場所

Place:
日付

Date:
地 方 運 輸 局 長

運 輸 監 理 部 長

地 方 運 輸 局 運 輸 支 局 長

地 方 運 輸 局 海 事 事 務 所 長
（印章）運 輸 監 理 部 海 事 事 務 所 長

地 方 運 輸 局 運 輸 支 局 海 事 事 務 所 長

沖 縄 総 合 事 務 局 長

運 輸 事 務 所 長
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附　則　（平成二六年一二月一二日国土交通省令第九三号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。

（海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第三条　この省令の施行の際現に船舶により輸送されている海洋汚染物質の輸送方法に関する基準については、当該輸送が終了するまでの

間、この省令による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

２　この省令による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第四号の二様式については、平成二十八年十二月三十一

日までは、なお従前の例によることができる。

（罰則に関する経過措置）

第四条　この省令の施行前にした行為並びに附則第二条及び前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省

令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附　則　（平成二六年一二月二六日国土交通省令第九七号）

この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。

附　則　（平成二六年一二月二六日国土交通省令第九八号）

この省令は、平成二十七年二月一日から施行する。

附　則　（平成二七年一二月二二日国土交通省令第八五号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十八年一月一日（以下「施行日」という。）から施行する。

附　則　（平成二八年三月三一日国土交通省令第三八号）

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附　則　（平成二八年一二月二八日国土交通省令第八九号）

（施行期日）

１　この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。

（経過措置）

２　海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律

施行令別表第二第二号の表第四号上欄に規定するふん尿又は汚水の排出につき海洋環境の保全の見地から特に注意を払う必要があるもの

として国土交通省令で定める船舶には、平成二十八年十二月三十一日以前に建造され又は建造に着手された船舶は、含まれないものとす

る。

附　則　（平成二九年六月一五日国土交通省令第三七号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二九年七月一九日国土交通省令第四五号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二九年九月一日国土交通省令第五〇号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十九年九月一日から施行する。

（船員法施行規則及び海洋汚染等及び海上災害に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第二条　第一条の規定による改正後の船員法施行規則第十一条第二項（第十九号に係る部分に限る。）の規定及び第二条の規定による改正

後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第十二条の十七の五の二の規定は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法

律施行令の一部を改正する政令（平成二十七年政令第二百九十五号）附則第二項各号に掲げる原動機については、適用しない。

附　則　（平成二九年九月二九日国土交通省令第五六号）

この省令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日（平成三十一年四月一日）から施行する。

附　則　（平成二九年一一月三〇日国土交通省令第六九号）

この省令は、平成二十九年十一月三十日から施行する。

附　則　（平成三〇年二月一五日国土交通省令第八号）

（施行期日）

１　この省令は、平成三十年三月一日（以下「施行日」という。）から施行する。ただし、第二条の二の改正規定は、公布の日から施行す

る。

（経過措置）

２　施行日に現に輸送のため船舶に積載されている穀類以外の固体物質については、当該輸送が終了するまでは、なお従前の例による。

附　則　（平成三〇年三月一日国土交通省令第一〇号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成三十年三月一日から施行する。ただし、第一条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法

律施行規則第三十八条第一項の表第五号の規定による報告については、令和元年十二月三十一日以前の一年間の船舶において消費した燃

料油の実績の報告から適用する。

附　則　（平成三一年三月二八日国土交通省令第一三号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和元年五月一七日国土交通省令第三号）

この省令は、令和元年六月一日から施行する。

附　則　（令和元年六月二八日国土交通省令第二〇号）

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日（令和元年七月一日）から施行する。

附　則　（令和元年一二月一六日国土交通省令第四七号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための

行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日（令和元年十二月十六日）から施行する。

附　則　（令和元年一二月一八日国土交通省令第四八号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和二年八月三一日国土交通省令第七二号）
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この省令は、令和二年十月一日から施行する。

附　則　（令和二年九月一一日国土交通省令第七六号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、令和二年十月一日から施行する。

（経過措置）

２　この省令の施行の際現に交付されている第一条の規定による改正前の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第一号の十

六様式による燃料油消費実績報告履行確認書並びに第二条の規定による改正前の検査規則第一号の三の六様式による国際大気汚染防止原

動機証書、第一号の五の四様式による国際二酸化炭素放出抑制船舶証書及び第十二号の五様式による国際大気汚染防止証書は、第一条の

規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第一号の十六様式による燃料油消費実績報告履行確認書並びに

第二条の規定による改正後の検査規則第一号の三の六様式による国際大気汚染防止原動機証書、第一号の五の四様式による国際二酸化炭

素放出抑制船舶証書及び第十二号の五様式による国際大気汚染防止証書とみなす。

附　則　（令和二年一二月二三日国土交通省令第九八号）

（施行期日）

１　この省令は、令和三年一月一日から施行する。

（経過措置）

２　この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附　則　（令和三年一一月一九日国土交通省令第七一号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日（令和三年十

一月二十日）から施行する。

附　則　（令和四年三月一八日国土交通省令第一二号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、令和四年四月一日（次条及び附則第三条第三項において「施行日」という。）から施行する。

（海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第二条　施行日前に建造された船舶については、当該船舶について令和五年四月一日以後 初に行われる定期検査（当該船舶を初めて航行

の用に供しようとするときに行われるものを除く。）の時期までは、第一条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関す

る法律施行規則第十二条の十七の五の三の規定は、適用しない。

附　則　（令和四年七月二七日国土交通省令第五五号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、令和五年一月一日から施行する。ただし、第一条及び第三条の規定並びに次条及び附則第三条第一項の規定は、令和

四年十一月一日から施行する。

（海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第二条　第一条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則（以下「新施行規則」という。）第三十八条第

一項第五号の規定は、報告書の提出の期限が令和六年三月三十一日以後である報告から適用し、当該期限が令和五年三月三十一日である

報告については、なお従前の例による。

２　第一条の規定の施行の際現に交付を受けている燃料油消費実績報告履行確認書は、新施行規則第十二条の十七の十五第三項に規定する

有効期間を経過するまでの間は、なお効力を有する。

附　則　（令和六年三月二九日国土交通省令第二六号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、令和六年四月一日から施行する。

附　則　（令和六年四月一日国土交通省令第四八号）

この省令は、漁港漁場整備法及び水産業協同組合法の一部を改正する法律の施行の日（令和六年四月一日）から施行する。

附　則　（令和六年四月二六日国土交通省令第五五号）

この省令は、令和六年五月一日から施行する。ただし、第八条の十三の改正規定は、令和六年七月一日から施行する。

附　則　（令和六年五月二〇日国土交通省令第六〇号）

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。

（経過措置）

第二条　海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律（昭和四十五年法律第百三十六号）第十七条の四第二項の規定による水バラスト記録

簿への記載については、この省令による改正後の規定にかかわらず、令和七年一月三十一日までの間は、なお従前の例によることができ

る。

別表第一（第十二条の二の八関係）

一　模擬機関室

二　模擬船室

三　模擬タンク破口及び模擬タンク噴出設備

四　模擬船舶載貨設備

五　模擬亀裂甲板設備

六　模擬タンク設備

七　消火ポンプ

八　送水管

九　消火栓

十　消火ホース

十一　ノズル

十二　水噴霧放射器

十三　国際陸上施設連結具

十四　液体消火器

十五　泡消火器

93



十六　鎮火性ガス消火器

十七　粉末消火器

十八　消火剤

十九　有害液体物質処理資材

二十　有害液体物質防護資機材

別表第一の二（第十二条の二の二十三関係）

講習科目 条件

一　有害液体

物質の化学的

特性及び物理

的特性に関す

る知識

一　三級海技士（航海）若しくは三級海技士（機関）の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者

であつて、当該免許を受けた後一年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能

力を有する者であること。

二　学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）による大学（旧大学令（大正七年勅令第三百八十八号）による大学を

含む。）又は高等専門学校（旧専門学校令（明治三十六年勅令第六十一号）による専門学校を含む。）（以下「大学等」と

いう。）において化学に関する科目を修得して卒業した者（当該科目を修得して同法による専門職大学の前期課程を修了

した者を含む。以下同じ。）であること。

二　有害液体

物質の取扱い

に関する実務

一　三級海技士（航海）若しくは三級海技士（機関）の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者

であつて、当該免許を受けた後一年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能

力を有する者であり、かつ、有害液体物質の取扱いに関する作業又はこれと同等と認められる作業に三年以上従事した

ものであること。

二　大学等において化学に関する科目を修得して卒業した者であり、かつ、有害液体物質の取扱いに関する作業又はこ

れと同等と認められる作業に三年以上従事したものであること。

三　有害液体

物質の処理に

関する知識

四　有害液体

物質を輸送す

る船舶におけ

る火災、爆発

及び消火実務

三級海技士（航海）若しくは三級海技士（機関）の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であ

つて、当該免許を受けた後一年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を

有する者であり、かつ、有害液体物質の取扱いに関する作業又はこれと同等と認められる作業に三年以上従事したもの

であること。

五　検知器具

及び保護具の

取扱い方法

一　三級海技士（航海）若しくは三級海技士（機関）の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者

であつて、当該免許を受けた後一年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能

力を有する者であること。

二　大学等において医学又は工学に関する科目を修得して卒業した者（当該科目を修得して学校教育法による専門職大

学の前期課程を修了した者を含む。）で、その後二年以上保護具に関する研究若しくは実務に従事した経験を有するもの

又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。

六　災害防止

対策

三級海技士（航海）若しくは三級海技士（機関）の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であ

つて、当該免許を受けた後一年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を

有する者であること。七　海上汚染

防止対策

八　海洋汚染

及び海上災害

の防止に関す

る法令

一　三級海技士（航海）若しくは三級海技士（機関）の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者

であつて、当該免許を受けた後一年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能

力を有する者であること。

二　大学等において法律に関する学科を修得して卒業した者（当該学科を修得して学校教育法による専門職大学の前期

課程を修了した者を含む。）であること。

三　国又は地方公共団体の公務員として、船員に関する法令に関する事務に従事した者であること。

別表第二（第三十三条の三関係）

備付者 特 定

油 防

除 資

材

数量

一　

法第

三十

九条

の三

第一

号に

掲げ

る者

イ　総トン数五百ト

ン以上の船舶の船舶

所有者であつて、特

定油防除資材を当該

船舶又は随伴船内に

備え付けるもの

オ イ

ル フ

ェ ン

スＢ

当該船舶の長さの一・五倍の長さ

　 油 処

理剤、

油 吸

着 材

又 は

油 ゲ

ル 化

剤

当該船舶の総トン数に応じ、想定される排出量（以下「想定排出量」という。）の一割に相当する

Ｂ重油を処理するために必要な量

　 ロ　総トン数五百ト
ン未満の船舶の船舶
所有者であつて、特

オ イ
ル フ
ェ ン

当該船舶の長さの一・五倍の長さ
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定油防除資材を当該

船舶又は随伴船内に

備え付けるもの

ス Ａ

又 は

オ イ

ル フ

ェ ン

スＢ

　 油 処

理剤、

油 吸

着 材

又 は

油 ゲ

ル 化

剤

当該船舶の総トン数に応じ、想定排出量の一割に相当するＢ重油を処理するために必要な量

　 ハ　第三十三条の六
第一号の海域内を航
行中の船舶の船舶所
有者であつて、特定
油防除資材を備付基
地に備え付けるもの

オ イ
ル フ
ェ ン
スＢ

当該船舶の総トン数に応じ、それぞれ次の表に掲げる長さ

　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 総トン数

（トン）

２００未満 ２００以上５００未

満

５００以上１，

０００未満

１，０００以

上５，０００

未満

　

　 　 長さ（メ

ートル）

２００ ２４０ ２６０ ３００ 　

　 　 　 　 　 　 　

　 　 ５，０００以

上１０，００

０未満

１０，０００

以上５０，０

００未満

５０，０００以上１

００，０００未満

１００，００

０以上

　

　 　 ４００ ４６０ ６００ ７００ 　

　 　

　 油 処

理剤、

油 吸

着 材

又 は

油 ゲ

ル 化

剤

当該船舶の総トン数に応じ、想定排出量の二割に相当するＢ重油を処理するために必要な量

　 ニ　第三十三条の六
第二号から第五号ま
でに掲げる海域内を
航行中の船舶の船舶
所有者であつて、特
定油防除資材を備付
基地（一時間以内に
到達可能な場所に限
る。）に備え付けるも
の

オ イ
ル フ
ェ ン
スＢ

当該船舶の総トン数に応じ、それぞれ次の表に掲げる長さ

　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 総トン数

（トン）

２００未満 ２００以上５００未

満

５００以上１，

０００未満

１，０００以

上５，０００

未満

　

　 　 長さ（メ

ートル）

３００ ３４０ ３６０ ４００ 　

　 　 　 　 　 　 　

　 　 ５，００

０以上１

０，００

０未満

１０，０００以上

５０，０００未満

５０，０００以上１

００，０００未満

１００，００

０以上

　

　 　 ６６０ ８００ １，５００ ２，０００ 　

　 　

　 油 処

理剤、

油 吸

着 材

又 は

油 ゲ

ル 化

剤

当該船舶の総トン数に応じ、想定排出量の二割に相当するＢ重油を処理するために必要な量

　 ホ　第三十三条の六
第二号から第五号ま
でに掲げる海域内を
航行中の船舶の船舶
所有者であつて、特
定油防除資材を備付
基地（二時間以内に
到達可能な場所（ニ
に掲げる場所を除く

オ イ
ル フ
ェ ン
スＢ

当該船舶の総トン数に応じ、それぞれ次の表に掲げる長さ

　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 総トン数

（トン）

２００未満 ２００以上５００未

満

５００以上１，

０００未満

１，０００以

上５，０００

未満

　

　 　 長さ（メ

ートル）

５００ ５４０ ５８０ ６６０ 　
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　 。）に限る。）に備え

付けるもの

　 ５，００

０以上１

０，００

０未満

１０，０００以上

５０，０００未満

５０，０００以上１

００，０００未満

１００，００

０以上

　

　 　 １，００

０

１，２２０ ２，２８０ ３，０００ 　

　 　

　 油 処

理剤、

油 吸

着 材

又 は

油 ゲ

ル 化

剤

当該船舶の総トン数に応じ、想定排出量の二割に相当するＢ重油を処理するために必要な量

二　
法第
三十
九条
の三
第二
号に
掲げ
る者

イ　五万キロリット
ル以上の量の特定油
を保管することがで
きる施設の設置者

オ イ
ル フ
ェ ン
スＢ

当該施設で保管することができる特定油の量に応じ、それぞれ次の表に掲げる長さ

　 　 　 　 　 　

　 特定油の量（キロリ

ットル）

５０，０００以上１０

０，０００未満

１００，０００以上２

００，０００未満

２００，００

０以上

　

　 長さ（メートル） ６６０ ８４０ １，０００ 　

　

油 処

理剤、

油 吸

着 材

又 は

油 ゲ

ル 化

剤

当該施設で保管することができる特定油の量に応じ、想定排出量の二割に相当するＢ重油を処理

するために必要な量

ロ　イ以外の施設の

設置者

オ イ
ル フ
ェ ン
ス Ａ
又 は
オ イ
ル フ
ェ ン
スＢ

当該施設で保管することができる特定油の量に応じ、それぞれ次の表に掲げる長さ

　 　 　 　 　 　 　

　 特定油の量（キロリ

ットル）

１，０００未

満

１，０００以上５，

０００未満

５，０００以

上１０，００

０未満

１ ０ ，

０ ０ ０

以 上 ５

０ ， ０

０ ０ 未

満

　

　 長さ（メートル） ２００ ３００ ３６０ ４６０ 　

　

油 処

理剤、

油 吸

着 材

又 は

油 ゲ

ル 化

剤

当該施設で保管することができる特定油の量に応じ、想定排出量の二割に相当するＢ重油を処理

するために必要な量

三　

法第

三十

九条

の三

第三

号に

掲げ

る者

イ　総トン数一万ト

ン以上の船舶を係留

することができる係

留施設の管理者

オ イ

ル フ

ェ ン

スＢ

当該係留施設につき係留することができる 大の船舶の長さの一・五倍の長さ

油 処

理剤、

油 吸

着 材

又 は

油 ゲ

ル 化

剤

当該係留施設に係留することができる 大の船舶の総トン数に応じ、想定排出量の二割に相当す

るＢ重油を処理するために必要な量

ロ　イ以外の係留施

設の管理者

オ イ

ル フ

ェ ン

ス Ａ

又 は

オ イ

ル フ

当該係留施設につき係留することができる 大の船舶の長さの一・五倍の長さ

96



ェ ン

スＢ

油 処

理剤、

油 吸

着 材

又 は

油 ゲ

ル 化

剤

当該係留施設に係留することができる 大の船舶の総トン数に応じ、想定排出量の二割に相当す

るＢ重油を処理するために必要な量

備考

１　この表において「想定排出量」とは、次に掲げる量をいう。

イ　この表中第一号の場合にあつては、当該船舶の総トン数に応じ、それぞれ次の表に掲げる量

総 ト ン 数 （ ト

ン）

２００

未満

２ ０ ０ 以

上 ５ ０ ０

未満

５００以上

１，０００

未満

１，０００以

上５，０００

未満

５，０００以

上１０，００

０未満

１０，０００以

上５０，０００

未満

５０，０００以

上１００，００

０未満

１ ０ ０ ，

０ ０ ０ 以

上

想定排出量（キ

ロリットル）

１０ １５ ２０ ３０ ７０ １００ ２３０ ３２０

ロ　この表中第二号の場合にあつては、当該施設で保管することができる特定油の量に応じ、それぞれ次の表に掲げる量

特定油の量（キロリ

ットル）

５００以上

１，０００

未満

１，０００以

上５，０００

未満

５，０００以

上１０，００

０未満

１０，０００

以上５０，０

００未満

５０，０００以

上１００，００

０未満

１００，０００

以上２００，０

００未満

２００，

０００以

上

想定排出量（キロリ

ットル）

１０ １５ ２０ ２５ ３０ ４０ ５０

ハ　この表中第三号の場合にあつては、当該管理者の管理する係留施設に係留することができる 大の船舶の総トン数に応じ、それぞ

れイの表に掲げる量

２　この表中第一号ハ、ニ及びホの数量の欄に掲げる数量は、船舶所有者が二以上の船舶に係る特定油防除資材を同一の備付基地に備え付

けておく場合にあつては、当該船舶所有者（当該船舶所有者が二以上ある場合にあつては、それぞれの船舶所有者）について、その所有

する船舶に係る特定油防除資材の数量のうち 大の数量とする。この場合において、二以上の船舶所有者がそれぞれ当該特定油防除資材

の全部又は一部を使用することができることとされているときは、当該全部又は一部の数量をそれぞれの船舶所有者が備え付けている特

定油防除資材の数量とみなす。

３　この表中第二号及び第三号の数量の欄に掲げる数量は、法第三十九条の三第二号に規定する施設（以下「保管施設」という。）の設置

者が同条第三号に規定する係留施設の管理者である場合にあつては、その者について、当該保管施設に係る特定油防除資材の数量と当該

係留施設に係る特定油防除資材の数量のうちいずれか大きい数量とする。

４　この表中第三号ロの数量の欄に掲げる数量（オイルフェンスに係るものに限る。）は、同号ロに規定する係留施設の管理者が当該係留

施設から五百メートルの距離の範囲内にある他の同号ロに規定する係留施設の管理者である場合にあつては、その者について、これらの

係留施設に係る特定油防除資材の数量のうちいずれか大きい数量とする。

５　この表中第三号の数量の欄に掲げる数量（油処理剤、油吸着材又は油ゲル化剤に係るものに限る。）は、法第三十九条の三第三号に規

定する係留施設の管理者が当該係留施設の所在する港の区域（港則法に基づく港の区域（港則法施行規則（昭和二十三年運輸省令第二十

九号）別表第一の港の名称の欄に掲げる港にあつては、同表の境界の欄に掲げる区域）をいう。）において他の同号に規定する係留施設

を管理している場合にあつては、その者について、これらの係留施設に係る特定油防除資材の数量のうちいずれか大きい数量とする。

別表第三（第三十三条の十一関係）

総トン数（トン） ５，０００以上１０，０

００未満

１０，０００以上５０，０

００未満

５０，０００以上１００，

０００未満

１００，０００

以上

特定油回収能力（キロリット

ル）

６ １６ ２７ ３８

備考

１　この表中特定油回収能力の欄に掲げる数値は、船舶所有者が二以上の特定タンカーに係る油回収船又は油回収装置を同一の配備場所に

配備する場合にあつては、当該船舶所有者（当該船舶所有者が二以上ある場合にあつては、それぞれの船舶所有者）について、その所有

する特定タンカーに係る油回収船又は油回収装置の特定油回収能力の数値のうち 大の数値とする。

２　二以上の船舶所有者がそれぞれ同一の配備場所に配備される油回収船又は油回収装置の全部又は一部を使用することができることとさ

れているときは、当該油回収船又は油回収装置の全部又は一部をそれぞれの船舶所有者が配備している油回収船又は油回収装置とみなし

て、この表を適用する。

別表第四　（第四十条関係）

型式承認 検定

ふん尿及び汚水処理装置 二四六、九〇〇円 一台につき 一一、三〇〇円

粉砕装置 一六〇、〇〇〇円 一台につき 九、二〇〇円

オイルフェンス 二〇八、〇〇〇円 二十メートル又はその端数につき 一、四〇〇円

油処理剤 九八、七〇〇円 容器又は包装一個につき 二三〇円

油吸着材 一七〇、七〇〇円 容器又は包装一個につき 三九〇円

油ゲル化剤 一七〇、七〇〇円 容器又は包装一個につき 五七〇円

型式の変更の承認 一件につき 九、三〇〇円

検定合格証明書の交付 一通につき 一、五五〇円

検定合格証明書の再交付 一通につき 三、一〇〇円
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別表第五　（第四十条関係）

型式承認 検定

ふん尿及び汚水処理装置 二四六、七〇〇円 一台につき 一一、〇〇〇円

粉砕装置 一五九、八〇〇円 一台につき 九、一〇〇円

オイルフェンス 二〇七、八〇〇円 二十メートル又はその端数につき 一、四〇〇円

油処理剤 九八、六〇〇円 容器又は包装一個につき 二三〇円

油吸着材 一七〇、五〇〇円 容器又は包装一個につき 三九〇円

油ゲル化剤 一七〇、五〇〇円 容器又は包装一個につき 五七〇円

型式の変更の承認 一件につき 九、一〇〇円

検定合格証明書の交付 一通につき 一、三五〇円

検定合格証明書の再交付 一通につき 二、八五〇円
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第１号様式（第８条の４関係）

第1号様式（第8条の4関係）（昭58運令36・全改、平元運令24・平6運令12・平9運令86・平16国交令93・令元国交令20・令2国交令98・一部改正） （表面） 承認申請書 年月日 管区海上保安本部長殿 氏名又は名称及び住所並びに法人に あつてはその代表者の氏名及び住所 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第8条の4第1項の規定により、次のとおり申請します。 試験、研究又は調査の目的 種類 一万立方センチ立方センチ 油の要 油分の濃度 メートル当たりメートル 排出量トン 発航地発航予定年月日 船舶番号船名 使用船舶 の要 総トン数航行区域 船舶の種類 排出海域に至る航行経路 排出予定年月日 排出海域 試験、研究又は調査の方法 （裏面） 排出する油の除去その他の 措置に関する計画 備考1用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 2申請者の氏名又は名称及び住所並びに船名には、ふりがなを付すること。 3排出海域は、経緯度又はその他の当該海域を特定できる方法により表示すること。 
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第１号の２様式（第８条の５関係）

第1号の2様式（第8条の5関係）（昭58運令36・追加、平元運令24・一部改正） 承認番号 承認証 承認年月日年月日 排出しようとする者 の氏名又は名称及び 住所並びに法人にあ つてはその代表者の 氏名及び住所 試験、研究又は調査 の目的 種類 一万立方センチ立方センチ 油の要 油分の濃度 メートル当たりメートル 排出量トン 発航地発航予定年月日 使船舶番号船名 用 船総トン数航行区域 舶 の要船舶の種類 排出海域に至る航行 経路 排出予定年月日 排出海域 試験、研究又は調査 の方法 排出する油の除去そ の他の措置に関する 計画 条件 交付年月日年月日 管区海上保安本部長  
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第１号の３様式（第１１条の３関係）

第1号の3様式（第11条の3関係）（昭58運令36・追加、平4運令30・平5運令15・平16国交令93・平18国交令108・平22国交令37・平22国交令56・一部改正） 油記録簿 OILRECORDBOOK 機関区域における作業 Machineryspaceoperations （すべての船舶） （Allships） 船名 Nameofship 船舶番号又は信号符字 Distinctivenumber orletters 総トン数 Grosstonnage 期間からまで Periodfromto 符号項目作業の記録及び当該作業の 日 責任者の署名 Code Item Date （番号） （アルファベット） Recordofoperations/signa （letter） （number） tureofofficerincharge 油濁防止管理者の署名 油濁防止管理者の選任さ れている船舶に限る。 船長の署名 SignatureofMaster 備考 1次の表に掲げる作業を行つた場合に、その日付並びに当該作業の内容 を表す符号及び番号を記入するとともに、必要な詳細事項を作業の記録 及び当該作業の責任者の署名の欄に記入すること。 2国際海洋汚染等防止証書を受有する船舶については、英語、フランス 語又はスペイン語により記載すること。 記録すべき作業の内容並びにその符号及び番号 符号番号作業の内容 A燃料油タンクへの水バラストの積込み又は燃料油タンク の洗浄 1水バラストを積み込んだタンクの識別記号 2油の積載があつた後に、タンクを洗浄したかどうか。 洗浄しなかつた場合には、タンクに積載していた油の 種類 3タンクの洗浄 ．1洗浄の開始時及び完了時における船舶の位置及び時 刻 ．2タンクの識別記号及び採用した洗浄方法（水による 洗浄、蒸気による洗浄、化学洗剤による洗浄（使用 した化学洗剤名及び使用量（立方メートルによる。） を表示すること。）の別を表示すること。） ．3洗浄水を移し替えたタンクの識別記号及び移し替え た洗浄水の量（立方メートルによる。） 4水バラストの積込み ．1水バラストの積込みの開始時及び完了時における船 舶の位置及び時刻 ．2タンクを洗浄せずに水バラストを積み込んだ場合に は、水バラストの量（立方メートルによる。） B燃料油タンクからの汚れた水バラスト又は洗浄水の排出 又は処分 5タンクの識別記号 6排出の開始時における船舶の位置 7排出の完了時における船舶の位置 8排出中の船舶の速力 9排出又は処分の方法 ．115ppm装置を通ずる排出 ．2受入施設への処分（港名を表示すること。） 10排出し、又は処分した量（立方メートルによる。） C油性残留物（スラッジその他の油性残留物）の収集、移 替え及び処分 11油性残留物の収集 毎週船内に残留した油性残留物の量を記入すること。 （注1） ．1タンクの識別記号 ．2タンクの容量（立方メートルによる。） ．3総残留量（立方メートルによる。） ．4手動で収集した油性残留物の量（立方メートルによ る。） 12油性残留物の移替え及び処分方法 移し替え、又は処分した油性残留物の量（立方メート ルによる。）、空になつたタンクの識別記号及び総残留 量（立方メートルによる。）を表示すること。 ．1受入施設への処分（港名を表示すること。）（注2） ．2他のタンクへの移替え（タンクの識別記号及びタン ク内の総量を表示すること。） ．3焼却（作業に要した時間を表示すること。） ．4その他（方法を表示すること。） D機関区域のビルジの非自動的な排出、移替え又は他の方 法による処分 13排出し、移し替え、又は処分した量（立方メートルに よる。）（注3） 14排出、移替え又は処分の開始及び停止の時刻 15排出、移替え又は処分の方法 ．115ppm装置を通ずる排出（開始時及び完了時におけ る船舶の位置を表示すること。） ．2受入施設への処分（港名を表示すること。）（注2） ．3スロップタンク又はビルジタンクへの移替え（タン クの識別記号及び総残留量（立方メートルによる。） を表示すること。） E機関区域のビルジの自動的な排出、移替え又は他の方法 による処分 1615ppm装置を通ずる排出で、排出のために装置を自動 作動方式にした時刻及び船舶の位置 17ビルジをビルジタンクに移し替えるために装置を自動 作動方式にした時刻（タンクの識別記号を表示するこ と。） 18装置を手動にした時刻 F装置の状態 19装置が故障した時刻（注4） 20装置が作動可能な状態になつた時刻 21故障の原因 G事故その他の理由による例外的な油の排出 22排出の時刻 23排出時における船舶の位置又は場所 24油の量及び種類 25排出の状況及び原因その他必要な事項 H燃料油及びばら積みの潤滑油の補給 26補給 ．1補給の場所 ．2補給の時刻 ．3燃料油の種類及び量並びにタンクの識別記号（補給 量（トンによる。）及び補給後のタンク内の総量を表 示すること。） ．4潤滑油の種類及び量並びにタンクの識別記号（補給 量（トンによる。）及び補給後のタンク内の総量を表 示すること。） Iその他の作業その他必要な事項 注1国際油汚染防止証書の追補の「油タンカー以外の 船舶の構造及び設備に関する記録」及び「油タンカ ーの構造及び設備に関する記録」の「3油性残留 物（スラッジ）の保留と処分の方法（第12規則）」に 掲げるタンクに限る（国際油汚染防止証書を受有し ていない船舶にあつては、海洋汚染防止設備等、海 洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対 象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書に関する 技術上の基準等に関する省令（昭和58年運輸省令第 38号）第6条第1項第1号に規定するスラッジタン クに限る。）。 注2船舶の船長は、受入施設（バージ及びタンクロー リーを含む。）の作業責任者から、移し替えた日時と ともに移し替えた洗浄水、汚れた水バラスト、油性 残留物又は油性混合物の量を詳細に記録した受取書 又は証明書を入手すること。当該受取書又は証明書 は、油記録簿に添付されることにより、問題とされ た油汚染事故に当該船舶が関与していないことの証 明に役立つことになる。当該受取書又は証明書は油 記録簿とともに保存すること。 注3ビルジタンク内のビルジを処分した場合にあつて は、当該ビルジタンクの識別記号及び容量並びにビ ルジの残留量を表示すること。 注4可能な限り、油水分離装置、ビルジ用濃度監視装 置及びバラスト用油排出監視制御装置（タンカー以 外の船舶にあつては、油水分離装置及びビルジ用濃 度監視装置に限る。）の状態についても記載するこ と。 
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第１号の４様式（第１１条の３関係）

第1号の4様式（第11条の3関係）（昭58運令36・追加、平4運令30・平16国交令93・平18国交令108・平22国交令56・一部改正） 油記録簿 OILRECORDBOOK 貨物油及び水バラストに係る作業 Cargo／ballastoperations （油タンカー） （Oiltankers） 船名 Nameofship 船舶番号又は信号符字 Distinctivenumber orletters 総トン数 Grosstonnage 期間からまで Period fromto 貨物艙及びスロップタンクの平面図 PLANVIEWOFCARGOANDSLOPTANKS （船内で記載する。） （tobecompletedonboard） タンクの識別記号 容量 Identificationofthetanks Capacity スロップタンクの 深さ Depthofslop tanks ポンプルームの位置を表示すること。各タンクの容量及びスロップタンクの深さを表示すること。 Indicatethelocationofpumproom Givethecapacityofeachtankandthedepthofsloptanks 符号項目作業の記録及び当該作業の 日責任者の署名 Code Item （番号） （アルファベット） Date Recordofoperations／sig （letter） (number) natureofofficerincharge 油濁防止管理者の署名 油濁防止管理者の選任さ れている船舶に限る。 船長の署名 SignatureofMaster 備考 1次の表に掲げる作業を行つた場合に、その日付並びに当該作業の内容 を表す符号及び番号を記入するとともに、必要な詳細事項を作業の記録 及び当該作業の責任者の署名の欄に記入すること。 2国際海洋汚染等防止証書を受有する船舶については、英語、フランス 語又はスペイン語により記載すること。 記録すべき作業の内容並びにその符号及び番号 符号番号作業の内容 A貨物油の積込み 1積込みの場所 2積み込んだ油の種類及びタンクの識別記号 3積み込んだ油の総量（積み込んだ油の量（摂氏15度に おける量）及び積込み後のタンク内の総量（立方メー トルによる。）を表示すること。） B航海中に行う船内における貨物油の移替え 4タンクの識別記号 ．1から ．2へ（移し入れた油の量及び移し入れた 後のタンク内の総量（立方メートルによる。）を表示 すること。） 54．1のタンクは、空になつたか。（空でなければ残 留量（立方メートルによる。）を表示すること。） C貨物油の取卸し 6取卸しの場所 7油を取り卸したタンクの識別記号 8タンクは、空になつたか。（空でなければ残留量（立 方メートルによる。）を表示すること。） D原油洗浄（貨物艙原油洗浄設備を用いて運航する原油タ ンカーのみ） 原油洗浄を行うタンクごとに記入すること。 9原油洗浄が行われた港。貨物を取り卸す二の港の間で 原油洗浄が行われた場合には、原油洗浄時における船 舶の位置 10洗浄したタンクの識別記号（注1） 11使用した洗浄機の数 12洗浄開始の時刻 13採用した洗浄方式（注2） 14洗浄管圧力 15洗浄の完了又は停止の時刻 16タンクが空になつたことを確認した方法 17備考（注3） E貨物艙への水バラストの積込み 18水バラストの積込みの開始時及び完了時における船舶 の位置 19水バラストの積込み ．1水バラストを積み込んだタンクの識別記号 ．2水バラストの積込みの開始及び完了の時刻 ．3積み込んだ水バラストの量及び作業を行つた各タン ク内の水バラストの総量（立方メートルによる。） Fクリーンバラストタンクへの水バラストの積込み （クリーンバラストタンクを用いて運航する油タンカー のみ） 20水バラストを積み込んだタンクの識別記号 21クリーンバラストタンクへの洗浄用の水又は港におけ る水バラストの積込み時における船舶の位置 22スロップタンクに通ずるポンプ及び管の洗浄時におけ る船舶の位置 23ポンプ及び管の洗浄により生じた油性混合物のうち、 スロップタンク又は一時的に汚れた水バラスト等を保 留する貨物艙へ移し替えたものの量及びタンク内の総 量（タンクの識別記号を表示すること。立方メートル による。） 24クリーンバラストタンクへの追加の水バラストの積込 み時における船舶の位置 25貨物油管及びストリッピング管とクリーンバラストタ ンクとを分離する弁が閉鎖された時刻及び船舶の位置 26船内に積み込まれたクリーンバラストの量（立方メー トルによる。） G貨物艙の洗浄 27洗浄したタンクの識別記号 28港又は船舶の位置 29洗浄に要した時間 30洗浄方法（注4） 31移替え又は処分の方法 ．1受入施設への処分（港名及び処分量（立方メートル による。）を表示すること。）（注5） ．2スロップタンク又はスロップタンクとして指定され た貨物艙への移替え（タンクの識別記号、移し替え た量及びタンク内の総量（立方メートルによる。）を 表示すること。） H汚れた水バラストの排出又は処分 32タンクの識別記号 33排出を開始した時刻及び船舶の位置 34排出を完了した時刻及び船舶の位置 35排出量（立方メートルによる。） 36排出中の船舶の速力 37排出中にバラスト用油排出監視制御装置は、作動して いたか。 38排出中の汚れた水バラスト及び排出場所の海面の定期 的な監視は、続けられたか。 39スロップタンクに移し替えた油性混合物の量及びタン ク内の総量（スロップタンクの識別記号を表示するこ と。立方メートルによる。） 40受入施設への処分（港名及び処分量（立方メートルに よる。）を表示すること。）（注5） Iスロップタンクからの水の排出 41スロップタンクの識別記号 42汚水を最後に入れてからのセトリングの時間、又は 43前回の排出からのセトリングの時間 44排出を開始した時刻及び船舶の位置 45排出の開始時における内容物のアレージ 46排出の開始時における油水境界面のアレージ 47最終段階前における排出量（立方メートルによる。）及 び排出速度（立方メートル毎時による。） 48最終段階における排出量（立方メートルによる。）及び 排出速度（立方メートル毎時による。） 49排出を完了した時刻及び船舶の位置 50排出中にバラスト用油排出監視制御装置は、作動して いたか。 51排出の完了時における油水境界面のアレージ（メート ルによる。） 52排出中の船舶の速力 53排出中の水及び排出場所の海面の定期的な監視は、続 けられたか。 54スロップタンクからの排出の完了時において船舶の管 系の関連するすべての弁が閉鎖されたことを確認し た。 J他の方法により処理することができない油性残留物及び 油性混合物の収集、移替え及び処分 55タンクの識別記号 56各タンクから移し替え、又は処分した量及び各タンク の残留量（立方メートルによる。） 57移替え又は処分の方法 ．1受入施設への処分（港名及び処分量を表示するこ と。）（注5） ．2貨物油との混合（処分量を表示すること。） ．3他のタンクへの移替え又は他のタンクからの移替え （タンクの識別記号、移し替えた量及びタンク内の 総量（立方メートルによる。）を表示すること。） ．4その他（方法及び処分量（立方メートルによる。）を 表示すること。） K貨物艙に積載しているクリーンバラストの排出 58クリーンバラストの排出の開始時における船舶の位置 59クリーンバラストを排出したタンクの識別記号 60タンクは、排出の完了時において空になつたか。 61排出の完了時における船舶の位置（58の位置と異なる 場合に記入する。） 62排出中のクリーンバラスト及び排出場所の海面の定期 的な監視は、続けられたか。 Lクリーンバラストタンクからの水バラストの排出又は処 分 （クリーンバラストタンクを用いて運航する油タンカー のみ） 63水バラストを排出し、又は処分したタンクの識別記号 64水バラストの排出を開始した時刻及び船舶の位置 65排出を完了した時刻及び船舶の位置 66排出し、又は処分した量（立方メートルによる。） ．1海域への排出量 ．2受入施設への処分量（港名を表示すること。）（注 5） 67水バラストの排出前又は排出中に油による汚染が認め られたか。 68排出中油分濃度計による排出の監視が行われたか。 69水バラストの排出の完了時において、貨物油管及びス トリッピング管とクリーンバラストタンクとを分離す る弁が閉鎖された時刻及び船舶の位置 Mバラスト用油排出監視制御装置の状態 70装置が故障した時刻 71装置が作動可能な状態になつた時刻 72故障の原因 N事故その他の理由による例外的な油の排出 73排出の時刻 74排出時における船舶の位置又は場所 75油の量（立方メートルによる。）及び種類 76排出の状況及び原因その他必要な事項 Oその他の作業その他必要な事項 注1個々のタンクが、操作及び設備の手引書に従つて 操作したときに同時に作動しない複数の洗浄機を有 する構造である場合には、各洗浄機について原油洗 浄を行う部分（例えば、第2センタータンク前部） を示すものとする。 注2操作及び設備の手引書に従つて、一段式の洗浄方 式又は多段式の洗浄方式のいずれを採用したかを記 載すること。多段式の洗浄方式を採用した場合に は、段階ごとに洗浄機の働く垂直方向の角度及び回 数を記入すること。 注3操作及び設備の手引書に記載されている洗浄の手 順によらない場合には、詳細を備考に記入するこ と。 注4ホースによる洗浄、機械による洗浄、化学洗剤に よる洗浄又はこれらを併用した洗浄のいずれかであ るかを明記すること。化学洗剤による洗浄の場合に は、化学洗剤名及び使用量を記入すること。 注5船舶の船長は、受入施設（バージ及びタンクロー リーを含む。）の作業責任者から、移し替えた日時と ともに移し替えた洗浄水、汚れた水バラスト、油性 残留物又は油性混合物の量を詳細に記録した受取書 又は証明書を入手すること。当該受取書又は証明書 は、油記録簿に添付されることにより、問題とされ た油汚染事故に当該船舶が関与していないことの証 明に役立つことになる。当該受取書又は証明書は油 記録簿とともに保存すること。 特殊な運航に従事する油タンカー P水バラストの積込み 77水バラストを積み込んだタンクの識別記号 78水バラスト積込み時における船舶の位置 79積み込まれた水バラストの総量（立方メートルによ る。） 80備考 Q水バラストの船内における移替え 81移替えの理由 R水バラストの受入施設への処分 82水バラストを処分した港 83受入施設の名称 84処分した水バラストの総量（立方メートルによる。） 85港湾当局の職員の署名及び印章並びにその日付 
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第１号の４の２様式（第１２条の２の２関係）

第1号の4の2様式（第12条の2の2関係）（昭62運令5・追加、平元運令24・平6運令12・平9運令86・平16国交令93・平18国交令102・平18国交令108・令元国交令20・令2国交令98・一部改正） 事前処理確認申請書 年月日 収入 殿 印紙 氏名又は名称及び住所並びに法人に あつてはその代表者の氏名及び住所 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第12条の2の2第1項の規定により、次のとおり申請します。 船船舶番号船名 舶 の総トン数航行区域 要国籍 有体物質名 害物性状 液質積込地取卸地 貨物艙の数識別記号 事前処理の方法 実施日時 事前処理の要 実施場所 洗浄方法 洗浄水の処分の 予定 当該貨物艙に初めて 加えた水の処分の予 定 参考事項 備考1用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 2申請者の氏名又は名称及び住所並びに船名には、ふりがなを付すること。 3有害液体物質の性状は、その融点及び取卸しの際の温度並びに温度20度における粘度が50ミリパスカル秒以上であるか否かの別を記載すること。 4事前処理の方法は、濃度測定方法（令別表第1の6第1号ロに掲げる要件に適合する方法をいう。）であるか、予備洗浄方法（同号ロに掲げる要件に適合する方法をいう。）であるかを記載すること。 5洗浄方法は、各貨物艙の洗浄順序、洗浄時間及び洗浄水使用量を記載すること。 6参考事項は、洗浄剤の使用の有無等事前処理の確認に参考となる事項を記載すること。 
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第１号の４の３様式（第１２条の２の４関係）

第1号の4の3様式（第12条の2の4関係）（昭62運令5・追加、平元運令24・平6運令25・平16国交令6・平16国交令51・平16国交令93・令元国交令20・一部改正） 事前処理確認済証 第号 申請者氏名又は名称 船舶番号船名 船舶の要 総トン数航行区域 有害液体物質名 貨物艙の数識別記号 事前処理の方法 確認をした事前処理の要 実施年月日 実施場所 洗浄水の処分 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第12条の2の4 第1項の規定により交付する。 年月日 管区海上保安本部長 海上保安監部長 海上保安部長 印 海上保安航空基地長 海上保安署長 登録確認機関  
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第１号の４の４様式（第１２条の２の３０関係）

第1号の4の4様式（第12条の2の30関係）（昭62運令5・追加、平14国交令98・平16国交令93・平18国交令102・一部改正） 有害液体物質記録簿 CARGORECORDBOOK 船名 Nameofship 船舶番号又 は信号符字 Distinctivenumber orletters 国際海事機関 船舶識別番号 IMOnumber 総トン数 Grosstonnage 期間からまで Periodfromto 貨物艙及びスロップタンクの平面図 PLANVIEWOFCARGOANDSLOPTANKS （船内で記載する。） (tobecompletedonboard) 容量 タンクの識別記号 Identification Capacity ofthetanks ポンプルームの位置を立方メートルにより各タンクの容量 表示すること。を表示すること。 Indicatethelocation Givethecapacityofeachtankin ofpumproom cubicmetres 備考 1次の表に掲げる作業を行つた場合に、その日付並びに当該作業の内 容を表す符号及び番号を記入するとともに、必要な詳細事項を作業の 記録、当該作業の責任者の署名並びに認可された検査員の氏名及び署 名の欄に記入すること。 2国際海洋汚染等防止証書を受有する船舶については、日本語により 記載するほか、英語、フランス語又はスペイン語により記載するこ と。 記載すべき作業の内容並びにその符号及び番号 符号番号作業の内容 A貨物の積込み 1積込みの場所 2貨物艙の識別記号並びに当該貨物艙に積み込んだ 貨物の名称及び分類 B船内における貨物の移替え 3移し替えた貨物の名称及び分類 4貨物艙の識別記号 ．1から ．2へ 54．1の貨物艙は、空になつたか。 6空になつていない場合には、貨物艙に残る量（立 方メートルによる。） C貨物の取卸し 7取卸しの場所 8貨物を取り卸した貨物艙の識別記号 9貨物艙は、空になつたか。 ．1空になつた場合には、取卸し及び吸排が手引書 に従つて行われたかを確認する。（例えば、横 傾斜、縦傾斜及びストリッピング） ．2空になつていない場合には、当該貨物艙に残留 する貨物の量（立方メートルによる。） 10手引書において、予備洗浄を行い、洗浄水を受入 施設に処分しなければならないとされているか。 11ストリッピング装置又は吸排装置の故障 ．1装置が故障した時刻及び故障の状態 ．2故障の原因 ．3装置が作動可能な状態になつた時刻 D予備洗浄 12貨物艙の識別記号並びに当該貨物艙に積載されて いた貨物の名称及び分類 13洗浄方法 ．1一貨物艙当たりの洗浄機の数 ．2洗浄に要した時間又は洗浄サイクル ．3温水洗浄又は冷水洗浄 14予備洗浄により生じた洗浄水は、 ．1貨物取卸港の受入施設に処分した。（港名を表 示すること。） ．2その他の受入施設に処分した。（港名を表示す ること。） E予備洗浄以外の貨物艙の洗浄 15洗浄した時刻、貨物艙の識別記号並びに当該貨物 艙に積載されていた貨物の名称及び分類を表示 し、次の事項を記入すること。 ．1使用した洗浄方法 ．2化学洗剤（洗剤名及び量（立方メートルによ る。）を表示すること。） ．3使用した通風洗浄方法（使用した通風機の数及 び通風時間を記入すること。） 16貨物艙の洗浄水は、 ．1排出した。 ．2受入施設に処分した。（港名を表示すること。） ．3他のタンクに移し替えた。 F貨物艙の洗浄水の排出 17貨物艙の識別記号 ．1貨物艙の洗浄中に洗浄水を排出したか。排出し た場合には、排出率（立方メートル毎時によ る。）を表示すること。 ．2洗浄水を移し入れたタンクから洗浄水を排出し たか。排出した場合には、排出量（立方メート ルによる。）及び排出率（立方メートル毎時によ る。）を表示すること。 18排出を開始した時刻及び完了した時刻 19排出中の船舶の速力 G貨物艙への水バラストの積込み 20水バラストを積み込んだ貨物艙の識別記号 21水バラストの積込みを開始した時刻 H貨物艙からの水バラストの排出又は処分 22貨物艙の識別記号 23水バラストの排出又は処分 ．1排出 ．2受入施設への処分（港名を表示すること。） 24水バラストの排出又は処分を開始した時刻及び完 了した時刻 25排出中の船舶の速力 I事故その他の理由による例外的な排出 26排出の時刻 27排出された有害液体物質の量（立方メートルに よる。）、名称及び分類 28排出又は流失の状況及び一般的記述 J認可された検査員による規制 29港名を表示すること。 30陸上に処分する場合には、貨物艙の識別記号並び に当該貨物艙に積載されていた貨物の名称及び分 類を表示すること。 31貨物艙及び関連管系内は、空になつたか。 32予備洗浄は行われたか。 33予備洗浄により生じた洗浄水は、陸上に処分さ れ、貨物艙は、空になつたか。 34予備洗浄の免除が認められた場合には、その免除 35免除の理由 36認可された検査員の氏名及び署名 37検査員が所属する機関、会社及び官庁 KAからJまでに掲げられていない記述 

119



120



121



122



123



 

124



第１号の４の５様式（第１２条の３の２の３関係）

第1号の4の6様式（第12条の3の2の3関係）（平28国交令89・追加、令元国交令20・令2国交令98・一部改正） 排出承認申請書 年月日 国土交通大臣殿 氏名又は名称及び住所 並びに法人にあつては その代表者の氏名 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第12条の3の2の3第1項の規定により、次のとおり申請します。 試験、研究、調査そ の他の活動の目的 船名船舶所有者 使の 用概船舶番号用途 船要 舶船籍港又 総トン数 は定係港 ふん尿等浄化装置の 名称及び型式 排出海域に至る航行 経路 排出海域 排出予定期間 備考1用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 2申請者の氏名又は名称及び住所並びに船名には、ふりがなを付すること。 3排出海域は、経緯度又はその他の当該海域を特定できる方法により表示すること。 4記入欄にその記載事項の全てを記載できないときは、同欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。  
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第１号の４の６様式（第１２条の３の２の４関係）

第1号の4の7様式（第12条の3の2の4関係）（平28国交令89・追加） 承認番号 排出承認証 承認年月日年月日 承認を受けた者の氏 名又は名称及び住所 並びに法人にあつて はその代表者の氏名 試験、研究、調査そ の他の活動の目的 船名船舶所有者 使の 用概船舶番号用途 船要 舶船籍港又 総トン数 は定係港 ふん尿等浄化装置の 名称及び型式 排出海域 排出予定期間 条件 有効期間年月日まで 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第12条の3の2の4 第1項の規定により、交付する。 年月日 国土交通大臣  
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第１号の５様式（第１２条の３の６関係）

第1号の5様式（第12条の3の6関係）（平30国交令8・全改） 船舶発生廃棄物記録簿 RECORDOFGARBAGEDISCHARGES 第Ⅰ部 MARPOL条約附属書Ⅴ第1規則2（定義）で定義される貨物の残留物以外の全ての廃棄物 PARTⅠ Forallgarbageotherthancargoresiduesasdefinedinregulation1.2（Definitions） （全ての船舶） （Allships） 船名船舶番号又は信号符字IMO番号 Ship’sname Distinctivenumberorletters IMOnumber 廃棄物の種類 Garbagecategories A：プラスチックB：食物くずC：船上一般廃棄物 A‐Plastics B‐Foodwastes C‐Domesticwastes D：料理油E：焼却炉の灰F：運航上の廃棄物 D‐Cookingoil E‐Incineratorashes F‐Operationalwastes G：動物の死体H：漁具I：電子廃棄物 G‐Animalcarcasses H‐Fishinggear I‐Ewaste MARPOL条約附属書Ⅴ第4規則（特別海域外における廃棄物の排出）、第5規則（固定され、又は浮いているプラットフォームからの廃棄物の排出に関する特別の要件）、若しくは第6規則（特別海域内における廃棄物の排出）又は極海コードⅡA部5章による排出の記載 DischargesunderMARPOLAnnexⅤregulations4（Dischargeofgarbageoutsidespecialareas）,5（Specialrequirementsfordischargeofgarbagefromfixedorfloatingplatforms）or6（Dischargeofgarbagewithinspecialareas）orchapter5ofpartIIAofthePolarCode 日時船舶の位置（緯度／経度）、廃棄物排出される廃棄物の概量焼却される備考（例えば焼却の開始証明／署名 港湾（陸揚げの場合）、又の種類Estimatedamount 廃棄物の概／終了時刻及び位置、一 は船舶の名称（他の船舶へdischarged 量般的な備考） の移替えの場合） 海洋へ受入施設又は他の の排出船舶への移替え Date／ Positionoftheship(latitude/longitude)orportifdischargedashoreornameofshipifdischargedtoanothership Cate Into Toreceptionfacil itiesortoanothership Estimated amountincinerated Remarks: Certificat ion/Signature Time gory sea (e.g.start/stoptimeandpositionofincineration;generalremarks) （） （）（） ／ ： ／ ： ／ ： ／ ： MARPOL条約附属書Ⅴ第7規則（適用除外）による廃棄物の例外的な排出又は流出の記載 Exceptionaldischargeorlossofgarbageunderregulation7（Exceptions） 日時港湾又は船舶の位置（緯度廃棄物流出又は排出される排出又は流出の理由についての備考及び一般証明／署名 ／経度及び既知の場合は水の種類廃棄物の概量的な備考（例えば排出や偶発的な流出を防止 深）又は最小化するためにとられる合理的な予防 措置及び一般的な備考） Date／ Portorpositionoftheship(latitude/longitudeandwaterdepthifknown) Cate Estimatedamountlostordischarged Remarksonthereasonforthedischargeorlossandgeneralremarks(e.g.reasonableprecautionstakentopreventorminimizesuchdischargeoraccidentallossandgeneralremarks) Certificat ion/Signature Time gory （） ／ ： ／ ： ／ ： ／ ： 船長の署名日付 Master’ssignature：Date： 第Ⅱ部 MARPOL条約附属書Ⅴ第1規則2（定義）で定義される貨物の残留物 PARTⅡ Forallcargoresiduesasdefinedinregulation1.2（Definitions） （ばら積み固体貨物を輸送する船舶） （Shipsthatcarrysolidbulkcargoes） 船名船舶番号又は信号符字IMO番号 Ship’sname Distinctivenumberorletters IMOnumber 廃棄物の種類 Garbagecategories J：貨物の残留物（HMEに該当しない）K：貨物の残留物（HMEに該当する） J‐Cargoresidues（nonHME） K‐Cargoresidues（HME） MARPOL条約附属書Ⅴ第4規則（特別海域外における廃棄物の排出）及び第6規則（特別海域内における廃棄物の排出）による排出の記載 Dischargesunderregulations4（Dischargeofgarbageoutsidespecialareas）and6（Dischargeofgarbagewithinspecialareas） 日時船舶の位置（緯度/経度）、廃棄物排出される廃棄物の概量海洋への排出の開始時及び終了時の証明/署名 又は港湾（陸揚げの場合）の種類Estimatedamount 船舶の位置 discharged 海洋へ受入施設又は他の の排出船舶への移替え Date/ Positionoftheship(latitude/longitude)orportifdischargedashore Cate Into Toreceptionfacilitiesortoanothership Startandstoppositionsoftheshipfordischargesintothesea Certification/Signature Time gory sea （） （） / ： / ： / ： / ： 船長の署名日付 Master’ssignature：Date： 備考 本記録簿は、日本語により記載するほか、英語、フランス語又はスペイン語により記載すること。 
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第１号の５の２様式（第１２条の３の８関係）

第1号の5の2様式（第12条の3の8関係）（平18国交令121・追加、令元国交令20・令2国交令98・一部改正） 排出確認申請書 年月日 殿 氏名又は名称及び住所並びに法人に あつてはその代表者の氏名及び住所 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第10条の12第1項の規定により、廃棄物排出の確認を受けたいので、関係書類及び図面を添えて申請します。 許可番号許可の年月日年月日 排出しようとする廃棄物の 種類 廃棄物排出船の登録 船名 番号又は船舶番号 使用船舶 の要 総トン数航行区域 排出しようとする日排出量 積込予定 積込地 年月日 廃棄物の排出に関する 計画に係る事項 排出海域 排出方法 ※確認番号※確認年月日年月日 備考1用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 2※欄は記載しないこと。 3許可番号及び許可の年月日の欄には、廃棄物海洋投入処分（変更）許可証の許可番号及び許可の年月日を記載すること。 4船名には、ふりがなを付すること。 5排出海域は、経緯度又はその他の当該海域を特定できる方法により表示すること。 6記入欄にその記載事項のすべてを記載できないときは、同欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。  
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第１号の５の３様式（第１２条の３の８関係）

第1号の5の3様式（第12条の3の8関係）（平18国交令121・追加、令元国交令20・令2国交令98・一部改正） 排出確認申請書（緊急排出用） 年月日 殿 氏名又は名称及び住所並びに法人に あつてはその代表者の氏名及び住所 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第10条の12第1項の規定により、廃棄物排出の確認を受けたいので、関係書類及び図面を添えて申請します。 緊急に処分する必要がある 廃棄物の種類 廃棄物の発生過程 廃棄物排出船の登録 船名 番号又は船舶番号 使用船舶 の要 総トン数航行区域 排出しようとする日排出量 積込予定 積込地 年月日 廃棄物の排出に関する 計画に係る事項 排出海域 排出方法 ※確認番号※確認年月日年月日 備考1用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 2※欄は記載しないこと。 3船名には、ふりがなを付すること。 4排出海域は、経緯度又はその他の当該海域を特定できる方法により表示すること。 5記入欄にその記載事項のすべてを記載できないときは、同欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。  
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第１号の５の４様式（第１２条の３の９関係）

第1号の5の4様式（第12条の3の9関係）（平18国交令121・追加、令元国交令20・一部改正） 確認番号 排出確認済証 確認年月日年月日 排出しようとする者の氏名 又は名称及び住所並びに法 人にあつてはその代表者の 氏名及び住所 排出しようとする廃棄物の 種類 廃棄物排出船の登録 船名 番号又は船舶番号 使用船舶 の要 総トン数航行区域 有効期間 排出量積込地 排出海域 排出方法 1廃棄物の排出に当たつては、各種関連法規 を遵守すること。 留意事項 2計画内容等に変更があつた場合は確認申請 部署に速やかに連絡し、指示を受けること。 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第10条の12第1項の規定によ り、廃棄物排出の確認を受けたことを証する。 交付年月日年月日 備考用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。  
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第１号の５の５様式（第１２条の３の９関係）

第1号の5の5様式（第12条の3の9関係）（平18国交令121・追加、令元国交令20・一部改正） 確認番号 排出確認済証（緊急排出用） 確認年月日年月日 排出しようとする者の氏名 又は名称及び住所並びに法 人にあつてはその代表者の 氏名及び住所 緊急に処分する必要がある 廃棄物の種類 廃棄物の発生過程 廃棄物排出船の登録 船名 番号又は船舶番号 使用船舶 の要 総トン数航行区域 有効期間 排出量積込地 排出海域 排出方法 1廃棄物の排出に当たつては、各種関連法規 を遵守すること。 留意事項 2計画内容等に変更があつた場合は確認申請 部署に速やかに連絡し、指示を受けること。 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第10条の12第1項の規定によ り、廃棄物排出の確認を受けたことを証する。 交付年月日年月日 備考用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。  
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第１号の６様式（第１２条の４関係）

第1号の6様式（第12条の4関係）（昭47運令38・追加、昭50運令51・昭51運令34・昭52運令37・一部改正、昭55運令32・旧第1号の2様式繰下・一部改正、昭60運令18・昭62運令5・昭63運令26・平元運令24・平6運令12・平9運令40・平9運令86・平16国交令93・平18国交令121・令元国交令20・令2国交令98・一部改正） （表面） 収入 登録申請書 印紙 年月日 管区海上保安本部長殿 氏名又は名称及び住所並 びに法人にあつてはその 代表者の氏名及び住所 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第12条の規定により、次のとおり申請します。 船舶番号船名船質 廃棄物の主 総トン数航行区域 な積込地 廃棄物の種類 主な排出海域 主な排出海域に 至る通常の航行 経路 主な排出委託者 の氏名又は名称 及び住所並びに 法人にあつては その代表者の氏 名及び住所 （裏面） 船舶の設備及び 構造の要 備考1用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 2申請者の氏名又は名称及び住所並びに船名には、ふりがなを付すること。 3廃棄物の種類は、当該廃棄物の物理的化学的性状及び当該廃棄物が混合物である場合はその組成をあわせて記載すること。 4主な排出海域は、経緯度又はその他の当該海域を特定できる方法により表示すること。 5船舶の設備及び構造の要は、第12条の3の11第1項各号に掲げる船舶の設備及び構造の要を記載すること。 
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第１号の７様式（第１２条の６関係）

第1号の7様式（第12条の6関係）（昭47運令38・追加、昭50運令51・昭52運令37・一部改正、昭55運令32・旧第1号の3様式繰下・一部改正、昭60運令18・昭62運令5・昭63運令26・平元運令24・平6運令12・平9運令40・平18国交令121・令元国交令20・一部改正） 登録番号 廃棄物排出船登録済証 登録年月日年月日 船舶番号船名船質 廃棄物の主 総トン数航行区域 な積込地 船舶所有者の氏名又 は名称及び住所並び に法人にあつてはそ の代表者の氏名及び 住所 廃棄物の種類 主な排出海域 主な排出海域に至る 通常の航行経路 主な排出委託者の氏 名又は名称及び住所 並びに法人にあつて はその代表者の氏名 及び住所 船舶の設備及び構造 の要 交付年月日年月日 管区海上保安本部長 備考1用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 2登録年月日は、当該船舶について法第11条の登録（第12条の9第4項の規定による登録簿への記載をしたときは、当該記載）をした年月日とすること。 3交付年月日は、第12条の9第5項の規定により書換えをする登録済証にあつては、当該書換えの年月日とし、再交付をする登録済証にあつては、当該再交付の年月日とすること。 4船舶の設備及び構造の要は、第12条の3の11第1項各号に掲げる船舶の設備及び構造の要を記載すること。  
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第１号の８様式（第１２条の７関係）

第1号の8様式（第12条の7関係）（昭47運令38・追加、昭50運令51・一部改正、昭55運令32・旧第1号の4様式繰下） 備考1文字及び数字は黒色、斜線の部分は黄色とすること。 2数字は、センチメートルを示す。 3両舷に表示する場合には、次によること。 満載喫水線を標示することを要する船舶にあつては、斜線の部分は、その上縁を全通甲板の位置に一致させ、船体の中心線の前後1メートルの部分を外して船首から船尾まで至るように表示するものとし、文字及び数字の部分は、船首と船体の中心線との間の中央部に表示するものとする。 満載喫水線を標示することを要しない船舶にあつては、斜線の部分は、その上縁を全通甲板の位置に一致させ、船首から船尾まで至るように表示するものとし、文字及び数字の部分は、船体の中央部に表示するものとする。 4船橋に表示する場合には、最も見やすい位置に表示すること。 5管区海上保安本部の名称を表示する数字は、次表に掲げる数字とする。 管区海上保安本表示す管区海上保安表示す管区海上保安本表示す 部の名称る数字本部の名称る数字部の名称る数字 第一管区海上保第五管区海上第九管区海上保 010509 安本部保安本部安本部 第二管区海上保第六管区海上第十管区海上保 020610 安本部保安本部安本部 第三管区海上保第七管区海上第十一管区海上 030711 安本部保安本部保安本部 第四管区海上保第八管区海上 0408 安本部保安本部  
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第１号の９様式（第１２条の１４関係）

第1号の9様式（第12条の14関係）（昭47運令38・追加、昭50運令51・一部改正、昭55運令32・旧第1号の5様式繰下、平19国交令4・一部改正） 廃棄物処理記録簿 船名 登録番号 a船舶への廃棄物の積込み 1積込みの日及び 積込地 2積み込んだ廃棄 物の種類及び量 3積載場所 b船舶からの廃棄物の排出 4排出の開始の日 時及び開始時にお ける船舶の位置 5排出の終了の日 時及び終了時にお ける船舶の位置 6排出した廃棄物 の種類及び量 7排出した廃棄物 の積載場所 8排出方法 c船舶の貨物艙の洗浄 9貨物艙の識別記 号 10洗浄の日及び洗 浄に要した時間 11洗浄方法 船舶の貨物艙からの洗浄水の排出 12貨物艙の識別記 号 13排出の開始の日 時及び開始時にお ける船舶の位置 14排出の終了の日 時及び終了時にお ける船舶の位置 15排出した洗浄水 の量 16排出方法 事故その他の理由による例外的な廃棄物の排出 17排出の日時及び 排出時における船 舶の位置 18排出した廃棄物 の種類及び量 19排出の状況及び 理由 当該作業の責任者の署名 船長の署名 備考11の洗浄方法については、ホースを使用した手による洗浄であるか、機械による洗浄であるか、化学洗剤による洗浄であるかを明記すること。 
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第１号の９の２様式（第１２条の１４の７関係）

第1号の9の2様式（第12条の14の7関係）（平26国交令81・追加、令元国交令20・令2国交令98・一部改正） 排出承認申請書 年月日 殿 氏名又は名称及び住所 並びに法人にあつては その代表者の氏名 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第12条の14の7第1項の規定により、次のとおり申請します。 試験、研究又は調査 の目的 船名船舶所有者 使の 用概船舶番号用途 船要 舶船籍港又 総トン数 は定係港 有害水バラスト処理 設備の名称及び型式 試験、研究又は調査 の計画期間 試験、研究又は調査 の方法 備考 （注）用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。  
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第１号の９の３様式（第１２条の１４の８関係）

第1号の9の3様式（第12条の14の8関係）（平26国交令81・追加） 承認番号 排出承認証 承認年月日年月日 承認を受けた者の氏 名又は名称及び住所 並びに法人にあつて はその代表者の氏名 試験、研究又は調査 の目的 船名船舶所有者 使の 用概船舶番号用途 船要 舶船籍港又 総トン数 は定係港 有害水バラスト処理 設備の名称及び型式 試験、研究又は調査 の計画期間 試験、研究又は調査 の方法 条件 有効期間年月日まで 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第12条の14の8第1 項の規定により、交付する。 年月日 国土交通大臣  
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第１号の９の４様式（第１２条の１４の１０関係）

第1号の9の4様式（第12条の14の10関係）（平26国交令81・追加、令元国交令20・令2国交令98・一部改正） 承認書再交付申請書 年月日 殿 氏名又は名称及び住所 並びに法人にあつては その代表者の氏名 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第12条の14の10第1項の規定により、次のとおり申請します。 船名船舶所有者 使の 用概船舶番号用途 船要 舶船籍港又 総トン数 は定係港 再交付を受けようと する理由 備考 （注）用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。  
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第１号の９の５様式（第１２条の１４の１６関係）
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第１号の９の６様式（第１２条の１５関係）

第1号の9の6様式（第12条の15関係）（昭58運令36・追加、平元運令24・平6運令12・平6運令14・平9運令86・平16国交令93・平18国交令121・一部改正、平26国交令81・旧第1号の9の2様式繰下、令元国交令20・令2国交令98・一部改正） （表面） 承認申請書 年月日 管区海上保安本部長殿 氏名又は名称及び住所並びに法人に あつてはその代表者の氏名及び住所 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第12条の15において準用する同令第8条の4第1項の規定により、次のとおり申請します。 試験、研究又は調査の目的 種類 一万立方センチ立方センチ 油の要 油分の濃度 メートル当たりメートル 排出量トン 発航地発航予定年月日 種類 使用航空機 の要 国籍記号及 び登録記号 排出海域に至る航行経路 排出予定年月日 排出海域 試験、研究又は調査の方法 （裏面） 排出する油の除去その他の 措置に関する計画 備考1用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 2申請者の氏名又は名称及び住所には、ふりがなを付すること。 3排出海域は、経緯度又はその他の当該海域を特定できる方法により表示すること。 
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第１号の９の７様式（第１２条の１５関係）

第1号の9の7様式（第12条の15関係）（昭58運令36・追加、平元運令24・平6運令14・平18国交令121・一部改正、平26国交令81・旧第1号の9の3様式繰下） 承認番号 承認証 承認年月日年月日 排出しようとする者 の氏名又は名称及び 住所並びに法人にあ つてはその代表者の 氏名及び住所 試験、研究又は調査 の目的 種類 一万立方センチ立方センチ 油の要 油分の濃度 メートル当たりメートル 排出量トン 発航地発航予定年月日 種類 使用航空 機の要 国籍記号及 び登録記号 排出海域に至る航行 経路 排出予定年月日 排出海域 試験、研究又は調査 の方法 排出する油の除去そ の他の措置に関する 計画 条件 交付年月日年月日 管区海上保安本部長  
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第１号の９の８様式（第１２条の１６関係）

第1号の9の8様式（第12条の16関係）（平18国交令121・追加、平26国交令81・旧第1号の9の4様式繰下、令元国交令20・令2国交令98・一部改正） 排出確認申請書（海洋施設用） 年月日 殿 氏名又は名称及び住所並びに法人に あつてはその代表者の氏名及び住所 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第18条の2第2項の規定により、廃棄物排出の確認を受けたいので、関係書類及び図面を添えて申請します。 許可番号許可の年月日年月日 排出しようとする廃棄物の 種類 名称用途 海洋施設 の要 位置 廃棄物排出船の登録 船名 番号又は船舶番号 使用船舶 の要 総トン数航行区域 排出しようとする日 積込（移載） 排出量 予定年月日 廃棄物の排出に関する 計画に係る事項 排出海域 排出方法 ※確認番号※確認年月日年月日 備考1用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 2※欄は記載しないこと。 3許可番号及び許可の年月日の欄には、廃棄物海洋投入処分（変更）許可証の許可番号及び許可の年月日を記載すること。 4廃棄物を船舶に移載して排出しようとするときは、使用船舶の要（船名には、ふりがなを付すること。）及び移載予定年月日を記載すること。 5排出海域は、経緯度又はその他の当該海域を特定できる方法により表示すること。 6記入欄にその記載事項のすべてを記載できないときは、同欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。  
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第１号の１０様式（第１２条の１６の２関係）

第1号の10様式（第12条の16の2関係）（平18国交令121・追加、令元国交令20・一部改正） 確認番号 排出確認済証（海洋施設用） 確認年月日年月日 排出しようとする者の氏名 又は名称及び住所並びに法 人にあつてはその代表者の 氏名及び住所 排出しようとする廃棄物の 種類 名称用途 海洋施設 の要 位置 廃棄物排出船の登録 船名 番号又は船舶番号 使用船舶 の要 総トン数航行区域 有効期間 排出量 排出海域 排出方法 1廃棄物の排出に当たつては、各種関連法規 を遵守すること。 留意事項 2計画内容等に変更があつた場合は確認申請 部署に速やかに連絡し、指示を受けること。 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第18条の2第2項の規定によ り、廃棄物排出の確認を受けたことを証する。 交付年月日年月日 備考用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。  
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第１号の１１様式（第１２条の１７の２関係）

第1号の11様式（第12条の17の2関係）（昭58運令36・追加、平18国交令121・旧第1号の9の4様式繰下） 一 海洋施設の油記録簿 海洋施設の名称 海洋施設の位置 海洋施設の型式 期間からまで 二 符号項目作業の記録及び当該作業の 日 （アルファベット）（番号）責任者の署名 海洋施設の管理者の署名 備考次の表に掲げる作業を行つた場合に、その日付並びに当該作業の内 容を表わす符号及び番号を記入するとともに、必要な詳細事項を作業 の記録及び当該作業の責任者の署名の欄に記入すること。 記録すべき作業の内容並びにその符号及び番号 符号番号作業の内容 船舶からの油の受入れ 1受入れを開始した時刻 2油を受け入れた船舶の船名、船舶番号、総トン数及び国 籍 3受け入れた油の種類及び総量（立方メートルによる。） 4受入れを完了した時刻 船舶への油の積込み 1積込みを開始した時刻 2油を積み込んだ船舶の船名、船舶番号、総トン数及び国 籍 3積み込んだ油の種類及び総量（立方メートルによる。） 4積込みを完了した時刻 油性残留物の処分 1海洋施設内で生じた油性残留物の種類及び総量（立方メ ートルによる。） 2処分方法 事故その他の理由による例外的な油の排出 1排出の時刻 2排出された油の種類及び量（立方メートルによる。） 3排出の状況及び理由 
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第１号の１２様式（第１２条の１７の２関係）

第1号の12様式（第12条の17の2関係）（平18国交令121・追加） 海洋施設の有害液体物質記録簿 海洋施設の名称 海洋施設の位置 海洋施設の型式 期間からまで 符号項目作業の記録及び当該作業の 日 （アルファベット）（番号）責任者の署名 海洋施設の管理者の署名 備考次の表に掲げる作業を行つた場合に、その日付並びに当該作業の内容 を表す符号及び番号を記入するとともに、必要な詳細事項を作業の記録 及び当該作業の責任者の署名の欄に記入すること。 記録すべき作業の内容並びにその符号及び番号 符号番号作業の内容 A船舶からの有害液体物質の受入れ 1受入れを開始した時刻 2有害液体物質を受け入れた船舶の船名、船舶番号、総 トン数及び国籍 3受け入れた有害液体物質の種類及び総量（立方メート ルによる。） 4受入れを完了した時刻 B船舶への有害液体物質の積込み 1積込みを開始した時刻 2有害液体物質を積み込んだ船舶の船名、船舶番号、総 トン数及び国籍 3積み込んだ有害液体物質の種類及び総量（立方メート ルによる。） 4積込みを完了した時刻 C事故その他の理由による例外的な有害液体物質の排出 1排出の時刻 2排出された有害液体物質の種類及び量（立方メート ルによる。） 3排出の状況及び理由 
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第一号の十三様式（第１２条の１７の６の５関係）

第一号の十三様式（第12条の17の6の5関係）（平22国交令37・追加、平26国交令97・令元国交令20・令元国交令48・令2国交令98・一部改正） 承認申請書 年月日 殿 氏名又は名称及び住所 並びに法人にあつては その代表者の氏名 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第12条の17の6の5第1項の規定により、次のとおり申請します。 試験、研究又は調査 の目的 基準適合燃料油以外 の燃料油の硫黄分の 濃度 船名船舶所有者 使用船舶船舶番号用途 の概要 船籍港又 総トン数 は定係港 試験、研究又は調査 の計画期間 試験、研究又は調査 の方法 備考 （注）用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。  
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第一号の十四様式（第１２条の１７の６の６関係）

第一号の十四様式（第12条の17の6の6関係）（平22国交令37・追加、平26国交令97・令元国交令48・一部改正） 承認番号 承認証 承認年月日年月日 承認を受けた者の氏 名又は名称及び住所 並びに法人にあつて はその代表者の氏名 試験、研究又は調査 の目的 基準適合燃料油以外 の燃料油の硫黄分の 濃度 船名船舶所有者 使用船舶船舶番号用途 の概要 船籍港又 総トン数 は定係港 試験、研究又は調査 の方法 条件 有効期間年月日まで 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第12条の17の6の6 第1項の規定により、交付する。 年月日 地方運輸局長 運輸監理部長 地方運輸局運輸支局長 地方運輸局海事事務所長 運輸監理部海事事務所長 地方運輸局運輸支局海事事務所長 沖縄総合事務局長 運輸事務所長  
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第一号の十五様式（第１２条の１７の６の８関係）

第一号の十五様式（第12条の17の6の8関係）（平22国交令37・追加、平26国交令97・令元国交令20・令元国交令48・令2国交令98・一部改正） 承認証再交付申請書 年月日 殿 氏名又は名称及び住所 並びに法人にあつては その代表者の氏名 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第12条の17の6の8第1項の規定により、次のとおり申請します。 船名船舶所有者 使用船舶船舶番号用途 の概要 船籍港又 総トン数 は定係港 再交付を受けようと する理由 備考 （注）用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。  
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第１号の１６様式（第１２条の１７の１５関係）

第1号の16様式(第12条の17の15関係) 

番号 第        号  

No.           

燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書 

STATEMENT OF COMPLIANCE-FUEL OIL CONSUMPTION REPORTING AND OPERATIONAL CARBON 

INTENSITY RATING 

 

 

公の印章 
日本国   

JAPAN   

 

 

 改正された1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書に

よつて修正された同条約(以下「条約」という。)を改正する1997年の議定書に基づき、日

本国政府の権限の下に、発給する。 

 Issued under the provisions of the Protocol of 1997,as amended,to amend the 

International Convention for the Prevention of Pollution from Ships,1973,as modified 

by the Protocol of 1978 related thereto(hereinafter referred to as"the Convention")under 

the authority of the Government of Japan： 

 

船舶の要目 

Particulars of ship 

  船名 

  Name of ship                                  

  船舶番号又は信号符字 

  Distinctive number or letters                         

  国際海事機関船舶識別番号 

  IMO Number                                   

  船籍港 

  Port of registry                                

  総トン数 

  Gross tonnage                                 

  載貨重量トン数 

  Deadweight                                   

  船舶の種類 

  Type of ship                                
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この確認書は、以下の事項を示す。 

THIS IS TO DECLARE THAT： 

 

1 この船舶が、条約附属書Ⅵ第27規則により要求される     から     までの

船舶の運航に応じた実績を主管庁へ提出したこと。 

  the ship has submitted to this Administration the data required by 

regulation 27 of Annex Ⅵ to the Convention,covering ship operations from

     to     ； 

 

2 その実績は、この船舶の二酸化炭素放出抑制航行手引書であって     から   

  までの期間において有効であったものに記載された方法及び手順に従って、収集され

ており、かつ、報告されたこと。 

  the data was collected and reported in accordance with the methodology 

and processes set out in the ship's SEEMP that was in effect over the  

period from       to       ； 

 

3 条約附属書Ⅵ第28規則が適用される船舶にあっては、第28規則1及び2に基づく    

 から     までの期間の二酸化炭素放出実績指標は、     であること。 

  the attained annual operational CII of the ship from     through    

 was:     pursuant to regulations 28.1 and 28.2 of Annex Ⅵ of t

he Convention, for ships to which regulation 28 applies； 

 

4 条約附属書Ⅵ第28規則が適用される船舶にあっては、第28規則に基づくこの期間におけ

る二酸化炭素放出実績指標の評価は、     であること。 

  the annual operational carbon intensity of the ship in this period is rated as 

 □A   □B   □C   □D   □E 

 in accordance with regulation 28 of Annex Ⅵ to the Convention, for a ship to 

which regulation 28 applies；and 

 

5 改善計画が作成され、二酸化炭素放出抑制航行手引書に含まれていること(第28規則が

適用される船舶であって、3年連続でD評価の場合又は単年でE評価の場合)。 

  a corrective action plan has been developed and included in the SEEMP (for 

a ship to which regulation 28 applies, rated as D for three consecutive years or 

rated as E) 

 

この確認書は、       まで効力を有する。 

This Statement of Compliance is valid until        

             において発給した。 

  (確認書の発給の場所) 

lssued at：                
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      (place of issue of Statement) 

日付：        

   (発給の日) 

Date：        

   (date of issue) 

 地 方 運 輸 局 長 

運 輸 監 理 部 長 

地 方 運 輸 局 運 輸 支 局 長 

地 方 運 輸 局 海 事 事 務 所 長 

運 輸 監 理 部 海 事 事 務 所 長 

地方運輸局運輸支局海事事務所長 

沖 縄 総 合 事 務 局 長 

運 輸 事 務 所 長 

 

 

 

(印章) 
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第１号の１７様式（第１２条の１７の１７関係）

第1号の17様式(第12条の17の17関係) 

燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書再交付申請書 

 

年  月  日   

 

            殿 

 

 氏名又は名称及び住所

並びに法人にあつては

その代表者の氏名 

 

 

 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第12条の17の17第1項の規定によ

り、次のとおり申請します。 

船 名  船 舶 番 号  

船舶所有者の氏名又は

名称及び住所並びに法

人にあつてはその代表

者の氏名 

 

確 認 書 の 番 号  

確認書の交付年月日  

確 認 書 の 交 付 者  

再交付を受けようとす

る理由 
 

備 考  

 (注) 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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第１号の１８様式（第１２条の１７の１８関係）

第1号の18様式(第12条の17の18関係) 

燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書書換申請書 

 

年  月  日   

 

            殿 

 

 氏名又は名称及び住所

並びに法人にあつては

その代表者の氏名 

 

 

 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第12条の17の18第1項の規定によ

り、次のとおり申請します。 

船 名  船 舶 番 号  

船舶所有者の氏名又は

名称及び住所並びに法

人にあつてはその代表

者の氏名 

 

確 認 書 の 番 号  

書換えを受けよう

とする事項 

 

新  

旧  

備 考  

 

 (注) 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 
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第２号様式（第１３条関係）

第2号様式（第13条関係）（昭50運令51・昭58運令36・平元運令24・平6運令12・平7運令65・令元国交令20・一部改正） 事業計画書 1事業開始予定年月日 年月日 2廃油処理施設の操業の系統図（別紙） 3廃油処理施設の能力 年間稼動日数 1日平均稼動時間 1時間当たり処理能力 4予定料金 区分内訳単位予定金額 ビルジ 水バラスト タンク洗浄水 廃重質油 コレクトオイル スロップオイル スラッジ 廃油の処理の料金廃油の種類 その他 廃水バラスト タンク洗浄水 軽 スロップオイル 質 スラッジ 油 その他 その他の料金料金名 5今後5年間の需要の見通し 廃油の種類 廃重質油廃軽質油 水バラタンク水バラタンク コレクトスロップスロップ ビルジその他その他 スラッジスラッジ 年度スト洗浄水スト洗浄水 オイルオイルオイル 6利用者名 7今後5年間の収支の見積 年度 区分 千円千円千円千円千円 料金収入 収 回収油売却収入 雑収入 入 合計 人件費 維 持変動費 支管 理修繕費 費 管理諸費 租税公課 減価償却費 支払利息 保険料 出雑費 合計 差引き 8廃油処理施設建設年度別計画 年度 費用 千円千円千円 受入設備建設費 油水分離設備建設費 回収油貯蔵設備建設費 固形物処理設備建設費 焼却設備建設費 排水設備建設費 廃油処理船建設費 附属設備建設費 用地取得費 関係港湾基本施設整備費 その他 計 9建設資金調達年度別計画 年度 合計 資金区分 千円千円千円 合計 （） 10建設資金償還年度別計画 資金区分（） 事項償還額 年度末決済元金 年度元金支払利息合計 千円千円千円千円 摘要 備考1用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 2法第20条第1項又は法第28条第1項の許可を受けようとする者は、6は、記載しないこと。 3法第20条第2項又は法第28条第3項の規定による届出をしようとする者は、6、9及び10は、記載しないこと。 4法第34条第1項又は法第35条において準用する法第28条第3項の規定による届出をしようとする者は、1、2、5及び6を記載すること。 5廃油処理施設の変更の場合は、その変更に係るもののみを記載すること。 63の記載は、廃油処理設備の種類ごとに行うこと。ただし、廃油処理船にあつては、廃油処理のための装置の種類ごとに行うこと。 74及び5の記載は、次の要領によること。 廃重質油の欄は、次に掲げる油に係る廃油について記載すること。 イ原油 ロ日本産業規格K2205（重油）に適合する重油 ハロに掲げる重油以外の重油で日本産業規格K2254（石油製品―蒸留試験方法）の5により試験したときに摂氏340度以下の温度で体積の50パーセントを超える量が蒸留される重油以外の重油 ニ潤滑油 廃軽質油の欄は、のイからニまでに掲げる油以外の油に係る廃油について記載すること。 87の記載は、次の要領によること。 人件費の欄は、給料、手当、役員給与、退職給与、厚生費及び雑給の額を記載すること。 変動費の欄は、燃料費、油水分離用薬品費、引船費等廃油処理量に応じて変動する費用の額を記載すること。 管理諸費の欄は、通信費、旅費交通費、広告宣伝費等一般管理のために必要な費用の額を記載すること。 9料金収入、維持管理費及び租税公課は、それぞれの明細書を添附すること。 109の記載は、次の要領によること。 資金区分は、資金の償還条件が異なるものごとに区分して記載すること。 合計欄の（）内は、建設資金の利息の合計の見積額を記載すること。 1110の記載は、次の要領によること。 資金の償還条件が異なるものごとに一表を用いて記載すること。 摘要欄は、資金の償還条件を記載すること。 
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第３号様式（第１３条関係）

第3号様式（第13条関係）（昭50運令51・昭54運令25・昭58運令36・昭61運令26・平元運令24・平6運令12・令元国交令20・一部改正） 廃油処理施設工事設計書 1廃油処理施設の位置、規模及び構造 工事計画の要 工事計画 費目工種形状数量単価金額 千円 設計図面（別紙） 設計基礎計算書（別紙） 配置図面（別紙） 2廃油処理方法の要 油水分離方法 回収油処分方法 固形物処理方法 3排水中の油分の濃度 最大最小平均 立方センチ立方センチ立方センチ メートルメートルメートル 立方立方立方 メートルメートルメートル 4排水系統別の排水の化学的酸素要求量及び排水量 5化学的酸素要求量で表示した汚濁負荷量の測定手法の要 特定排水（排水のうち、廃油処理施設を設置した工場又は事業場において事業活動その他の人の活動に使用された水であつて、専ら冷却用その他の用途でその用途に供することにより排水の化学的酸素要求量で表示した汚濁負荷量が増加しないものに供された水以外のものをいう。）の化学的酸素要求量、特定排水の量その他の化学的酸素要求量で表示した汚濁負荷量の測定に必要な事項の計測方法及び計測場所 特定排水の1日当たりの化学的酸素要求量で表示した汚濁負荷量の算定方法 その他化学的酸素要求量で表示した汚濁負荷量の測定手法について参考となるべき事項 6関係港湾基本施設の状況及び整備計画の要 7工事の着手及び完了予定の年月日 着手年月日 完了年月日 備考1用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 2廃油処理施設の変更の場合は、その変更に係るもののみを記載すること。 31のの費目の欄は、受入設備建設費、油水分離設備建設費、回収油貯蔵設備建設費、固形物処理設備建設費、焼却設備建設費、排水設備建設費、廃油処理船建設費、附属設備建設費、用地取得費、関係港湾基本施設整備費、その他の別に記載すること。 44については、指定地域内廃油処理施設又は湖沼特定廃油処理施設である場合に記載すること。 55については、総量規制基準が適用される指定地域内廃油処理施設である場合に記載すること。 
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第４号様式（第１３条関係）

第4号様式（第13条関係）（昭50運令51・昭54運令25・昭58運令36・昭61運令26・平6運令12・令元国交令20・一部改正） 廃油処理施設状況書 1廃油処理施設の位置、規模及び構造 廃油処理施設の要 廃油処理施設の内容 廃油処理設備の種類設備内訳形状数量 設計図面（別紙） 配置図面（別紙） 2廃油処理方法の要 油水分離方法 回収油処分方法 固形物処理方法 3排水中の油分の濃度 最大最小平均 立方センチ立方センチ立方センチ メートルメートルメートル 立方立方立方 メートルメートルメートル 4排水系統別の排水の化学的酸素要求量及び排水量 5化学的酸素要求量で表示した汚濁負荷量の測定手法の要 特定排水（排水のうち、廃油処理施設を設置した工場又は事業場において事業活動その他の人の活動に使用された水であつて、専ら冷却用その他の用途でその用途に供することにより排水の化学的酸素要求量で表示した汚濁負荷量が増加しないものに供された水以外のものをいう。）の化学的酸素要求量、特定排水の量その他の化学的酸素要求量で表示した汚濁負荷量の測定に必要な事項の計測方法及び計測場所 特定排水の1日当たりの化学的酸素要求量で表示した汚濁負荷量の算定方 法 その他化学的酸素要求量で表示した汚濁負荷量の測定手法について参考となるべき事項 6関係港湾基本施設の状況 備考1用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 2廃油処理設備の種類の欄は、受入設備、油水分離設備、回収油貯蔵設備、固形物処理設備、焼却設備、排水設備、廃油処理船、附属設備、用地、その他の別に記載すること。 34については、指定地域内廃油処理施設又は湖沼特定廃油処理施設である場合に記載すること。 45については、総量規制基準が適用される指定地域内廃油処理施設である場合に記載すること。 
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第４号の２様式（第３７条の１７関係）

第4号の2様式（第37条の17関係）（平26国交令93・全改、平28国交令89・一部改正） （注1は、0．5センチメートル（コンテナ及びポータブルタンク（内容積が3000リットル以下のものを除く。）に付す標札については、1．25センチメートル）以上とする。ただし、この大きさの標札を付すことが困難となる場合にあつては、この限りでない。 2ふちの線の太さは2ミリメートル以上とする。） 部分色彩 地白 線黒 記号黒  

181



第５号様式（第３８条関係）

第5号様式（第38条関係）（昭50運令51・昭51運令34・昭58運令36・平元運令24・平6運令12・平7運令65・平9運令84・平12運令39・平16国交令93・令元国交令20・一部改正） 事業実績報告書 （年月日から年月日まで） 年月日 国土交通大臣殿 氏名又は名称及び住所並びに法人に あつてはその代表者の氏名及び住所 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第48条第1項の規定により、次のとおり報告します。 1事業の要 2廃油処理の状況 廃油処理量 廃重質油:廃軽質油;ビルジ:水バラスト:タンク洗浄水:コレクトオイル:スロップオイル:スラッジ:その他:合計:水バラスト:タンク洗浄水:スロップオイル:スラッジ:その他:合計;立方メートル 年:立方メートル 年:立方メートル 年:立方メートル 年:立方メートル 年:立方メートル 年:立方メートル 年:立方メートル 年:立方メートル 年:立方メートル 年:立方メートル 年:立方メートル 年:立方メートル 年:立方メートル 年 排水中の油分の濃度 最大最小平均 立方センチメートル立方センチメートル立方センチメートル 立方メートル立方メートル立方メートル 3取扱船舶 種別 タンカーその他の船舶合計 総トン数 総トン数300トン未満隻隻隻 総トン数300トン以上3，000トン未満 総トン数3，000トン以上20，000トン未満 総トン数20，000以上 合計 4収支の状況 収入支出 料金収入千円維持管理費千円 回収油売却収入人件費 雑収入変動費 損失修繕費 管理諸費 租税公課 減価償却費 支払利息 保険料 雑費 利益 合計合計 備考1用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 22のの記載は、次の要領によること。 廃重質油の欄は、次に掲げる油に係る廃油について記載すること。 イ原油 ロ日本産業規格K2205（重油）に適合する重油 ハロに掲げる重油以外の重油で日本産業規格K2254（石油製品―蒸留試験方法）の5により試験したときに摂氏 340度以下の温度で体積の50パーセントを超える量が蒸留される重油以外の重油 ニ潤滑油 廃軽質油の欄は、のイからニまでに掲げる油以外の油に係る廃油について記載すること。 34の記載は、次の要領によること。 人件費の欄は、給料、手当、役員給与、退職給与、厚生費及び雑給の額を記載すること。 変動費の欄は、燃料費、油水分離用薬品費、引船費等廃油処理量に応じて変動する費用の額を記載すること。 管理諸費の欄は、通信費、旅費交通費、広告宣伝費等一般管理のために必要な費用の額を記載すること。 4料金収入、維持管理費及び租税公課は、それぞれその明細書を添附すること。 
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第６号様式（第３８条関係）

第６号様式(第38条関係)

　　年　　月　　日

１　事業の概要

２　廃油処理の状況

　(1)　廃油処理量

　(2)　排出中の油分の濃度

廃 油 処 理 実 績 報 告 書

(　　年　　月　　日から　　年　　月　　日まで)

廃　　　　　重　　　　　質　　　　　油

(1) 廃重質油の欄は、次に掲げる油に係る廃油について記載すること。

　ニ　潤滑油

　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。

廃　　　　　軽　　　　　質　　　　　油

スロップオイル スラッジ そ の 他

コレクトオイル

合　　計

(2) 廃軽質油の欄は、(1)のイからニまでに掲げる油以外の油に係る廃油について記載す
　ること。

　イ　原油
　ロ　日本産業規格K2205(重油)に適合する重油
　ハ　ロに掲げる重油以外の重油で日本産業規格K2254(石油製品－蒸留試験方法)の５に
　　より試験したときに摂氏340度以下の温度で体積の50パーセントを超える量が蒸留さ

平　　　均最　　　小

そ の 他 合　　計スロップオイル スラッジ

水バラスト タンク洗浄水

ビ ル ジ 水バラスト タンク洗浄水

　２の(1)の記載は、次の要領によること。

最　　　大

　　れる重油以外の重油

　海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第48条第2項の規定により、次のとおり報告します。

氏名又は名称及び住所並

びに法人にあってはその

代表者の氏名及び住所　

 　殿
地方運輸局長

運輸監理部長

備考　１
２

立方
メートル

立方
メートル

年 年 年 年 年 年

年

立方

メートル

立方センチ

メートル

立方センチ

メートル

立方センチ

メートル

立方
メートル

年

立方
メートル

年

立方
メートル

年

立方
メートル

年

立方
メートル

年

立方
メートル

年

立方
メートル

年

立方
メートル

立方
メートル

立方
メートル

立方
メートル

立方
メートル

立方

メートル

立方

メートル
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第６号の２様式（第３８条関係）

第６号の２様式（第38条関係）

（ 年 月 日から 年 月 日まで ）

年 月 日

殿

回 日

備考 １
２

廃　棄　物　排　出　状　況　報　告　書

　海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第48条第３項の規定により、次のとおり報告
します。

氏名又は名称及び住所並
びに法人にあつてはその
代表者の氏名及び住所

管区海上保安本部長

　排出海域は、経緯度又はその他の当該海域を特定できる方法により表示するこ
と。

　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。

廃棄物の排出のための
航海に従事した回数

廃棄物の排出のための
航海に従事した日数

船 名 登 録 番 号

廃 棄 物 の 種 類 年間排出量 排　出　海　域
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第６号の３様式（第３８条関係）

第6号の3様式(第38条関係) 

燃料油消費実績・二酸化炭素放出実績指標報告書 

(  年  月  日から    年  月  日まで) 

年  月  日   

            殿 

 氏名又は名称及び住所

並びに法人にあつては

その代表者の氏名 

 

 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第48条第4項の規定により、次のとおり報

告します。 

船 名  船 舶 番 号  

船舶所有者の氏名又

は名称及び住所並び

に法人にあつてはそ

の代表者の氏名 

 

船籍港又は定係港  

総 ト ン 数  載貨重量トン数  

燃料油の種類 

 

燃料油の消費量 

(トン) 

航行距離 

(海里) 

航行時間 

(時間) 

    

二酸化炭素放出実績

指標 
 

備 考  

 (注) 1 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。 

    2 総トン数の欄には、法第51条の3の規定による総トン数を記載すること。 
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第７号様式（第３９条、第４０条関係）

第8号様式（第39条の2、第40条関係）（昭50運令51・追加、昭55運令32・昭58運令36・平元運令24・元9運令83・平18国交令121・平30国交令10・令2国交令98・一部改正） 手数料納付書 年月日 殿 申請者の氏名又 は名称及び住所 下記の申請について手数料を納付します。 1申請事項 2金額 3備考 収入 印紙  
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